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第１章　中国の大学産学研連携の背景、経緯と現状

産学研（産業・大学・研究開発機関）の協力は
中国ではしばしば、産学研の「結合」と呼ばれる。
この両者が指す内容は異なると指摘する学者もい
るが、本書においては両者を区別せず、同一概念
として扱う。産学研の協力とは、企業と大学、研究
開発機関が各自の価値目標を実現するために一定
の組織形式や仕組みを通じて構築する研究や開発
などでの協力関係のことである。大学は、産学研
連携における重要な主体であり、主に知識と技術、
人材を供給する役割を担っている。

一、中国の大学における産学研連携の背景と発展
過程

1978年の改革開放前まで、中国は計画経済体制
を実行しており、産学研の協力は主に、計画と行
政手段に頼り、産学研連携の推進においては政府
が主要な役目を果たしていた。多くの高等教育機
関の教師が、党と政府による「上山下郷」（山を上
り里を下れ）という呼びかけに応え、実践的な生
産現場で働いた。当時の企業は単純な生産現場に
すぎず、新技術の研究開発には携わっていなかっ
た。大学と研究開発機関は、計画の要求に基づい
て新技術を開発し、新技術を無償で企業に提供し
ていた。このため、企業、大学と研究開発機関の間
の協力は主に、政治的に決定された動員と計画と
いう手段に頼っており、自発的なものではなかっ
た。当時の産学研連携はいくつかの重大プロジェ
クトを促進したものの、行政システムに従った産
学研連携は、良好な循環を構築することはできず、
持続的な発展ができなかった。

1978年の中国共産党第11期中央委員会第3回全
体会議の開催後、中国は、市場化に向けた改革と
対外開放の政策を実行した。この際科学技術と経
済との乖離が大きくなってきたことから、産学研
連携の強化が提案された。1985年、『科学技術体制
改革に関する中共中央の決定』においては、「企業
の技術吸収と開発の能力を高め、技術成果を生産
能力に移転する中間プロセスを強化し、研究機関・
設計機関・高等教育機関・企業の間の協力と連携
を促進し、各方面の科学技術力を合理的に深化さ
せる」１との方針が打ち出された。経済体制と科学
技術体制の改革の推進に伴い、企業と大学、研究
開発機関は次第に、産学研協力の必要性を感じる
ようになってきた。企業はただの生産現場ではな

くなり、自身の利益を追求する経済的な実体へと
徐々に転換した。中国は西側から大量の進んだ科
学技術を導入し、国有の大中型企業は技術改良を
進め、郷鎮企業や個人起業の民間企業が次々と現
れ、先進技術に対する需要は大きく増加した。一
方大学は当時、活用されていない技術を大量に保
有しており、また科学研究経費の深刻な不足に直
面していた。そのため大学は、技術譲渡の方式で
収入を獲得し、科学研究経費の不足を補った。ま
た大学が企業を経営し、科学技術成果の移転を進
めることもあった。さらにキャンパスを出て企業
に技術コンサルティングを行う大学教師も少なく
なかった。週末の時間を使って企業にサービスを
提供することが多かったことから、これらの教師
は「日曜エンジニア」とも呼ばれた。市場化の波
に押され、北京大学は、自発的にキャンパスの南
側の壁を壊して企業を立ち上げた。1980年代に一
世を風靡した中関村の電気街にあった企業の多く
は、大学教員が先頭となって立ち上げたものであ
る。

1990年代、社会主義市場経済の構築と整備に伴
い、産学研連携の市場メカニズムは強化され、企
業の技術革新能力はさらに高まった。企業は、大
学が譲渡する技術を受け入れるだけでなく、自ら
の技術的なニーズに基づく大学への委託研究、大
学との共同研究や共同企業等の設立を行った。こ
の時期、大学と企業の協力には様々な形式が現れ、
従来は緩やかだった協力が緊密な連携へと転換し
ていった。1992 年 4 月、当時の国家経済貿易委員
会と国家教育委員会、中国科学院は、共同で「産
学研連合開発プロジェクト」を全国的に展開した。
その目的は、「社会主義市場経済体制の不断の整備
の過程において、産学研の有機的な結合を通じて、
国有の大中型企業と研究機関、高等教育機関の間
での密接で安定した交流・協力体系を打ち立てる。
これにより、産学研が共同で発展する良好な仕組
みを形成し、産学研が緊密に連携し革新を実現す
る中国の国情に合った道を見つける。このことを
通じて、科学技術成果の産業化とハイテク技術に
よる産業改良の歩みを速め、国有大中型企業の市
場競争における優位性を高める」こととされた。
同プロジェクトにより、産学研連携が促進される
とともに、大きな経済的効果・社会的効果があっ
た。同プロジェクトは1992年から1999年までに、
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合計約340件の国家級重点産学研ハイテク産業化
プロジェクトを実施し、販売収入約510億元、売上
総利益約120億元、外貨収入及び外貨の節約22億
ドルを実現した。産学研プロジェクトが設立に関
与した産学研共同研究開発機関と企業等は5800以
上に及び、「長所を相互に補い合い、リスクを共同
で負担し、利益を共有し、共同で発展する」という
産学研連携のモデルとなった。2008 年だけで、産
学研連携への参加機関等は全国で延べ33万6千に
達し、参加人数は延べ360万人、協力開発プロジェ
クトは12万件に及んだ。２

21 世紀に入り、中国は、産学研連携の制度の整
備をさらに重視するようになった。2000 年、当時
の国家経済貿易委員会は、『技術革新プロジェク
トの実施加速と企業を中心とした技術革新体系の
形成に関する意見』（国経貿技術[2000]60号）を公
布し、産学研連携の制度整備、国有大型企業と高
等教育機関、研究開発機関による開放的で安定し
た連携関係の構築を奨励した。2006年に発表した

『国家中長期科学・技術発展計画綱要（2006-2020）』
においては、企業を主体とし、市場を志向した、産
学研連携による技術革新体系の構築が打ち出され
た。2005年と2009年には、行政の関連部門が協力
して、技術革新誘導プロジェクトと技術革新プロ
ジェクトを実施し、産学研が共同で申請したプロ
ジェクトに対して国家と地方の科学技術計画が優
先的な支援を行うこととなった。

二、中国の大学による産学研連携展開の動機
産学研連携においては、異なる主体は異なる協

力の動機を持っている。企業が協力する動機は、
企業のイノベーション能力と競争力を高め、企業
の収益を上げることだと言える。一方、大学が協
力する動機は、経済的な効果を上げることではな
く、社会的な効果を上げることが中心だと言える。

1．科学研究教育資金の調達
中国の大学の科学研究教育経費は逼迫してお

り、国が割り当てる経費は、大学発展のために必
要な額をはるかに下回っている。国家の科学研究
プロジェクトの申請手続は複雑で、普通の地方大
学が国家の科学研究プロジェクトに採択されるこ
とは難しく、さらに国家科学研究経費の使用には
制約が多い。このため、大学は、企業との協力を必
要としている。多くの大学は企業協力のための委
員会や理事会を設け、企業との戦略的協力関係を
構築している。大学が地方政府と協力して研究開
発機関を設け、地方と企業の発展を支援するケー
スも少なくない。例えば、清華大学は浙江省には

長江デルタ研究院を設け、深センには深セン清華
研究院を設けている。３

2．科学研究・教育水準の向上
産学研連携で最も重要なのは、人材交流、研究交

流、教育である。英国のある調査によると、74.5％
の学者は、企業への参加の最も重要な動機は教育
と研究であるとしている。とりわけ一部の理工学
科や新興学科、学際的な境界領域においては、知
識の陳腐化が速く、現場の状況を常にフォローし
ていかなければ先端的地位を保つことはできな
い。大学は、産学研連携のメカニズムを通じて、企
業の技術ニーズと技術発展の動向を把握し、実践
的課題を解決する能力を高めるとともに、教育内
容の更新・向上を図ることが出来る。また、学生
の知識を広げ、学生の実践と就業の機会を増やし、
市場と企業のニーズにより合致した優秀な人材を
育成することにも資している。

3．科学技術成果の移転促進
社会的貢献を果たすことは、大学の重要な働き

の一つとなっている。科学技術成果の実用化は社
会へのフィードバックの重要な手段であると同時
に、大学が科学研究経費を拡大し、教員が収入を
高める手段である。中国の一部の大学に対する調
査によると、大学が科学技術成果の移転に従事す
るのは主に、学科発展や科学研究、人材育成に奉
仕するためであり、自身の利益を追求するためで
はないことがわかった。米国の大学の研究でも、
ほとんどの学者、とりわけ工学などの応用科学分
野の学者たちは、技術成果の移転そのものに熱意
を持っており、収益の多寡へのこだわりはそれほ
どない。

また国家と地方は、産学研の協力を奨励するた
め、産学研連携プロジェクトに対して優先的支援
を行ったり、産学研連携の特定項目を設けたりし
て、産学研によるプロジェクトの共同申請を奨励
している。例えば、広東省と江蘇省では、産学研連
携を支援する専門のプロジェクトファンドが設け
られている。国家や地方の科学研究プロジェクト
に対し共同申請することも、大学が企業と協力す
る動機の一つとなっている。

三、中国の大学の役割と産学研連携
高等教育の発展史を振り返ると、大学の機能が

社会の進歩と経済の発展に伴って絶えず拡大して
きたことがわかる。従来の人材育成から「教育と
科学研究を同等に重視」する姿勢、さらに社会貢
献へと拡大しており、大学の機能は単一的なもの
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から多層的なものへと進化してきた。歴史的な蓄
積を通じて、人材育成と科学研究、社会貢献は、現
代の大学における3つの大きな基本的役割を構成
するようになり、社会・経済・文化・教育などの
分野で重要な役割を発揮している。産学研の連携
は、世界各国の大学の重要な役割の一つとなって
いる。

中華人民共和国の建国以来、大学は、近代大学
の経営理念を掲げ、人材育成活動を重視すると同
時に、科学の探索にも従事し、人材育成と科学研
究の二重の使命を負ってきた。だが実践において
は、当時のソ連の教育・科学技術体系の影響を受
け、中国のほとんどの大学が人材育成を中心とし、
科学研究が軽視したため、人材育成と科学研究と
の乖離が生まれ、中国の大学の科学研究水準の向
上とイノベーションへの貢献に対し大きな影響を
与えた。大学と企業との間の協力は、分散的で低
レベルなもので、大学は企業が必要とする技術を
無償で企業に使用させていた。

改革開放後、「科学技術は第一の生産力である」
というテーゼが提出され、政府は、大学に人材育
成とともに、重点大学を突破口として、大学の科
学研究の役割を強化するようになった。1978年の

『全国重点大学暫定業務条例』では、重点大学が人
材育成と科学研究という2つの大きな役割を同時
に持っていることを業務条例の形式で示し、重点
大学が科学研究の比重を徐々に拡大し、高レベル
の科学技術成果を上げることを求めた。1985年の

『教育体制改革に関する決定』は、「大学は、ハイレ
ベルな専門人材の育成と科学技術文化の発展とい
う重大な任務を負っている」と更に明確な定義を
した。ここに至って、重点大学にも一般大学にも、
教育と科学研究という二重の使命がはっきりと与
えられ、人材育成と科学研究という 2 つの大きな
基本的役割が備わるようになった。政府の誘導と
社会的要請を受け、一部の高水準の大学は、率先
して「教育と科学研究を同等に重視する」という
大学経営を行い、国家科学技術体系における大学
の地位は大きく高まった。特に「211プロジェクト」
と「985プロジェクト」の実施に伴い、中国は研究
型大学の建設を本格的にスタートさせた。知識の
生産・応用・伝播を有機的に結合した研究型大学
を建設することは、多くの大学とりわけ重点大学
が追求する目標となった。これと同時に、「科学教
育国家振興戦略」と「革新駆動発展戦略」の実施
が進められたことで、大学には、社会に有能な人
材を送り出すと同時に社会に対して各種の科学技
術サービスを提供することが求められるようにな
り、大学の社会貢献という役割が大きく広がった。

長年にわたる経験と、「211プロジェクト」と「985
プロジェクト」での知見を元に、研究型大学の枠
組みがある程度確立され、2011年3月までに「211
プロジェクト」の認定大学は112校、「985プロジェ
クト」の認定大学は39校に達した。研究型大学の
建設が活発化する中、中国の大学は、人材育成・
科学研究・社会貢献の三大機能を強化し、革新人
材を急速に増加し、科学技術上の革新を次々と実
現し、社会貢献を拡大することにより、競争力は
向上し、国際的な評判も高まり、経済社会の発展
に重要な貢献を果たした。産学研連携は、単なる
技術譲渡から、共同研究や共同組織の設立、連盟
の設立などの多元的な方向へと発展し、市場メカ
ニズムが産学研連携において確固たる位置を占め
るようになった。
『国家中長期科学・技術発展計画綱要』は、大学

は「我が国がハイレベル革新人材を育成するため
の重要な拠点」であり、「基礎研究とハイテク分野
の自主革新の主力部隊の一つ」であり、「国民経済
の重大な科学技術問題を解決し、技術移転を実現
し、成果を移転するための強力な新勢力」である
とし、国家革新体系における大学の役割と位置付
けを明確化した４。大学がこの役割を果たすため
には、自身の研究能力を高めると同時に、企業と
の協力を強化し、共同での研究開発と成果移転を
推進しなければならない。社会に知識面での貢献
を果たすと同時に、経済社会の発展とエコ文明の
建設にも貢献しなければならない。

中国には大学が数多くあり、国家革新体系にお
ける位置と発揮する役割も大学のタイプによって
大きく異なる。このため、国家革新体系の建設と
いう角度から大学の役割の位置付けを詳しく検討
する必要がある。

1．研究型大学の国家革新体系における位置付け
各大学の運営条件や研究水準、サービスレベル

の違いによって、中国の大学は研究型大学と教育
型大学に分けられる。研究型大学と教育型大学は
いずれも人材育成・科学研究・社会貢献という
3 つの役割を担っているものの、研究型大学は教
育型大学に比べていずれの役割も大きいと言え
る。第一に、役割から見ると、教育型大学が人材
育成を中心とした単一の役割を担っているのと異
なり、研究型大学は「人材育成と科学研究を同等
に重視し、社会貢献にも配慮する」という二重の
役割を担っており、ハイレベルの人材育成とハイ
レベルな科学研究がその根本的な特徴となってい
る。第二に、大学運営の実力から見ると、教育型大
学では教育能力が科学研究能力よりも強いのと異
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なり、研究型大学の教育環境と研究環境はいずれ
も優れており、教育能力と科学研究能力がどちら
も強い。第三に、人材育成から見ると、教育型大学
が本科（4年制大学）教育に重点を置いているのと
異なり、研究型大学は大学院生の育成を比較的重
視している。第四に、科学研究から見ると、教育型
大学が応用を重視し、基礎を軽視しているのと比
べると、研究型大学は、基礎研究の面で高い実力
を備え、オリジナルの研究成果を生み、世界の先
端学術レベルを目指している。第五に、社会貢献
から見ると、教育型大学のサービス分野とサービ
ス地域が比較的狭いのに比べると、研究型大学は、
政府が政策決定にあたって意見を求めるシンク
タンクとなっており、多くのエリート人材の育成
と重要な科学技術成果の実現を通じて、社会や経
済の発展、科学教育の進歩、文化の繁栄、国家の安
全確保において重要な役割を発揮している。第六
に、研究型大学は、中国の大学が革新型国家を建
設するための中心的な存在であり、中国の自主革
新能力と国際競争力を高めるための重要な戦略的
資源と考えられている。このため、中国の特色を
持った世界的な水準の研究型大学の建設を促進す
ることは、中国が科学技術の革新を促進し、革新
型国家を建設するための急務の課題である。また、
中国の大学が科学研究と教育の結合という趨勢に
順応し、長期的で持続的な発展を図るための戦略
的な選択だと言える。

2．重点大学の国家革新体系における位置付け
大学経営の実力の違いと政府の支援水準の違い

に基づき、中国の大学は、「985 プロジェクト」認
定大学又は「211 プロジェクト」認定大学である

「重点大学」とそれ以外の「非重点大学」に分けら
れる５。第一に、大学運営の実力から見ると、非重
点大学と比べると、重点大学の教育・科学研究条
件は優れており、教育能力と科学研究能力はいず
れも高い。第二に、役割の位置付けから見ると、非
重点大学が人材育成を中心とした単一的な役割を
担っているのと異なり、重点大学は「人材育成と
科学研究を同等に重視し、社会貢献にも配慮する」
という二重の役割を担っている。第三に、人材育
成から見ると、非重点大学が大衆教育に重点を置
いているのに対して、重点大学は、大衆教育をも
行っているものの、エリート人材の育成に重きを
置いており、一部の「985プロジェクト」認定大学
では大学院生の人数が学部生の人数を上回ってい
る。第四に、科学研究から見ると、非重点大学の
応用を重んじる研究体制と比較的低い研究能力と
比べると、重点大学の科学研究活動は基礎研究・

応用研究・試験展開などの研究開発全体をカバー
している。重点大学においても大学によっては基
礎研究分野で抜きん出た実力を持っているところ
と、応用研究方面で際立った実績を持っていると
ころがある。とりわけ「985プロジェクト」認定大
学は、中国の基礎研究とハイテク自主革新の主力
である。第五に、社会貢献の面から見ると、非重点
大学が主に現地の企業や政府、民間に技術サービ
スを提供しているのに対し、重点大学は、現地の
企業や政府、民間に技術サービスを提供するとと
もに、一部の高水準の重点大学は地域や業種をま
たいで技術サービスを提供している。第六に、「211
プロジェクト」と「985プロジェクト」の実施に伴
い、重点大学は政府の優先政策の支援を受けて大
きく発展している。一部の「985プロジェクト」認
定大学はすでに、一定の規模を持ち、総合的な学
科を有し、優秀な人材が集まった高水準の研究型
大学へと発展しており、中国の人材育成・科学研
究・ハイテク産業開発の三位一体の拠点となって
いる。これと同時に、各大学は「主流に乗り、レベ
ルを高める」政策を打ち出しており、「985プロジェ
クト」認定大学と「211プロジェクト」認定大学が
研究型大学の建設の波に積極的に対応しているだ
けではなく、一部の高い実力を持つ非重点大学も、
重点大学へのグレードアップを図り、長期発展目
標を教育型大学から研究型大学への転換に置くよ
うになっている。このような転換期にある大学と
重点大学とがともに積極的に科学研究活動に参加
し、社会的ニーズに奉仕することは、革新型国家
の建設を促進するものである。

3．特定産業に強い大学の国家革新体系における
位置付け

清華大学や北京大学などの従来型の総合的な研
究型大学と比べると、特定産業に高水準の強みを
持つ大学は、関連産業において伝統的に優位を保
持しており、専門学科の設置、カリキュラム体系、
実験環境、育成モデルなどの面で特定産業に関連
する特徴を保有している。第一に、大学の役割か
ら見ると、特定産業に高水準の強みを持つ大学の
多くは、従来型の総合的な研究型大学と同様、「人
材育成と科学研究を同等に重視し、社会貢献にも
配慮する」という二重の役割を担っている。これ
らの大学では特定の産業に立脚することを強調
し、関連産業の人材育成・科学研究・社会貢献に
重点を置き、実践の重視、応用の強調、社会貢献を
重んじる伝統がある。第二に、大学経営の特徴か
ら見ると、従来型の総合的な研究型大学が多学科
と多分野の発展を重んじるのとは異なり、特定産
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業に高水準の強みを持つ大学は、多学科と多分野
への展開をも行っているものの、関連産業におい
て大学が持つ優位のさらなる強化を重視し、関連
産業における教育・科学研究・社会貢献に重きを
置いている。第三に、人材育成の面から見ると、従
来型の総合的な研究型大学が多分野のエリート人
材の育成を重んじるのに対し、特定産業に高水準
の強みを持つ大学は、関連産業におけるエリート
人材と応用人材の育成を重視し、卒業生の実践能
力が高く、職業的資質に富むという特徴を持って
いる。第四に、科学研究の面から見ると、従来型の
総合的な研究型大学が多分野の研究を展開し、基
礎研究とハイテク自主革新を重んじるのに対し、
特定産業に高水準の強みを持つ大学は、特定産業
関連分野及び応用研究に強みを有する組織と人材
を有しており、産業発展における戦略的・技術的
課題に迅速に対応することができる。この点で関
連産業のニーズに向けた科学研究の面で優位を
有し、これらの産業の先端かつ基盤的研究開発に
おける中心的な研究開発機関となっている。第五
に、社会貢献の面から見ると、従来型の総合的な
研究型大学が多分野にわたる社会貢献を行ってい
るのに対し、特定産業に強みを持つ大学の多くは、

「サービスを目的とし、貢献によって発展を追求す
る」という理念を掲げ、関連産業に向けた技術サー
ビスの提供を重んじ、関連産業の発展と連動性を
有している。このため堅固な産学研連盟の形成に
有利であり、高い社会貢献能力を有している。第
六に、現状及び今後の展望から見ると、特定産業
に強みを持つ大学は、中国の高等教育体制におけ
る特徴の一つであり、特定産業のハイレベル革新
人材と実践応用人材の育成のための中心的な拠点
となっている。しかしながら、これらの大学は関
連産業の行政主管部門との関係をすでに解消して
いるため、現状では、従来型の総合的な研究型大
学との競争に直面している。今後関連産業におけ
る革新競争において優位を保持するためには、特
色を際立たせた上で研究開発能力を全面的に向上
させる必要があると言える。

中国の大学は豊かなリソースと良好な環境を有
し、人材育成・科学研究・社会貢献などの面で多
くの実績を上げている。2010 年を例に取ると、大
学は、国内の96.4％の大学院生を育成し、8.5％の
研究開発支出を行った。SCI 収録の国際科学技術
論文の約 8 割が大学からのもので有り、国家三大
賞や国家自然科学基金、973 計画、863 計画の半分
以上を大学が占めた。大学は、先端の科学研究に
おいて厚みのある実力を有し、競争的プロジェク
トの獲得において高い競争力がある。しかし、中

国の大学がさらなる発展を遂げるためには幾つか
の課題がある。

1．大学の同質化による科学教育リソースの浪費
ここ数年、大学間の資源競争は日増しに激化し、

各種の大学ランキングと評価体系が絶えず出現し
ている。これらの大学ランキングと評価体系は一
般的に、規模と総量による価値付けを行い、総合
ランキングを強調する傾向にある。このことから
多くの大学が規模や総量を競い、「総合化、研究化、
国際化」を自己の大学経営の方向とするようにな
り、発展目標が同化するようになった。さらに、一
部の大学では研究を重んじ、教育を軽んじる評価
体系が形成され、大学の研究開発機関化の傾向が
強まると同時に、大学の通常の教育業務にも影響
が出ている。高等教育の同質化現象は、限りのあ
る科学教育リソースの最適配分を妨げ、中国の高
等教育体制の効率的な運用と協調的な発展を阻害
し、科学教育リソースの浪費につながっている。

2．イノベーション能力の発揮を制約する評価体系
現在、大学の科学研究評価体系は一般的に、国

家プロジェクトの獲得数や論文数、獲得した賞等
の級別などの指標の重視する一方、分野横断的課
題や成果移転を軽視する傾向がある。職階の審査
判定においては学術誌への論文発表数とインパク
トファクターが過度に強調されるため、大学の講
師や研究員が研究テーマの選択において論文にな
りやすいかどうかを重視し、市場ニーズを軽視す
る傾向が出ており、科学技術成果の移転を進める
インセンティブが低くなっている。評価体系や奨
励メカニズムが社会的要請に対応していないこと
は、技術革新体系において大学がイノベーション
能力を発揮することが制約されている根本的な原
因である。

3．研究の組織化の弱さによるリソースの分散
市場経済を背景として、大学内の異なる組織と

個人は、別々の利益を追求している。各々の教員
と研究員の利益の方向性が異なる状況において、
大学では、多くの研究チームが形成されている。
これらの研究チームは教員と学生から構成されて
おり、規模の小ささ、相互協力の少なさ、エンジニ
アの技術不足、統合力の欠如といった問題を抱え
ている。このため大学のリソースは分散したもの
となり、国家の重大戦略研究や重大プロジェクト
を単独で担当することができなくなるなどの問題
がある。
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4．科学技術成果移転促進経費の不足
現在、大学の科学技術成果の移転率は低い。そ

の主要な原因は、科学技術成果移転にあたっての
投資が大きく、リスクが高いことにある。大学は
事業単位（国家が社会公益目的のため、国家機関
により運営あるいはその他組織が国有資産を利用
し運営するもので、教育、科学技術、文化、衛生な
どの活動に従事する社会サービス組織）ではある
が、科学技術経費の財政投資は不足しており、と
りわけ大学の試験発展経費は、全国の試験発展経
費の1.4％にとどまり、企業や研究開発機関の支出
割合をはるかに下回っている。このように試験発
展経費に対するサポートが不足しているため、科
学技術成果の移転と実用化が困難となっており、
大学の多くの知的資産が効果的に活用されない状
況を生み出している。実用価値のある多くの科学
技術成果は論文段階もしくは実験室の階段にとど
まり、科学技術成果の移転率は全体として低すぎ
る状況にある。

大学は、革新人材の育成拠点、知識革新の発祥
地、科学技術革新の重要な源であり、科学技術の
進歩と人材育成の結合点として、革新型国家を建
設するために重要な使命を負っている。大学のイ
ノベーション能力をさらに向上させ、大学の科学
研究と教育の結合能力を高めるため、以下の政策
を提案したい。

1．大学が自身の形態に適合した位置付けを確立
するよう指導を強化

政府は、研究型大学と教育型大学に対して各々
の形態に応じた指導を行う必要がある。大学も、
大学経営の考え方を整理し、自身の置かれている
状況に基づいて、社会の需要に対応した大学の位
置付けを定め、特色のある学科と専攻を作り出し、
特色のある研究とサービスを提供し、高等教育が
経済社会発展のための多元的な需要を満たし、革
新型国家の建設を促進するようにしなければなら
ない。

2．評価メカニズムの改良、大学と企業の交流の促
進によるイノベーション支援能力の向上

政府は、大学が評価メカニズムを改良するよう
指導し、多様な科学技術活動に対応した研究評価
体系を構築し、研究の成果移転率や成果移転効果
などの指標を評価体系に入れる必要がある。さら
に、大学教員や研究員が研究テーマの選択におい
て市場ニーズに配慮することを奨励し、大学教員
と研究員による企業のイノベーション能力の向上
支援活動をサポートするとともに、各人の将来目

標を実現できるように導かなければならない。大
学も、大学と企業との交流を適切に推進し、大学
院生の共同育成や学術交流、共同研究などの方式
を通じて大学と企業との関係を密接にし、大学の
イノベーション支援能力を高める必要がある。

3．リソースの統合的な運用、人員の増強等による
重要課題解決能力の向上

大学は、国家と産業の重要戦略ニーズに対応し
て、学内の研究管理体制の強化、重要研究課題に
対する支援の拡充、これらの研究の組織化・重点
化、研究開発プラットホームの構築などを行うこ
とにより、学科や分野をまたいだ科学研究と教育
とが結合したチームの育成することにより、重要
研究課題の解決能力を強化し、国家革新体系にお
ける大学の影響力を高める必要がある。

4．交流及び協力の促進、科学技術リソースの開放
と共有の推進

大学は、指導教員の相互招聘や学生の交換、共
同育成などの方式を通じて研究開発機関との人材
交流を強化するとともに、科学研究拠点や実験拠
点、活動プラットホームの共同設立などの方式を
通じて研究開発機関とのリソース共有を推進する
ことが必要である。大学はまた、産業技術の共同
開発や国家重大科学技術プロジェクトの建設に積
極的に参加し、知識の蓄積と経験の交流を通じて、
企業の技術革新と産業技術の発展を助けると同時
に、重要研究課題を解決する自身の能力を高める
必要がある。

四、中国の大学の産学研連携の発展動向
1．大学その他の革新主体の内在的ニーズ

産学研連携の展開に対しては、大学もまた強い
ニーズを有している。大学と企業、研究開発機関
との協力は、大学の教員や学生に企業と産業の発
展の実際状況を理解させ、経済・社会の必要に適
した人材の育成に役立つ。大学の研究方向や研究
テーマの選択が企業や産業のニーズと合致すれ
ば、科学技術成果の市場における実用化の可能性
が高くなる。大学による科学技術成果の移転にも、
企業の資金援助やプロジェクト化支援を必要とし
ている。浙江大学のある幹部はかつて、「知識経済
が世界の発展を推進する現代、革新や起業は世界
的な趨勢となっている。高等教育機関は、国家目
標や社会ニーズと密接に結びつけられなければな
らない。経済が発達していればいるほど、産学研
の協力が必要となる。レベルが高い大学ほど、産
学研の協力を必要としている」と語っている。清



7独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

第１章　中国の大学産学研連携の背景、経緯と現状

華大学と上海交通大学の研究チームは、国内トッ
プの電子情報企業10社と技術連盟を形成し、デジ
タルテレビ技術で大きな進展を遂げ、世界をリー
ドする水準を実現した。上海市の大学の科学研究
経費の46％は、企業や事業単位からのものであり、
江蘇省と浙江省ではそれぞれ 50％と 60％に達し
ている。東北大学は遼寧省内の大中型企業36社と

「東北大学大学・企業協力委員会」を設立し、100
近くの地方政府及び大中型企業と全面的な協力関
係を構築し、大中型企業20社余りと技術研究開発
センターを共同設立している。ここ数年で採択さ
れた1千万元以上の企業科学技術開発プロジェク
トは25件に達する。

また、企業も、大学及び研究開発機関との協力
によって自身の技術革新能力を高める必要性に直
面している。経済のグローバリゼーションの進行
に伴い、企業は国内外の市場競争の高まりにます
ますさらされるようになった。さらに、資源の不
足や生産要素価格の上昇もこれに加わり、大量に
資源を消耗する「粗放型」成長に頼り続けること
は難しくなっている。他方において、国家は省エ
ネ・排出削減などの産業政策を国全体で推進して
おり、融資や土地の使用許可を制限しつつある。
これらは、企業の技術革新能力に対して非常に高
い要求を課すものである。国全体で見ると、中国
企業の技術革新能力はまだ弱く、企業の能力だけ
に頼っていては、以上のような状況に対応するこ
とは困難である。このため、技術的課題を大学や
研究開発機関と共同で解決することが、企業の現
実的な選択となっている。調査研究によると、多
くの企業は、技術革新を利用して市場競争能力を
高めたいと渇望しており、産学研の結合によって
自身の革新能力を増強し、企業ニーズを満たそう
としている。奇瑞汽車公司は、中国自動車工業の
自主革新の代表だが、設立されてから長くない企
業であるために、その技術力は、百年にわたる技
術の蓄積を持つ一流の国際的自動車メーカーとは
比較にならない。厳しい市場競争に対応するため、
奇瑞社は、外部の力を利用して自社開発能力を高
めるという道を選んだ。自動車や関連産業分野に
おいて多様な方式で国内外の一流大学や研究開発
機関、設計機関などと協力して、相互の弱点を補
強する研究開発設計体制を構築した。中国アルミ
ニウム業公司は、化学原料の供給不足と価格上昇
の傾向に対応し、産学研の結合が技術革新能力向
上のための重要な手段と考えた。このため同社は、
1 億元を投資して中南大学に連合実験室を設立す
るとともに、国内の非鉄金属産業の企業・大学・
研究開発機関16機関と共同して「中国有色（非鉄）

金属産業技術革新戦略連盟」を設立し、資源保障
と省エネ・排出削減、先端材料の開発という 3 つ
の大きな課題に取り組んでいる。

2．大学の産学研連携における市場メカニズムの
役割の増強

市場は、産学研の結合を後押しており、大学に
おいてもそれは同じである。ますます多くの大学
が、内在的ニーズに基づき市場経済の法則に照ら
して、協力パートナーを自主的に選択し、協力協
定を締結し、共同研究や技術移転を展開するよう
になっている。科学技術部は2007年以来、産業技
術革新戦略連盟90機関以上を設立している。これ
らの連盟は、産業発展のニーズに向けて産学研が
自発的に結合した結果と言える。代表的なものと
しては、初期に設立された鉄鋼のリサイクル工程
や新世代石炭化学工業、農業設備開発、石炭開発
利用の 4 つの連盟が挙げられる。連盟のメンバー
は、国家の呼びかけと支援の下、連盟への加入を
自らのニーズに基づき決定し、自由な協議に基づ
いて連盟協定を締結する。また連盟の任務と利益
分配については事前に取り決めを交わす。

江蘇省や浙江省などの大学に対する調査研究に
よると、多くの産学研結合は市場のニーズに基づ
き、自発的に行われている。例えば、南京工業大
学においては、産学研と行政が共同し、大学の技
術シーズを実用化にスムーズに移行する社会的な
仕組みが構築・整備され、企業が主体となって大
学の優れたリソースを統合する体制が作られ、企
業の開発能力が高められた。また企業に対しては、
技術センターを大学に設立し、大学と革新プラッ
トホームを共同設立することが奨励された。学校
のリソースの開放も全面的に進められ、企業に技
術・設備・人材・情報などの技術サービスを提供
し、中小企業のグレードアップや転換を支援する
仕組みが構築された。大学と企業の連盟が約 300
機関設立され、各種の技術取引関連活動が約 200
回行われた。無錫や泰州など 10 市・県余りの地
方政府との協力も進められ、イノベーションに向
けた機関が共同設立されるとともに、南京科学技
術広場や連雲港海洋工程研究院、江蘇海洋産業研
究院などのプラットホームが運用された。中国石
化集団や中国建材集団、中国建築科学研究院など
の大型企業や研究開発機関との戦略的協力も行わ
れ、約 100 機関の研究開発センターが共同設立さ
れた。浙江省では民営企業が主導し、省外の約200
機関の大学及び研究開発機関と協力協定を締結
し、これに関連する研究員と研究経費は浙江大学
全体の規模に匹敵している。また、華為技術有限
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公司や甘粛金川集団公司は、研究開発基金の設立
や研究課題の公開入札、実験室の共同設立などの
多様に手法を通じて、大学や研究開発機関との協
力を進め、自社の多様な技術ニーズを満たし、企
業の革新能力と国際競争力を大きく向上させた。

3．産業連関をめぐる産学研共同技術革新
これには大きく２つの類型がある。一つは、特

定の産業分野の確立した産業連関に大学が参加す
るケースである。例えば、鉄鋼のリサイクル工程
の技術革新戦略連盟は、鋼鉄研究総院や宝鋼、鞍
鋼、武鋼、首鋼、東北大学、北京科技大学などの
10機関によって組織され、既存の分業の仕組みを
土台として、「新世代リサイクル型鉄鋼工程工法
技術」の開発を目標に、単体の技術や製品から冶
金技術の工程全体へと研究開発を展開した。省エ
ネ・消耗削減と資源のリサイクルに着目し、新し
い技術連関を構築することにより、産業構造の高
度化と競争力の向上を目指している。

もう一つは、産業や分野をまたいだ産学研連携
に大学が参加するケースである。例えば、自動車
の軽量化技術の革新戦略連盟は、第一汽車や東風、
奇瑞、吉利、長安、宝鋼、西南アルミニウム業、華
東理工大学、中国汽車工程研究院などの12機関か
ら構成され、自動車軽量化に係るコア技術の知的
財産権の取得と軽量化自主技術標準の形成を目標
とし、自動車の設計・製造や機械加工、基礎材料
など、産業分野をまたいだ基盤技術の革新を目指
している。

4．大学の産学研連携形式の多様化
第一が、交流プラットホームの構築である。

フォーラムやシンポジウム、成果展示会、商談会
などを共同開催し、情報と技術の交流を行う。大
学院生の共同育成や実習拠点の共同設立などを通
じて、人材を交流するとともに知見を相互に交換
する。

第二が、協力プロジェクトの展開である。これ
には企業による研究開発の委託や研究開発機関の
技術移転、産学研共同による重要課題対応などを
含む。一部の企業は、技術的課題を解決するため、
公開入札の方式を通じて研究開発機関との協力を
図っている。例えば、金川集団公司は、技術的課題
をシンポジウムの形式で国内の100以上の機関に
向けて発表し、数十にのぼる国内の研究開発機関
と協力関係を構築した。課題の入札制も、多くの
企業が産学研結合を行う典型的な方法である。

第三が、科学研究拠点の共同設立である。連合
実験室や工学技術センターの共同設立などが含ま

れる。例えば、上海交通大学と宝鋼株式公司は、自
動車用鋼板使用技術連合実験室を共同設立し、自
動車用鋼板の総合形成技術と溶接技術の開発を
行った。聯想集団と北京航空航天大学は高性能計
算応用連合実験室などを共同設立している。

第四が、研究開発組織の設立である。共同出資
（技術も出資対象となる）で研究開発組織を設立
し、技術開発と産業化を行う。例えば、北京化工大
学と寧波海天集団有限公司は、寧波海天化工科技
有限公司を共同設立し、化学工業の新製品と新技
術の開発に取り組んでいる。また中国網通集団公
司と北京北郵通信技術公司（北京郵電大学の代表
者）、上海アルカテル株式有限公司、華為技術有限
公司は、ブロードバンド業務応用技術国家工程実
験室有限公司を共同出資によって設立した。

第五が、産業技術革新戦略連盟の構築である。
企業・大学・研究開発機関間の共同のニーズに基
づいて、企業が主導して連盟は構築される。知的
財産権と技術標準の形成を主要な柱とし、経済原
理に基づいて運用され、法律により制約・保護さ
れる持続的で安定的な協力関係を契約で打ち立て
ることにより、明確な効果のある利益共同体を形
成する。これにより、リソースの共有と開発コス
トの引き下げ、リスク分散、開発期間の短縮、市場
の拡大が可能になる。産業技術革新戦略連盟には、
新世代石炭化工産業技術革新戦略連盟のような産
業別のものもあれば、紹興繊維産学研戦略連盟の
ような地域的なもの、自動車軽量化技術革新戦略
連盟や高効率省エネアルミニウム電解技術革新
戦略連盟のような産業や地域にまたがるものがあ
る。

5．大学の産学研連携の政策環境の改善
第一に、社会環境が徐々に整ってきた。改革開

放以来、党中央と国務院は、科学技術体制の改革
を巡って多くの重大決定を行い、科学技術と経済
の結合の促進や科学技術成果の移転の促進に対し
て指導的な役割を果たしてきた。全国科学技術大
会は、自主革新能力の向上と革新型国家の建設を
国家発展戦略と定め、企業を主体とし、市場ニー
ズに基づき、産学研の結合した技術革新体系を作
ることにより、国家革新体系の建設を全面的に推
進することを打ち出している。科学技術大会の後、
中国の産学研結合は、新たな発展段階に入り、企
業・大学・研究開発機関は各自のニーズから、多
様な形式の産学研結合を積極的に模索・実践して
いる。

第二に、大学と研究開発機関の科学技術成果の
移転を促進する一連の政策・法規が相次いで制定
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第１章　中国の大学産学研連携の背景、経緯と現状

された。1996 年の『科学技術成果移転促進法』に
おいては、研究開発機関や高等教育機関などの事
業単位と生産企業が結合し、科学技術成果の移転
を共同で実施することが国家により奨励された。
1999年の国務院弁公庁『科学技術成果移転の促進
に関する若干の規定』は、科学技術成果の移転促
進に関して次のように規定した。すなわち、▽研
究開発機関や高等教育機関における職務上の科学
技術成果の移転にあたっては、当該科学技術成果
の発明者と成果移転に貢献した人員に対して奨励
を与える、▽研究開発機関や高等教育機関の技術
譲渡収入に係る営業税を免除し、各産業の技術成
果譲渡・技術訓練・技術コンサルティング・技術
請負などによって研究開発機関や高等教育機関が
得た技術サービス収入に係る所得税を当面免除す
る、▽ハイテク成果によって有限公司または非公
司制企業に参加する場合は、ハイテク成果の評価
額は公司または企業の登録資本の35％に達するこ
とができる、などが含まれる。2005 年に改正され
た『公司法』においては、▽株主は、現金による出
資のほかに、現物、知的財産権、土地使用権などの
価格評価可能であって法的に譲渡可能な財産を出
資することができる、▽株式全体の現金出資額は
有限責任公司の登録資本の30％を下回ってはなら
ない、との規定がなされた。この規定に基づけば、
ハイテク成果の評価額を最高で会社の登録資本の
70％にまで上げることができる。さらに国務院の
関連部門は現在、『科学技術成果移転促進法』の改
正を進めており、大学の科学技術成果の移転推進
がさらに強化される見込みとなっている。

第三に、2006年初めに国務院が公布した『「国家
中長期科学・技術発展計画綱要（2006-2020 年）」
の実施に関する若干の補足政策』においては、産
学研の結合を促進する税制を検討・制定するとと
もに、産学研共同による技術の習得・改良を支援
するため、国家重点産業では重要技術の習得・改
良を産学研連携で設立した技術プラットホームが

優先的に行うこととした。この政策は、産学研連
携の今後に関し、新たな方向性を指し示すもので
ある。

第四に、政府等の関連部門が産学研の結合を積
極的に促進している。財政部は産学研の結合を促
進する関連財政・税制を検討・制定している。教
育部は、部と省との協力を推進し、大学の科学技
術成果の企業や地方への移転を奨励している。国
務院国有資産監督管理委員会は中央企業（中央政
府直属の国有系企業）による各種の産学研連携を
積極的に推進している。国家開発銀行は、政策金
融を通して産学研の結合を推進している。全国総
工会（労働組合）は、企業のイノベーション文化の
醸成を通して産学研の結合を促進している。科学
技術部と関連部門は「技術革新プロジェクト」を
共同実施している。「十一五」（第11次5カ年計画、
2006-2010）と「十二五」（第12次5カ年計画、2011-
2015）においては、産学研の結合を支援に関し、国
家のリソースが優先的に割り当てられた。このう
ち科学技術サポート計画においては、産学研の結
合促進が計画実施の重要目標として掲げられてい
る。また863計画においては、具体的な製品イメー
ジのあるプロジェクトを産学研が共同申請するこ
とを奨励している。科学技術型中小企業技術革新
基金は、産学研の共同革新プロジェクトを優先的
に支援している。

第五に、各地方政府は現地の状況に立脚して産
学研の結合を推進している。江蘇省は科学技術成
果移転資金を設立し、産学研の結合を推進してい
る。上海市は、産学研戦略連盟のための特別予算
を計上した。広東省は、教育部及び科学技術部と
省部共同で産学研連携を促進しており、省部産学
研結合発展計画を発表し、省部産学研結合のため
の特別予算を計上した。四川省や浙江省、甘粛省、
河北省なども、地域の自主革新能力を高めること
を目的に様々な形式での産学研結合を奨励してい
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 『科学技術体制改革に関する中共中央の決定』（中発 [1985] 6 号）中共中央 , 1985 年 3 月
２ 『産学研連合の道を歩んで経済・科学技術・教育の発展を進めよう』人民日報 , 1999 年 9 月 8 日第 4 面
３ 深セン清華研究院は、清華大学と深セン市政府が共同設立したもので、一般の研究機構や一般の企業とは異なり、科学技術や金融、人材などの様々

な要素を有機的に結合し、科学技術成果産業化の効果的な道を指し示すものとなっている。
４ 『国家中長期科学・技術発展計画綱要（2006-2020）』（国発 [2005]44 号）国務院 , 2006 年 2 月
５ 重点大学は本書においては国家が重点投資によって建設した 985 プロジェクト大学と 211 プロジェクト大学を指す。非重点大学は、985 プロジェ

クトと 211 プロジェクトに入らなかった大学を指す。
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

市場経済の形成と整備が進むにつれ、中国の産
学研連携においても、市場メカニズムの機能の下
で、経済主体が自らの経済利益に基づいて多様な
形式の協力を行うことが重視されるようになっ
た。だが産学研の協力には取引コストと技術革新
のリスクが存在するため、市場に放任しておくと
市場の欠陥の問題が発生する。このため、政府の
関与が不可欠となる。すなわち産学研連携を促進
するためには、所要の政策を制定・実施すること
が必要である。改革開放以来、中国は、科学技術と
経済の結合をマクロ政策の面から強化するととも
に、産学研の協力をミクロ政策の面から推進する
ため、産学研連携に関わる政策及び法規を制定し
た。これらの措置は、企業が主体となった産学研
の結合による技術革新体系の構築、技術革新の促
進及び科学技術成果の移転促進において大きな成
果を上げた。

一、中国における産学研連携促進政策の進化
中国は1949年から1978年まで、旧ソ連をモデル

として社会主義計画経済体制を採用していた。こ
の体制は、企業が生産を担当し、大学と研究開発
機関が研究開発を行うという、科学技術と経済と
を分離するものであった。すなわち、企業は純粋
な生産現場となり、大学と研究開発機関は政府の
指令した任務に従って関連研究を実施し、研究成
果は再度政府を通じて関連企業に移転するという
方式が採用されていた１。このような方式は、リ
ソースと研究開発力を短時間に集中して大型プロ
ジェクトを実施することを可能にし、「両弾一星」

（原子爆弾、ミサイル、人工衛星）の成功や、中華
人民共和国建国後のゼロからの産業構築などに
大きく貢献した。しかし計画経済には人々のモチ
ベーション低下等の問題があるため、歴史が示す
とおり科学技術と経済の結合促進や産学研連携促
進はこの手法では困難である。

改革開放以来、中国は、計画経済体制を改革す
ることにより、市場が資源配分を主導するように
なった。これに伴い、科学技術と経済の従来型の
結合方式は、市場のニーズに合致しなくなり、産
学研の分離状態の解消に幅広い関心が寄せられる
ようになった。産学研の有機的な結合は、市場経
済体制下で科学技術成果の移転を促進し、中国全

体の技術革新能力を向上するための要となるとと
もに、新体制下での技術革新体系の構築に当たっ
ての基盤を形成するものであった。このため、政
府は、各種の政策措置を通じて産学研連携を促進
した。さらに、社会主義市場経済体制の構築と整
備は、産学研連携の状況を改善していった。中国
の経済体制改革の進捗と国家革新体系構築におけ
る産学研連携の役割の変化を４つの段階に分ける
ことにより、中国の産学研連携政策の変化を見て
いきたい。

1．改革初期段階（1985～1992）
中国共産党の第11期中央委員会第3回全体会議

が開催後、計画経済体制の改革に対応した科学技
術体制の改革が開始した。すなわち、産学研が相
互に分離している状況を変え、科学技術と経済の
結合を促進するため、この後、一連の政策が実施
された。さらに、1985 年の『科学技術体制改革に
関する中共中央の決定』によって、科学技術体制
改革は新たな時期に入った。この『決定』は、研究
開発機関と企業との間の連携不足、研究・設計・
教育・生産の間の連携不足、軍事と民間との間の
連携欠如、部門間での連携不足、地区間での連携
不足を打開する方針を掲げた。また、企業の技術
導入・開発能力と技術成果の実用化能力を強化し、
研究開発機関や設計機関、大学、企業などの連携
を促進し、国全体で研究開発力を合理的に配置す
ることを求めた２。科学技術と経済との乖離が問
題であることがすでに認識され、両者の関係を深
めることが必要と考えられていたことがわかる。
経済と科学技術の体制の改革が進むにつれ、経済
活動における企業の自主性が強化され、研究開発
機関も徐々に従来型の計画管理の方式から脱して
市場に参入し、産学研の各主体は、多様な結合の
方式を探求するようになった。しかし経済体制の
改革がまだ模索の段階にあったことから、産学研
の各主体の地位は完全には確立しておらず、具体
的な結合方式や手段は検討の段階にあった。

この段階においては、研究開発機関の企業への
参加又は両者の緊密な連携を図ることが奨励され
た。例えば、1986 年の『科学技術体制改革のさら
なる推進に関する国務院の若干の規定』は、多く
の研究開発機関、とりわけ製品開発に従事する研

中国における産学研連携の促進政策第2章
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第２章　大学における産学研連携促進関連政策

究開発機関は、企業や企業集団への参加や連携の
緊密化を図り、研究開発経費を企業や企業集団の
売り上げから受け取るようにすることを求めた。
1988年の『科学技術体制改革の深化における若干
の問題に関する国務院の決定』は、研究開発機関
に対し、企業との業務の共同受注、株式取得、合併
などによる、共同経営の実施や、企業や企業集団
への参加、科学研究型企業への発展を奨励した３。

2．産学研連携の新形式模索段階（1992～1999）
1992年10月に開かれた第14回党大会は、社会主

義市場経済体制の構築を中国の経済体制改革の目
標とすることを明確にした。産学研の各主体の地
位と機能が市場経済下で明確化されたことから、
経済・社会の発展に係る産学研の重要性が注目さ
れるようになった。1992 年、当時の国家経済貿易
委員会は教育部、中国科学院と共同で「産学研連
合開発プロジェクト」を実施したが、これにより
産学研連携が大きく促進された。この後、産学研
の連携に対する関心は科学技術成果の移転から、
市場経済体制において効果的な産学研の結合体制
をどうのようにして形成するかに移っていった。

計画経済体制下において長期にわたって科学研
究と生産とが分離していた当時の中国では、科学
技術成果を実用化することが困難な状況にあり、
科学技術の進歩と経済発展を妨げる原因となって
いた。このため科学技術成果の実用化は、科学技
術体制の改革において早急に解決しなければなら
ない問題の一つとなった。社会主義市場経済体制
においては、研究開発機関の企業化や企業の研究
開発機関設立は、科学技術成果を移転する方式の
一つにすぎない。研究開発機関と企業が平等と相
互利益という土台の上で相互協力の関係を形成す
ることも、科学技術成果を移転する重要な形式と
なる。1992 年に国務院が公布した『国家中長期科
学技術発展綱領』は、中国では、科学技術の進歩に
対応する経済体制が欠如していること、科学技術
の発展に活力がなく、大量の科学技術成果が生産
力に移転されていないこと、科学技術・経済・社
会の連携が不十分であり、科学技術の潜在力が十
分に発揮できていないことを指摘した。多様な方
式を通じて、企業間、企業と研究開発機関・大学
の間の横断的な連携を推進することにより、技術
開発・生産・販売・サービスの機能を備えた企業
集団を形成し、とりわけ科学技術先導型又は国際
競争力を持つ企業集団の形成を図ることとした。
このような企業集団は大中型企業を中心に高い科
学技術力、国際競争力、ブランド力を有すること

が必要である。また、1993年の『科学技術進歩法』
は、科学技術と経済の効果的な結合体制を構築す
ることが必要であるとし、企業は自社研究開発機
関を整備すること、企業と研究開発機関・大学と
の連携と協力を促進すること、研究開発能力及び
実用化能力の強化などを求めた。一方、研究開発
機関に対しては自ら又は企業等と連携して技術を
開発し、技術開発と実用化を一体的に行うべきで
あるとした。これは中国が産学研の連携の促進を
規定した最初の法律である。国家科学技術委員会
と国家経済体制改革委員会が 1994 年に発表した

『社会主義市場経済の発展に応じた科学技術体制
改革の深化の実施要点』（国科発政字〔1994〕29号）
は、研究開発機関による産業への技術移転を目指
し、技術開発・農工業振興・貿易促進の３つを連
携して促進していくことを提唱している。政府は、
▽研究開発機関による新製品・プロトタイプモデ
ルの開発、技術の販売等を促進していくこと、▽
研究開発機関と企業との連携による技術開発を支
援していくこと、▽研究開発機関が大中型企業又
は企業集団に参加すること、すなわち、企業の技
術開発部又は技術開発センターとなることを支援
すること、が求められた。同年、国家経済体制改革
委員会、国家科学技術委員会及び国家教育委員会
は、『大学における科学技術産業発展に関する若干
の意見』を共同で公布し、大学発企業の発展のた
めの指導方針、企業制度、財務・人事管理制度、環
境や条件などに関する具体的な規定を定め、大学
発企業が健全で秩序ある発展を図るための条件を
整備した。大学発企業はこの後、急速な発展を遂
げることとなる。

1995年に中国共産党中央委員会が発表した『科
学技術の進歩の加速に関する決定』は、産学研の
結合を引き続き促進すること、高い科学技術力を
持った研究開発機関や大学が多様な形式で企業や
企業集団に参加し、企業の技術改良や技術開発に
参加することの意義を示した。大中型企業に対し
ては、自社技術開発部門の構築や整備を進め、研
究開発機関や大学と多様な形式での協力を展開
し、技術開発能力を高め、技術開発の主体となっ
ていくことを求めた４。国務院の『「九五」（第 9 次
5 カ年計画、1996-2000）期間における科学技術体
制改革の深化に関する決定』は、「九五」期間に、
社会主義市場経済体制と科学技術の内在的な発展
法則に適応した科学技術体制を構築することを求
めた。具体的には、研究・開発・生産・市場が緊
密に結合した体制を形成することで、企業が主体
となって産学研が結合した技術開発体系を構築す
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

ること、研究開発機関や大学が中心となって科学
研究体系を構築すること、社会に開かれた科学技
術サービス体系を構築することにより、国民経済
における科学技術の貢献率を高める方針を提示し
た。大中型企業や企業集団には、市場ニーズを踏
まえ、研究開発機関と大学との連携などの多様な
形式の技術開発機関を構築していくことを求め
た。

社会主義市場経済体制という改革目標が中国で
確立されたことを受けて、この体制に応じた技術
革新体系の構築が試行錯誤しながら進められた。
企業はまだ本当の意味での技術革新の主体とは
なっておらず、誰が技術革新の主体であるのかと
いう論争が行われたほどである５。企業、大学と研
究開発機関との関係も不明確で、研究開発機関の
企業化、教育の産業化、企業の自社内研究開発機
関の設置などはいずれも、この時期に試みられた
ものである。全体的に見て、産学研連携の推進政
策は依然として模索の中にあったものと言える。

3．中国型産学研連携体制確立の段階（1999～
2006）

中国の社会主義市場経済体制の構築と整備が進
むにつれて、それぞれの技術革新主体の市場経済
における主体としての役割が高まった。とりわけ
企業が技術革新の主体となったことは統計からも
見て取れる。1999年、全社会のR＆D（研究開発）
投資に占める企業のR＆D投資の比率は50％を超
えた。企業の有する機能を十分に生かし、産学研
連携強化のための産学研の協力体制の検討が進め
られた。

1999年に開催された全国技術革新大会と同年に
発表された『技術革新の強化とハイテクの発展、
産業化の実現に関する決定』では、研究開発機関
の改革方向を示すと同時に、高等教育体制改革を
促進し、大学の科学技術と知的能力を国民経済の
建設と社会の発展に積極的に生かす措置が講じら
れた。『決定』においては、科学技術体制、教育体
制及び経済体制を一体的に改革し、科学技術、教
育及び経済の間の不整合を根本的に解決するとい
う方針が示された。例えば、大中型企業が大学・
研究開発機関との連携・協力を強化すること、相
互補完と共同利益の原則に基づいて二者間並びに
多者間の技術協力体制を構築すること、兼任や研
修などを通じて各主体間の科学技術者の交流を強
化することを求めた。また、企業の研究開発経費
は一定の比率で産学研連携に使うことが義務づけ

られた。さらに大学のサイエンスパークの発展を
支援し、これにより、市場競争力のあるハイテク
企業と企業集団を育成し、産学研の連携をさらに
緊密なものとする方針を提示した。

企業は、技術革新において主体的な役割を発揮
し、実践において産学研連携の新たな体制を模索
しなければならない。1999 年の『国有企業の改革
と発展の若干の重大問題に関する中共中央の決
定』は、企業を中心とした技術革新体系を形成す
ること、研究開発機関と大学の研究開発要素の企
業や企業集団への参加を促進すること、応用技術
の開発と普及を強化し、実用化試験への投資を高
めることなどにより、科学技術成果の生産力への
移転を促進する必要性を指摘した。当時の国家経
済貿易委員会が2000年に交付した『技術革新プロ
ジェクトの実施加速を通じた企業中心の技術革新
体系形成に関する意見』（国経貿技術 [2000]60 号）
は、産学研の連携体制の一層の整備の必要性を訴
えた。国有大型企業が大学や研究開発機関と開放
的で安定的な協力関係を構築すること、研究成果
の譲渡、委託開発、共同開発、技術開発機関や科学
技術型企業の共同設立などを通じて、多様な形式
の産学研連携を展開し、「企業を中心として、大学
や研究開発機関が幅広く参加した、利益を共有し、
リスクを分担する産学研連携体制」を形成すると
いう方針を示した。また、多様な形式の産学研連
携モデルとして 100 事例を選定し、企業を中心と
して大学や研究開発機関が積極的に参加した産学
研連合体を新たに 50 前後形成することを決定し
た。これらのうちには、重点産業における宝鋼や
鞍鋼、武鋼、一汽、二汽、上汽、上海石化、燕山石
化、揚子石化、東電、上電、哈電がある。また、情
報産業などの重点企業の産学研連携は際立った成
果を収めた。さらに、産業技術革新に大きな影響
を与えるプロジェクトとして、一連の産学研連合
モデルプロジェクトが推進され、ハイテク産業の
育成及びハイテクによる従来型産業の改善が図ら
れた。2002年の『国家産業技術政策』（国経貿技術

〔2002〕444 号）は、企業を中心としてリスクを分
担する産学研連携体制の構築の必要性を改めて提
唱した。これに基づき、企業、大学及び研究開発機
関による産学研連合体が構築され、市場ニーズに
基づいた研究開発体系と開放的な産学研連携体制
を形成する取り組みが一層強化された。

4．国家戦略の優先事項とされた段階（2006～現在）
2006年に開催された全国科学技術大会は、革新

型国家建設の突破口は、企業を中心とした産学研
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第２章　大学における産学研連携促進関連政策

の結合による技術革新体系の形成にあるとした。
産学研の連携は、技術革新体系の重要な構成部分
とされ、それまでにはなかった優先的な国家戦略
事項となった。大会で発表された『科学技術計画
綱要の実施と自主革新能力の増強に関する中共中
央と国務院の決定』は、企業が中心となり、市場
ニーズを踏まえた産学研の結合による技術革新体
系を構築する方針を提唱した。また、企業が研究
開発機関や大学と研究開発機関や産業技術連盟な
どの技術革新組織を共同設立することを支援する
ことを求めた。『国家中長期科学・技術発展計画
綱要』（以下、『計画綱要』）は、科学技術リソース
を有効に配分し、研究開発機関の活力を引き出し、
企業に持続革新の能力を持たせるためには産学研
の連携が必要不可欠であるとの認識を示した。す
なわち、企業自身の技術革新能力を大幅に向上さ
せるとともに、研究開発機関や大学が企業の技術
革新ニーズに積極的に貢献し、産学研が多様な形
式で結合した新体制が構築されなければならない
とした。『計画綱要』の総合政策の部分において
は、産学研の連携を促進する優遇政策の制定を求
めた６。

全国科学技術大会の開催を受け、産学研の連携
に対する政府の施策は新たな段階に入った。2005
年12月、科学技術部、国有資産監督管理委員会及
び全国総工会は、企業の革新能力を高めることで
産学研連携を推進する「技術革新指導プロジェク
ト」の共同実施を開始した。2009 年 7 月 14 日、科
学技術部、財政部、教育部、国有資産監督管理委員
会、全国総工会、国家開発銀行の6部門は、技術革
新指導プロジェクトを土台とした「技術革新プロ
ジェクト」の実施を開始した。ここでは、「企業が
中心となり、市場ニーズを踏まえ、産学研が結合
した技術革新体系を形成・整備し、企業の自主革
新能力を大幅に高め、キーテクノロジーと重点産
業に係る技術の外国依存度を大幅に引き下げ、企
業が技術革新の主体となることを促し、科学技術
と経済とのさらに緊密な結合を実現する」という
目標が掲げられ、関連部門と地方政府は、産学研
の連携を促進する政策を制定し、産学研連携の新
体制形成を目指すこととなった。

二、中国の産学研連携促進政策の現状
総体的に見ると、中国は早くから産学研連携の

重要性を認識していたものの、産学研連携に特化
した政策がない。産学研連携の促進政策は、『科学
技術進歩法』『科学技術成果移転促進法』『技術革
新強化とハイテク発展、産業化実現に関する決定』

『国家中長期科学技術発展計画綱要』『国家技術革
新プロジェクト総体実施方案』などの関連政策法
規の中に分散している状態にある。

1．科学技術成果の移転促進政策
科学技術成果の移転促進は、研究成果の実用化

と科学技術と経済の結合にあたって重要な課題で
あり、産学研連携における主要課題の一つである。
科学技術と経済とが分離していた中国の従来の体
制においては、大学や研究開発機関の研究成果が
経済建設に応用しにくく、経済発展の妨げとなる
とともに、科学技術の進歩を阻害していた。

1996年に中国が発表した『科学技術成果移転促
進法』（主席令第68号）においては、科学技術成果
の移転に関し、「科学研究や技術開発によって生
まれた実用的な価値を持つ科学技術成果に対して
行われる、生産力水準の向上を目的とした、試験、
開発、応用、普及、新製品・新工法・新材料の開
発、新産業の創出などの活動」との定義がなされ
た。この法律では、科学技術成果の保有者は、本人
実施、譲渡、許可、協力、出資などの方式で科学技
術成果の移転を行うことができるとの規定が設け
られた。政府は、研究開発機関や大学が、企業と結
合して、科学技術成果の移転することを促進する
必要がある。さらに研究開発、固定資産形成、技術
改良などに向けた国家財政経費に関し、科学技術
成果の移転のために一定比率を使用することが義
務づけられた。また、科学技術成果移転基金又は
ベンチャー基金の設立を政府が支援することとさ
れた。政府や地方政府、企業、大学、研究開発機関、
その他の組織・個人が提供する資金を原資とした
この基金は、投資額が大きく、リスク、リターン
が高い科学技術成果の移転に用いられることとさ
れ、大型の科学技術成果の実用化が加速した７。

『科学技術成果移転法』の実施に合わせて、国務
院は 1999 年、『科学技術成果移転促進に関する若
干の規定』を公布し、科学技術成果の移転促進に
関する具体的な規定を整備した。主なものとして
は、▽ハイテク成果をもって有限責任公司又は非
公司制企業に出資・株式参入する場合は、ハイテ
ク成果の評価金額が公司又は企業の登録資本に占
める割合を最大 35％とする（一部例外あり）、▽
研究開発機関や大学における職務発明を移転する
場合には、該当成果の発明者と成果移転に重要な
貢献をした人員に対し、規定に基づく報償を与え
る、▽株式又は出資比率などの株主権の形式で報
償を与える場合には、報償を与えられた人員が株
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

式や出資比率の配当や譲渡などで得た所得につ
いては、個人所得税を納めるものとする、▽研究
開発機関や大学の技術譲渡収入については、営業
税を免除するものとする、▽研究開発機関や大学
が、各産業への技術成果の譲渡や技術訓練の実施、
技術コンサルティング、技術請負などで得た技術
サービスに係る収入については、所得税の徴収を
一時的に免除するものとする、▽ハイテク成果の
移転を促進する環境を作る、などが挙げられる。

2．国家科学技術計画における産学研連携支援政策
産学研連携を重視する動きを受け、国家科学技

術計画は、計画実施過程における企業の主導的役
割の実現を図るため、産学研連携に対する指導を
強めることとした。例えば、国家科学技術サポー
ト計画においては、企業と大学、研究開発機関が
協力して研究開発を実施することを奨励するた
め、明確な製品目標と実用化展望のあるプロジェ
クトに関しては、企業が中心となるか企業が参加
するかのどちらかが条件となっている。また、「863
計画」では、プロジェクト申請過程において産学
研の連携が重視されるようになった。科学技術型
中小企業技術革新基金の規定（1999 年『科学技術
型中小企業技術革新基金に関する科学技術部と財
政部の一時規定』国弁発[1999]47号）においても、
産学研の共同開発を優先的に支援しており、自前
の知的財産権の保有、ハイテクであること、高付
加価値製品であること、雇用者数が大きいこと、
省エネ・資源の消費削減、環境保護に有利である
こと、輸出による外貨獲得につながることなどと
並び産学研の共同開発がプロジェクトの優先支援
条件となっている。

3．特定項目プロジェクト実施による産学研連携
誘導政策

中国の社会主義市場経済体制が構築と整備の時
期にあったことから、科学技術と産業との結合に
は依然として多くの障害が存在しており、特定項
目資金や誘導プロジェクトを通じて、科学技術と
産業の結合を促進することには依然として大きな
意義がある。

1992年4月、旧・国家経済貿易委員会、教育部、
中国科学院は、「産学研連合開発プロジェクト」の
全国的な実施を開始した。同プロジェクトは10年
余りの実施を経て、経済と社会の面での際立った
成果を上げた。統計によると、同プロジェクトで
は1999年までに、国家級重点産学研ハイテク実用
化プロジェクト約 340 項目が実施され、販売収入

は約510億元、税引前利益は約120億元、外貨の獲
得・節約は22億ドルにのぼった。産学研共同の研
究開発機関や経済組織が全国に約5800設立され、
相互が補完し、リスクを分担し、利益を共有し、共
同で発展する産学研連携モデルが形成された。国
家レベルの産学研連合開発プロジェクトは現在停
止されているが、各地方では各種の形態で運営が
継続され、協力形式を不断に改善することにより、
各地方における産学研連携を強力に促進してい
る。

科学技術部、国有資産監督管理委員会、全国総
工会は2006年、「技術革新誘導プロジェクト」の実
施を開始した。その主要目標は、▽自前の知的財
産権と自前のブランド、持続的革新能力を備えた
革新型企業の形成を促進すること、▽企業を中心
として、市場ニーズを踏まえ、産学研が互いに結
合した技術革新体系の構築を促進すること、▽戦
略産業の自主革新能力と重点分野における総合的
な革新能力の増強を促進すること、とされた。こ
のプロジェクトの重点の一つとなったのが、産学
研戦略連盟の形成を促進することだった。いくつ
かの重点分野において、基盤技術の育成と技術標
準の形成を目指し、大中型企業と産業の筆頭企業
を中核として、多様な形式の産学研戦略連盟の形
成を促進するとともに、これらに優先的な支援を
与えることを求めた。主要な科学技術計画におい
ては、企業が元請又は筆頭者となり、産学研が共
同担当する基礎・基盤技術や基盤的な重点技術の
研究開発を優先的に支援することにより、戦略産
業の自主革新と重点分野の総合的な革新を促進す
ることとされた。そのため、関連政策の研究、ベン
チャー企業の試行、研究開発センターや工学セン
ターの設置、産学研連携の促進、プロジェクト全
体の推進の強化などの措置が講じられた。

2009年、国務院の6部門は、「技術革新プロジェ
クト」開始した。このプロジェクトは既存の事業
の管理形式を改善し、関連する科学技術計画（特
定項目）のリソースを統合することにより、企業
にイノベーション関連要素を集中し、企業を中心
とした、市場ニーズを踏まえ、産学研が結合した
技術革新体系の建設を加速するものである。具体
的には、▽産業技術革新戦略連盟の構築と発展の
推進、▽技術革新サービスプラットホームの構築
と整備、▽革新型企業の建設の推進、▽大学、研究
開発機関の科学技術基盤の企業への開放、▽企業
におけるイノベーション人材育成の促進、▽国際
的科学技術基盤の企業による活用の促進という 6
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つの面から着手することとした。

4．優遇税制による産学研連携促進政策
海外の経験からみて、優遇税制は産学研連携促

進の重要な手段である。中国は、産学研連携に係
る優遇税制をさらに強化する必要がある。中国の
現行税制と新たに公布された税制においては、産
学研連携に係る優遇税制は、流通税と所得税にお
ける措置が中心となっている。

財政部と国家税務総局による『企業の技術進歩
の促進に関わる財務税収問題に関する通知』（財工
[1996]41号）は、企業の技術開発と新製品の研究開
発にあたっては、企業の技術力を拠り所とすると
ともに、研究開発機関や大学との協力を多様な形
式で展開させるという方針を示している。この中
では、研究開発機関や大学が大中型企業や企業集
団に直接参入して企業の技術開発部となったり、
合弁事業への投資や株式参入、持株、合併などの
方法で企業と連携したりすることを奨励・支援し
ている。これにより、企業が技術開発の主体とな
ることを期待している。企業の技術開発の形式と
しては、自主開発、外部への開発委託、共同開発な
どが挙げられている。企業が外部（企業等、研究開
発機関、大学など）と共同開発を行うことを奨励
するため、例えば、高度な技術や大きな投資が必
要であるため、単独の企業では実施しにくい技術
開発プロジェクトに関しては、共同開発、費用の
分担、成果の共有、主管税務税収機関の認可など
を条件として、企業集団が一括して技術開発費を
受け取ることを許した。メンバー企業が支払った
技術開発費は、管理費用に計上するとともに、企
業集団が一括して受け取った技術開発費について
は、関連費用の精算を行った後、資産を形成した
部分については国家投資として扱い、資本積立金
に反映させることになっている。こうした税制は、
産学研の連携促進に一定程度貢献した。

財政部と国家税務総局の『科学技術成果移転の
促進に関わる税制に関する通知』（財税字[1999]45
号）は、研究開発機関の技術譲渡収入に対しては
営業税の免除を引き続き継続するとともに、1999
年 5 月 1 日からは新たに大学の技術譲渡収入に対
しても営業税を免除した。また、各産業に対する
技術成果の譲渡や技術訓練、技術コンサルティン
グ、技術サービス、技術請負により研究開発機関
や大学が得た技術サービスに係る収入に対して
は、企業所得税を一時的に免除することとした。
1999 年 7 月 1 日からは、研究開発機関や大学の職

務発明の移転にあたって、株式や出資比例などの
株主権の形式で個人に報償を与える場合は、株式
や出資比率の取得に係る個人所得税を免除するも
のとし、株式や出資比率に応じた配当や株主権や
出資比率の譲渡による所得に関しては通常の個人
所得税を賦課するものとした。

このほか、海外の投資企業や外国企業が研究開
発機関や大学の研究開発経費を支援する場合、こ
れらの企業の所得税算定に際し、支援経費全額を
控除対象とした。

しかしながら、中国の産学研連携促進のための優
遇税制は比較すると十分ではない。このため、2006
年の『計画綱要』の補助政策は、産学研連携促進税
制に関する施策を新たに制定する方針を示した。

5．産学研連携における知的財産権に関連する政策
知的財産権制度は、産学研連携における基礎的

な問題である。『特許法』などの制定を受け、中国
の知的財産権保護体系はほぼ整い、産学研連携に
おける知的財産権も法的に保護され、産学研連携
を促進した。しかし国家の投資した研究開発成果
の帰属については明確な法律はなかった。このた
め、科学技術部は2000年12月『科学技術に関わる
知的財産権の保護・管理の強化に関する若干の意
見』（国科発政発[2000]569号）を公表した。この中
では、技術契約で知的財産権の帰属と利益共有に
ついて合理的な取り決めをすることにより、産学
研の連携を促進し、科学技術成果の移転能力と移
転による効果を高める必要性があると指摘した。
すなわち、国家の重大な利益、国家の安全及び社
会の公共利益の保障のため、科学技術成果の知的
財産権の帰属に関し、科学技術計画プロジェクト
の主管部門と請負機関が契約で明確な取り決めを
するとともに、国家科学技術計画プロジェクトの
実施に伴い発生した科学技術成果の知的財産権を
請負機関に帰属させることを提唱した。また、正
当な理由なく知的財産の保護措置を講じないか又
は保護措置を講じることが不適当な請負機関や、
正当な理由なくプロジェクトの研究成果を一定期
間内に移転しない請負機関に関しては、当該科学
技術計画プロジェクトの行政主管部門が研究成果
の知的財産権の帰属を決定することが出来るもの
とした。さらに発明者を優先的な譲渡先とするこ
ととした。2002 年 3 月に発表された『国家科研計
画プロジェクトの研究成果の知的財産権管理に関
する若干の規定』（国弁発 [2002]30 号）は、科学研
究プロジェクトの研究成果及びそれによって形成
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された知的財産権は、国家の安全、国家の利益又
は重大な社会の公共利益に関わるもの以外は、科
学研究プロジェクトの請負機関に帰属することが
明確化した。ただし、国家は、無償利用・開発、効
果的利用、収益取得の権利を保留するとともに、
特定の状況においては、政府は介入権を行使でき
るものとした。この 2 本の法規により、科学研究
計画プロジェクトの研究成果に対する国家、機関、
個人の知的財産権の合理的な調整がなされること
により、プロジェクト請負機関と科学技術者の積
極性が引き出され、科学研究計画プロジェクトの
研究成果の移転が加速した。

6．産学研連携を促す奨励・評価制度
科学技術奨励制度は、中国の科学研究・教育事

業に対して指導的な役割を果たしてきた。国家
級科学技術奨励制度は、科学技術成果の応用に重
点を置いており、産学研の連携を促進する内容を
含んでいる。『国家科学技術奨励条例』（1999 年 5
月23日中華人民共和国国務院令第265号、2003年
改正）は、「国家最高科学技術賞は、科学技術の先
端において重大な突破を成し遂げた者、科学技術
の発展において際立った功績を上げた者又は科学
技術の革新、科学技術成果の移転、ハイテク産業
化において巨大な経済的効果若しくは社会的効果
を生んだ者に与えられる」と規定している。また
国家科学技術進歩賞は、先端的な科学技術成果の
応用・普及や重大科学技術事業・計画・プロジェ
クトの達成などで際立った貢献を果たした公民
や組織に与えられることとなっている。2004年の

『国家科学技術奨励条例実施細則』（中華人民共和
国科学技術部令第9号）は、科学技術奨励の細分化
を行った。例えば、経済効果又は社会効果の卓越
性を計る基準について、プロジェクトが一年以上
の大規模な実施・応用を経て、大きな経済効果又
は社会効果を生み出し、イノベーティブな市場価
値又は社会価値を実現し、経済建設や社会の発展、
国家の安全に大きな貢献をしたことと定めた。

大学や研究開発機関の職階や成果評価制度は、
産学研連携の促進に重大な意義を持っている。
1994 年に国家教育委員会、国家科学技術委員会、
国家経済体制改革委員会が発表した『大学による
科学技術産業発展に関する若干の意見』は、大学
所属の科学技術企業の従業員は『科学技術進歩法』
第41条の規定に基づいて、その学術水準や業務能
力、業務実績に応じた職階を得ることができるも
のと定めている。職階評価については、企業が定
めた方法に基づいて行われる。技術者のポスト数

は、大学所属の人員に関しては大学の総指標が基
準となる。専門チームや委員会が、別途定めた職
階の条件に基づき、該当人員の技術開発や生産経
営、組織管理などにおける技術水準や業績を指標
として評価を行う。2006年の『計画綱要』は、科学
的で合理的な総合評価体系を構築するとともに、
これに基づき、科学研究成果の質や人材育成、管
理運用体制等に関し、研究開発機関を総合的に評
価することにより、研究開発機関の管理水準と革
新能力の向上を図る方針を打ち出した。

三、産学研連携促進政策における主要問題
1．産学研連携政策が分散的

中国ではまだ、産学研連携に特化した政策が施
行されていない。産学研連携に関わる政策は、関
連する政策法規に分散している。例えば、科学技
術成果移転促進の内容は『科学技術成果移転促進
法』、『科学技術成果移転促進に関する若干の規定』
において定められ、産学研連携における知的財産
権の問題は『科学技術に関わる知的財産権の保護・
管理の強化に関する若干の意見』の中で触れられ、
産学研連携における科学技術奨励については『国
家科学技術奨励条例』、『国家科学技術奨励条例実
施細則』で規定されている。このように産学研連
携政策が分散して規定されていることは、産学研
のそれぞれの経済主体が政策の全体を把握し、適
切に利用することを妨げるとともに、関連部門が
一貫した政策を実施することを阻むものとなって
いる。企業を中心として産学研が結合した技術革
新体系を構築することを国家革新体系の建設の突
破口とするとの国家戦略を打ち出すためには、産
学研連携に特化した政策を制定する必要がある。

2．産学研連携政策の内容が不十分
第一に、産学研連携の促進を対象とした専門の

財政支援政策が欠けている。現行の科学技術計画
体系にも産学研連携への支援は盛り込まれている
が、産学研の結合を対象として設計された計画で
はないため、産学研の協力で行われている活動の
多くは科学技術計画の支援を受けられていない。
国家経済貿易委員会による「産学研連合開発プロ
ジェクト」の実施はすでに停止されているが、全
国の産学研連携促進に対して同プロジェクトが果
たした役割は十分に評価できるものである。各地
方では現在も、同プロジェクトによって形成され
た産学研連携の促進体制がそのまま運用され、資
金支援が拡大され、資金援助の形式も改善され、
良好な成果を上げている。産学研連携は、すでに
中国の技術革新体系構築の重要な構成要素となっ
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ており、特定項目資金を設立して産学研連携に対
する支援を拡大することは喫緊の課題となってい
る。

第二に、優遇税制の制定と整備を進める必要が
ある。優遇税制を通じて産学研の連携を支援する
ことは、世界で幅広く取られている政策手段であ
る。日本は2002年、『産学官連携促進特別試験研究
税制』を制定し、産学官の協力プロジェクトに税
制面から優遇を与えた。米国では、企業が大学や
研究開発機関に基礎研究を委託した場合、契約で
支払われる研究費用の65％を企業所得税から直接
控除できる制度が実施され、米国の多くの大企業
による大学や研究開発機関への基礎研究の委託を
促した。一方、中国にはまだ、産学研連携に特化し
た優遇税制がない。科学研究成果の移転促進に向
けてはいくつかの優遇税制が取られているが、優
遇幅はまだ不十分である。例えば、大学と研究開
発機関の技術サービス収入には所得税を免除する
措置が取られている。だが研究開発機関や大学で
職務上得られた科学技術成果の移転においては、
株式や出資比例などの株主権を報償として個人が
受け取る場合、株式や出資比率の取得には個人所
得税が当面免除されているが、株式や出資比率の
配当や譲渡の際に得られた所得については個人所
得税の納税が義務付けられている。株主権を報償
として研究者に与えることは科学技術成果の譲渡
と同じ性質を備えており、個人の積極性や創造性
を引き出すためには、株式譲渡収入を得た時にも
同様に所得税を免除とすることが妥当と考えられ
る。

第三に、大学や研究開発機関が企業と人材交流
を行うことを奨励する政策が不十分である。大学
や研究開発機関と企業との人材交流は、産学研の
結合を有機的なものにするものであり、知識の流
動と統合を実現するための重要な手段である。海
外では、人材交流によって産学研の連携を推進す
ることが重視されている。大学の科学技術関連政
策は、大学が自主経営する科学技術企業の発展を
重視しすぎる傾向にあり、また大学が科学技術企
業を自主経営する形式を科学技術成果移転の主要
な形式とすることは、企業との協力研究を政策面
で軽視することにつながりかねない。さらに現行
の政策は、大学や研究開発機関と企業との人材流
動や協力研究に対する支援が不足している。例え
ば、現在の大学における講師の招聘においては、
学歴や研究成果、研究・教学の経験が偏重される
傾向にあり、企業又は研究現場で働いてきた人材

を軽視しており、企業での勤務を兼任する講師に
対する資質認定制度も整備されておらず、大学と
企業との知識の交流を妨げている。大学講師の招
聘制度と評価の仕組みも研究成果に偏重している
ため、企業から請け負った課題（分野横断的課題）
の成果は研究成果の評価体系に入れにくく、大学
と企業との間に方向のズレがあり、協力研究をし
にくいという状況につながっている。

3．政策が原則的な規定や指導に偏り、具体的な規
定が不足

上述の産学研連携の政策分析において見たよう
に、科学技術体制改革に関する決定、科学技術発
展計画、企業の技術革新能力を高めるための規定
など、産学研連携の強化を求める政策は多いが、
原則的な規定だけが多く、具体的な措置は少ない。
この原因としては、第一に、中国では早くから産
学研連携の重要性が認識されていたものの、産学
研連携に関する研究が不十分であったためであ
る。第二に、中国の社会主義市場経済体制が形成
途上であるため、市場経済体制の構築をどうすべ
きか明確でなかったことが挙げられる。すなわち、
市場経済体制においては市場の経済活動の各主体
は市場の法則に応じて自ら活動するため、政府の
介入は必要最小限に留めるべきではないかという
議論は昔からの経済学の主要論点の一つであるこ
とは言うまでもない。第三に、産学研連携政策が、
これまで科学技術体制改革や教育改革の副産物と
しかみなされず、国家技術革新体系の重要な構成
要素であるという国家戦略上の位置付けがなかっ
たことが挙げられる。

4．政策的解決を必要とする産学研連携における
障害

中国の産学研連携にはいくつかのボトルネック
があり、産学研の連携を妨げている。第一に、産学
研連携にマクロな調整と管理の仕組みが欠けてい
る。産学研連携は複雑系システムであり、科学技
術、教育、経済、社会などの各分野に関わるため、
統一的な調整や管理によって連携を促進する必要
がある。しかし、中国では、産学研連携の面での
統一的で効果的な管理体制が欠けている。第二に、
産学研連携の革新のための環境と体制が整ってお
らず、協力各者の取引コストを高め、産学研連携
の展開の障害となっている。例えば、▽産学研の
各者が相互に信頼できる協力の仕組みを築けてい
ないこと、▽科学技術仲介サービス体系の構築が
後れていること、▽科学技術成果の価値に対する
産学研の各者の評価基準が一致していないことな
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どが挙げられる。第三に、各者の利益に対する評
価の仕組みが一致していないため、各者の連携へ
のモチベーションが不足している。例えば、大学
や研究開発機関では長期にわたって、科学技術成
果の社会的効果の方が経済的効果よりも重要とみ
なされる時期が続いている。具体的には、科学技
術成果の価値は、国家経費の取得の多寡や論文数、
参加者の学術的地位の高さ、取得した表彰のラン
クや数量で評価するのが一般的である。このため、
科学技術成果の普及や応用の価値が軽視され、科
学技術成果が企業のニーズにうまく対応できない
状況が生まれている。また一方では、産学研の協
力プロジェクトによって企業の核心技術を形成で
きるかに企業が不安を抱き、協力開発のリスクを
負いたがらないという問題がある。さらには中国
の企業の技術革新能力が薄弱であるために、大学
や研究開発機関との技術的な落差が大きく、企業
の研究成果評価能力が低いことや、国内の科学技
術成果に対して一部の企業が偏見を持っているこ
とも、企業が大学、研究開発機関の成果を正当に
評価しない原因となっている。産学研連携の障害
となるこのような問題を解決するためには、産学
研連携に関する政策を制定・整備する必要がある。

四、産学研連携促進政策の整備と改善に向けた提案
1．産学研連携促進のための財政支援の拡大

海外の経験からは、国家レベルで産学研連携促
進のための特別資金を設けることが、産学研連携
を促進する技術革新体系の構築に重要な役割を果
たすことがわかっている。先進国の経験を参考に
すると、第一に、現行の国家科学技術計画におい
ても、先進国と同様に、産学研によるプロジェク
ト共同担当を奨励する制度があり、産学研が共同
申請したプロジェクトは優先的に支援することに
なっている。また、産学研の共同申請があって初
めて支援するプロジェクトも存在する。第二に、
産学研連携特定資金を設けて産学研連携を支援す
ることが考えられる。産学研連携に対して中小企
業も幅広いニーズを持っているが、設立初期段階
の中小企業は融資面での困難を抱えている。その
ため産学研連携特定資金の支援の重点の一つとし
て、設立初期段階の中小企業と大学や研究開発機
関との協力への支援を考慮すべきである。特定資
金は主に、無償資金援助の形式を取り、中央財政
がプロジェクト協力経費の 50％から 60％を提供
し、残りの40％から50％は地方財政と企業が提供
するという形式が考えられる。また大型企業は一
定のリソースと革新能力を備えているものの、産
学研連携のモチベーションが欠けている場合が多

い。このため特定資金では、無償資金援助又は利
息補助などの形式で支援することにより、大型企
業と大学や研究開発機関との協力をさらに高いレ
ベルのものにすることが考えられる。

2．優遇税制の制定による間接的な産学研連携支援
現行の優遇税制並びに『国家中長期科学・技術

発展計画綱要（2006-2020）』と国務院の同要綱実
施に関する補助政策において打ち出された優遇税
制には、産学研連携に関連する規定も多い。だが
産学研連携に特化した優遇税制が欠けているため
に、産学研連携の奨励の度合いがまだ足りない。
このため優遇税制の角度から産学研の連携をさら
に奨励する必要がある。まず、科学技術成果移転
に対する税制においては、優遇の範囲を拡大し、
科学技術成果の移転収入に対して税を免除するだ
けではなく、科学技術者に報償のために与えられ
た株式の譲渡に対しても税を免除することを提案
する。次に、企業が研究開発機関に委託して研究
活動を展開する際の経費についても、一定比率で
税金控除の対象とするべきである。このほか、産
学研技術連盟の構築も産学研連携の重要な形式で
あるため、こうした産学研技術連盟を支援する優
遇税制を制定することも検討に値する。

3．重大プロジェクトによる誘導強化
重大プロジェクトは、国家が重大な経済・科学

技術分野で実施する、国民経済と社会の発展に重
要な先導的役割をもたらすプロジェクトを指し、
規模が大きい、参加主体が多い、重要性が高い、最
先端の技術に関わるなどの特徴を持っている。重
大プロジェクトの実行にあたっては往々にして、
関連分野の科学技術や経済資源を動員してキー
テクノロジーでの突破を図る必要があり、産学研
の緊密な結合は、重大プロジェクトの成功の要と
なる。このため、重大プロジェクトの実施過程に
おいては、充実した産学研連携体系の構築をプロ
ジェクトの成否判定の評価基準の一つとすること
が必要である。同時に、重大特定項目の実施は産
学研連携にとっても良好な契機であり、国家は、
重大プロジェクトの実施を産学研連携の推進と自
主革新能力向上の双方の重要な手段として位置付
ける必要がある。

4．『国家産学研連携促進法』制定の検討
産学研の連携は、複数の経済主体が相互作用す

る複雑な関係に関わるものであり、基本的法律が
必要である。中国の産学研連携の制度建設はまだ
十分ではなく、多くの面で明確で適切な法律が欠
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第２章　大学における産学研連携促進関連政策

けており、産学研連携における問題を処理する法
的な根拠がない場合が多く、各経済主体の利益が
十分に保障できないという問題を生んでいる。こ
のため、産学研連携に関する特別法である『国家
産学研連携促進法』の制定をできるだけ早く進め
ることを提案する。同法の内容は主に、知的財産
権や収益の分配、研究開発の実施形式、仲介サー
ビス機構などに集中するものと想定される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 徐冠華「有効な技術移転体制の構築」科技日報，2006 年 8 月 25 日
2 『科学技術体制改革に関する中共中央の決定』，1985 年 3 月，中共中央（発布中発 [1985]6 号）
3 『科学技術体制改革の深化における若干の問題に関する国務院の決定』，1988 年 5 月，国務院（国発 [1988]29 号）
4 『科学技術進歩の加速に関する中共中央と国務院の決定』，1995 年 5 月，中共中央（中発 [1995]8 号）
5 争点は、技術革新の主体は企業なのか、企業家なのか、協力体なのかという点にあった。
6 『国家中長期科学・技術発展企画綱要（2006-2020）』，2006 年 2 月，国務院（国発 [2005]44 号）
7 『中華人民共和国科学技術成果の移転促進法』，1996 年 5 月 15 日，第 8 回全国人民代表大会常務委員会第 19 回会議で採択。
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中国の大学は、長期にわたる産学研（産業・大
学・研究機関）連携の実践の中から、様々な組織
を形成してきた。これらの組織はそれぞれ異なる
協力の仕組みを持っている。政府は、大学が企業
や研究機関とともに、共同研究の展開や産業技術
革新連盟の設立などの形式での産学研連携を展開
することを奨励している。産学研連携の組織方式
は協力の目標・内容と対応しており、それぞれの
組織方式には各自の長所がある。産学研の協力方
式には最も優れているという方式はなく、参加者
の利益関係や参加者のリソースや分布に対応した
多様な組織方式が存在している。

中国の大学における産学研連携は、技術譲渡、

受託研究、共同研究、科学研究プラットフォーム
の共同設立、研究開発組織の設立、人材共同育成・
人材交流、産業技術連盟などの様々なモデルに分
けることができる。

一、技術譲渡
技術譲渡は、大学が契約方式を通じて、特許や

ノウハウ、実用新案などの知的財産権の使用権を
譲渡する法律行為である。技術譲渡は、中国の大
学の産学研連携における中心的な方式の一つであ
り、今もなお急速に成長している（表 1）。2006 年
から2011年までに、中国の大学の技術譲渡契約額
は3.28倍に拡大し、大学の技術譲渡収入の割合は
4.2％から5.2％に拡大した。

大学が産学研連携において技術譲渡の方式を取
ることが多いのは、この方式の権利と義務がはっ
きりしているためである。その協力関係は、技術
譲渡とともに終結することが多く、トラブルが発
生した場合でも、これを調整するための専門的な
技術契約関連法規が存在している。一般的には、
大学は技術成果を譲渡先に引き渡した後も、当該
技術成果に対する所有権を喪失することはなく、
譲渡先は該当技術の使用権を得るのみである。大
学は技術譲渡を通じて経済的な効果を迅速に入手

できる。経済効果はその他の方式より低くても、
リスクは少ない。

大学が技術譲渡を行う場合の譲渡先は、ある時
には単独の企業であり、ある時は複数の企業であ
る。これは、技術の市場価値と技術譲渡の金額に
よって決まる。もしも技術の市場規模が大きけれ
ば、大学は技術を複数の企業に譲渡する可能性が
大きく、そうでなければ譲渡先は一般的に単独の
企業となる。

表1 全国技術市場の取引成約額（万元）と大学のシェア１

2006 2007 2008 2009 2010 2011

全国の合計 18181813 22265261 26652288 30390024 39065753 47635589

大学   759528  1030362  1182834  1350607  1966902  2488100

大学の比率 4.2 4.6 4.4 4.4 5.0 5.2

コラム1 清華大学の知的財産権と技術譲渡２

清華大学は、知的財産権の一貫した管理、すなわち「特許出願の計画→保護→市場運用」という全過程に
おけるサービスを重視している。国内での特許の出願と認可の量は継続的に増加しており、国外での特許
の出願と認可の量も伸びている。清華大学の国外特許数は国内の大学を大きくリードしており、2011年に
は世界の大学の中でも14位にランクインした。2012年の出願数は410件、認可数は290件に上っている。
国外特許の学科分野は急速に拡大しており、国外特許を出願した学内の部門は2010年の13部門から20部
門に増えている。80件の特許が国際・国家・産業の標準に組み込まれている。2012年までに、清華大学の
特許出願総数は1万5338件に達し、このうち発明特許は1万3528件で総数の約88％を占めた。特許認可
総数は9527件で、このうち発明特許は7682件で総数の約82％を占めた。国外特許の出願総数は2635件、

中国の大学産学研連携の方式と体制第3章
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二、受託研究
受託研究は、大学が企業の委託を受け、新製品

や新技術、新工法を研究開発する方式で、一般的
には企業が必要とする技術を示し、資金を提供し、
大学がプロジェクトの研究開発を担当する。受託
研究も、大学が産学研連携する際によく見られる
方式の一つである。

受託研究は、比較的シンプルで扱いやすい方式
であり、当事者の権利と義務がはっきりしており、
利益トラブルは比較的少ない。大学は、契約に規
定された任務を遂行すれば、科学研究経費を獲得
し、研究チームを育成することができ、リスクは
主に企業が負担する。

受託研究の方式では、企業は一般的に2回から3
回に分けて大学に受託研究費を支払う。こうする
ことで、企業は研究の実施過程で有効な監督を行
うことができる。企業は、技術のニーズに基づい
て委託大学を選択する。大学は、自身の研究の基
礎に基づいて、企業と協力目標を協議する。大学
と企業は、委託開発契約の内容に対して詳細な折
衝を行い、正式な契約書面を作成する。契約の成
約後、大学は、信義誠実の原則に基づいて、技術開
発を行い、開発過程の状況を委託企業に報告する。
企業は大学に経費を支払い、大学のプロジェクト
進展を監督する。大学と企業は最終的に、プロジェ
クトに対する評価と検収を行う。受託研究モデル
では、大学と企業の間に情報の非対称性が存在し、
逆選択や道徳リスクの問題によって取引のコスト
とリスクが増加する可能性がある。このため、受
託研究には、双方の誠実さと交流が必要となるだ
けではなく、適切な契約によって双方の権益を保

護する必要がある。

三、共同研究
共同研究とは、大学が企業や研究機関と共同で、

技術的課題を解決する方式を指す。この方式では
多くの場合、産学研の各機関が人員を派遣して臨
時の研究開発チームを作り、研究開発を行う。

共同研究という産学研連携の方式は、産学研の
各者の長所を十分に発揮し、企業と大学や研究機
関との協力ネットワークを構築することができ
る。企業にとっては大学や研究機関の研究リソー
スを効果的に利用できるというメリットがある。
また大学や研究機関の研究を企業のニーズに近づ
いたものとすることができる。こうした協力方式
を取る場合は、企業が明確な市場ニーズを持って
いるとともに、一定の研究開発能力を備えていな
ければならない。企業は協力の過程において研究
開発能力を高めることができ、研究開発人材を育
成することもできる。

共同研究は、企業の自発的な行為でもありうる
し、政府の誘導による事業でもありうる。企業の
自発的行為の場合には、産学研の各者の協力行為
は、信頼を基礎とし、契約に基づくものとなる。こ
のため、具体的な実施においては、協力パートナー
の選定と共同研究の契約の作成と実施が重要とな
る。政府はここ数年、産学研連携による技術的課
題の解決を重視しており、国家 863 計画やサポー
ト計画、国家科学技術型中小企業革新基金などの
国家科学技術計画や基金の関連規定において、産
学研による国家科学技術計画プロジェクトの共同
申請を優先的に支援する方針を打ち出している。

認可総数は1036件となっている。コンピュータソフトウェアの著作権認可数は1348件。維持特許数は約
1万2300件で、有効維持年限が10年以上のものは約40％を占める。ここ数年は、専用実施権の設定と特
許権譲渡の方式で特許技術を企業に移転するケースが増加し続けている。2011年と2012年の2年間では、
この種の契約は89件が締結され、契約額は約1億1500万元に上っている。

コラム2　華東交通大学の産学研共同研究が挙げた実績３

華東交通大学が筆頭機関となり、中国鉄路工程総公司上海設計院集団有限公司や隔而固（青島）振動制御
有限公司など5社が協力機関となって共同で行ったプロジェクト「車両軌道によって誘発される環境振動
と騒音の制御のキーテクノロジーと産業化」は、2011年度の国家科学技術奨励大会で、国家科学技術進歩
二等賞を獲得した。
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四、科学研究プラットフォームの共同建設
科学研究プラットフォームの共同建設は、大学

と企業や研究機関がそれぞれ一定比率で資金や
人材、設備を投入し、連合研究開発機構や連合実
験室、工学技術センターなどの科学研究プラッ
トフォームを共同設立する方式である。現在、主
要な形式としては次の二つがある。一つは、大学
と研究機関、企業が共同で設立し、共同で研究開
発課題を選定し、企業が研究経費を提供し、一部
の事例では政府も経費支援を与え、大学と研究機
関は人材と技術を提供し、企業からも人材を派遣
するという形である。もう一つ形式は、大学と企
業がパイロットプラントを共同設立し、実験室の
業務は大学が担当し、企業は大学の研究員の指導
下でパイロットテストを行い、工業化生産の実現
後、契約に従って利益を分配するという形のもの
である。企業が有名な研究機関や大学と科学研究
プラットフォームを共同設立し、緊密な協力を展
開するのは、海外でもよく見られる例である。科
学研究プラットフォームの共同設立は、中国の実
力ある企業によって受け入れられ始めている。例
えばIT産業では、多くの有名企業が、中関村の研
究機関や大学と実験室を共同設立している。神州
数碼（企業）と北京航空航天大学コンピューター
学院の共同設立したネットワーク連合実験室、得
意音通公司と清華大学情報学院が共同設立した清
華・得意声紋処理連合実験室、中興通訊（企業）と
北京郵電大学が共同設立した北京郵電大学・中興
連合実験室などがその例である。連合実験室を容
れ物として、長期的で持続的な産学研連携関係を
構築することは、中関村の産学研連携の新モデル
になりつつある。

科学研究プラットフォームの共同設立は、比較
的安定的で長期的な産学研連携の方式であり、大
学の確かな基礎理論と進んだ実験手段、高い研究
開発能力などの強みを発揮し、企業の工学技術の

開発能力や生産過程における技術実現能力を十分
に生かすことができる。科学研究プラットフォー
ムは、大学の専門分野の技術革新に対して企業の
継続的な投資を可能にするとともに、大学の科学
研究を市場ニーズに合ったものとし、科学技術成
果の製品化や産業化の周期を短縮するものとな
る。また、科学研究プラットフォームの共同設立
を通じて、企業において技術の移転や人材の育成
がなされることとなり、企業の研究開発能力の持
続的向上を促すものともなる。

科学研究プラットフォームの共同設立は、協力
各者に対する要求が比較的高い。協力各者は、強
い協力の意向と共通した研究方向を持ち、協力組
織や協力制度などの各方面で合意を達成する必要
がある。また、協力企業には一定の資金力が必要
となる。科学研究プラットフォームの設立と運営
にはいずれも資金援助が不可欠で、もしも相応の
資金力がなければ、科学研究プラットフォームの
運営と発展は制約を受けることとなる。

科学研究プラットフォームの共同設立の具体的
な進行には、企業参加者のある程度の資金力が必
要となる。このため、このモデルは大企業と大学
や研究機関との協力に比較的適したものであり、
資金が不足ぎみのベンチャー型中小企業は科学研
究プラットフォームの共同設立になかなか参加で
きない。政府の協調と指導の役割が重要となるの
はこのためである。政府は、産学研の各者の橋渡
しをするとともに、企業とりわけ中小企業に対し
て、税制や知的財権保護などの多くの面で支援を
与えることができる。さらに、直接出資によって
科学研究プラットフォームの共同設立を推進する
こともできる。例えば、中国の国家工学技術研究
センターは、政府が国家産業・科学技術発展計画
に基づき、科学技術と経済行為との結合推進と科
学技術成果の実用化と産業化の加速のために設立

華東交通大学の雷暁燕教授がリーダーとなった科学研究チームは、中国の高速鉄道や地下鉄・都市鉄道
の発展のための巨大なニーズをターゲットとし、日増しに深刻化する地下鉄・都市鉄道の環境振動と騒音
の問題を巡って、国家973計画と国家自然科学基金、省・部重大科学技術サポートプロジェクトの支援を受
け、産学研の協同によって課題に取り組み、▽車両軌道によって誘発される環境振動と騒音の理論分析、▽
環境振動と騒音の評価予測大型プラットフォームの構築、▽振動と騒音の削減のためのキーテクノロジー
や工法、標準の研究開発、▽環境振動と騒音に関わる製品の産業化――という4つの分野でブレークスルー
を実現し、世界をリードする技術と設備を確立した。研究成果はすでに、北京や上海、広州、南京、深センな
どの都市の地下鉄・都市鉄道重点プロジェクトに幅広く応用され、都市の土地の節約などの効果をもたら
している。プロジェクトの直接経済効果は累計2億8700万元に及び、間接効果は64億元と推算されている。
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した技術研究開発プラットフォームである。

コラム4 清華大学が民間企業と設立した初の研究院
清華大学と恒大集団は2013年4月8日、北京人民大会堂で調印式を行い、戦略パートナーシップの構築

を正式に発表した。清華大学と恒大集団の協力は、中国の大学と企業との協力の最高峰と言える。清華大学
は、「世界一流、中国第一」の高等教育機関であり、一流の学術資源と研究チームを有し、中国の最高レベル
の人材育成拠点であり、中国の科学技術研究の最高水準を代表している。恒大集団は現在までに、民間住宅
産業を中心として、ビジネス、ホテル、スポーツ、文化産業を一体化した企業集団であり、総資産は2400億
元を超え、その規模は国内産業のトップで、各指標は6年間で平均46倍に成長している。恒大は、世界的な
リーディング企業として、清華大学の戦略協力パートナー選択の厳しい基準に適合した。清華大学にとっ
て、恒大集団の総合的実力と発展戦略、運営モデルは、学術研究や新技術の応用、人材育成、産業発展など
の多くの分野で、重要な研究価値と協力の意義を有している。清華大学は、今回の協力を通じて、恒大の
シンクタンクと人材拠点となり、恒大の発展戦略計画や運営管理の改良、技術開発、人材育成などの能力を
高めることとなる。

調印式では、清華大学の陳吉寧学長と恒大集団理事局の許家印主席が、今回の協力の最大のプロジェクト
である「清華恒大研究院」の除幕を行った。清華恒大研究院は、清華大学が設立した大学直属の研究院で、
企業の名前が付けられているが管理は独立している。清華大学の研究者が院長を担当し、建築工学支部と戦
略計画支部を下部に設け、世界レベルの研究員数十人が複数の学科分野の特別研究に参加し、トップレベル
の研究チームを形成している。研究院は、一流の設備と科学的な運営体制を備えており、中国の持続可能な
発展に関する重要・技術・経済・管理・政策問題を主なテーマとして、中国の事情に適合した戦略と解決
策を研究するものである。

今回の協定においては、清華恒大研究院が毎年、産業発展研究報告と恒大三年戦略計画を恒大に提出し、
恒大の年度経営計画にコンサルティングと専門意見を提供することが定められている。また、恒大は、研究
院が恒大を研究対象とし、恒大に関する清華大学のケーススタディを作成し、清華大学の正式教材とし、教
学に使用することに同意している。このため恒大は、資料の提供や研究院の専門家の受け入れを行う。清華

コラム3 国家工学技術研究センター４

工学センターは、豊かな研究力を誇る研究機関や大学、企業を拠り所とし、国内一流の工学技術の研究開
発や設計、実験の専門人材を擁し、整った工学技術の総合実験環境を備えた技術研究開発プラットフォーム
である。その建設目標は、一流の研究成果、一流の人材育成、一流の環境構築、一流の管理運営を提供する
ことにより、人材、技術、経済の好循環を実現することである。工学センターの主旨は、科学技術と経済と
の結合の新たな道を模索し、科学技術成果移転の中核的な役割を強化し、科学技術成果の水準を高め、国民
経済と社会の発展に技術革新のサポートを与えることである。

工学センターは、自主的イノベーション能力の向上と産業発展の推進を目標とし、従来型産業の調整・改
良と戦略的に育成しようとしている新興産業の育成発展を推進し、国家の重大特定項目と国家技術革新プ
ロジェクトの実施との連携を強化している。管理と運営の特徴に応じて、工学センターに対しては公益類と
企業類との2種類の分類管理が行われている。

20年にわたる建設と発展を経て、国家工学センターの総数は現在までに294カ所、支センターを含める
と307カ所に達し、これらは全国29省・市・自治区に広がっている。工学センターのカバーする範囲も、
農業や電子・情報通信、製造業、材料、省エネ・新エネルギー、近代交通、バイオ・医薬、資源開発、環境保護、
海洋、社会事業など多岐にわたっている。
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五、研究開発機関の設立
出資金又は技術を株式に換算して出資とするこ

とにより研究開発機関を設立し、技術開発もしく
は技術経営を行うものである。主要な形式は現在、
2種類ある。一つは、大学や研究機関と企業が共同
で研究・開発・生産を行い、研究・生産・販売を
一本化した研究開発機関を作る形式である。大学
と研究機関の科学技術力という強みと企業の生産
経営能力という強みを結合し、企業の運用モデル
を使い、新型の科学技術企業を設立するものであ
る。もう一つは、大学と研究機関が研究成果を株
式に換算して企業へ参入投資を行うものである。

研究開発機関の設立という協力方式の長所は、
株式分配という方式によって産学研各者の権益分
配問題を解決し、利益トラブルが発生しにくいと
ころにある。この方式は高い実力を有する大型企
業と大学や研究機関との長期的な協力や、高い潜
在能力を有する中小企業が自らの研究開発・イノ
ベーション能力を強化・発展させる場合の双方に
適用可能である。企業は、技術開発コストを下げ
るとともに、自らの中核的技術と特許技術を持つ
ことができる。大学や研究機関は、新たな科学研
究プラットフォームを持つとともに、長期的な経
済収益も挙げることができる。すなわち、投資者
から産業化に必要な資金がもたらされるととも

に、市場化や産業化の方法を知る管理チームが参
加することにより、該当産業に関する豊富な経験
と資源によって、科学研究成果の産業化プロセス
が強力に推進されるからである。

研究開発機関の設立という協力方式には一方で
限界もある。①企業形式を取ることにより、収益
が出ない場合又は出る以前のコストと必要経費が
大きなリスクになる。②企業は利潤の最大化を追
求する組織であり、経済利益が最優先され、研究
へのニーズも経済利益に役立つものに限定され、
科学研究の発展には不利な状況が生み出されるこ
とが多い。③こうしたモデルではよく、技術によ
る株式参入の状況が出現する。技術は企業に属す
ることとなるため、技術発展の理念と経営理念と
が衝突した場合、研究員が技術進展を進めたくて
も、組織外部の法律がそれを認めず、組織内部で
も抵抗にぶつかることとなる。このことは一般的
な科学技術の発展からは阻害要因になる恐れがあ
る。

このため、研究開発機関の設立においては、協
力各者が強い協力の意向を持っている必要がある
だけでなく、研究開発機関の株式・組織・経営・
管理・財務などの各方面で共通認識を形成してい
る必要がある。

コラム5 浙江省現代紡織工業研究院５

2006年10月に設立された浙江省現代紡織（繊維）工業研究院は、全国初の民営生産力促進センターであ
り、国家級重点ハイテク企業でもある「紹興軽紡科学技術センター」が主体となり、浙江理工大学や浙江大
学など90余りの機関と共同で設立された。同研究院は「浙江省現代繊維技術・設備革新サービスプラット
フォーム」の実施機関となっている。この研究院は、浙江地区の繊維業を基礎とし、「調和、革新、貢献、共
同利益」の発展理念を提唱し、「政府が主導となり、企業が主体となり、大学が支えとなり、企業的運用モデ
ルを取り、社会的なサービスを提供する」という運用モデルを採用している。浙江省内外の関連する科学研
究院（所）や大学、企業の優秀な人材と技術力との融合を通じて、繊維産業の課題解決と技術サービスを提
供する能力を有しており、繊維業のイノベーションと発展を促進している。

のケーススタディに入れられた中国企業は恒大が初めてである。清華大学は、恒大集団の本部である広州恒
大センターに、工学修士、MBA、MPAの人気クラスを一度に開講し、恒大集団の人材ニーズに基づき、様々
なレベルの教育と訓練を積極的に展開している。

このほか、恒大は、清華大学の学部生や大学院生向けの実習訓練拠点を設立している。清華大学は毎年、
学部生100人と大学院生50人を選出し、恒大での生産実習や社会実践、就業実践を行う。このことは、清
華大学の卒業生に社会実践と就業の機会を提供するだけではなく、大量のトップクラスの人材を恒大に引
きつけ、企業の発展にもつながる。
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六、人材共同育成と人材交流
現在、大学と研究機関、企業は、人材育成特別基

金の設置、教授や研究者による起業の顧問、学生
の企業での実習、企業人員の大学や研究機関での
訓練など多くの方式を通じて、人材の共同育成や
人材の交流が行われている。中国では、多くの企
業と研究機関、大学が、良好な人材交流体制を形
成しており、一部の大学は企業に教学実習拠点を
設立し、一部の企業は研究機関や大学に人材育成
基金を設置している。例えば、北京青年企業管理
研修学院と聯想（レノボ）集団、北京聯想利泰ソ
フトウェア有限公司は、ソフトウェアエンジニア
リング研究と情報技術設計に関わる IT 人材の育
成を共同で実施しており、レノボ集団北京レノボ
利泰ソフトウェア有限公司は、同学院の新入生と
就職保障の合意を締結している。

人材共同育成と人材交流により、企業の研究員
は、専門機関の専門知識の育成を受け、基礎理論
と先端技術に対する理解と認知を深めている。さ
らに、人員の流動を通じて、産学研各者の知識交
流と相互理解が深まることで、産学研連携を促進
する環境が形成されている。

人材共同育成と人材交流は、産学研の各者によ
る正式な契約行為の場合や、個人の意向に基づく
非公式の場合もある。さらに企業が大学の研究者
や学生を支援し、研究開発や学習を助ける公益的
な行為の場合もある。

このうち、正式な契約行為の場合について言え
ば、産学研各者の技術力と相互信頼とが、協力が
長期的なものになるために必要であり、また、知
識移転・訓練計画を締結することは、この協力を

研究院は現在、繊維品品質検査、繊維技術の普及、模様アートの設計改良、流行素材の設計、国際繊維品
の流行やトレンドの研究、インテリアアートの設計、デジタルプリント、色別製版、軽工業の科学技術訓練
など十数個のサービスを提供している。また繊維情報技術、繊維服飾工学技術、繊維設備・制御、繊維新材
料などの基盤技術の研究開発センターを有している。さらにポリマー紡糸や紡績、プリント染色、服飾・家
庭用繊維などのパイロットプラントを設置し、研究開発・パイロットテスト・産業化・技術サービスが一
本化されたサービス体系を構築している。とりわけ紡績素材の独創的な設計、繊維CAD、デジタル生産、デ
ジタルプリント、レーザーデジタル制御などの分野では国内トップ水準にある。サービスは省内の3分の2
の繊維企業をカバーし、江蘇・山東・広東・上海など10余りの省市へと影響を与えている。
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

一層促進するものである。知識移転・訓練計画を
通じて、大学と研究機関の研究院は企業の研究開
発計画や技術的ボトルネックに対して参考意見を
出し、企業は大学のカリキュラム設計と研究計画
に提案を行うことができる。これとともに、研究
院と大学生、企業人員の相互交流は、知識の交流
と技術の向上を促進するものである。

公益的な協力行為の場合について言えば、企業
は委託側として受益の対象と範囲を明確し、大学
は代理人として信認義務を守らなければならな
い。厳格で効果的な予算管理とプロジェクト管理
を通じて初めて、企業の公益的な援助目標を実現
し、長期的な人材共同育成と人材交流の関係を企
業と築くことができる。

コラム6 中国伝媒大学とCCTVによるスポーツテレビ放送人材共同育成６

2008年に北京で行われたオリンピック大会は、中国の社会生活における特大イベントであり、全世界に
おける中国のイメージにかかわり、中国の総合的な国力を示す場ともなった。テレビは、こうした任務を担
う主要な窓口であり、中国伝媒大学にとっては、オリンピックに対する国家の全体戦略に協力し、学問を役
立たせ、社会に奉仕する千載一遇の機会となった。中国中央テレビ（CCTV）は、中国伝媒大学の実践教学拠
点であり、中国伝媒大学と長期にわたって良好な協力関係を保ってきた。CCTVは2008年のオリンピック
のスポーツ放送では、同大学から大量のスポーツイベント放送人材を集める必要があった。中国伝媒大学と
CCTVは、オリンピックのスポーツ試合の放送を共同で担当することとなった。国家は、ベンチャー型人材
が社会へと参入することを奨励しており、教育部は、ベンチャー型人材の育成のために一連の奨励政策を打
ち出していた。このため、中国伝媒大学とCCTVはスポーツ放送専門人材を、オリンピックの全体配置戦略
に基づき共同育成した。

2008年の北京オリンピックで、CCTVは全世界の視聴者に、サッカーとバスケットボール、バレーボー
ル、卓球、テニスの6競技で国際放送を行った。2005年4月に中国伝媒大学とCCTVが行った協力協議で
は、中国伝媒大学の2学院で撮影を専攻する67人の学生が、オリンピックまでの3年間、CCTVの各大型試
合の放送に参加することが取り決められた。中国伝媒大学の系統的な教学とCCTVの各種の大型試合での
放送の実践を通じて、高水準のスポーツ放送専門人材が育成された。

CCTVのテレビ放送への参加を通じて、平時の教学ではなかなか接触することのできない専門的で高価な
テレビ放送設備に接する機会も作られた。例えば、55倍のズームレンズや高速カメラ、ステディカム、多自
由度遠隔操作カメラ、水中カメラなどの先端設備などである。世界的にも一流の先端技術を間近にして、学
生らは専門技能を急速に高めることができた。

CCTVでの実践を通じて、学生らは大学で学んだ知識を実践に応用し、さらに実践で発見した問題をすぐ
にまとめ、教学と教学研究にフィードバックし、理論を現実に結びつける能力を高めた。テレビ産業は、理
論と経験を修得した後に絶えず鍛え続けていく業種である。学生らは、実践の過程において、運動をとらえ
るための構図や焦点合わせを学び、高倍率のレンズで小さな物体を捉える術を身につけ、複数のカメラによ
る分担作業や単独のカメラでの創作を練習した。

学生らは、スポーツ試合の放送によって能力を高め、強い意志を身につけ、チームの協力意識を強化し、
中国伝媒大学の「立徳、敬業（勤勉）、博学、競先（トップを狙う）」という校訓の精神を十分に発揮した。あ
る学生は、1日10時間にわたってカメラを肩にかついで撮影する苦しい任務を遂行した。良い映像を取ろ
うとがんばるその姿は、CCTVの監督や技術者をうならせた。

今回の大学と企業との協力では、2008年のオリンピックに向け、高水準で専門的な国際基準のスポーツ
放送カメラチームを短期間で育成した。さらに社会経済の発展に適応し、ベンチャー精神と実践能力を備え
た実用的な人材を育成する新たなモデルをいかに構築するかということの有益な事例となり、メディア分
野で、強者同士が共同して教育と実践とを結合した模範例を示した。
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第３章　中国の大学産学研連携の方式と体制

七、産業技術連盟
産業技術連盟は、大学や企業、研究開発機関、そ

の他の関連組織が、契約に基づき、リソースの共
有と研究開発要素の最適配置により、産業のキー
テクノロジーや基盤技術の共同研究を行う利益共
同体である。産業技術連盟は、産学研の各主体が
戦略レベルでの緊密な協力関係であり、その目的
は、産業キーテクノロジーと基盤技術の重要課題
の解決にある。

中国科学技術部は 2008 年、『産業技術革新連盟
の構築推進に関する指導意見』を発表した。この
中では、「国家戦略産業と地域の主産業の技術革
新ニーズに対応し、産業の中核的競争力の形成を
目標とし、企業を中心とし、産業技術革新の連鎖
体系に関し、市場メカニズムを利用してリソース
を配分し、企業や大学、研究機関などの戦略レベ
ルでの効果的な連携を実現し、産業発展の技術的
なボトルネックを共同で解決する」という指導思
想が示された。この『指導意見』の推進を受け、産
業技術革新連盟に急速な発展の機運が盛り上がっ
た。中央政府の指導を受け、地方政府も、地方の経
済社会の発展と産業の特色と結びつけ、多くの産
業技術革新連盟の設立を推進した。市場が自発的
に設立した産業技術革新連盟も数多く出現してい
る。

産業技術連盟は一般的に、企業を中心とし、連
盟内の企業のイノベーション能力の向上を目標と
し、大学又は研究機関は企業の技術ニーズを満た
すために活動する。産業技術の発展を目指すとい
う点から言うと、企業自身の研究開発活動でも技
術革新は実現できるが、企業が更に有望な技術を
求める場合には、大学や研究開発機関との協力が
必要となる。

産業技術連盟は、契約に基づき、企業と大学や
研究機関との間に長期的な協力に関する組織と制
度を構築するものである。企業と大学や研究機関
との間で、リソースの共有や研究開発要素の組み
合わせの最適化を行うことで、リソースの最適配
置が可能となる。産業技術連盟は主に、産業のキー
テクノロジーや基盤技術をターゲットとして共同
開発を行う。こうした技術は、国民経済全体に大
きな経済効果と社会効果を持つ。

しかし、産業技術連盟モデルには限界もある。
まず、多くの協力者の利益に関わることから、形
成過程が複雑で、維持コストが高い。また、産業技

術連盟に参加する企業は、産業内で技術力や資金
力が高い企業であることが通例で、すべての企業
が参加できるわけではない。さらに、産業技術連
盟は、技術独占の状況を生み出しやすく、連盟外
の企業の技術発展を制約することにもなりかねな
い。また、産業技術連盟が政府の支援を受ける事
例では、連盟外の企業に対してある程度の不公平
が生じることとなる。

中国の産業技術連盟は、20世紀終わりに生まれ、
次第に発展した産学研の連携モデルである。従来
の産学研連携は、「短期、安定、即効」という特徴
を持ったプロジェクト協力を中心としており、戦
略レベルでの協力は少なく、連携推進組織形式も
アドホックなものであり、研究成果の産業化を継
続的に促進するメカニズムや政府部門間の協力に
欠けていた。これに対し、産業技術連盟は、メー
カーの意見や研究者の予測、企業のニーズを統合
し、企業と大学、研究機関のリソースを十分に利
用することにより、実務的で効果的でニーズに
合った技術開発プランを作成するとともに、政府
や専門家チームと協力して基盤技術やキーテクノ
ロジーを抽出し、基盤技術の形成を促進すること
ができるため、コストとリスクを大きく引き下げ
ることができる。さらに産学研連携の参加各者は、
技術面で相互の交流を行い、互いに参考にしあい
ながら、各自の発展を促進することができる。技
術開発面でのメリットのほかにも、技術連盟は、
産業内標準を共同で制定することにより、製品開
発者が製品標準を共有する環境の構築を促すこと
もできる。技術連盟は、産業に技術発展戦略が欠
けているという問題を一定程度解決するものであ
り、これは産業の国際競争力を高めることにもつ
ながる。

産業技術連盟は、関係者が自発的に組織するこ
ともできるし、政府が指導・促進することもでき
る。一般的には産業技術連盟は産業基盤技術を
ターゲットとしている。基盤技術の研究開発はリ
スクが大きく、開発周期が長く、資金ニーズが大
きく、利益関係者が多く、成果の分配が複雑であ
るため、産業技術連盟の形成・運営・発展には政
府が重要な役割を果たすと考えられる。21世紀に
入ってからは、先進各国政府が、産業の国際競争
力を保持し、産業キーテクノロジーを独占するた
め、科学技術計画や科学技術プロジェクトなどを
通じて産業技術連盟に幅広く介入することが一般
化している。この場合は、各国政府が特定分野の
大型研究開発計画に対する資金補助を公募し、企
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

業や大学、研究機関による研究開発チームが協力
して申請するという形が取られている。こうした
協力方式の目的は、その国の産業の新規分野での
競争力を強化することにある。中国政府もまた、
技術革新と産業発展に関し、産業技術連盟が重要
であるという認識を強めている。産業発展におけ

るボトルネックとなっている技術課題を技術連盟
によって解決することが有効であることは、事実
が示している。中国でも、TD － SCDMA 標準や
EV標準などの制定において、産業技術連盟が重要
な役割を発揮した。

八、新型研究開発組織
中国の多くの地域では近年、地域の経済社会と

産業発展のニーズに応え、各種の新型研究開発組
織が次々と出現し、発展を加速する傾向を見せて
いる。このような新型研究開発組織は、戦略的に
育成しようとしている新興産業をターゲットとし
たものが多く、政府の支援と企業的運営を結合し
た運営メカニズムを採用し、産業基盤技術とイノ
ベーション・起業のためのサービスを提供してい
る。これらは、産学研連携を促進し、戦略的に育成
しようとしている新興産業の発展と地域イノベー
ション体系の構築を強力に支援するものとなって
いる。

広東の珠江デルタ地区には、華大遺伝子研究院
や深セン光啓高等理工研究院などの新型研究開発
組織が出現している。長江デルタ地区にも一連の
産業技術研究院が登場している。例えば、江蘇省
は 2010 年から、9 つの省級産業技術研究院を次々
と建設し、サイエンスパークにこれを集中させ、
新興産業の基盤技術の開発と応用を促している。
また浙江省は、清華長江デルタ研究院、中国科学
院寧波材料技術・工学研究所、浙江現代紡織工業
研究院など、イノベーションのための一群の施設
を誘致・共同建設している。さらに西部地域でも、
地域の特色を生かした多くの工業技術研究院が設
立されている。例えば陜西省は、西安交通大学や

コラム7 TD－SCDMA産業連盟７

TD̶SCDMA産業連盟は2002年10月30日、北京で設立された。大唐電信、南方高科、華立、華為、聯想、
中興、中国電子、中国普天の8社の通信企業が、同連盟の最初のメンバーとなった。メンバー企業は現在ま
でに21社に増えている。TD̶SCDMAという中国による国際標準の国内での応用が広まれば、中国の第1
世代と第2世代の移動通信のような外国技術主導の産業展開から脱却できる可能性がある。TD̶SCDMA
産業連盟は、TD̶SCDMA技術を巡って標準の推進と整備を行い、産業の管理と協調を進め、企業間のリ
ソース共有と互恵関係を促し、TD̶SCDMAに基づく公共の技術と規則を共同で開発し、TD̶SCDMAの
産業環境の改善を進め、連盟内の通信企業の競争力を高めるものである。

工業・情報化部と国家発展改革委員会、科学技術部の支援を受け、中国企業を中心として、自主開発技術
により、アクセスネットワークからスマートアンテナ、コアネットワーク、端末、チップ、試験環境に至る
までの世界で最も整ったTD̶SCDMA産業チェーンが形成された。これにより、中国の移動通信産業の中
核的競争力は大きく高まり、世界の3G市場において中国が重要な戦略的地位を占めるに至った。自主産業
発展において、TD̶SCDMA産業連盟は、中国のリソースを結集し、ハイテク産業を効率的に発展させ、技
術の強みを産業の強みに変えることに成功した。第3世代移動通信産業の振興は、情報産業の中核的競争力
を高めるものであり、中国にとって重要な国益である。

中国はすでに、TD̶SCDMA産業を基本的に完成させ、中核的技術や端末チップなどでブレークスルー
を実現し、TD̶SCDMA技術の先進性と実現可能性を初期的に検証することにより、TD̶SCDMAが単独
でネットワークを構成する能力を持っていることを証明するとともに、TD̶SCDMAの中国と全世界での
商業利用の土台を築いた。TD̶SCDMA産業連盟は今後、システムと端末、チップのメーカーの協調によっ
て産業化のプロセスを積極的に加速しTD̶SCDMA技術の商用化を推進し、TD̶SCDMAネットワーク
運営の優位性を十分に生かしていく計画である。これとともに、国際組織と密接に協力し、国際キャリアと
の交流を強化し、TD̶SCDMAの世界進出を推進することとしている。TD̶SCDMA産業連盟はさらに、
ポスト3G技術の研究と開発を企業に働きかけ、中国の移動通信産業の持続可能な競争力を高めていこうと
しているところである。
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電子科学技術大学、西北大学、西北工業大学など
に委託して、6つの工業技術研究院を設立した。

新型研究開発組織は、１）研究機関の組織建設
の面では、政府の強力な支援を得て多くの関係者
が参与することが一般的である。研究機関の運営
初期には、政府が資金や税制優遇、土地、人員編
制など多くの面での支援を行い、大学や研究機関、
企業、政府など複数の主体が投資と建設に参加す
る。２）研究機関の内部運営の面では、理事会の指
導の下で院長（所長）が責任を負う制度を構築し
ている。理事会が最高決定権を持ち、院長（所長）
が日常の管理を担当し、理事会にも責任を負うと
いう体制である。３）科学研究や技術開発、サー
ビス提供の面では、協力と開放がその大きな特徴
となっている。新型研究機関は、大学や研究機関、
企業などと共同研究を展開し、技術課題を共同で
解決している。また、連合実験室や研究センター、
企業などの共同建設も行っている。４）運営面で
は、「イノベーション、起業、サービス」が三位一
体となった発展モデルが採用されている。産業化
を目指して、キーテクノロジーと基盤技術の開発
と応用を遂行し、研究開発プラットフォームや実
験室を開放し、インキュベーション機能を持つ部
門を積極的に設立し、地域のニーズをターゲット
として、「イノベーション、起業、サービス」の三
大機能を融合させた。５）収益の面では、イノベー

ションチェーン全体を対象とした収益モデルが採
用されている。収益モデルには、▽産業基盤技術
の研究開発やパイロットテストによって技術成
果を獲得し、技術の移転や譲渡によって収益を得
る、▽パイロットテストや技術評価・検査と測定、
人材育成などのサービスによって収益を得る、▽
インキュベーション期の投資、技術成果による株
式参入、起業サービスの株式転換などを通じて、
起業プロジェクトの成果の配分を得ることなどが
含まれる。

こうした新型研究開発組織の出現は、科学技術
の革新に対する経済社会の強いニーズに基づいて
いる。その設立形式や運営モデル、管理体制は、近
代的な研究所制度を確立するための試みであり、
科学と教学とが結合した組織モデルに対する模索
である。しかしこれらは発展し始めてから時間を
経ておらず、さらなる成熟が必要となっている。
最大の問題は、こうした研究機関が現在の制度体
系において明確な法律的位置付けを持っておら
ず、その類型が多岐にわたっていることから、政
策実施が難しく、現在の政策支援体系に組み込む
ことができないという課題である。また、こうし
た研究機関には、大学や研究機関、企業などの主
体が関わる中で、利益分配制度に明確な法律規定
が欠けているという問題もある。

コラム8 江蘇産業技術研究院の発展８

江蘇省は2010年から、省級産業技術研究院の建設を次々とスタートした。揚州デジタル制御工作機械、
丹陽高性能合金、昆山工業技術、常州江南現代工業技術、蘇州ナノ技術、宜興環境保護技術、無錫デジタル
情報、張家港スマート電力、地下鉄・都市鉄道の9つの産業技術研究院である。計画総投資は27億5400万
元にのぼり、江蘇省は5600万元を出資し、民間からは26億9800万元の拠出を受けた。江蘇省が産業技術
研究院の建設をスタートしたのは、イノベーションドリブン戦略の実現と新興産業の戦略的育成発展の必
要性に応じたものであるとともに、歴史発展と時代の要請に従ったものでもあった。

江蘇省は早くから、イノベーション型経済を発展させイノベーション型省を建設するという大きな目標
を掲げてきた。イノベーションドリブン戦略は、全省の経済構造の調整と発展方向の転換を支える核心戦略
となっており、産業基盤技術の研究開発と研究成果の実用化、公共サービスの提供、人材育成とを一体化し
た産業技術研究院を建設することには現実的な必要があった。江蘇省は早くから、各種の科学技術計画を利
用して将来の産業技術や新興学科、新業態を育てることを重視してきた。長年にわたる蓄積によって、江蘇
省は、ユニークな環境と産業の土台とを備え、各地に分布する各種のイノベーション型パークや産業化基地
には、イノベーションに必要とされるリソースが集中されるようになった。特に世界金融危機の勃発以来、
江蘇省の新興産業は発展を続け、その発展速度の速さや集中度の高さは、政府と社会の幅広い注目を集める
こととなった。地方の新興産業技術のニーズをターゲットとした産業技術研究院を設立することは、地方産
業の転換・改良と経済発展を支えるための急務である。しかし、江蘇省の一般の大学に設置されている学科
と専攻は、新興産業の技術ニーズに対応したものとはなっていなかった。さらに大学を拠り所として産業技
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術研究院を設立しても、現在の大学の役割の位置付けと管理体制では、必要とされているような研究院の拡
大と強化を行うことは困難である。また、以前に実施された科学技術体制の改革により、江蘇省の従来の応
用科学研究機関はすべて科学技術型企業に転換されており、これらの企業を拠り所としてもう一度従来型
の科学研究機関を作ることはできなかった。さらにこれらの機関に頼るだけでは新興産業の基盤技術の研
究には十分なサポートを提供することは期待できない。このため、まったく新しい体制や仕組みを持った産
業技術研究所を設立することが必然的な選択となった。

2年余りをかけて、江蘇省は、9つの産業技術研究院を設立した。建設過程では、新たな発展構想が積極的
に検討され、新たな体制や仕組みが試みられた。産業技術研究院の取り組みとしては、▽地方の産業の発展
のニーズと緊密に連携し、専門性の高いサイエンスパークの形成を指導・支援すること、▽政府の主導と市
場メカニズムとが結合した新型の発展モデルを採用すること、▽研究所設立に様々な主体を引きつけ、政府
や大学、研究機関、企業それぞれの強みを結集してイノベーションを実現すること、▽産業基盤技術の開発
と応用に焦点を当て、戦略的な新興産業の育成と地域産業改革を支援することなどが挙げられる。

1．ハイテク企業・産業の集中するサイエンスパークへの立地
江蘇省の産業技術研究院はほとんどがサイエンスパークに設立されている。地域のイノベーション主体

の協力とリソースの共有の実現に便利であるとともに、地域のハイテク企業と産業の発展にサービスを提
供するにも便利なためである。揚州デジタル制御工作機械研究院は、揚州市の国家火炬（たいまつ）計画デ
ジタル制御金属板材加工設備産業化基地に設立されている。同基地は、デジタル制御工作機械産業の良好な
土台があり、一連の大規模メーカーが存在する上、省外の大学や研究機関の支部10機関余りが誘致されて
いる。また宜興環境保護技術研究院は、中国唯一の環境保護分野のハイテク開発区である中国宜興環境保護
科学技術工業パークに設置されている。同パークには、環境保護企業1400社余りが入っており、販売収入
が1億元を超える企業は30社を超え、環境保護分野の重点大学も宜興に研究機関を設立している。

2．ターゲットは新興産業の基盤技術の開発と応用
江蘇省の産業技術研究院の位置付けは、新興産業の基盤技術の開発と応用であり、重点は明確である。蘇

州ナノ産業技術研究院は、蘇州工業パークを拠り所として設立され、中国科学院蘇州ナノ研究所や蘇州大学
炭素系機能材料・部品重点実験室などのナノ産業の科学技術リソースと研究成果を生かして、産業の基盤
技術に関する工学的研究開発やインキュベーション、成果の産業化を行っている。無錫デジタル情報研究
院は、無錫国家センサーネットワーク専門モデル区の建設のニーズをターゲットとして、スマートセンサー
ネットワークとデジタルテレビの基盤技術の研究開発と工学的開発を進め、地上デジタルテレビ産業の発
展とインターネット技術のスマート交通分野での応用を推進している。

3．地方政府主導・企業的運用の発展モデルを確立
産業技術研究院の建設においては、地方政府が人材や資金、プロジェクトの面で安定的かつ継続的な支援

を与えるとともに、実用化の方向性の強化、科学技術と金融との結合の積極的推進、民間の多元的な主体に
関わる投資・管理・発展の運営メカニズムの推進等が図られた。地方政府の主導で設立された研究院では、
地方政府が5000万元以上の投資を行い、建設用地計画の審査・認可を完了するとともに民間資本を積極的
に誘致した。地方政府の主導ではない研究院についても、地方政府は、省政府の5割補助より高い割合の補
助を行った上、土地供給や人材誘致、プロジェクト設置などの面での優遇策を与えた。

投資や管理の方式については、地方政府は、状況に応じて複数のモデルを適用した。第一は、地方政府が
研究チーム全体を誘致するものである。常州江南現代工業技術研究院と揚州デジタル制御工作機械研究院
では、地方政府は省内外の大学や研究機関の支部を大量に誘致し、投資と管理を行った。第二は、地方政府
が投資を支援するが管理は完全に民営化するものである。無錫デジタル情報研究院では、地方政府は建設用
地と一部の資金のみを支援し、研究院の建設は深セン清華大学研究院が全権を引き受け、運営チームも完全
に同研究院の人員から構成され、企業的運営を行うための運営組織が設立された。第三は、地方政府が投資
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上記の協力方式のほかにも、大学と産業による
協力基金の設立、大学における企業の産業基金の
設立、大学サイエンスパークの大学による設立、
大学経営企業の大学による起業なども、大学と企
業との協力の重要な方式となっている９。産学研

連携は現在、「点対点」の協力から「点対面」さら
にネットワーク型の協力へと転換しており、協力
関係も緩やかなものからより緊密で戦略的な協力
へと転換している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 資料出典：『中国科学技術統計年鑑』（2012），統計出版社，2012 年版。
２ 出典は清華大学ウェブサイト。
３ 「華東交通大学産学研連合攻関結碩果」，光明日報，2012 年 2 月 16 日。
４ 出典は中華人民共和国科学技術部ウェブサイト。
５ 出典は浙江現代紡織工業研究院ウェブサイト。
６ 孫福全ほか『産学研連携革新：理論、実践、政策』，科学技術文献出版社，2013 年 1 月版。
７ 同上。
８ 出典は、孫福全・周華東・梁紅力らが 2012 年 10 月に江蘇省の新型産業技術研究開発機構に専門調査研究を行った後に作成した内部報告。
９ 蘇竣、何晋秋ほか『大学・産業協力関係——中国大学の知識革新と科学技術産業研究』，中国人民大学出版社，2009 年 12 月版。

を支援し、政策を通じて指導する管理参加モデルである。張家港スマート電力研究院の建設では、地方政府
がまず1億5千万元を出資し、6千平方メートルの科学研究棟を提供し、さらに張家港経済開発区に土地を
準備して研究院のビルを作る計画を立てた。しかし研究院の機関設置と成果実用化の面では、地方政府は政
策を通じて指導する管理を行い、研究院傘下の5つの研究所はいずれも株式制の組織形式を取り、地方政府
は株式参加せず、関連チームの専門家もしくは人材が主要株式を保有し、研究院は研究開発支援資金を通じ
て研究所の一定の株式を占有する形式となっている。

4．「イノベーション、起業、サービス」の機能の一体化の促進
研究院の建設にあたっては、成果の実用化が核心とされ、産業の基盤技術における応用技術の強化が重視

され、成果の実用化とインキュベーションが実施された。産業基盤技術研究開発や工学的技術開発、技術移
転・実用化などの公共研究開発プラットフォームと公共実験室が設立され、成果のインキュベーションに
必要な部門やプロジェクトパイロットテスト拠点が配備されることにより、「イノベーション、起業、サー
ビス」の三大機能の融合の実現が図られた。昆山工業技術研究院は主に、核内低分子RNAとロボット、フ
ラットディスプレイ、センサー技術の四大分野で基盤技術の研究開発と成果の実用化を遂行した。このう
ち核内低分子RNA研究所の5人のリーダー（梁子才、胡平生、盛沢林、呉昌琳、曹躍瓊）はそれぞれ、瑞博生
物技術、生諾生物医薬技術、沢璟生物制薬、博創同康生物工程、吉凱基因科学技術などのバイオ医薬企業を
昆山で設立し、研究所の自主研究成果の工学的応用と産業化の促進の任務を受け、昆山における核内低分子
RNAバイオ医薬産業系の構築を進めている。宜興環境保護技術研究院は、ハルビン工業大学と共同で、哈宜
鼎沢・哈宜戴沃斯・哈宜中傑などの株式制専門企業を設立し、研究院の水資源と水質環境分野の研究開発
成果の工学的応用を促進している。
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技術移転は、自主イノベーション連関における
重要なポイントであり、国家イノベーション体系
を構築するための重要な一環である。技術移転は
すでに、科学技術成果を生産力に転化するための
主要方式の一つとなっており、大学を代表とする
技術の開発・供給元は、技術移転の過程において
重要な役割を果たしている。本章では、大学の技
術移転の定義と類型の明確化、中国の大学の技術
移転発展の歴史、技術移転の主要モデルと現状の
検討、技術移転の事例分析、効果的な方法の整理、
中国の大学の技術移転における技術価値評価の状
況のとりまとめ、中国の大学の技術移転の今後の
傾向と政策のあり方などについて検討する。中国
の産学研（産業・大学・研究機関）連携や大学の
サイエンスパークについては本報告の別章で取り
上げられており、本章における中国の大学の技術
移転状況の分析においては、大学の技術移転セン
ターなどの機構とその運用モデルに焦点をしぼる
こととする。

一、大学の技術移転の内容
１．大学技術移転の定義

技術移転の定義については、統一的な理論的見
解はないが、以下の 3 つの定義が主流となってい
る。第一は、系統的な知識の移転のことであり、系
統的な知識が、知識の産出される場所から、知識
の使用される場所へと移転することを指す。第二
は、技術の実用化プロセスの各段階での移転のこ
とであり、技術や知識が、「基礎研究――応用研究
――実験開発――商業化」という各段階間を移転
することを指す。第三は、現存技術の新たな応用
を指す。これらいくつかの見方から、技術移転の
概念を次のようにまとめることができる。技術移
転とは、生産要素となる技術が、有償もしくは無
償の各ルートを通じて、技術の源から技術の使用
者へと移転するプロセスを指す。これは動的なプ
ロセスであり、その実質は、技術能力の移転であ
り、地理的空間において実施されることもあるし、
異なる分野や部門の間で行われることもある。技
術活動が国境を越えて行われる際には、国際技術
移転と呼ばれる。

大学の技術移転については、ある学者は、技術
移転の概念を土台としてこれを次のように定義し
ている。大学の技術移転は、大学の技術を製品化、

商品化、産業化し、その市場価値を最終的に実現
するプロセスであり、その対象は、大学で生み出
された技術となる。言い換えると、大学の技術移
転は、大学から企業・市場への技術の動きであり、
技術が商業開発される実用化のプロセスである。
大学の技術移転は、価値付けを通じて技術が大学
から企業へと移転し、企業の組織や文化へと技術
を融合させることを指している。

２．大学の技術移転の機構設置
大学の技術移転の機構設置は大きく二つのカテ

ゴリーに分けられる。第一のカテゴリーは、学内
の部門によって形成・運用される大学の技術移転
機構であり、代表的なものは、米スタンフォード
大学の OTL（Office of Technology Licensing）で
ある。OTLは、大学が自ら特許事務を管理するこ
とを重視し、活動の重心を特許のマーケティング
に置き、特許マーケティングによる特許保護の促
進を行っている。OTL運用のカギを担っているの
が特許許可専門員（技術マネージャー）である。技
術移転プロジェクトが決まると、該当する専門分
野の技術マネージャーがプロジェクトの全プロセ
スの進行を担当する。技術マネージャーは、研究
成果の評価や市場評価を行い、発明者や弁護士と
協議して特許の申請やマーケティングを行い、許
可合意についての協議や実施権者の活動のモニタ
リングも行う。OTLの技術マネージャーに対する
要求はとても高く、10年以上の企業での勤務経験
があるエンジニアが多くを占め、製品開発やマー
ケティング、営業部門での豊富な経験や、新技術
を市場に普及させるプロセス全体に深い理解を
持っている。その中には博士や MBA 取得者もお
り、法律的な知識があって協議に長けた人もいる。

第二のカテゴリーは、独立法人資格を持つ大学
付属の技術移転機構である。この種の機構は、大
学付属の機構ではあるが、大学とは分離され、独
立した法的地位を有している。国際的な代表格は、
ウィスコンシン大学同窓会研究財団（Wisconsin 
Alumni Research Foundation）である。同財団に
は大学から契約方式で管理権が与えられ、学内の
研究状況を把握し、財団の知的財産権管理員と大
学の研究者や大学院生は密接に連絡を取る。財団
は、大学の最新技術の研究開発情報を常に注目し、
価値のある研究成果を発見したら、技術の情報を

技術移転と技術価値の評価第4章
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財団に知らせるよう発明者に働きかけ、財団の専
門委員会による技術の評価後、財団と発明者は合
意を締結し、特許を申請する権利を財団に移譲し、
財団の出資と特許機構によって申請書類を作成
し、申請手続きを行う。財団の情報・技術使用許
可部門は、長年の蓄積によって築かれた技術使用
許可ルートを通じて、潜在的な技術需要者と連絡
を取り、実施権者を見つけ、許可契約を結び、許可
契約の追跡管理と権利保護を行う。これによって
得た資金の使途は決められておらず、大学の研究
の独立性は保たれている。知的財産権と特許許可
の管理のほか、財団はさらに、ベンチャー投資の
管理を行う専門家を置き、投資により獲得した収
益は主に、技術移転の活動経費や大学の研究活動
の促進に使われる。

３．大学の技術移転の進行モデル
分類や標準の違いに応じて、大学の技術移転は

以下の異なるモデルに分けられる。

（1）大学の技術移転はその経済的性質から、非
商業性質の移転と商業性質の移転に分けられる。
前者には直接的な商業取引関係が存在せず、論文
発表や人材育成、学術活動などの方式で技術が移
転される。後者には明らかな商業取引関係が存在
し、技術コンサルティングや技術サービス、技術
譲渡、技術使用許可、大学発ベンチャーによって
移転が実現される。

（2）技術移転の方式からは、直接移転と技術使
用許可、大学発ベンチャーの 3 つのモデルに分け
られる。直接移転は、大学が自らの技術を企業に
移転するもので、技術の需給双方は完全な取引関
係にある。大学は通常、企業との技術譲渡や委託
契約の締結などの方式を通じて自らの研究成果を
移転し、大学と個人がそれぞれ一定の収益を得る。
技術使用許可は、技術保持者が技術需要者に特許・
商標・著作権などの権利の使用を許可することを
指し、企業はこれらの権利を元に実用化開発を行
う。技術使用許可を通じて、大学の関連機構と個
人は相応の収入を獲得し、企業は関連技術の使用
権を獲得する。大学発ベンチャーは、学内の研究
成果に基づき大学が設立又は筆頭株主となった企
業を指す。大学の研究成果を中心としたメーカー
型の企業と、大学の知的能力を中心とした仲介・
サービス型の企業が含まれる。

（3）「三重らせん理論」からは、大学・産業・政
府の三者の関係に基づき技術移転を捉えることが

できる。三重らせん理論は、大学・産業・政府の
三者がイノベーションプロセスにおいて相互に作
用することを考慮したモデルであり、三者はそれ
ぞれ独立した地位を持っている。同理論によると、
知識を土台とした社会においては、大学・産業・
政府の三者間の相互作用は、イノベーション環境
を改善するために重要であり、三者はいずれも三
重らせんの重要な構成要素で、そのうち産業は生
産が行われる場所、政府は契約関係の根拠、大学
は知識経済の生産力要素と新たな知識・技術の源
とされている。

二、中国の大学の技術移転の概況
歴史的な原因と国情の違いから、中国の大学は、

科学研究方面でほかの国よりも重要な任務を負っ
ている。第一に、大学は、国家のキーテクノロジー
の研究開発という任務を負っている。第二に、多
くの大学は、社会経済発展に必要な技術のサービ
スと開発、応用技術の開発・研究などを引き受け
ており、国家や企業、異なる経済組織に対して技
術開発や技術の訓練・コンサルティングなどの
サービスを提供するとともに、科学技術成果の移
転を実施している。科学技術部の統計データによ
ると、2000年から2009年までの中央政府の科学技
術計画において、大学は合計約 2 万 8 千件のプロ
ジェクトを担当し、科学技術経費の総額は約 277
億 5 千万元に達し、中央政府の国家科学技術計画
の総経費の 4 分の 1 余り（25.7％）を占めている。
しかもこの数字はここ数年、明らかな増加傾向に
ある。このうちの基礎研究部分、すなわち国家重
点基礎研究計画においては、大学が担当する割合
は50％を超え、2011年には全体の55.75％に達した。
中国の自主イノベーションと技術移転体系におい
て大学は、大きな影響力を持つ戦略的地位を占め
ている。

１．中国の大学の技術移転の発展の歩み
中国の大学の技術移転は、ゆっくりと着実に発

展してきた。改革開放前まで、中国の科学研究体
系と生産体系は主に計画経済モデルによって構
築され、大学は実質的に技術移転活動をしていな
かった。改革開放後、中央は、「経済建設は科学技
術を拠り所とするものであり、科学技術は経済建
設に向かうものでなければならない」という科学
技術発展方針を打ち出し、大学の科学技術産業は
一定の規模を形成し、大学の技術移転活動は徐々
に産学研連携の段階へと入っていった。立法レベ
ルでは、『特許法』や『技術契約法』、『著作権法』な
どの法令が大学の技術移転活動に法的土台を提供
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した。政策レベルでは、2003 年の『国家技術移転
センターの設立に関する通知』において、国家技
術移転センターの設立がはっきりと打ち出され、
清華大学や上海交通大学、西安交通大学、華東理
工大学、華中科技大学、四川大学、大連理工大学
などの大学に国家技術移転センターが相次いで設
立された。『国家中長期科学・技術発展計画綱要

（2006-2020）』は、技術移転の仕組みを整備し、知
的財産権の奨励メカニズムと知的財産権の交易制
度を構築し、企業間や企業・高等教育機関間の技
術移転を促進する方針を打ち出した。2007年に中
国科学技術部が発表した『国家技術移転促進行動
実施方案』は、一連の国家技術移転モデル機構を
優秀なものから選出し、国家重大計画プロジェク
トの技術や産業基盤技術、キーテクノロジーの移
転を進めることを明示した。この方策は、『国家中
長期科学・技術発展計画綱要（2006 － 2020 年）』
の重点分野である、農業、製造業、エネルギー、海
洋、運輸、サービス業、人口・医薬衛生、環境保護
の 8 つの分野を対象として、地域の技術移転連盟

や地域の総合的技術移転機構、産業・専門技術移
転機構、大学や研究機構内に設けられた技術移転
機構などを選び出し、国家重大計画プロジェクト
や産業基盤技術、キーテクノロジーなどの技術の
移転と拡散を推進するものだった。科学技術部は
すでに、134 に上る技術移転センターを国家技術
移転モデル機構に認定している。2008年に中国国
務院が制定した『国家知的財産権戦略綱要』にお
いては、中国の大学は自主イノベーションの源の
一つであり、技術移転分野で重要な使命を負い、
地域の企業イノベーションの推進や経済発展の促
進、国家の競争力の増強に貢献しなければならな
いとの方針が示された。

現在、中国の大学の技術移転体系の構築が進ん
でおり、多層的で包括的な大学からの技術移転が
なされている。中国の大学の技術移転の体系は、

「点対点」と「点対線」、「点対面」、「点対体」を含む、
多層的で立体的かつ包括的な体系である。これを
表1に示す。

中国の大学の技術移転の立体的体系において、
各種の方式はいずれもそれぞれの長所と短所を
持ち、特定の適用範囲を持っている。大学は、自
身の状況に基づき、適切な技術移転形式を選択す
る。例えば、大学の技術の集中度が高く、水準が高
い場合は、エンジニアリングセンターや大学企業
連合研究開発機構、ベンチャー企業の設立などの
形式が選択できる。もしも大学の技術の分散度が
高く、様々な産業分野に関わるものであれば、サ
イエンスパークや企業協力委員会、技術移転セン
ターなどの形式が適切と言える。政府は、大学と
企業との技術移転を促進するプロセスにおいて、
現地の大学と企業の客観的状況に基づき、適切な
技術移転体系を選び、これを支援する必要があ
る。もしも現地で高水準の大学が少なければ、省
と大学の研究院や産学研協力事務所の形式を取っ
たり、大学によるベンチャー企業の設立を支援し
たりすることが必要となる。もしも現地で高水準
の大学が多ければ、サイエンスパークや技術移転

センターなどのモデルを取ると良好な効果が期待
できる。

２．中国の大学の技術移転の機構設置
中国の大学の技術移転センターには、上記で取

り上げた国際的に主流となっている学内専門機構
と独立法人機構の双方のカテゴリーが存在してい
る。例えば、北京大学や復旦大学、華東理工大学、
武漢大学、華南理工大学などの大学の国際技術移
転センターはいずれも、学内の機構という形式で
運用された大学技術移転機構である。清華大学や
西安交通大学、西南交通大学などの大学の技術移
転機構は、独立法人機構の形で運用されている。
二種類の機構の設置モデルには優劣はなく、カギ
となるのは、大学の技術移転事業の実際の状況に
適しているかということであり、さらに強力な人
材サポートや成熟した技術発掘の仕組み、整備さ
れた外部とのネットワークなどの様々な要素を備
えることによって初めて、技術移転の実現を成功

表1 中国の大学の技術移転体系

類型 特徴 具体的な形式

従来型 大学と企業の「点対点」の直接協力 大学による研究成果の自由な普及と移転

技術インキュベー
ター 「点対線」のプロセスの推進 大学サイエンスパーク、国家エンジニアリングリサーチセンター、

省間研究院、大学企業連合研究開発機構

技術移転プラットホー
ム

仲介プラットホームを通じた「点対
面」のサービス 大学・企業協力委員会、産学研協力事務所、技術移転センター

技術起業 「点対体」のベンチャー企業の起業 大学による技術を通じたベンチャー企業の設立
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させることができる。
中国の大学の技術移転機構の役割とサポートプ

ラットホームの点から見ると、技術・組織・資金
の3つの大きなプラットホームがあることがわか
る。技術移転センターは、大学内部の研究管理部
門とサイエンスパークとの間にあり、大学の技術
移転連関体系における中心となるポイントであ
る。大学の技術移転センターの運用において、大
学は主に指導監督の役割を果たし、管理部門は地

方政府や企業との科学技術協力ネットワークの
開拓、発明の管理と国有資産流失防止などの役割
を担っている。大学サイエンスパークは技術移
転センターと密接に連携し、大学発ベンチャーに
インキュベーションサービスを提供している。技
術移転センターの運営は主に、技術プラットホー
ムと組織プラットホーム、資金プラットホームの3
つの大きなプラットホームに支えられている。そ
の運営モデルは図1に示す通りである。

三大プラットホームのうち、技術プラットホー
ムは、▽大学の重点実験室などの科学技術インフ
ラの統合を担当し、大学や企業と共同して産業の
基盤技術やキーテクノロジーの開発と拡散に参加
する、▽技術の評価を担当して対象技術の選出を
行い、技術の実用化可能性と価格を判断する、▽
技術サービスを担当し、企業が協力パートナーや
技術シーズを見つけるのを助け、技術移転と関連
する法令や技術、投資、市場調査、産業分析、訓練
などの総合サービスを企業に提供し、技術移転の
成功率を高めるなどの役割を負っている。

組織プラットホームは、▽技術情報の管理を担
当し、技術移転センターの情報プラットホームを
媒介として、学内外のシーズとニーズの情報を収

集・整理・普及・公表する、▽地域の協力プラッ
トホームの拡大を担当し、サイエンスパークなど
の部門との連携を通じて、技術移転連盟や地域別
や産業別の産学研協力事務所・活動ステーション
を各地に設立し、地域技術協力ネットワークを構
築する、▽外部から招聘した専門家の管理を担当
し、こうした専門家がその役割を十分に発揮する
ことにより、外部の研究課題と学外の成果が技術
センターへ移転することを積極的に促す、▽国際
協力と技術移転の分野での専門人材の育成を担当
するなどの役割を担っている。

資金プラットホームは、▽特許譲渡経費の管理
を担当し、特許の申請代理やコンサルティング、
許可・譲渡などのサービスを提供するとともに、

 

図1　中国の大学の技術移転センターの運用メカニズム
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特許譲渡収益の一部を管理費としてセンターの運
営に用いる、▽課題経費の管理、大学に委託され
た分野横断的課題に関する契約の審査及び認可
と管理を担当し、分野横断的課題と技術移転セン
ターが仲介した研究開発課題から管理費を徴収し
てセンターの運営に用いる、▽大学の産業基金と
外部のベンチャー投資基金の管理を担当するとと
もに、ベンチャー投資によって特別収益を実現す
るなどの役割を負っている。

３．中国の大学の技術移転の主要モデル
前述のように、大学の技術移転は、その経済的

性質に基づいて、非商業的性質の移転と商業的性
質の移転の 2 つのモデルに分けられる。このうち
非商業的性質の技術移転は、論文や書籍の発表や
人材育成などを通じて行われる。商業的性質の技
術移転は、技術コンサルティングや技術サービス、
技術譲渡、技術使用許可、大学発ベンチャーによっ
て実現される。

（1）非商業的性質の技術移転モデル
非商業的性質の技術移転モデルは主に、論文と

書籍の発表や人材育成などの状況に体現される。

　①論文と書籍
まず論文については、中国の大学の科学技術論

文の発表数は基本的に毎年増加する傾向にある。
ここ数年、中国の科学技術論文の発表数に占める
大学論文の割合は 60％から 68％前後となってい
る。2006 年から 2010 年までは毎年拡大しており、
拡大率は 1.75％から 9.5％まで様々だった。しか
し 2011 年の大学の科学技術論文の発表数は 2010
年と比較して 2％の減少となっている。2011 年の
全国の科学技術論文の発表数は 53.0 万本（国際
科学技術論文は32万本）で、このうち大学が発表
した論文は 33.6 万本と論文総数の 63.4％を占め、
2006年からは38.3％の増加となったが、2010年比
では2％の減少となった。

書籍については、ここ数年、中国の高等教育機
関による科学技術書籍の出版は、急速な増加から
緩やかな減少という変化をたどっている。2006年

の3万4633冊から2009年の4万919冊へと急速に
増加した後、2011年の3万7472冊へとゆっくりと
減少している。

さらに、科学研究プロジェクトも、大学の非商
業型技術移転の重要な一部となっている。教育部
の発表した『2012 年大学科学技術統計資料集』の
1212 大学のデータによると、2012 年度、中国の大
学による重要プロジェクトの検収通過は 4623 件

（973 計画 483 件、科学技術難関攻略計画 1055 件、
863計画1131件、自然基金プロジェクト554件、そ
の他1400件）で、このうちその他の組織と協力し

たものは1105件だった。中国の大学は多くの科学
研究成果を産出しており、国家科学技術賞の獲得
でも目覚ましい実績を上げている。2008年度の一
般プロジェクトでは、国家技術発明賞の獲得総数
のうち大学の占めた割合は81％に達した。一等賞
の 3 賞はすべて大学によって獲得された。2001 年
から2008年まで、国家自然科学賞の獲得総数に占
める大学の割合は57.6％、国家技術発明賞の獲得

 

表2　国内の科学技術論文の機構別発表数（2006～2011）

データ出典：科学技術部『2012年科学技術統計データ』

表3　2006-2011年高等教育機関の科学技術書籍の出版状況

データ出典：『中国統計年鑑2012』

年 2006 2007 2008 2009 2010 2011

科学技術書籍出版数（冊） 34633 35733 37541 40919 38101 37472
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総数に占める割合は67.9％、国家科学技術進歩賞
の獲得総数に占める割合は57％だった。また国家
自然科学一等賞も大学が連続で獲得している。

　②人材育成
技術移転は、知的な能力を必要とする活動であ

り、人材の育成が重要となる。中国は、『国家技術
移転促進行動実施方案』において、「人員の育成と
管理を強化し、専門的で高水準の技術移転人材を
育成する」という方針を打ち出している。技術移
転事業は市場で展開されるために、工学技術や法
律、金融などの多くの背景と経験を持った専門人
材が必要となる。移転対象となる技術の産業にお
ける先端分野の専門知識と専門技能を理解してい
る必要があるだけでなく、市場に関する知識を持
ち、企業との適切なコミュニケーションができる
人材でなければならない。中国の大学は、専門に
通じているとともに産業環境や融資にも詳しい産
業・大学・投資複合型人材が不足しており、技術
市場の仲介と科学技術サービスの提供という大学
の役割が発揮できていない。このため、中国の大
学の技術移転センターの人員は、規定に符合する
専門性のある人員でなければならず、総合的な技
術移転機構の専門職員は20人以上、大学や研究機
関、専門技術移転機構の専門職員は10人以上が望
ましい。人員の構造と部門の設置は合理的なもの
でなければならず、管理者のうち高等専門学校以
上の学歴を持つ人は80％以上、科学技術人員の割
合は職員の総数の60％以上必要とされる。機構の
中心的指導者は、開拓・イノベーションの精神と
豊富な実践経験、高い管理能力を持っていなけれ
ばならない。

ここ数年、中国の大学の技術移転人材の育成に
は 2 つの現象が現れている。第一は、技術移転マ
ネージャーの育成を重視する現象である。例えば
2013 年、天津大学技術移転センターは、10 人余り
の規模の専門技術マネージャーチームを設立し、
さらに高い素質を持つ総合人材を公募し、一年前
後でこの専門チームの規模を30人に拡大する計画
を打ち出した。専門技術マネージャーは、大学と
研究機関が研究中の技術を選別し、市場評価など
を通じてその応用可能性を決定し、特許を申請し、

市場への供給を行う。同時に、技術マネージャー
は企業に深くコミットし、問題をまとめることに
よって企業の技術ニーズを具体化し、大学側に研
究支援を求める。第二は、国際交流を利用したプ
ラットホームの構築によって技術移転人材を育成
するという現象である。中国の大学は、国外の大
学や研究開発機関、企業と共同で、視察訪問、国際
会議、研究協力、研修などの形式の科学技術協力
プロジェクトを展開し、人材を共同育成している。
例えば2006年4月、大連交通大学とロシア科学院
シベリア支部固体化学・機械化学研究所は、「大連
交通大学中露科学教育センター」を共同建設した。
この機構は、技術そのものを移転するのではなく、
技術が備える情報を移転するもので、この過程で
人材育成の役割が発揮された。2007年11月、大連
理工大学と大連四達鋳造有限公司、日本岩手大学
の三者は、日本岩手大学の「ねずみ鋳鉄高強度化
関連技術」の移転を支援し、指導するため、技術の
秘密保持や協力、指導の合意書に締結した。

（2）商業的性質の技術移転モデル
商業的性質の技術移転モデルは、大学の科学研

究成果の実用化の過程である。大学が知的財産権
を持つ科学技術成果は主に、論文や科学技術書籍、
特許、その他の知的財産権が含まれ、このうち特
許は、多くの国と地域で研究開発の質を測る重要
な指標とみなされ、科学技術成果の水準と応用価
値を一定程度反映したものと言える。近年、中国
の大学の科学研究プロジェクトによって産出され
る特許は徐々に増え、質もいくらか高まりを見せ
ている。2011年の中国の大学の特許出願受理数は
9 万 5592 件で、前年比 31.4％となり、同年の全国
の受理総数の 5.9％を占めた。そのうち発明特許
は5万4362件で大学の特許出願数の全体の56.9％
を占め、全国の特許出願に占める発明特許数の割
合 32.2％の 2 倍近くとなった。出願特許の認可数
は 5 万 3055 件で、前年から 41.5％増え、全国比は
5.5％を占めた。そのうち発明特許の認可数は5万
4362件で特許出願数の47.2％を占め、全国の特許
出願に占める発明特許数の割合17.9％の3倍近く
となった。

2006 2007 2008 2009 2010 2011

特許出願受理数（件） 24490 29860 40610 56641 72744 95592

発明特許 18059 21864 29337 36241 44132 54362

特許出願認可数（件） 12043 14111 19248 25570 37490 53055

発明特許 6650 8251 10216 14408 18055 25064

表4　2006-2011年高等教育機関の科学特許出願状況

データ出典：『中国統計年鑑2012』
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大学のタイプによって特許数の実績には大きな
差があり、重点大学の特許認可数は一般大学の 2
倍に達する。とりわけ教育部直属大学は、特許の
出願数と認可数、販売契約などで高い比率を誇り、
中心的な役割を果たしている。

知的財産権を備える大学の特許などの研究成果

の技術移転は、商業的性質の技術移転モデルに属
し、主に大学技術移転センター機構とサポートプ
ラットホームを通じて実現される。中国の大学の
技術移転の多くでは市場運営モデルをすでに取り
入れており、地域の技術取引市場は、大学の技術
移転促進の過程において非常に重要な役割を発揮

注目すべきなのは、中国の大学が発明特許を高
く重視しており、大学の特許認可率が比較的高く、
実用新案と意匠が二次的な地位にあることであ
る。2011 年の中国の大学の特許のうち、発明特許
と実用新案、意匠の 3 種の特許の認可率はそれぞ
れ46.1％と72.9％、64.4％だった。一方、大学の特
許認可数と特許販売数の比が23対1となっている
ことも見逃してはならない。つまり認可された特

許23件のうち実施されているものは1件しかなく、
実用化率はわずか 4.3％にとどまっているという
ことである。ここ数年で大学の特許販売数は毎年
高まっているものの、認可数 / 販売数の値はまだ
増加している。中国の大学の科学研究プロジェク
トで産出される特許の質が下がっていることを示
すとともに、中国の大学の特許の利用と産業促進
にさらなる発展の余地があることを示している。

特許出願数（件） 特許認可数（件）

発　　明 54171 24988

実用新案 23991 17496

意　　匠 10795 6952

合　　計 88957 49436

表5　2011年大学特許類別出願状況

データ出典：『2012年高等学校科学技術統計資料集』

特許出願数（件） 特許認可数（件） 特許販売数（件）

2011 88957 49436 2143

2010 68724 35098 1745

2009 35697 24708 1571

表6　大学の特許出願・認可・販売状況

データ出典：『2010-2012年高等学校科学技術統計資料集』

 
図2　2011年　中国の大学の特許出願（左）と特許認可の類別比

データ出典：『2012年高等学校科学技術統計資料集』
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している。北京市技術取引市場を例に取ると、こ
こ数年、地域における大学の技術取引の総量と技
術の譲渡・コンサルティング・サービスに占める
割合は持続的に拡大している。北京は、全国の技
術市場の最も発達した地区と大学の最も密集した
地区の一つであり、その大学の技術移転は、全国
の大学を大きくリードしている。北京の大学の科
学技術教育のリソースの優勢を十分に発揮し、北
京工業知力サポートプラットホームを構築するた
め、北京市教育委員会と市工業促進局は共同で技
術移転センターを設立しており、電子情報技術移
転センターなど最初の7つの移転センターは2005
年に正式に設立された。7センターは、電子情報技
術移転センター、車両技術移転センター、新材料
技術移転センター、化工・環境保護技術移転セン
ター、都市交通技術移転センター、先進製造技術
移転センター、新医薬技術移転センターで、委託
機関はそれぞれ、北京航空航天大学、北京理工大
学、北京科学技術大学、北京化工大学、北京交通
大学、北京工業大学、首都医科大学である。これ
らのセンターは、北京市の工業の重要発展分野を
巡って、技術サービスと知的サポートを企業に提
供するもので、都市の交通渋滞の解決や都市の交
通管理水準の向上、中国の自動車製造技術や新材
料生産技術、化工・環境保護新技術の向上、新た
な医薬品の開発と生産の促進、地下鉄・都市鉄道
の安全運行の保証、従来型産業の改造、ハイテク
技術の発展などで大きな役割を発揮するものとな

る。2010 年、北京の高等教育機関の技術提供契約
は3583件で、取引額は19.3億元に上り、前年比成
長率は5.7％、そのうち83.8％が企業に提供された。
中央の管轄する北京の大学の技術提供契約は3337
件で、取引額は 18.2 億元、成長率は前年比 5.9％、
大学の技術提供に占める割合は94.6％だった。研
究開発機関の技術提供契約は 4278 件、取引額は
43.0億元、成長率は9.7％、このうち60.3％が企業
に提供された。中央が管轄する北京の研究開発機
関の技術提供は2658件、取引額は17.9億元、研究
開発機関の技術提供に占める割合は41.7％だった。
ここ数年、北京の技術市場のうちで北京地区の大
学の技術契約取引総数は持続的な上昇の傾向にあ
り、2006 年の 2866 件から 2012 年までに 3466 件に
まで増加した。だが北京の技術市場の技術取引契
約の取引総数がずっと上昇しているのに対し、大
学の技術契約取引数は上昇から下降に転じ、さら
に上昇するという歩みをたどっている。また大学
の技術取引契約数が北京の総数に占める割合は常
に 7％以下となっており、とりわけ「十二五」（第
12次5カ年計画、2011-2015）に入ってからは1.2ポ
イントの縮小となっている（図3を参照）。このこ
とは大学の技術移転活動は技術市場の発展と規模
の拡大に伴って増加しているものの、大学が技術
移転の専門機構を設立しているために、技術市場
での取引はそれほど急激な増加となっていないた
めである。

 

 

図3　2006-2012年北京市大学技術契約分類統計

データ出典：北京市教区委員会 , 2013
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このほか、大学発ベンチャーのモデルにおいて
も、中国の多くの大学では産業化が急速に進展し、
大学サイエンスパークが強力な政策支援を得て、
活発な発展を実現している。大学発ベンチャーと
大学サイエンスパークについては、本報告の別の
章で触れているため、ここでは詳述しない。注目
すべきなのは、大学発ベンチャーの大部分の技術
が依然として大学の科学研究成果を実用化したも
のとなっていることである。これらの企業は、ニー
ズを伝達し、技術使用許可を取得し、関連する実
用化の活動を行い、さらに大学の技術移転セン
ターを通じて国外の先進技術を受け入れている。
大学の技術移転センターは、国外から技術を直接
購入したり、国外に技術を直接販売したりもして
いる。

４．中国の大学の技術移転センターの運営の特徴
　①基本的業務

現在、中国の大学の技術移転センターの基本的
な役割には主に、プロジェクト契約の審査認可と
管理、科学技術情報の収集と発表、対外協力など
が含まれる。大学技術移転センターの比較的成熟
した役割としてはさらに、技術コンサルティング
や技術サービス、基盤技術やキーテクノロジーの

研究開発、人員の育成などが含まれる。また一部
の大学、例えば西安交通大学や福州大学の技術移
転センターは、大学を代表し、株式投資の進行や
管理の業務も行っている。

　②全国展開
中国の多くの大学の技術移転センターは、様々

な形式を通じて全国的に技術移転サービスを提供
している。主要な形式には次の3つがある。（1）産
学研協力事務所。例えば、清華大学国家技術移転
センターは常州や馬鞍山など10地区に産学研協力
事務所を設立し、科学技術成果の現地での産業化
を促進している。（2）技術移転事業ステーション。
例えば、華東理工大学技術移転センターは湖州や
深センなどに5つの技術移転事業ステーションを
設立している。また上海理工大学技術移転セン
ターは、蘇州や杭州、紹興などの都市の政府の科
学技術管理部門と協力関係を結んだだけでなく、
温州や張家港、蘇州などに技術移転ワークステー
ションを設立している。（3）地域の科学研究拠点。
例えば、北大工学院紹興技術研究院や浙江清華長
江デルタ研究院、深セン清華大学研究院などが挙
げられる。

　③企業連携
多くの大学の技術移転センターは、協力委員会

や会員制、共同研究開発機関設立などの形式を通
じて、企業の技術情報交流と技術移転のルートを
構築している。清華大学国際技術移転センターや
福州大学科学技術開発処などの機構は企業協力

委員会を設立し、華中科学技術大学技術移転セン
ターなどの機構は地域・産業の企業会員ネット
ワークを構築している。図5からは、中国の技術移
転体系における大学の中心的な役割が強化され、
企業との関係がさらに緊密となっていることがわ
かる。

 

図4　技術移転センターに基づく中国の地域イノベーション体系
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　④国際展開
世界的な範囲で技術移転協力を展開している。

国外の先進技術を導入することには大きな意義が
あり、ほとんどすべての大学技術移転センターが、
国外の科学技術部門との連絡と協力をその重要な
役割としており、双方の技術・人材の交流を推進
している。清華大学や華東理工大学などの大学の
技術移転センターは、専門の国際協力部門を設け、
世界の先進技術の国内への移転を強化している。
清華大学国際技術移転センターの UURR モデル、
交通大学国家技術移転センターと九州大学が構築
した技術交流プラットホームは、代表的な国際技
術移転協力モデルである。

三、中国の大学の技術移転の事例分析
１．清華大学の技術移転

中国はここ数年、一連の政策法規を制定し、大
学の技術移転を奨励し、さらに国外の経験を参考
にして清華大学を含むいくつかの重点大学に国家
技術移転センターを設立してきた。清華大学を代
表とする中国の大学の技術移転は新たな段階に入
りつつある。

清華大学の現在の技術移転体系における常設組
織機構には、清華大学科学技術開発部と清華大学・
企業協力委員会、清華持株有限公司、4つの研究院、
4 つの工学研究センター、国内外の企業と設立し
た50近くの連合研究所（実験室）などが含まれる。
清華大学科学技術開発部は、米国の大学のOTLに
類似した役割を担う技術移転機構である。清華大

学科学技術開発部は1983年に設立され、学長から
権限を与えられ、清華大学と各省・市・地区・企
業・事業単位との科学技術協力と清華大学の研究
成果をターゲットとした分野横断的技術契約の締
結、特許実施許可契約の全学統一管理を担当し、
さまざまなルートでその技術移転の機能を実現し
ている。清華大学科学技術開発部の技術移転が長
期的な協力を実現する方式は具体的には4つある。
第一は、産学研協力事務所である。協力相手とな
る地方政府の科学技術局又は関連部門が資金を
提供し、清華大学が技術を提供し、協力する双方
の指定した専門人員がこうした事務所の具体的な
運営を担当する。第二は、科学技術協力基金であ
る。協力相手が資金を提供し、科学技術開発部が
有望な技術シーズを学内で探したり、その他の技
術協力に保証を与えたりする。第三は、四者協力

（UURR）モデルである。「清華大学（U）＋国外の
大学（U）＋中国の地域（R）＋国外の地域（R）」の
四者による協力である。第四は、連合研究開発機
構である。科学技術開発部が大学を代表して企業
と協力合意を締結し、連合研究開発機構を設立し、
研究開発機構の運営管理は学内の関連部門に委託
する。

清華大学国家技術移転センターは、長年にわた
る研究成果の普及と応用の過程で、豊富な専門的
経験を蓄積し、地域協力による技術移転の分野で

「3つの協力レベル」と「5つの協力モデル」という
技術移転の考え方を形成してきた。

 

図5　大学の技術移転体系における各主体の関係
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（1）3つの協力レベル
　①省と大学の枠組み協力のレベル

省市政府との協力の強化を通じて、大学の研究
成果を効率的かつ包括的に普及し、科学研究協力
プロジェクトを獲得し、地方の中小企業クラス
ターの技術ニーズを満足させることにより、大学・
政府・企業がいずれも利益を得ることができる。
清華大学が省市政府と構築した協力モデルには、
連合研究院と産学研協力事務所、科学技術成果協
力基金の3つのモデルがある。清華大学は2011年
末までに、全国の 20 余りの省・自治区・直轄市、
80余りの地区と、包括的・長期的・安定的な協力
関係を構築している。

　②大学と企業との戦略協力のレベル
企業との長期的な協力にあたっては、法的に有

効な文書の形式で企業との長期的な協力関係を決
定する。企業との長期的な協力は、個別の技術移
転プロジェクトに対する企業の信用不足を克服
し、企業の発展過程における科学技術発展傾向に
対する把握能力の不足を補い、同時に優れた技術
移転のアフターサービスを企業に提供することが
できる。企業との長期的協力のモデルには、清華
大学・企業協力委員会や連合研究開発機構がある。

　③プロジェクト協力のレベル
個別の技術移転プロジェクトは、技術シーズを

単位とした従来型の技術移転モデルである。清華
大学国家技術移転センターは、地方企業と清華大
学の研究力を結びつける橋となっている。同時に、
地方の企業に技術情報のコンサルティングを提供
し、潜在的な技術ニーズを発掘する役割も果たし
ている。

（2）5つの協力モデル
　①地方研究院モデル

地方研究院は、清華大学と地方政府が共同設立
した連合研究機構であり、技術移転革新プラット
ホームの役割を果たす。清華大学は現在、中国の
経済が活発に発展している地域（珠江デルタ、長
江デルタ、環渤海）ですでに地方政府と 4 つの連
合研究院を設立している。深セン清華大学研究院
と北京清華工業開発研究院、河北清華発展研究院、
浙江清華長江デルタ研究院である。これらの研究
院は、大学と地方との協力の促進に重要な役割を
発揮している。例えば、深セン清華大学研究院は
設立から十余年にわたって、「実事求是」（現実に
即して真実を求める）の気風と大胆な改革によっ
て、清華大学の華南地区における拠点の役割を果

たした。すなわち、研究型大学の社会サービス機
能の実現に貢献し、地方の自主イノベーション能
力を高め、国内の大学の地方研究院の模範となっ
た。

　②大学企業協力委員会モデル
清華大学と企業との協力委員会は1995年に設立

された。その目的は、大学と企業との協力を促進
し、企業にサービスを提供する非営利的な組織と
なることであり、1997年からは清華大学科学技術
開発部と同じ場所で運営を行っている。2011年末
までに、企業協力委員会に加盟した国内の大型企
業は154社、国外の企業は40社近くに上っている。

　③産学研協力事務所モデル
産学研協力事務所は、清華大学国家技術移転

センターと地方政府が協力するための具体的な組
織機構であり、独立した法人機構ではなく、本部
は、清華大学国家技術移転センターに設けられて
いる。センターはすでに、常州、馬鞍山、上虞、包
頭、徐州、無錫、蘇州、張家港、塩城、塘沽、東莞松
山湖、鄂爾多斯（オルドス）、長沙などの17地区に
産学研協力事務所を設立しており、各種の産学研
協力活動延べ 400 回余りを共同開催し、共同プロ
ジェクトの総額は1億5千万元近くに達し、清華大
学の科学技術成果のこれらの地区での産業化と企
業との科学研究協力を効果的に促進している。

　④基金モデル
企業の中核的競争力を向上させ、清華大学の人

材・研究成果・情報などのリソースを十分に利用
するため、清華大学国家技術移転センターは地方
政府や企業と協力基金モデルを構築した。協力基
金は現在、河北清華科学技術協力開発基金と雲南
清華科学技術協力基金、鞍山清華研究開発シード
基金、無錫清華大学科学技術成果転化基金、広東
省教育部産学研プロジェクト基金、銅陵清華産学
研協力基金の 6 つがある。このうち無錫清華大学
科学技術成果転化基金は2006年、政府の2000万元
の基金の支援を獲得し、2009 年までに 8 プロジェ
クトの産業化事業を支援している。

　⑤連合研究機構モデル
連合研究機構とは、国内外の企業や大学、研究

開発機関、その他の組織と清華大学が打ち立てた
共同研究のモデルである。連合研究院と異なるの
は、これらの機構は基本的にすべて清華大学の学
内に設けられているということである。清華大学
は2012年8月31日までに、国内の企業等や、国（境）
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外の企業と114の連合研究開発機関を共同設立し、
国（境）外の大学や研究機構、研究組織と9つの連
合研究開発機関を共同設立している。

この事例分析から、実践の中から技術移転方法
を改良することにより、国際的な科学技術協力の
強化、大学の科学技術力と国際的な影響力の増強、
科学技術の実用化の促進、イノベーション型国家
の建設への貢献等を遂行し、世界の一流大学への
道を進んだことがわかる。大学は科学研究や人材、
連携、ブランドなどの面での強みを発揮すること
により、世界トップクラスの技術シーズの選定、
国際科学技術協力や地域への技術移転などの強
化、産学研の連携の促進を図り、国家の技術革新
戦略を支援しなければならない。

２．浙江大学の技術移転
浙江大学の技術移転センターは、浙江大学が

「十五」（第 15 次 5 カ年計画、2001-2005）期間に建
設を開始した、政産学研（産学研プラス政府）の
緊密に連携した総合的な技術移転機構であり、第
一陣の国家技術移転モデル機構の一つである。

「十一五」（第11次5カ年計画、2006-2010）期間中、
浙江大学技術移転センターは、「強化、整備、向上、
発展、イノベーション」という思想によってセン
ターの建設を強化し、教授と博士、修士、技術中堅
者によって構成された専門のサービスチームを構
築した。

センターは現在までに、長江デルタ・バルト海、
山東、広東、貴州、長沙、南昌、瀋陽、蘇州、新彊建
設兵団、温州、麗水、金華、嘉興、湖州、紹興など
の30に及ぶ地域技術移転サービス機構を設立し、
浙江大学と国内外の関連技術の移転、科学技術の
コンサルティングやマッチング、人材推薦、情報
発表、訓練、プラットホーム設立、技術の譲渡、科
学技術プロジェクトの設計、インキュベーション
などに関するサービスを提供している。このうち
貴州では、貴州省技術革新プラットホームと国家
級・省級工学技術研究センター、政産学研技術革
新連盟、重点実験室、院士ワークステーション、博
士研究員流動ワークステーションの建設を進める
ことにより、浙江大学の技術成果と貴州省の重点
産業・分野の技術ニーズとの間の効果的なマッ
チングを図り、浙江大学の科学技術成果の貴州省
での実用化を促進した。貴陽国家ハイテク開発区
ハイテク産業パークにおける「浙江大学院士流動
ワークステーション」の建設にも着手しており、
ハイテク産業クラスターのさらなる発展の促進が
期待されている。また貴州の大型中堅企業の科学
技術イノベーションを促進するため、大型企業に

も「浙江大学博士研究員流動ワークステーション」
を設立している。ハルビンでは、協力プロジェク
トは15件に達し、協力経費は1400万元に上ってい
る。50万元以上の科学技術協力プロジェクトは10
件、100万元以上の協力プロジェクトは5件で、バ
イオ医薬や機械、電子、環境保護、エネルギーなど
の産業分野を幅広くカバーしている。このうち省
エネ・環境保護産業の面では、浙江大学は、ハル
ビン紅光鍋炉総廠有限責任公司やハルビン鍋炉廠
有限責任公司と協力し、省エネ・環境保護型のボ
イラーの設計と産業化の研究を展開している。バ
イオ医薬産業の面では、哈薬集団生物工程有限公
司や哈薬集団総廠、珍宝島薬業などと良好な協力
関係を打ち立てており、協力経費は 800 万元を超
えている。
「十二五」（第12次5カ年計画、2011-2015）には、

浙江大学技術移転センターは、「サービスを主旨と
し、貢献しながら発展する」という理念を堅持し、

「2時間でマッチングに応え、4時間で効果を生む」
というサービスの新モデルを形成し、「長江デルタ
を戦略的拠点とし、珠江デルタと北京大都市圏と
戦略的に協力し、中西部と戦略的に相互作用を与
え合う」という地域の科学技術協力の配置を形成
する計画を打ち出している。

３．武漢大学の技術移転
武漢大学技術移転センターは、武漢大学の建設

した技術移転のための仲介機構であり、大学の科
学研究成果の実用化を手始めに、企業のインキュ
ベーションや企業家の育成、ベンチャー投資の導
入などへと業務を拡大している。大学の研究成果
の展示、プロジェクト情報の公開、人材育成、研究
成果の移転を一体化した組織である。武漢大学が
中山市に設立した地域を越えた大学技術移転セン
ターはかなりの成功を収めている。中山市武漢
大学技術移転センターは、武漢大学技術移転セン
ターと中山市科学技術局が共同で発起し設立した
ものであり、2011 年 7 月に登録を完了している。
大学の技術移転機構として、同センターは、大胆
な産学研連携の模索を行っており、その特徴とし
ては以下の点が挙げられる。

（1）企業の機構運営モデルの模索
同センターは、中山市政府の出資によって設立

されたものだが、経営のモデルは財政支出に頼っ
たものではなく、企業の経営モデルを採用してい
る。つまり企業運営と行政管理の結合した経営モ
デルである。一方では、企業運営方式により、市
場経済に、より迅速に融合した形で、中山市政府
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や企業等と大学との連携を推進することができる
ため、技術移転事業の進行が迅速化し、地方（中山
市）の経済建設に早く貢献できる。他方では、同
センターは武漢大学の一部分であり、大学の所属
単位として、一定の学務管理の役割を担うことと
なる。「一つのセンターと一つの基地」という組織
構造を採用し、基地は会社として運用することで、
プラットホーム全体の「造血作用」の源となって
いる。こうしたモデルの下、センターは、自身で

「造血」をすることができるとともに、財政圧力を
軽減し、さらに非営利性も保つことができる。

（2）プロジェクトマネージャーを中心とした専門
　　的チームの設置

同センターは、当初から、専門的なプロジェク
トマネージャーチームを早期に組織した。これは、
技術が高く、経営にも長け、政策法規にも詳しく、
金融管理能力もある複合型人材を育てるためであ
る。複合型人材という目標を実現するために、▽
理工系や管理などの各専門に関わる人材を招聘
し、相互学習の中でそれぞれの分野を拡大させる、
▽ベテランが新人を引っ張り、具体的な技術移転
プロジェクトサービスを通じて人材を育てる、▽
規範的な育成と評価の業務を強化するなどの方策
が取られた。

（3）規範化された制度の建設と効果的な奨励の仕
　　組みの構築

同センターは、実績評価制度と市場経済の要求
に符合した報酬分配制度を構築した。これによ
り、技術移転管理者の積極性と責任感とを高めた。
また、プロジェクトマネージャー担当制を採用
し、プロジェクトマネージャーに技術移転の全過
程を包括的かつ継続的に担当させることにより、
プロジェクトマネージャーの責任・権限・利益

の明確化、評価の透明化を図った。技術移転プロ
ジェクトによって得られる収益をプロジェクトマ
ネージャーの収入と直接リンクさせ、奨励とペナ
ルティーとをはっきりとさせた。プロジェクトマ
ネージャーはプロジェクトチーム全体を率いて、
各メンバーの積極性を引き出し、チームを一致協
力させ、技術成果の移転を成功させる役割を負っ
ている。

（4）総合的な技術移転サービスモデル
同センターは、武漢大学の総合大学としての強

みを生かした総合的な技術移転サービスを中山市
に提供している。

４．華中科学技術大学の科学技術移転
華中科学技術大学国家技術移転センターは2001

年、国家経済貿易委員会と教育部によって共同認
定された最初の6つの国家技術移転センターの一
つであり、科学技術部が2008年に認定した最初の
国家技術移転モデル機構の一つでもあり、産学研
連携を推進し、技術移転を促進する総合技術サー
ビス機構である。

華中科学技術大学は、主に二つの方面から、国
家技術移転センターの運用を推進している。一つ
は、政府の政策の誘導の助けを借りて、技術移転
の手がかりとなる産業もしくは地域を選び、特定
の産業又は地域の中堅企業と産学研が共同でイノ
ベーションを進める戦略連盟を結成し、大規模な
技術の移転と応用を実現するものである。もう一
つは、企業との分野横断的な科学研究協力を規模
の大きさと質の向上という面から発展させ、大学
の科学研究の推進と実用化の促進を図るものであ
る。同センターは、「組織、技術、資金」という3つ
のプラットホームからなる技術移転の進行モデル
を形成している。

 
図6　華中科学技術大学の技術移転の進行モデル
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華中科学技術大学技術移転センターは、「奉仕に
よって支援を求め、貢献によって発展を図る」と
いう社会奉仕理念を掲げ、大学の科学技術面での
強みを生かし、技術移転とサービスの提供により、
大学の科学技術成果の実用化を図っている。地域
の産学研連携の推進の面では、地域をターゲット
とした技術移転研究院を設立している。すでに温
州研究院や東莞製造研究院、深セン研究院を設立
し、現地の企業の技術ニーズを直接把握し、企業
にサービスを提供し、企業と60余りの連合実験室
を設立している。そして産学研技術連盟、重点プ
ロジェクト、その他の方式の連携を通じて、全国
の数千社に上る企業を顧客とし、サポートを提供
している。

５．中国科学院の技術移転
中国科学院は、中国の科学技術面での最高の学

術機構であり、中国の自然科学とハイテク技術の
総合的な研究開発の中心である。中国科学院は、
国家の戦略的ニーズと経済社会の発展のため、中
国の特色を持った科学研究体系を形成し、中国の
工業技術体系、国防科学技術体系、地域イノベー
ション体系の建設を牽引・支援してきた。現在、
中国科学院は、北京や上海、瀋陽、広州などに多く
の国家技術移転センターを擁し、重要な科学技術
成果の実用化の促進や技術移転による地域経済の
発展の促進、国家イノベーション体系のサポート
などの面で多くの優れた貢献を果たしている。

（1）中国科学院北京国家技術移転センター
中国科学院北京国家技術移転センター（以下、

「北京センター」）は 2003 年 3 月に、当時の国家経
済貿易委員会と教育部、中国科学院の認可によっ
て設立された。中国科学院北京支部と中関村サイ
エンスパーク管理委員会の共同設立によるもの
で、技術移転や科学技術成果の実用化に専門的に
従事する機関であり、科学技術部が認定した最初
の国家技術移転モデル機構の一つである。さらに
中国科学院が科学技術成果の実用化や技術移転
事業を展開するための重要なプラットホームで
ある。電子情報、材料、環境保護、機械、生物、化
工、法律、財務、金融、企業管理などの多くの分野
をカバーしている。北京センターは、中関村特定
プロジェクトプラットホームと首都科学技術条件
プラットホーム、知的財産権管理・運営プラット
ホーム、京外院地協力（北京以外の地方と科学院
との協力）プラットホームの 4 つのプラットホー
ムを中心として業務を行っている。北京センター
は、中国科学院の技術移転の新メカニズムや新モ
デル、新ルートを積極的に模索し、中国科学院の
内部機構と北京市の各委員会（事務所、局）、全国
の各地区の間の交流と協力を推進し、北京に立脚
しつつ全国に奉仕する中国科学院技術移転サービ
スプラットホームネットワーク体系を形成した。
これにより、▽地方政府には、重大な産業化プロ
ジェクトの発掘・選出・推薦のサービスを提供し、
▽研究機関や企業、投資者には、ネットワーク化
された連絡ルートを構築することにより、専門的
サービスを提供し、▽中国科学院の研究成果の地
方への移転を促進してきた。北京センターは、地
域産業の改良や企業のイノベーション能力向上な
どに積極的な貢献を果たしている。

（2）中国科学院上海国家技術移転センター
中国科学院上海国家技術移転センター（以下、

「移転センター」）は、中国科学院と教育部、商務部

（当時の国家経済貿易委員会）の認可を受けて2003
年 4 月に設立された、技術移転と成果の実用化に
専門的に従事する非独立法人サービス機構であ

 

 図7　中国科学院北京支部の技術移転体系
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る。2006年7月、中国科学院上海支部は、移転セン
ターを主体として、関連研究機関と共同で、独立
企業法人資格を持つ上海中科国嘉技術移転有限公
司（以下、「国嘉公司」）を設立した。移転センター
と国嘉公司は、二つの看板を持った一つのチーム
であり、二者は機能面で互いに補い合い、同時に
一つの有機体を形成している。

2008 年、移転センターは、国家科学技術部など
の国務院の関連部門の推薦と選出を受け、最初の
国家技術移転モデル機構の一つとなった。2009年
8 月、移転センターと国嘉公司は一体として中国
科学院上海高等研究院（以下、「高等研究院」）の
所属となった。高等研究院は、中国科学院と上海
市人民政府が発起して共同建設したもので、科学
技術のイノベーションや基盤技術・キーテクノロ
ジーの研究開発、企業のインキュベーション、技
術移転、ベンチャー投資、革新人材の育成、プラッ
トホーム建設などに主に従事する機構である。研
究分野には、情報・電子技術、宇宙技術、工学技
術、エネルギー・環境技術、医薬・バイオテクノ
ロジー、新材料・工法技術、学際先端科学などの
科学技術分野が含まれる。

移転センターはすでに、高等研究院の有機的な
構成要素となっており、高等研究院の「スマート、
低炭素、グリーン」という発展戦略に沿って、長
江デルタ地区に立脚し、全国に向けて、ハイテク
技術と資本との有機的な結合を促進している。移
転センターの目的は、▽中国科学院の研究機構の
研究や技術、人材などのリソースを利用し、その
他の支部や移転センターとの協力の強化を通じ
て、研究機関の科学技術や人材、情報などのリソー
スと重点産業や重点企業との連携を推進し、▽社
会の各種のリソースとの結合を通じて、企業イン
キュベーションや科学院と地方との協力などのプ
ラットホームの力を借りて、中国科学院の研究機
構の科学技術成果の実用化と技術移転を組織・指
導・促進することにより、科学技術の成果と市場
経済とのマッチングを積極的に推進し、技術成果
の効果的な実用化を実現するための技術移転の新
たなメカニズムを構築することにある。

（3）中国科学院瀋陽国家技術移転センター
中国科学院瀋陽国家技術移転センターは、当時

の国家経済貿易委員会と教育部、中国科学院が共
同で認可・設立した国家級技術移転センターで
あり、科学技術部が選出した最初の 76 の国家技
術移転モデル機構の一つである。国家のイノベー
ション体系と地域のイノベーション体系との効果
的な連携モデルの模索、中国科学院の先進技術と

地方の科学技術・経済との結合の推進、技術移転
と人材との調和的な集積の実現、地域のハイテク
産業の発展や従来型産業の技術の向上、技術革新
プラットホームの建設、人材の交流の支援などを
その役割としている。

技術移転事業においては、研究機関は技術を持
つ主体であり、企業は技術の受け皿であり、技術
移転センターは双方が相互につながるためのプ
ラットホームである。センターの主要な任務は、
計画・協調・組織・集成・パッケージングに分け
ることができる。同センターは、▽地域経済をター
ゲットとしたモデル基地の建設、▽重点産業を
ターゲットとした産業クラスターの建設、▽企業
をターゲットとしたプロジェクト協力と技術集成
のためのプラットホームの建設を中心とした業務
を行っている。

中国科学院瀋陽国家技術移転センターは、▽研
究機関や専門家の国際科学技術交流を活用する、
▽国外の技術と国内の企業界との結合を促し、産
業化の実現を推進する、▽国内の強みのある技術
と製品の国際市場への展開を推進するなどの役割
を担っている。

（4）中国科学院広州技術移転センター
中国科学院広州技術移転センター（以下、「セン

ター」）は、仲介型技術移転センターの設立に関す
る中国科学院の科学院・地方協力局の要求に基づ
いて2005年末に設立された。中国科学院と地方と
の科学技術協力を強化し、中国科学院の技術成果
の地方への移転を推進し、中国科学院の各研究所
と地方企業との連携を促進することを主旨とした
機構である。センターは、中国科学院広州支部（広
東省科学院を含む、以下、「両院」）の研究開発力
と、地方の産業発展のニーズに基づき、バイオテ
クノロジー、新材料、新薬物、新エネルギー、先進
製造、自動制御、電子情報、環境保護などの分野か
ら研究成果を選定し、地方と協力して科学技術成
果の移転と実用化とを推進している。それととも
に、その他の研究機関や技術移転センターとの協
力の強化を図っている。これにより、両院の科学
技術・人材・情報などのリソースと重点企業等と
の連携を図るとともに、両院の研究所の科学技術
成果と市場ニーズとのマッチングを図り、効果的
な実用化のメカニズムを形成している。センター
は、社会的なニーズに基づき、珠江デルタ地区に
立脚し、全国に向け、技術プロジェクトと資本と
の連携を促進している。センターは非営利機構で
あり、一部の地方都市の科学技術局と協力して、
仏山・恵州・肇慶・中山・韶関・汕頭・汕尾・柳
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州の各地の支センターと順徳ワークステーション
を設立している。

６．技術取引所の事例
技術取引所は、大学の成果の産業化と市場化の

水準を絶えず高めており、非常に重要な大学の産
学研連携の最前線であると言える。以下では、中
国初の全国技術取引機構と大学技術取引機構を取
り上げて分析する。

　（1）中国初の全国技術取引機構――中国技術取
　　　引所

中国技術取引所は、国務院の認可を受け、北京
市人民政府と科学技術部、国家知的財産権局、中
国科学院が共同で設立した技術取引サービス機構
であり、2009年8月13日に北京の中関村ハイテク
パークで正式に開業し、中国初の全国的な技術取
引機構となった。中国技術取引所は、有限責任公
司の組織形式を取り、北京産権交易所有限公司と
北京ハイテク起業サービスセンター、北京中海投
資管理公司、中国科学院国有資産経営有限責任公
司の共同投資によって設立され、登録資金は 2 億
2400万元に上る。

中国技術取引所は、高等教育機関や研究機関、
ハイテク企業の科学技術面でのリソースを十分に
生かし、国内外の著名な専門機構と協力関係を構
築し、技術リソースの統合・集積や技術取引制度
の整備を通じて、技術取引の効率を高め、科学技
術成果の移転を促進してきた。例えば、中国科学
院計算技術研究所は 2010 年 12 月 16 日、第一回と
なる特許オークションを中国技術取引所交易ホー
ルで開催した。このオークションでは、スマート
情報や無線通信、集積回路、インターネットなど
の分野で同研究所が持つ特許 70 件（特許 28 件に
よって構成された特許パッケージ 8 組、最低価格
付き特許 38 件、最低価格なし特許 24 件）の公開
オークションが行われた。入札企業の約70人の代
表がオークションに参加した。中国企業 8 社が最
終的に28件を落札し、総取引額は300万元近くに
上った。こうした革新的な特許オークションは、

「第四者プラットホーム」のリソース集積の強みを
十分に発揮し、現在のサービス業の「各自が戦い、
各自が分断管理する」という業務形態を改革し、
技術移転仲介サービス機構と知的財産権サービス
機構、専門オークション機構が同時に参加する連
合ワークスチームを形成するものである。技術取
引を集成した仲介サービスプラットホームの強み
を十分に生かし、開放的プラットホーム上に統合
された「リソース共有、相互協力、共同発展、連動

経営」という新たな態勢によって、科学技術サー
ビス業の革新的な協力メカニズムを打ち立ててい
る。技術取引市場のこうした共同利益型の連合の
メカニズムは、大学における産学研連携の市場メ
カニズムによる保障となっている。

　（2）中国初の大学技術市場――上海大学技術市場
上海大学技術市場は、技術の需要側と成果の供

給側、取引サービスの提供側の 3 つの主体が共同
で設立した中国初の技術取引プラットホームとし
て、2010年1月16日に正式に設立された。同技術
市場は、市場ニーズに基づいた産学研公共サービ
スプラットホームである。上海大学技術市場は、
企業の技術的ニーズと大学の研究成果、仲介機構
サービス、研究成果実用化の促進政策を集約し、
大学・地方、大学・企業、政府部門間の協力強化
を通じて、産学研連携に対する政府の支援を強化
し、大学の技術シーズの実用化を推進するもので
ある。

上海大学技術市場には 3 つの参加主体がある。
（1）研究成果の供給側。現在、復旦大学や上海交通
大学などの上海の大学17校、清華大学や西安交通
大学、南京大学、香港理工大学などのその他の地
区の大学45校が加盟している。（2）技術の需要側。
地方政府や関連部門、産業協会、商会、企業グルー
プなどが含まれ、現在は48の組織が参加している。

（3）技術取引のサービス提供側。政府部門と仲介
機構を含む。政府部門は、政策の普及やコンサル
ティング、実施の推進の役割を担い、仲介機構は、
特許の保護や技術のマネージングなどのサービス
を提供する。現在は8組織が参加している。

上海大学技術市場は毎週 4 日開業しており、大
学の展示館では第一期の活動として、大学が自前
の知的財産権を保有する応用技術600件余りの展
示と紹介が行われた。書面の資料と情報発表を通
じて、大学が紹介した技術項目は 5000 件余りに
上った。このほか、上海大学技術市場には、サービ
スを担う8団体が設けられ、これには、技術管理や
特許保護、ベンチャー投資、科学技術人材交流な
どの仲介機構が含まれる。上海大学技術市場の設
立は、中国の科学技術面での体制・メカニズムの
改革であるとともに、大学の研究成果の実用化に
おける技術市場の運用方法に関する試行になって
いる。

大学の技術移転の事例に対する分析を通じて、
実践の中から技術移転方法を改良することによ
り、国際的な科学技術協力の強化、大学の科学技
術力と国際的な影響力の増強、科学技術の実用化
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の促進、イノベーション型国家の建設への貢献等
を遂行し、世界の一流大学への道を進んだこと
がわかる。大学は科学研究や人材、連携、ブラン
ドなどの面での強みを発揮することにより、世界
トップクラスの技術シーズの選定、国際科学技術
協力や地域への技術移転などの強化、産学研の連
携の促進を図り、国家の技術革新戦略を支援しな
ければならない。大学は、自らの研究成果と研究
力を拠り所とし、優れた研究環境と産業優遇政策
を持つ地方を選んで地域をまたいだ技術移転を行
い、産学研の連携を実現し実用化を促進する過程
で、大学のイノベーション能力と地域のイノベー
ション体系の建設の歩みをさらに速めている。仲
介機構の性質を持つ技術取引市場に対する分析か
らは、中国の大学の技術移転の市場環境が徐々に
改善しており、中国の大学の技術成果が将来、さ
らに充実した情報プラットホームによって実用化
の可能性を探ることが出来るようになることが予
想される。

四、中国の大学の技術価値評価状況
大学の特許技術の移転価値を評価し、移転過程

における法律問題に注目することは、大学が科学
技術協力や技術取引を進めるにあたっての価格設
定の根拠となるだけではなく、大学が知的財産権
の管理を改善し、自身の権益を法に従って保護す
るための強力な武器となる。

１．技術価値の評価方法
国際的には、常用され成熟した技術評価方法

には、コストアプローチと市場アプローチ、割引
キャッシュフロー（DCF）法の3種類がある。この
うちDCF法に属する正味現在価値（NPV）法が最
も広範に応用されている。だが従来の技術評価方
法は、いくつかの問題点がある。第一に、技術価値
の実現の過程では、各種の技術的及び非技術的な
要素が研究開発及び実用化の各段階において技術
価値に対して影響を与える。ある技術の実用化の
ステップにおいては実用化の進展の段階ごとに投
資を継続するか否か、中途段階における許可や販
売の状況、該当技術を放棄することなどが含まれ
る。これらの選択が可能なこと自体にオプション
としての価値があるのだが、従来の方法は、これ
らを無視したものとなっていた。第二に、NPV法
は、実施過程における将来の収益を考慮するもの
だが、技術の価値を評価する時には、すべてのリ
スク情報はどれも単一の割引率によって示された
ものとなっている。一般にリスクが高いほど高い
割引率（リスク・プレミアムと呼ばれる）が要求

されるが、単一の割引率を適用すると言うことは
リスクが一定であるか、平均化出来ることを意味
している。しかしながら、技術で生じるキャッシュ
フローは複数の段階にまたがるもので、とりわけ
新技術について言えば、技術のライフサイクルの
各過程でリスクの大きさが異なるのが普通であ
り、単一の割引率で将来のあらゆるリスクを示す
ことは、実際のリスクの適切な反映とは言えない。
一部の学者は割引率を高めることによってリスク
を避けようとするが、これも技術の価値を不当に
過小評価することにつながる。

割引キャッシュフロー法が持つ欠点を補うた
め、欧米の一部の学者は、リアルオプション評価
法という新たな技術評価方法を打ち出している。
この方法は選択権の存在をオプション価値と見て
オプション理論に基づいて価値評価するものであ
り、新技術プロジェクトの投資決定や特許価値の
評価などに主に応用されている。だがこれには、
NPV法、リアルオプション評価法、ディシジョン
ツリーモデルの３方法で技術プロジェクトの価値
に対する計算結果を比較し、リアルオプション評
価法は市場リスク（金利、為替リスクなど市場全
体に影響する変動要因）を過度に考慮しすぎてお
り、個別企業の具体的なリスクを過小評価してい
るという反論がある。そして、リアルオプション
の考え方を応用したディシジョンツリーモデルで
技術プロジェクトの価値を評価すれば、計算を簡
単にすることができるだけでなく、実際の状況に
さらに近付くことができると主張している。近年、
中国人学者の馬忠明（2004）や銀路（2005）らは、
特許価値の評価へのリアルオプション評価法の応
用に関する専門的研究を行い、リアルオプション
評価法による特許価値の評価をさらに改良してい
る。

リアルオプション評価法とその実際の応用に対
する世界の学者の研究は拡大と深化を続けてい
る。リアルオプションの価格決定方法は実際の応
用において、構築される数学的モデルが過度に複
雑で、仮定条件を満たすことが難しく、パラメー
ターの推計の正確性が足りないなどの問題があ
り、実際の業務における応用範囲は制限されてい
る。さらに、新技術の価値の評価においては、定量
的な方法だけを用いるのは不十分であり、一部の
要素は数量化することはできず、定性的な方法に
よって測る必要がある。

このため、リアルオプション評価法を補充・改
良するための新たな方法を模索している学者は少
なくない。これらの学者は、リアルオプション評
価法とその他の方法とを結合した方式で新技術の
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価値を検討しようとしている。リアルオプション
評価法と結合される方法としては、ファジィ集合、
シナリオ解析、階層分析法（AHP）、ゲーム理論が
ある。

　（1）リアルオプション評価法とファジィ集合の結合
ファジィ理論とリアルオプション理論を結合し

たファジィ・リアルオプション価格決定モデルは、
キャッシュフローの予想にあたって管理者がなか
なか正確な値を与えられないという欠陥を克服
し、プロジェクトの価値評価に実際の状況をより
反映することを可能とする。

　（2）リアルオプション評価法とシナリオ解析の結合
シナリオ解析に基づくリアルオプション評価法

を使った新技術プロジェクトの評価は、新技術の
プロジェクト開発の戦略的な特徴をターゲットと
して、シナリオ解析のツールとリアルオプション
評価法の結合によって、簡便なリアルオプション
管理の枠組みを打ち出し、複雑な数学的知識モデ
ルの構築を回避し、問題の処理性を高めた。

　（3）リアルオプション評価法とゲーム理論と結合
ＩＴなど同業他社の動向が重要な場合にはゲー

ム理論を活用してリアルオプション評価法を拡張
することが適当な場合がある。しかし、その問題
の定式化は最初の段階でのゲーム理論の仮定の置
き方に依存するので、必ずしも現実の不確実性を
表現するものとなっていないことも多い。

２．中国の大学の技術価値評価の応用状況
中国では、リアルオプションに関する理論的な

研究は学者の間で多く行われているものの、技術
価値の評価方法の選択においては、従来の NPV
法がやはり主流となっている。アンケート調査
によると、プロジェクト評価においてリアルオプ
ション評価法を使っているのは中国では 2.3％に
すぎない。この比率は海外では 27％に達してい
る。さらに中国ではリアルオプション評価法を
使った場合にも、リアルオプションの計算手法と
プロセスを通じて実物資産を対象にプロジェクト
評価を行っているわけではなく、オプションの価
値に対する大まかな推算が行われているにすぎな
い。プロジェクト評価に関わる不確定性の問題を
解決するには、リアルオプション理論をさらに推
進し、その応用を検討する必要がある。リアルオ
プションによる価値決定モデルにおいて重要なの
は政策決定の考え方だが、モデルの間違った選択
は結果の大きな違いにつながる。多くの学者は、

このモデルの応用において間違ったリアルオプ
ションモデルを使用している。さらに、オプション
価格決定モデルには多くの仮定条件があり、こう
した仮定条件は現実の状況を満たすのが非常に難
しく、オプション価格決定法の利用はかなりの誤
差を引き起こす可能性がある。リアルオプション
評価法にはさまざまなモデルがあるが、状況に応
じたモデルと手法をどう選択するかについて弱点
が目立っている。企業のニーズの違いや状況の違
いに応じて、異なる価値決定モデルを選ばなけれ
ばならない。評価の過程においては、技術の研究
開発戦略と企業経営戦略との関連があまり考慮さ
れていない。大多数の研究は、静態的な価値評価
を行うもので、企業戦略の角度からの考慮を欠い
ている。リアルオプションによる価格決定方法を
通じて技術の価値を得ることができても、戦略の
角度から見れば、企業戦略の方向が変われば、同
じ技術の価値評価も変わる可能性がある。リアル
オプションは利用するには複雑であるため、現実
の市場においては広範な応用と検証を経るには
至っていない。すでに完了した評価プロジェクト
に対しては事後評価がなされることはほとんどな
く、その評価の正確性はさらなる研究と検証を必
要としている。これもまた中国の大学の技術移転
過程で技術の価値評価に大きなリスクをもたらす
要因となっている。

中国の大学の技術移転において専門の人材が不
足しており、大学の新技術の価値評価も模索の段
階にあることから、技術の価値評価方法の長所と
短所を総合的に考慮することには、一定の参考価
値がある。また技術価値を評価するとともに、特
許技術の実用化の価値を考慮しなければならな
い。大学の特許技術の実用化価値の推定にあたっ
ては、この特許技術の先進性・適用性・成熟性・
信頼性・収益周期などの指標だけではなく、運用
後の資金供給や市場の需要・開拓、企業の管理水
準、産業、科学技術政策、国家の法律、特許技術に
対する社会の認知度などの要素が大学の特許技術
の実用化価値に対して与える影響も考慮しなけれ
ばならない。売買双方のリスクをできるだけ下げ
るにはこれらの大学の特許技術の価値評価に関わ
る不確定性を最小限にする必要がある。

五、中国の大学の技術移転の発展傾向と政策的指導
１．発展傾向
　（1）関係主体の協力、連動性の強化

社会の進歩や科学技術による国家振興に対する
国民の認識の高まり、国家インフラの整備、中国
政府の指導などにより、大学の科学技術成果の実

大
学
に
お
け
る
産
学
研
連
携

促
進
関
連
政
策

第 2章

中
国
の
大
学
産
学
研
連
携
の

方
式
と
体
制

第 3章

大
学
知
的
財
産
管
理

第 5章

大
学
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

及
び
実
例

第 6章

大
学
サ
イ
エ
ン
ス
パ
ー
ク

第 7章

中
国
の
大
学
産
学
研
連
携
の

背
景
、
経
緯
と
現
状

第 1章

技
術
移
転
と
技
術
価
値
の

評
価

第 4章



50 独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

中国の大学における産学研連携の現状と動向

用化の関係者間の協力関係は、緊密なものへと転
換しつつある。科学技術成果実用化という大学の
社会的な機能は強化され、企業を中心とした巿場
ニーズの影響が増大し、関係主体（金融機構やベン
チャー投資、社会サービス機構など）による協力
の効果が拡大することにより、大学と企業、大学
間、企業間などの協力関係が強化される傾向にあ
る。

　（2）組織の構造と機能の整備
中国の将来の大学科学技術成果移転は、特許管

理を中心とした知的財産権の保護の役割がさらに
重視されていくこととなり、これに対応する大学
の科学技術成果移転機構の機能もさらなる専門化
が進んでいくものと見られる。大学の科学技術成
果移転の重要性は日増しに明らかになっており、
政府や企業、大学などの各レベルで設立された各
種の技術移転機構の間の交流と協力も強まり、組
織体系の構造設計と業務遂行もさらに系統だった
ものとなる傾向にある。

　（3）移転過程の規範化
中国の大学の科学技術成果移転は、摸索と建設

から成熟化への過程を経ていくものと見られる。
実践的な経験の蓄積によって、さらに整った技術
移転の仕組みや法律体系が徐々に形成され、大学
の科学技術成果移転の標準化と規範化が進む傾向
にある。

　（4）支援体系の整備
大学の科学技術成果移転の支援体系には主に、

資金投入による支援、法律政策による支援、奨励
を通じた支援、サービス提供による支援などが含
まれる。今後、大学の科学技術成果移転の法律環
境や業績奨励体制、仲介サービス、社会サービス
などの整備が一層促進されるものとみられる。ま
た、中国の資本巿場の段階的開放等による大学に
対する民間資本の注目度の向上、金融体制の整備
を受けた、ベンチャー投資などの活発な資本の大
学の科学技術成果の移転への積極的な介入、資金
支援、付加価値サービスの提供などにより、大学
の科学技術成果の移転は一層活発化するものとみ
られる。

　（5）国際化発展
知識経済時代の発達した情報ネットワークを通

じて、中国の大学の科学技術成果移転は、世界市
場に向かい、シーズとニーズに基づき、国際的な
協力が活発化する傾向にある。

２．政策的指導
中国の大学の技術移転の現状と事例分析、発展

傾向の分析を踏まえて考慮するなら、中国の大学
の技術移転の向上のためには、政策に頼らなけれ
ばならない部分が依然としてあると考えられる。
中国政府は、国内の大学の技術移転の促進を今後
さらに重視する必要がある。

　（1）法律制度のさらなる整備
研究によると、多くの技術移転モデルはその適

用において、協力の信頼度や道徳リスク、法律体
系などの要素の影響を受ける。このことは、技術
移転の法律体系の整備が技術移転の成功に対し
て持つ重要性を示している。現在、中国の大学の
技術移転の法律体系はまだ整っておらず、改善点
としては以下の 3 つが挙げられる。①関係主体の
法律的地位をさらに明確化し、関係主体が法律の
制約において正当に権利を行使し、義務を負担
し、法律的な事務を単独で処理できるようにする。
②広く見られる技術移転モデル、例えば大学と企
業の連携や大学発ベンチャーの設立などを目的と
した特別法の制定によって規範化を進める。③技
術保護に関連する法律体系をさらに整備し、例え
ば専有技術や基盤技術の法的認定や技術協力にお
ける利益の共有の認定などの問題について、詳細
な規定を設ける。

　（2）支援政策のさらなる整備
大学の技術の移転成功を促進するため、中国政

府はすでに、各種の支援政策を打ち出してきた。
これには、営業税や所得税、輸出税、国家大学サイ
エンスパーク等に関する優遇税制などの政策が含
まれ、これに関わる利益関係者には、大学や大学
の研究員、大学と科学技術協力を行う企業などの
各者が含まれている。科学技術成果の移転実現の
過程で、大学がいかに合理的に関連優遇税制を利
用するかは、大学による科学技術成果の順調な移
転に大きな意義を持っている。中国政府は、自主
イノベーションを戦略的な柱とし、多くの方面で
科学技術成果の移転を促進する政策を打ち出して
きた。このうち無償の資金援助や貸出金利の手当、
政府資本金の投入などの手段で政府が行っている
大学の科学技術成果移転に対する直接的な資金援
助は、国家が技術市場を育成・発展させ、大学の
科学技術成果の普及と応用を進める重要な手段と
なっている。
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第４章　技術移転と技術価値の評価※

　（3）効果的な特許奨励メカニズムの構築
特許数の実績を科学研究プロジェクトの検収と

事後評価の体系に組み入れる必要がある。大学の
科学技術成果は科学技術論文が中心となってお
り、科学研究プロジェクトによって算出された特
許の申請は比較的少なく、このことが、大学の技
術知識の移転と拡散を妨げている。このため、科
学研究の評価体制から改革を行い、特許の実績を
科学研究プロジェクトの検収と事後評価の体系に
組み入れ、特許を出願したかや特許の認可と移転
の数量を重要な評価指標として、プロジェクトの
社会効果、経済効果を評価する必要がある。効果
的な特許奨励メカニズムの構築にあたっては、特
許の申請から認可、認可後の移転までの実績を巡
る科学研究者に対する奨励を拡大し、大学の技術
知識の企業への移転を進めなければならない。こ
れとともに、大学の科学研究管理部門は、特許事
務所などの専門機構と積極的に協力し、大学の研
究員による特許請求書作成の水準向上を助ける必
要がある。

　（4）大学と企業の連携促進における役割の強化
大学と企業が協力して技術移転を実現する各種

のモデルとメカニズムを積極的に検討し、産学研
連携の質と水準を向上させることが重要である。
戦略的新興産業の発展のためにも、大学の自主イ
ノベーション能力を高めるとともに、新興産業を
巡る産学研連携を進め、先行者の利を得るように
努めなければならない。さらに、独自性や革新性
を備え中核的技術に支えられた産業クラスター
を形成し、世界の科学技術革新に参加し、「メイド
インチャイナ」を「クリエイテッドインチャイナ」
へと転換させていくことが必要である。高水準の
大学の建設は、人材育成や科学研究、社会サービ
ス、文化の伝承と革新などの各種の事業の全体水
準の向上を意味する。産学研連携においても、こ
のための指導人材を育て上げることが重要であ
る。また、革新的な成果を創出し、これを実用化す
るとともに、地域の産業構造の調整と改良を牽引
し、イノベーションを駆動力として経済発展を実
現していく必要がある。
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

大学は国の知識革新と科学技術成果移転体系に
おける重要な構成要素である。大学では教学活動
や科学研究活動の中で、一連の知的財産権が生ま
れることがある。例えば特許権で、特許に関わる
知的財産権である。また著作権、発見権、隣接権、
機密保持権などもあり、これは基礎研究の領域で
は、主に論文という成果によって発表された科学
原理、法則、事実・データ、結論、科学的仮説に関
連がある知的財産権のことである。応用研究の領
域では、主に特許技術、論文で紹介された方法や
技術プロセスの原理、データ、結論などに関連が
ある知的財産権を指す。

現在、中国の国家重点実験室のうち3分の2近く
が大学に設置されており、国家自然基金プロジェ
クトで大学が担当するものは 3 分の 2 を占める。
大学は国の基礎研究やハイテク技術研究といった
重大科学技術計画プロジェクトに参与するととも
に、普及推進と移転が可能な一連の科学技術成果
を上げ、相当な件数の特許権と知的財産権を保有
しており、このことは科学技術と経済との結合の
推進や新しい技術産業の発展に極めて大きく貢献
した。このように、大学の知的財産権は国の経済
建設の中で極めて重要な位置づけがなされてお
り、中国の知的財産権体系における重要な構成要
素となっている。１

大学の知的財産権管理・保護は知的財産権の各
領域をほぼカバーし、一般的には次のような内容
を含んでいる。２

1. 特許権。大学と所属機関が保有する発明特許
（国防に関わる特許を含む）、実用新案、意匠
を指す。

2. 商標権。大学と所属機関が保有する登録商標
の専用権を指す。

3. 著作権と著作隣接権。大学と所属機関の物質
的・技術的条件を利用して創作され、大学と
所属機関が責任を負う工程の設計、製品の設
計図とその説明、コンピューターソフトウエ
ア、集積回路のレイアウト設計、文字作品、カ
タログ、地図、写真、録画などの職務著作物の
著作権を指す。

4. 名称権。大学の名称と学章、大学所属機関の

名称の著作権を指す。
5. 技術秘密権と商業秘密権。一般的に知られて

いない、大学と所属機関に経済的利益をもた
らす知識であって、実用性を備え、大学と所
属機関が機密保持措置を講じた技術情報又は
経営情報を保持する権利を指す。

6.国の法律・法規の規定又は法律に基づいて契
約で取り決めた、大学が所有又は保有するそ
の他の知的財産権。

1985 年に「中華人民共和国特許法」が公布され
た後、国の経済や科学技術の飛躍的発展を受けて、
政府は知的財産権保護を重視するようになり、新
しい政策、規定、文書を次々にうち出して知的財
産権保護を強化してきた。1999 年には「大学の知
的財産権保護管理規定」をうち出し、大学に全面
的な知的財産権保護体系を構築する上での根拠と
指導方針を提供した。その後、各大学は知的財産
権保護管理の具体的な制度を積極的にうち出し、
専門的な知的財産権保護管理機構を設立して、大
きな進歩を遂げた。だが先進国と比べれば、中国
の知的財産権保護・管理は取り組みの時間が短く、
具体的な管理操作において参考になるような成功
例に乏しい。先進国の大学の知的財産権管理の状
況と比較すると、中国の大学の知的財産権管理機
構は規模が小さく、職能が不完全で、専門的人材
が不足するなど多くの問題を抱えている。このた
め、中国の大学の知的財産権管理体系の構築プロ
セスでは、各方面の専門家から意見や改善が提起
されるとともに、各大学も自らの知的財産権管理
制度を改善し充実させている。国が知的財産権の
保護・管理を重視するようになり、中国の科学技
術や経済と世界の科学技術や経済との結合が一層
深化するとともに、中国の大学の知的財産権管理
は保護の法制度化、革新の促進、科学技術成果の
移転の促進、管理の専門化という方向へ発展を遂
げつつある。

本章では、大学の知的財産権管理制度、大学の
知的財産権管理機構、大学の知的財産権管理の現
状と問題点、大学の知的財産権管理の発展状況の4
つの側面から、国内の大学の知的財産権管理の状
況を明らかにしていく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 趙淑茹 . 大学の知的財産権の保護と管理 . 中国ベンチャー投資とハイレベル科学技術 .2005（5）
２ 李岩 . 大学の知的財産権管理をいかに行うか . 長春理工大学学報（社会科学版）.2012（1）

中国の大学の知的財産権管理第5章
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第５章　大学知的財産管理

一、大学の知的財産権管理制度
　（一）大学の知的財産権管理制度の枠組

1980年代以降、中国では知的財産権に関する法
規や制度が徐々に整ってきた。1982 年には「商標
法」が制定され、1985年には「特許法」が公布され、
1990 年には「著作権法」が制定され、1999 年には

「大学の知的財産権保護管理規定」がうち出され、
2002年には科学技術部と財政部が「科学研究計画
プロジェクトの研究成果の知的財産権管理に関す
る若干の規定」を共同で公布し、2004 年には教育
部と国家知識産権局が「大学の知的財産権の取り
組みのさらなる強化に関する若干の意見」を通達
した。これらの法規・制度は中国の大学の知的財
産権管理の早期における制度的枠組を構成するも
のとなった。

第11次五カ年計画（2006-10年、十一五）期間に、
知的財産権を巡る取り組みは国の経済社会の発展
に高い地位を占めるに至った。2008 年 6 月には、
国務院が「国家知的財産権戦略綱要」を公布し、こ
れに続いて、28の部門・委員会が参加する国家知
的財産権戦略実行業務部際連席会議の制度をうち
立て、「2009年国家知的財産権戦略実行推進計画」、

「2010年国家知的財産権戦略実行推進計画」、「2011
年国家知的財産権戦略実行推進計画」を相次ぎ公
布した。十一五期間には、中国の大学はこれらの
計画に基づいて自らの知的財産権管理制度を強化
するとともに、より長期的な視野をもった発展目
標を制定した。

第12次五カ年計画（2011-15年、十二五）期間に
入ると、国家知識産権局は知的財産権管理業務の
質と戦略的な役割を大幅に高めるため、「全国知的
財産権系統管理業務の「十二五」計画」をうち出し
た。この計画は大学が質の高い知的財産権管理業
務を展開するための指導方針を示すものである。

次に 1985 年に「特許法」が公布されて以降の、
国が定めた知的財産権の管理制度、措置、規定、ま
たこれらが大学の知的財産権管理制度に及ぼした
影響を重点的に紹介する。

1985 年 4 月 1 日、第 6 期全国人民代表大会常務
委員会第4回会議は「特許法」を可決した。この法
律は大学の知的財産権管理の基本となるものであ
る。同法の公布後、1985 年には教育部直属の大学
36校のうち、30校が特許事務所を設立し、大学の
知的財産権について相応の管理と保護を行うよう
になった。その後、より多くの大学が特許管理措
置や特許管理機関を設けるようになった。３

1999 年 4 月 8 日、教育部は「大学の知的財産権
保護管理規定」を正式に公布した。これは大学の
知的財産権管理に特化した初めての国の規定であ
る。この管理規定は、①大学の知的財産権管理の
任務と職責、②知的財産権の帰属、③知識管理組
織、④知的財産権、革新・発明及び成果への奨励
方針と支援政策、⑤権利侵害の法的責任を明らか
にするものであり、各大学が自らの知的財産権管
理制度を制定する際の基本的なよりどころとなっ
た。

2004 年には、教育部と知識産権局が「大学の知
的財産権の取り組みのさらなる強化に関する若干
の意見」（教技［2004］4号）を通達した。この通達
では、知的財産権業務を大学の科学技術の業務を
評価する際の重要な指標とし、大学の評価・審査
体系に組み込むことが必要だとし、特に発明特許
の件数、質、実施状況を重要な指標とし、体系に組
み込むことを要求した。また、大学に対し、専門的
な知的財産権管理機構を設立し、人材、場所、経費
の三つが揃い、専門的な管理担当者が配置された
知的財産権管理体系を構築するとともに、知的財
産権管理の各種の規則制度を構築し充実させるこ
とを求めた。これには組織機構、技術の機密審査、
特許の出願と保護、知的財産権の帰属、記録文書
の管理、人材の流動、奨励、人材の育成などが含ま
れる。また大学における知的財産権の知識の普及
の促進、関連のカリキュラム中での知的財産権に
関連する内容の増加、本科生（4年制大学生）及び
大学院生に向けた知的財産権の専門カリキュラム
独立設置などにより、多くの教員・学生の知的財
産権に関する素養を向上することを求めた。この
文書は大学における知的財産権管理を具体的に指
導し、中国の大学の知的財産権管理の制度化、規
範化、専門化を促進するものであった。

2008年6月5日には、国務院が「国家知的財産権
戦略綱要」（国発［2008］18 号）を通達した。同綱
要は、「創造の奨励、効果的な運用、法律に基づく
保護、科学的な管理」という方針を踏まえて、知的
財産権制度の充実に力を入れ、知的財産権を巡る
良好な法治環境、市場環境、文化環境を積極的に
創出し、中国の知的財産権の創造、運用、保護、管
理の能力を大幅に引き上げ、革新型国家の建設と
小康（ややゆとりのある）社会の全面的な建設に
力強い支援を提供する必要がある」と述べた。こ
の綱要により、中国の大学の知的財産権管理体制・
メカニズムの改善が一層促進され、大学の知的財

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３ 王宗光、李婷 . 大学の知的財産権管理の現状と関連対策を分析する . 科学技術管理研究 .2008（9）
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産権管理の質が高められたといえる。４

「全国知的財産権系統管理業務の「十二五」計画」
は大学を対象に、知的財産権業務の強化を提起し
た。具体的には、①大学が研究開発に先立つ検索、
研究開発進行中のフォローアップ、研究開発終了
後の知的財産権化などの業務メカニズムを構築す
ること、②大学が特許の出願や維持などの業務に
利用する特定資金を設立し、特許権の出願、維持、
放棄に関し、基準・手続きを構築し、技術成果と
知的成果の流出を回避すること、③大学が「一奨
両酬」制度（大学が特許権を取得した時、発明者
に奨励金を支給する制度）をより着実に実施する
よう推進すること、④多層的な知的財産権教育を
幅広く展開するとともに、条件を満たした大学が
知的財産権の大学院を設立して、学歴として認め
られる知的財産権教育を展開することを奨励する
こと、⑤知的財産権を巡る人材育成計画を実施し、
全国の知的財産権系統と大学の資源を利用して知
的財産権に関わる各種の人材を育成すること、な
どである。５この計画は中国の大学が今後、効率的
な知的財産権管理体系を構築するための重要な政
策方針だといえる。

　（二）大学自身の知的財産権制度
中国の大学自身の知的財産権管理制度は国の関

連法規・政策が規定する基礎の上に構築されてい
る。1985年に公布された「特許法」と1999年の「大
学の知的財産権保護管理規定」は、中国の大学に
よる知的財産権管理制度制定の道を拓くものであ
り、その後の各種規定、意見、綱要は、中国の大学
が自らの知的財産権管理制度を充実・改善するよ
う、さらに進んだ内容を提示した。現在、一部の大
学、特に重点大学は自らの知的財産権管理の細則
をうち出し、専門的な知的財産権管理機構を立ち
上げるとともに、法律ツールを運用して自らの知
的財産権を保護することに熟達してきている。こ
こで中国の大学の知的財産権管理制度を簡単に紹
介する。

中国の大学の知的財産権管理制度は一般的に次
の内容を含んでいる。すなわち、大学の知的財産
権の概念、管理制度の適用範囲の確定、知的財産
権審査登記制度、知的財産権の帰属の認定、記録
文書の保存と機密保護の規定、知的財産権の使用
と成果移転の規定、知的財産権管理業務の範囲、
知的財産権管理機構、知的財産権管理の担当者と

職責、利益分配制度、権利侵害における法的責任
などである。次に制度の主な内容をいくつか紹介
する。

1.大学の知的財産権の概念
幅広く受け入れられるものとして、次の清華大

学による知的財産権の定義がある。
①特許と技術の機密事項。例えば新製品、新技

術、新材料、新要素、動植物や微生物の新品
種、半導体チップ、集積回路など。

②商標と名称の専用権。例えば学校と所属機関
が保有する登録商標、清華大学の名称など。

③著作権と著作隣接権。例えば文学作品、科学
技術作品、百科事典、辞書、教材、学位論文、
エンジニアリングデザイン、製品の設計図と
その説明、コンピューターソフトウエア、集
積回路のレイアウト設計、電子出版物、写真、
録音作品、録画作品など。

④企業秘密。例えば一般的に知られていない、
学校と所属機関だけが保有する管理、科学研
究、工程、設計、市場、財務などの情報など。

⑤その他関連の法律・法規が定義する知的財産
権。

2.知的財産権の認定制度
知的財産権の認定制度とは、知的財産権の帰属

を確定する制度である。この制度には次の内容が
含まれる。①複数の人が協力して完成させた科学
研究の論文、著作、特許、文学作品などの職務著作
物と非職務著作物についての知的財産権の確定方
法、②大学が派遣する外国訪問、研修、留学、協力
プロジェクト研究などに参加する人材が在学期間
に行った業務の成果についての知的財産権の帰属
の認定方法、③外部から来て大学で研究や研修を
行ったり、ポストドクター・ワークステーション
に入ったりする学生や研究者が、在学期間に当該
大学の課題チームや研究任務に参加する中で生ま
れた知的財産権についての帰属の認定方法、④離
職者、退職者、給与支給を停止された在職者、転任
者、被解雇者が、大学を離れてから一年以内に完
成させた、大学で担当していた職分としての業務
又は任務と関係がある発明創造や技術成果につい
ての知的財産権の帰属の認定方法。６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４ 周暁寧 . 中国の大学の知的財産権管理の問題研究 . 中小企業の管理と科学技術（下旬刊）.2009（11）
５ 「全国知的財産権系統管理業務の「十二五」計画」
６ コラム「中国科学技術大学の知的財産権保護管理規定」を参照。
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3.知的財産権の記録文書管理と機密保持の保証制度
これは、大学内部の各機構や各等級の科学研究

者が内部での科学研究や外部での協力研究プロ
ジェクトにおいて、技術資料や実験資料の記録、
記録文書保存、機密保持、情報申請に関する制度
である。この制度には、次の内容が含まれる。①研
究過程のデータ、資料、ディスク、実験プロセス、
図面、結論をどのように記録、整理、報告し、記録
文書を保存するか、②参加者とどのような合意を
締結して、知的財産権の帰属を明確にし、研究内
容の機密を保持しなければならないか、③大学の
教員・学生が国内外の学術交流や学術協力に参加
した場合、例えば展示会出展、交流プロジェクト、
技術成果の記者会見などで、どのような情報を明
らかにしてよいか、どのような情報が機密情報に
属し、対外的に漏らしたり発表したりしてはなら
ないか。

4.利益分配制度
教育部の「大学の知的財産権保護管理規定」では

利益分配について、大学が知的財産権を譲渡した
り他人に使用許可を与えたりした場合は、純収入
のうち20％以上に当たる分を、当該の職務著作物
を完成させ、移転について重要な貢献をした者に
奨励として与えなければならないと定めている。
この指針を基礎として、一部の大学は自らの利益
分配規定を打ち出している。例えば独自に研究開
発した、又は他の機関と協力して開発した科学技
術成果を移転させて製品の生産に成功した後、3～
5 年間は当該の成果の移転実施収入の中から収益
を分配して、関係者に奨励を与える必要があると
している。また、一部の大学では専用の資金の拠
出や、技術の移転実施による収益の一部を用いて、
知的財産権の専用基金を設立し、特許出願の支援
や補助金支給、知的財産権業務従事者の訓練育成、
知的財産権の維持や保護等の関連費用に充ててい
る。さらに、一部の大学は知的成果の発明者が成
果移転プロジェクトにおいて一定の割合で継続的
に分配金を受け取ることを認めている。このよう
に中国の大学はどこも効果的な利益分配制度を積
極的に模索しており、これは科学技術成果の流出
を防ぐための重要な措置でもある。

5.知的財産権の評価制度と成果移転制度
知的財産権の譲渡、使用許可、知的財産権を資

本とした株式投資又は大学が経営する科学技術産

業への投資を行うため、設定された関連の制度を
いう。大学の知的財産権評価・成果制度には次の
内容が含まれる。①学内での機構の科学研究成果
の移転の責任者は誰か、②知的財産権の価値をど
のように評価し、どのように管理するか、③知的
財産権の成果移転の目標は何であり、責任を負う
部門の業績評価指標にはどのようなものがある
か、④知的財産権移転の審査プロセスをどうする
か、⑤知的成果の移転業務の形式をどうするかな
どがある。例えば一部の大学では、大学は企業と
共同で技術開発を行い、企業と共同で研究開発実
験室を設立し、企業の特定プロジェクトに向けて
専門的人材などを育成できるとしている。

6.知的財産権と昇進・優秀者評価とが連携した制度
これまで、国内の大学体系では、教学や科学研

究の人員の昇進や優秀者評価の根拠となる成果は
主に、教職員や科学研究者の論文と著作であり、
特許が占める割合は小さかった。しかし近年、教
育主管部門は大学の研究・革新成果に占める特許
の割合を重視するようになり、大学自体も特許の
件数を重視するようになってきた。現在、国内に
は特許出願件数を教員の昇進・優秀者評価制度体
系に組み込む大学がいくつかある。例えば新疆大
学は、特許出願の件数と種類を教員の科学研究活
動の評価の指標の一つとしている。７武漢大学は、
教員の職階を評価する際、発明の特許権1件を「サ
イエンス・サイテーション・インデックス」（SCI）
１と同等に評価し、実用新案の特許権1件を「エン
ジニアリング・インデックス」（EI）１と同等に評
価している。８これも知的財産権管理における国
内の大学の新しい動きである。

7. 知的財産権の管理の任務、管理機構、管理者に
関する制度
清華大学、中国科学技術大学などの重点大学は

どこも「知的財産権管理弁公室」を設立しており、
正職員が知的財産権管理業務の責任を負う。

大学の知的財産権管理の任務には一般的に次の
内容が含まれる。①大学の知的財産権管理制度を
制定すること、②知的財産権を巡る法規を宣伝し、
教員・学生の知的財産権保護意識を強化すること、
③知的財産権の成果の鑑定、申請、登記、登録、評
価、管理などの業務を組織的に展開し、知的財産
権を巡るトラブルや法律関連事務などを処理する
ことなどである。９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7   李暁春、林瑞青 . 大学の知的財産権保護の現状と対策の試論 . 鄂州大学学報 .2011（1） 
8   趙敏祥、袁木棋、曹輝艶 . 大学の知的財産権保護を棚卸しする . 科学諮詢 .2005（7）
9   詳しくはコラム「中国科学技術大学の知的財産権保護管理規定」を参照のこと
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10 インターネット上の資料 :http://ipo.ustc.edu.cn/flfgs/xngd/xxippmr.htm

コラム  中国科学技術大学の知的財産権保護管理規定（試行版）10

第一章 総 則
第一条 大学の知的財産権を効果的に保護・管理し、知的財産権制度が革新の奨励、競争の規範化、利益
の調整などの面で重要な役割を十分に発揮し、教職員と学生の発明創造と知的創作の積極性を奨励し、科学
技術成果の移転と産業化を促進するために、国と関連部門の知的財産権についての法律・法規と規則に基
づき、本学の実際の状況に合わせて、本規定を制定する。
第二条 本規定は大学に所属する各学院と各学部と各種の科学研究機構、大学機関の各部門、大学の科学

技術企業とロジスティクスサービス企業と付属機関（以下、「所属機関」）に適用される。
第三条 本規定にいう教職員とは大学と所属機関の在職の職員、期限付職員（臨時雇用者を含む）、ポスト

ドクター・ワークステーションの人員を指す。本規定にいう学生とは在籍中の大学院生、本科生（4年制大
学の学生）、専科生（2～3年生大学の学生）、研修員（依託学生、研修生を含む）を指す。
第四条 本規定にいう知的財産権には次のものが含まれる。
（一）発明権、発見権、その他の技術成果の権利
（二）特許権、商標権、
（三）著作権、著作隣接権
（四）学章、その他の各種サービスマーク
（五）技術秘密権、商業秘密権
（六）国の関連の法律・法規の規定に基づき、又は法律により契約の取り決めを踏まえて本校が所有す

る、又は保有するその他の知的財産権。

第二章 知的財産権の帰属
第五条 大学は以下の標識に対して法律により専用権を所有する。
（一）学校の名義で登録を申請した商標
（二）学章、「中科大」、「科技大」、「USTC」、スクールバッヂなどの文字、図形、文字と図形の組み合わせ

を含む。
（三）本学のその他の教育およびサービスに関わるマーク
第六条 大学と所属機関の任務を執行する際、大学と所属機関の物質的・技術的条件を主に利用して完成

させた発明創造又はその他の技術成果は、大学の職務発明創造又は職務技術成果である。
職務発明創造の特許出願権は大学にある。特許権は法律によって授与された後は大学が保有する。職務

技術成果の使用権、譲渡権は大学が所有する。
第七条 大学および所属機関のものではない任務、又は本来の業務ではない任務だが、大学と所属機関の
物質的・技術的条件を利用して完成させた発明創造又はその他の技術的成果は、プロジェクト完成者と大
学に合意した取り決めがあり使用料および管理費を支払っている場合を除き、その知的財産権は大学に帰
属する。
第八条 大学と所属機関が国の科学技術計画プロジェクトを執行する場合、国の重大利益、国の安全保障

と社会公共の利益を保証することを目的にするとともに、科学技術計画プロジェクトの主管部門と大学が
契約の中で明確に取り決めを行った場合を除き、その知的財産権は大学に帰属する。
第九条 大学と所属機関が主管し、大学と所属機関の意志を代表する創作、ならびに大学と所属機関が責

任を負う法人の作品は、その著作権を大学が所有する。

第十条 教職員又は学生が大学や所属機関の物質的・技術的条件を主に利用して、又は大学や所属機関の
名義で完成させ、大学や所属機関が責任を負う職務著作物、および法律、行政法規が規定する、又は契約の
取り決めにより著作権を大学が所有する職務著作物は、その著作権およびその他の権利は大学が所有する。
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第十一条 教職員又は学生が大学や所属機関の任務を執行する上で創作した職務著作物は、第十条に規定
された状況がある場合を除いて、その著作権は完成者が所有する。大学はその業務の範囲で職務著作物に対
して優先的使用権を所有する。著作物が完成してから二年以内は、大学の同意を得なければ、作者は大学と
同じ方式で当該の著作物を使用することを第三者に許可してはならない。

第十二条 職務発明創造又は職務技術成果および職務著作物の完成者は、法律によって発明権、発見権、
署名権、奨励獲得権などの精神的な権利および報酬を獲得する権利を所有する。
第十三条 大学や所属機関の任務を執行する過程で形成された科学研究の情報、資料、プロセスなどの技

術秘密は大学が所有するものとし、大学の関連部門と任務を引き受けた大学の所属機関が管理の責任を負
う。
第十四条 上記の「大学や所属機関の任務を執行する」際に完成された発明創造又はその他の技術成果と
は、次のものを指す。
（一）教職員が本来の業務の中で完成させた発明創造。科学研究計画の課題又は共同の課題に際して完

成させた発明創造又はその他の技術成果を含む。自ら課題を選択し、自ら経費を調達して完成させ
た本来の業務と関連がある発明創造又はその他の技術成果を含む。

（二）教職員が離職、退職、給与支給の停止、転任、被解雇から一年以内に完成させた、以前に引き受け
ていた本来の業務また任務と関連がある発明創造又はその他の技術成果。

（三）ポストドクター・ワークステーションに入った人員がステーション在籍期間に完成させた発明創
造又はその他の技術成果。ステーションに入る前に知的財産権の問題について大学と別に合意し
た取り決めがある場合を除く。

（四）外部から大学にやってきて研究協力や開発協力を行う人員が、協力期間に完成させた発明創造と
その他の技術成果。別に合意した取り決めがある場合を除く。

（五）大学で研究、研修する各種の学生が在籍期間に指導教員が担当する研究課題に参加する、又は大学
が割り当てた任務を担当する上で完成させた発明創造又はその他の技術成果。

第十五条 上記の「大学や所属機関の物質的・技術的条件を主に利用して」完成させた発明創造又はその
他の技術成果とは、次のものを指す。
（一）学校や所属機関の資金、場所・用地、実験設備と実験条件、原材料と部品、又は対外的に公開され

ていない技術資料などを利用して完成させた発明創造又はその他の技術成果。
（二）大学や所属機関の名義で調達した、又は獲得した資金、場所・用地、実験設備と実験条件、原材料

と部品、又は対外的に公開されていない技術資料などを利用して完成させた発明創造又はその他
の技術成果。

第十六条 上記の著作物が指す種類・範囲には、学術著作、教材、学術論文、工程の設計図と製品の設計図、
コンピューターソフトウエア、集積回路のレイアウト設計、電子出版物、文学作品・芸術作品などが含まれ
る。

第三章 知的財産権の保護
第十七条 いかなる機関又は個人も大学の名義で機構を設立する、合意を締結する、又は商標、学章、その
他の標識を登録する場合は、必ず事前に大学又は大学の知的財産権管理部門から権限の授与、承認を受けな
ければならない。
第十八条 大学の所属機関と教員・学生・職員が学章、商標、その他のサービスに関わるマークを使用す

る時は、大学のイメージ、名誉又はその他の合法的な権利を損なってはならない。
第十九条 科学技術に関連がある知的財産権の保護業務では、計画管理、プロジェクト立案管理、成果の

管理、成果の移転およびその産業化などの各プロセスと全体プロセスを組み込み、各種の科学技術管理業務
に知的財産権に関わる内容を加え、成果の移転と科学技術産業の発展を促進し、知的財産権の市場化、資本
化の実現を奨励しなければならない。
第二十条 教職員が科学研究又は応用技術開発のプロジェクト立案を申請して他者と技術契約に調印する
前に、省部級以上の特許文献および関連文献を検索して、研究開発が重複して知的財産権を巡るトラブルが
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発生するのを回避しなければならない。
第二十一条 本学の科学研究開発管理部門は大学の科学研究プロジェクトの立案と成果の登記、鑑定、報

酬・奨励などの管理業務の責任を負い、記録文書管理部門は科学研究プロジェクトの記録文書管理の責任
を負う。
課題チーム又は課題研究者は科学研究業務の過程で、技術資料の記録業務と保管業務を着実に行わなけ

ればならない。各種形式の人員移動に際しては、技術資料、実験材料、実験設備、製品、コンピューターソ
フトウエアなどを勝手に持ち出す、コピーする、発表する、使用する、許可する、又は譲渡することを認め
ない。プロジェクト完了後、課題チームの責任者は実験報告、実験記録、図面、音声・映像、手書きのメモと
いったオリジナル技術資料をすべて集めて整理した後に記録文書管理部門に提出して保存しなければなら
ない。重大プロジェクトのオリジナル実験データといった段階的な成果は専門家が速やかに詳細に記録す
るとともに、責任をもって保管・保存しなければならない。

第二十二条 教職員と学生は大学や所属機関の技術秘密や商業秘密に対して機密保持の責任と義務を負
う。
教職員と学生および大学所属の研究開発機構と関連の管理部門は、研究開発協力、研究開発機構の協同設

立、海外での、又は海外からの訪問団を受け入れての講義、視察、展示会への参加、コンサルティング・調
査研究、情報交換、学術会議などを含む各種の技術交流活動の中で、又は技術貿易活動の中で、大学として
機密を保持すべき情報、資料などの技術秘密と商業秘密に対し、国と大学の関連規定に基づいて厳格に機密
を保持しなければならない。
第二十三条 科学研究活動の中で生まれた職務発明創造、又は形成された職務技術成果については、課題
チーム責任者と科学研究開発管理部門が速やかに大学の知的財産権管理弁公室に特許出願の提案を提出す
るとともに、関連の資料を提出しなければならない。審査によって特許出願が必要であるとされた場合は、
速やかに特許出願の手続きを行う。特許出願は国の関連規定に基づいて行うものとする。
大学は教員・学生・職員が職務発明創造と職務技術成果について特許を出願するよう奨励し支援すると

ともに、これらを業務審査の内容の一つに組み込む。
第二十四条 特許出願が必要な科学技術成果は特許出願をする前に成果の鑑定を行ってはならず、中心的
な技術の内容が明らかになる可能性がある論文を発表してはならない。特許出願にふさわしくない技術秘
密に対しては適切なその他の措置を取ってこれを保護しなければならない。
第二十五条 応用の見通しがあるコンピューターソフトウエアは大学の知的財産権管理部門にソフトウエ

ア著作権の登記を申請し手続きを行わなければならない。植物新品種も「植物新品種保護条例」に基づいて
知的財産権の登記を行わなければならない。
第二十六条 大学や所属機関が国内外の他の機関又は個人と協力を展開して、又は相互に委託して科学研
究と技術開発を行い、対外的に知的財産権を譲渡する、又は使用を許可する場合は、法律に基づいて書面の
契約を締結するとともに、特定条項によって知的財産権の帰属および相応の権利、義務などの内容を明確に
して、大学の知的財産権を着実に保護しなければならない。
第二十七条 大学や所属機関が国内外の他の機関に派遣した、他の機関を訪問する学術関係者、研究協力

者、研修参加者、公費留学生などを含む人員は、各人員がそれまでに大学で行った研究、外部の機関で完成
させる可能性のある発明創造や獲得する可能性のある知的財産権について、受け入れ機関と締結する合意
の中でその発明創造やその他の知的財産権の帰属を明確に取り決めなければならない。
第二十八条 大学や所属機関が対外的に知的財産権を譲渡したり、使用を許可したりする、知的財産権を

資本とした株式投資を行う、又は大学が経営する科学技術産業への投資を行う場合は、知的財産権について
資産評価を行い、使用を有償とし、価値を維持・増大させなければならない。また技術契約と関連の文書の
中で知的財産権の帰属、使用、これにより生じる利益をどのように分配するかなどを明確に取り決めなけれ
ばならない。
第二十九条 大学に所属する法人機関が変更されたり終了したりした場合は、清算時にこの法人機関が使
用する大学の知的財産権について評価を行うとともに、総資産に計上しなければならない。その知的財産権
の権利や義務を引き受ける法人機関は大学と知的財産権の使用合意を締結しなければならない。
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第三十条 大学の知的財産権管理弁公室は大学や所属機関が締結した知的財産権の契約を審査し管理する
責任を負う、又はその他の契約の中の知的財産権に関係する条項を審査承認する責任を負う。
第三十一条 教職員と学生が非職務特許を出願し、非職務コンピューターソフトウエアを登記し、非職務

特許、非職務技術成果、非職務著作物の譲渡や許可を行う場合はすべて、事前に大学の知的財産権管理弁公
室の審査承認を受けなければならない。非職務の条件に合致するものについては、大学は相応の証明書類を
発行するものとする。

第四章 知的財産権の管理
第三十二条 大学の知的財産権管理業務の任務は次の通り。
（一）国の知的財産権を巡る法律・法規を徹底執行し、大学の知的財産権保護・管理業務の方針、方策、

計画を制定する。
（二）知的財産権の法律・法規についての教育と研修を組織し、知的財産権についての法律知識を宣伝

し普及させ、大学と教員・学生・職員の知的財産権保護の意識と能力を強化する。
（三）知的財産権の保護業務を着実に強化し、知的財産権の管理制度を構築し充実させ、知的財産権管理

業務を担う機構とチームの建設を強化する。
（四）知的財産権の鑑定、申請、登記、登録、評価、管理の業務を組織的に展開する。
（五）知的財産権に関わる開発契約、使用契約、譲渡契約を審査承認し、科学技術成果とその他の知的成

果の開発、使用、譲渡と科学技術産業の発展を積極的に促進し、規範化して管理する。
（六）学内の知的財産権に関わる争議やトラブルを調整し解決する。
（七）大学の知的財産権保護を巡る対外的な法律事務について連絡を取りこれを処理する。
（八）その他の知的財産権の保護・管理業務の中で履行すべき職責。
第三十三条 大学は知的財産権管理弁公室を設立し、知的財産権業務を集中的に管理する大学の職能機構
として、大学の知的財産権保護・管理業務の組織・実施の責任を負う。
第三十四条 教職員と学生は大学や所属機関の知的財産権保護業務に対して責任、権利、義務を負う。い
かなる機関又は個人も不正な手段によって大学や所属機関の知的財産権を公開、使用、許可又は譲渡しては
ならない。
第三十五条 大学は知的財産権の保証書制度を実施し、大学や所属機関の責任者、研究開発者、その他の
関係者などの知的財産権保護の責任、権利、義務を明確にする。

第五章 支援、賞罰、法的責任
第三十六条 大学は法律によって職務発明創造、職務技術成果、法人の作品、職務著作物を研究し、創作し
た人員の合法的権利を保護し、知的財産権の発生と発展、科学技術成果の産業化の面で突出した貢献を行っ
た人員に対して、国と関連部門の規定に基づいて奨励を与えるものとする。具体的な実施規定は別に制定す
る。
第三十七条 大学は知的財産権専用基金を設立し、大学を唯一の出願者とする特許の出願と維持の費用を

補助し、知的財産権の保護・管理業務で突出した貢献を行った機関や個人を奨励し、その他の知的財産権保
護に関する費用に充てる。
知的財産権専用基金は大学の知的財産権管理弁公室が管理の責任を負う。
第三十八条 教職員又は学生が教学、科学研究、創作、成果の申告、審査評価、鑑定、譲渡、産業化の過程

で、虚偽の手段によって優遇的待遇又は奨励を受けた場合、大学はその者に改善と違法な所得の返還を求め
これを達成させる責任があり、その者が獲得した優遇的待遇と奨励を取り消さなくてはならない。
第三十九条 教職員又は学生が剽窃、盗用、改ざん、不法な占有、贋作又はその他の方法で大学やその他の
機関又は個人が法律によって所有又は保有する知的財産権を侵害した場合、大学に処分の権限がある場合
は、その者に改善を求めこれを達成させる責任があり、直接の責任者に相応の処分を下さなくてはならな
い。大学に処分の権限がない場合は、関連の行政部門に具申し処分に協力しなくてはならない。犯罪を構成
する場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。
第四十条 教職員又は学生が本規定に違反して、大学が保有する特定の技術秘密を漏洩する、又は勝手に
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11 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月

十一五期間に、多くの大学が「科学技術プロジェ
クト知識連絡員制度」を実施した。科学技術プロ
ジェクト知識連絡員の主な職責には次のようなも
のがある。①知的財産権管理の知識の普及、②科
学研究者の知的財産権に対する認知度の向上、科
学研究者の知的財産の意識と運用能力の強化等に
より、知的財産権業務に係る良好な環境を醸成す
ること、③当該大学の特許出願を組織・調整し、
特許出願の費用と資金援助などの手続きを行い、
特許創造力を高める責任を負うこと。特許の文献
検索と特許戦略の研究を展開し、特許情報の利用
を強化し、移転の実施を促進すること、④知的財
産権保護を強化し、特許の権利保護活動を展開す
ること、⑤管理部門と連絡・コミュニケーション
を取り、知的財産権業務で遭遇した問題を速やか
に大学の運営に反映するとともに、合理化に向け
た提言をすることなどである。教育部科学技術発
展センターが2010年に完成させた「中国大学の知
的財産権報告」では、調査対象の大学のうち半数
がこの制度を実施していることがわかった。11

十一五期間に、中国の大学の知的財産権管理制
度は急速な建設の時期、法制度に基づく管理の時
期、規範化された管理の時期に入った。

二、大学の知的財産権管理機構
「特許法」が公布されて以来、各大学は自らの知

的財産権管理機構の設立に着手した。最も動きが
早かった教育部直属の 30 校は 1985 年に特許事務
所を設立した。この後、各大学も相次いで知的財
産権管理機構を設立し、清華大学、華南理工大学、
北京科技大学、中国科技大学といった一連の重点

大学は知的財産権弁公室を設立し、正職員が知的
財産権について責任を負い、知的財産権管理・保
護の関連規定と奨励規定を制定した。華中理工大
学、西安交通大学、浙江大学、清華大学など一部の
大学は特許基金管理機構を設立した。

中国の大学の知的財産権管理機構の設立に対す
る明確な指導のうち、最も早いものは1999年の教
育部による「大学の知的財産権保護管理規定」で
あり、大学がどのような種類の知的財産権保護機
構を設立しなければならないか、どのような職責
を履行しなければならないかについて以下のよう
に述べた。
「大学は知的財産権弁公会議制度を構築し、知

的財産権業務機構を段階的に設立・整備しなけれ
ばならない。条件を満たした大学は、知的財産権
登記管理制度を実行し、知的財産権保護・管理業
務機構を設立し、当該機関の知的財産権保護業務
を集中的に管理することができる。知的財産権保
護・管理機構を設立していない大学は、科学研究
管理機構又はその他の機構を指定して関連の職責
を負うようにしなければならない。

大学の科学研究管理機構は当該大学の科学研究
プロジェクトの立案、成果、記録文書の管理の責
任を負う。応用技術プロジェクトの課題チーム又
は課題研究者は、プロジェクト立案を申請する前
に特許文献と関連文献の検索を行わなければなら
ない。課題チーム又は課題研究者は科学研究業務
の過程で、技術資料の記録・保管業務をしっかり
行わなければならない。科学研究プロジェクトの
完了後、課題責任者はすべての実験報告、実験記
録、図面、音声・映像、手書きのメモなどのオリジ

譲渡する、形を変えて譲渡する、大学の職務発明創造、職務技術成果、法人の作品又は職務著作物の使用を
許可するなどし、これによって大学の資産の流出を招いたり、権利に損害を与えたりした場合、大学は相応
の行政処分が与えられ、法律に基づいて法的責任が追及されるようになるまで、状況の程度を踏まえて警告
や指導を行わなければならない。
第四十一条 大学外部のいかなる機関又は個人も、大学、教職員、学生が法律に基づいて所有又は保有す
る知的財産権を侵害し、損失・損害を与えた場合は、いずれも法律に基づいて法的責任を負わなければなら
ない。

第六省 附 則
第四十二条 本規定は大学の知的財産権管理弁公室が解釈に責任を負う。
第四十三条 本規定は学長業務会議で可決された後に公布し試行する。これ以前の規定と本規定とが抵

触する場合はすべて、本規定が優先される。

中国科学技術大学知的財産権管理弁公室
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12 教育部 . 大学の知的財産権保護管理規定 .1999 年
13 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月

ナル資料を集めて整理した後に当該大学の科学研
究管理機構に提出して保存しなければならない。

科学研究活動の中で生まれた職務発明創造又は
形成された職務技術成果は、課題責任者が速やか
に当該大学の科学研究管理機構の知的財産権管理
機構に特許出願の提案を行うとともに、関連の資
料を提出しなければならない。大学の科学研究管
理機構は課題責任者の提案と関連資料を審査しな
ければならず、特許出願の必要があるものについ
ては速やかに特許出願の手続きを行い、特許出願
にふさわしくない技術秘密については措置を取っ
てこれを保護しなければならない。

大学は知的財産権に関連する契約の締結、審査
承認、管理の業務を規範化・強化しなければなら
ない。大学やその所属機関が国内外の機関又は個
人と協力して科学研究・技術開発を行い、対外的
に知的財産権を譲渡、又は使用を許可する場合、
法律に基づいて書面による契約を締結し、知的財
産権の帰属や権利、義務などの内容を明確にしな
ければならない。大学の知的財産権管理機構は大
学やその所属機関が締結した知的財産権契約に対
して審査承認と管理を行う責任がある。

大学所属機関は対外的に知的財産権を譲渡す
る、又は使用を許可する前には、当該大学の知的
財産権管理機構の審査を受けるとともに、当該大
学に報告して承認を受けなければならない。

大学の教職員と学生が非職務特許を出願し、非
職務コンピューターソフトウエアを登記し、非職
務特許、非職務技術成果、非職務作品の譲渡や許
可を行う場合はすべて、当該大学の知的財産権管
理機構に申請して、審査承認を受けなければなら
ない。非職務の条件に合致するものについては、
当該大学は相応の証明書類を発行しなければなら
ない。

大学は科学技術の機密保持の管理を強化しなけ
ればならない。大学の教職員と学生が、国内外の
学術交流や学術協力に参加する過程では、当該大
学の機密に属する情報や技術について、国と当該
大学の関連規定に基づいて厳格に機密を保持しな
ければならない。大学が国内外の科学技術展示会
に出展するプロジェクトについては審査承認と
管理を強化し、科学技術の機密保持の管理業務を
しっかり行わなければならない。

大学は知的財産権の資産評価業務を行うことを
重視し、知的財産権資産評価の組織と管理を強化
しなければならない。大学が対外的に知的財産権

の譲渡や使用許可、知的財産権を資本とした株式
投資又は当該大学が経営する科学技術産業への投
資を行う場合は、知的財産権の資産評価を行わな
ければならない。

大学は状況に基づいて知的財産権保証書制度を
段階的に実施し、教職員や学生の関係者との間で
当該大学の知的財産権保護を巡る保証書を取り交
わし、当該大学の知的財産権保護の義務を明確に
することができる」。12

これまでに、国家重点大学の多くが政策の規定
に基づいて、知的財産権弁公室といった専門的な
知的財産権管理機構を設立しており、一部の大学
は既存の組織体系に知的財産権管理の職能を組み
込んでいる。しかしながら、大学の知的財産権機
構設立の状況は全体としてはまだ理想的とはい
えない。2010年に教育部科学技術発展センターが
行った調査研究に基づくと、調査対象になった大
学にはいずれも職責が明確な知的財産権管理機構
が設立されているが、規模は様々で、組織のどの
階層に設立されているかも様々である。科学研究
の規模が大きい大学では、一般的に知的財産権を
専門に管理する知的財産権弁公室のような部門が
設立されており、規模が小さい大学では、知的財
産権管理の職能が従来の組織の中に組み込まれて
いる。13

中国の大学に設立された知的財産権管理機構は
次のような種類に分かれる。

1. 専門的な知的財産権管理機構があるケース。
武漢大学が典型的で、科学研究処の下に知的財産
権弁公室が設置されている。職能は、大学全体の
科学研究成果の鑑定、登記、奨励の申請、特許の審
査承認過程での関連の事務手続き、特許専用基金
の管理と使用、指導者の方針決定のために知的財
産権に関わるコンサルティングや意見を提供する
ことなどである。

2. 科学研究処内部に知的財産権に関係する科
が設置され、他の処の内部機構と共同で管理する
ケース。例えば大連理工大学は成果科（大学の科
学技術協会、弁公室）、科学技術開発部（振興弁公
室、技術移転センター）、特許センターの3つの科
で知的財産権を管理している。

3. 知的財産権弁公室を設置しておらず、関連の
科が付随的に管理を行うケース。これは小規模管
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14 胡開中、張弘 . 専門的な知的財産権管理弁公室 . 中国の大学の科学技術と産業化 .2007（9）
15 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月
16 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月

理モデルに属し、知的財産権の特許を巡る成果と
この成果の移転管理を重視するものである。

科学研究の規模が大きい大学は独立した知的財
産権管理機構（知的財産権弁公室又は知的財産権
管理処など）を設立しており、その下にはそれぞ
れの管理の職能に基づき、いくつかの下部機構が
設立され、総務管理、科学研究管理、知的財産権管
理、成果移転の管理、法務手続きなどを行ってい
る。

総務管理機構は知的財産権管理のサービス業務
の責任を負う。知的財産権の法律・法規や知的財
産権戦略についての研修に係る業務、日常の管理
の遂行、各種の表彰業務の実施、各種の財政資金
の総合的な管理、その他の業務の調整などを行う。
科学研究管理機構は、科学研究プロジェクトの立
案、プロジェクトの終了、奨励の申請などの業務
を行う。知的財産権管理機構は科学研究成果が生
まれた後の保護や移転の業務を行うとともに、科
学研究機構が科学研究プロセスにおける知的財産
権保護業務を着実に行うよう協力する。具体的な
職責としては知的財産権の鑑定、申請、登記、登
録、評価などの業務があり、特許出願プロセスで
の各種業務も含まれる。成果移転機構は市場を分
析し、産業的価値のある科学研究成果を選択し、
売り込むことに責任を負い、また当該大学の知的
財産権の使用・譲渡契約の締結、審査承認、管理
の責任を負う。法務機構は知的財産権に関連した
トラブルの処理、当該大学とその研究者の合法的
権利の保護、契約の審査承認と管理、トラブル防
止のための各種提案を行う。14

すべての大学が知的財産権弁公室の下に、この
ような下部機構としての管理組織を独立して設立
しているわけではなく、いくつかの職能別組織や
現場がこうした職能を担っている場合もある。

知的財産権機構には様々な職能があり、規模も
様々である。主に特許の管理に従事し、職責が単
一型の機構には、通常2～3人の職員が配置される。
知的財産権の総合管理を行う機構ではおおむね 4
～6人、知的財産権の移転業務があれば7人以上が
一般的である。15

三、大学の知的財産権管理の現状と問題点
　（一）中国の大学の知的財産権管理の現状

1985年に国が「特許法」を公布して以来、中国の
大学の知的財産権管理は大きな発展を遂げ、知的

財産権管理制度と関連機構が設立された。知的財
産権の保護を重視しない状態から知的財産権を系
統的に保護する状態へと変化し、知的財産権保護
の観念が人々の心に深く浸透した。現在は「学術
論文を重視し、著作を重視する」評価体系から、発
明特許を重視する業績評価体系への転換が進行中
である。かつては知的成果や発明特許を大量に流
出させていたが、今では各種の法律を武器として
利用して知的成果を保護するようになった。以前
は科学技術成果の移転率が極めて低かったが、現
在では科学技術成果の移転が大幅に増えている。
一部の大学は、知的財産権関連学科を設置すると
ともに、専門の人材を育成するようになった。次
に中国の大学の知的財産権管理の変化について述
べる。
1.知的財産権管理制度の構築

2010年に教育部科学技術発展センターが行った
調査研究の結果によると、調査対象の大学にはす
べて職責が明確な知的財産権管理機構が設立され
ている 16。重点大学には規範化された知的財産権
管理制度が構築されている。これについて前の部
分で既に詳しく紹介したので、ここでは繰り返さ
ない。

2.知的財産権保護の意識が薄い状態から、系統化さ
れた方法で知的財産権を保護する状態への転換
1985年から1999年にかけては、中国の大学の知

的財産権管理の黎明期と言うことができる。この
時期には、大学の知的財産権管理は始まったばか
りで、知的財産権をどのように保護するかを模索
していた。大学の教員・学生の知的財産権保護意
識は一般的にそれほど高くなかった。2003年以降
は、知的財産権管理が国家戦略の優先事項とされ
たことを受けて、大学の知的財産権保護管理に大
きな進歩があった。それは主に大学の教員・学生
の知的財産権保護意識の高まり、知的財産権保護
措置の体系化などの面に現れている。

著作権を例に取ると、これまで大学では著作権
を侵害されるということは日常茶飯事で、ネット
ワークの侵害、発行権やコピー権の侵害もしばし
ばみられた。近年では、大学が系統化された保護
措置を取って、著作権の保護について司法による
保護、行政による保護、自らによる保護からなる
系統化された方法を形成するようになった。

司法による保護についてみると、「本大法宝」の
司法事例データバンクのデータに基づけば、2009
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年から2010年にかけて大学が関わった著作権を巡
る民事訴訟には次のような特徴がみられた。第一
に、案件数が大幅に増加した。第二に、大学に関わ
る訴訟の主体で最も多いのは大学の出版社、次は
大学の教員である。第三に、対象になる作品のタ
イプが多様で、伝統的な文字作品に限らず、美術
作品、映像作品が増えている。第四に、最終判決に
よって結審する案件の数が大幅に増加しており、
調停による結審はもはや主流ではない。17 こうし
た特徴からわかることは、大学や大学の教員の知
的財産権保護を巡る司法保護に関する観念が進歩
していることで、法的手段を運用して証拠を組み
立て、訴訟に対応する力が強まりつつあり、また
司法によって権利を保護する力が高まりつつある
ということである。

行政による保護は大学の著作権を保護するため
の2番目の手段である。まず、全国をカバーする行
政保護機構には、大学の著作権を保護するという
職責がある。こうした機構には国家版権局、31省・
自治区・直轄市と11副省級市の地方版権局が含ま
れ、教育行政主管部門も含まれる。行政による保
護に関してはいくつかの規定がある。例えば国家
版権局が公布した「著作権を巡る行政処分の実施
規則」、国務院が公布した「情報ネットワーク伝達
保護条例」や「著作権集中管理条例」は、大学の著
作権保護について行政による保護の根拠となって
いる。近年、行政による保護の件数は増加してい
る。

自らによる保護は 3 番目の手段である。教育部
による大学の著作権に関するアンケート調査の統
計結果によると、直属の大学のうち約75％は全学
規模で、又は学内の大学院や学部で、論文に剽窃
行為がないか検索するソフトウエアを使用してい
る。ソフトを導入して著作の剽窃、図表の剽窃、
外国語資料の翻訳を自分が考案したものと主張
する行為を検索するほか、他の措置も取って自ら
の利益を保護している。例えば著作権法の法律知
識の普及研修を行い、専門家による法律コンサル
ティングを提供し、著作権の内部管理制度を構築
するなどである。18

3.知的財産権の豊富な成果
大学の知的財産権管理の業績は、保護を申請

する知的成果の数と質により部分的に評価でき
る。中国の大学が知的財産権管理制度を自ら構築

し、知的財産権保護意識を強化・宣伝するように
なると、保護を申請する知的成果が急速に増加し
た。まず、中国の大学の特許出願件数が急速に増
加し、質も向上した。1985年に「特許法」が公布さ
れてから、2010 年末までに、中国の大学の特許出
願件数は累計で319,595件に上り、年平均増加率は
19.8％だった。このうち、2006年から2010年まで
の増加ペースが最も急速で、増加率は36.4％を超
えた。2010年の大学の特許出願件数は累計79,332
件で、1985年の52倍だった。大学の特許の構造を
みると、技術力の高い発明特許が中心を占めるよ
うになった。2010年の大学による発明特許出願件
数は48,294件で、全体に占める割合は60.9％に達
した。19 次に、大学のソフトの著作権登記件数も大
幅に増加した。1992年に国がソフト著作権自主登
記制度を実施して以来、大学510校がソフト21,892
本の著作権を自主登記した。2003年から2010年は
ソフトの著作権登記が急速に増加した時期で、年
間増加率は44～67％に達した。第三に、大学が申
請し承認された商標の件数が急速に増加した。関
連の調査データによると、2008 年から 2010 年に
かけて大学が登録を申請した商標と登録が承認さ
れた商標が年々増加し、2010 年にピークに達し、
2010 年に承認された登録商標は 1987 年から 2010
年までに承認された登録商標の4分の1を超えた。
20 こうしたデータからわかることは、大学の教学・
研究者の知的財産権保護意識が絶えず強まり、知
的財産権の概念に対する理解も深まっていること
である。これはまた、中国の大学の知的財産権管
理が絶えず規範化され、発明・革新の業績を重ん
じる方向へ動いたことの結果でもある。

4. 知的財産権の学科、研究機構、研究基地の段階
的構築
2000年以前は、国には知的財産権の専門的な管

理の人材が不足し、知的財産権管理の研究も手薄
で、大学の知的財産権管理の水準は制約を受けて
いた。大学が知的財産権管理制度を構築する過程
では、専門の人材や専門的知識の不足が大きな問
題となった。国が大学の知的財産権管理を重視す
るようになり、関連の学科設置の指導政策をうち
出したのにともない、一連の条件を満たした大学
が知的財産権関連学科を設置し、知的財産権の研
究で相対的に進んでいる大学院・学部の一部が国
家レベルの知的財産権研究センターと育成基地を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月
18 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月
19 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月
20 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月
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21 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月
22 周暁寧 . 中国の大学の知的財産権管理の問題研究 . 中小企業の管理と科学技術（下旬刊）.2009（11）
23 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月

設立した。
2010年12月31日現在、全国の大学にある知的財

産権の大学院・学部は20カ所に上り、このうち18
カ所は知的財産権学院、2カ所は知的財産権学院・
学部という名称である。知的財産権学院・学部の
ほか、各大学は長い時間をかけて「知的財産権研
究センター」、「知的財産権教学・研究センター」、

「知的財産権研究院」などの合計数十カ所に上る研
究機構を相次いで設立した。こうした研究機構は
中国の第一陣の知的財産権管理人材の育成に大き
く貢献した。

2010年に国家知識産権局は知的財産権管理で高
い研究力を備え、研究の水準がトップレベルの 2
つの大学—中南財経政法大学と北京大学に、「国家
知的財産権戦略実施研究基地」を設立した。2009
年からは、同局が各省・直轄市の大学における「国
家知的財産権育成基地」の設立に着手し、湖南大
学、同済大学、中南財経政法大学、中国科技大学、
西北大学などの大学が国の知的財産権人材育成の
基地となった。このほか最高人民法院（最高裁判
所）が5つの大学（北京大学、中国人民大学、華東
政法大学、西南政法大学、深セン大学）に「中国の
知的財産権の司法による保護理論の研究基地」を
設立した。21 大学は国家レベルの知的財産権管理
の研究・育成基地設立の任務を引き受け、中国の
知的財産権管理の水準を押し上げ、国のために知
的財産権管理の人材を育成し、中国の大学の知的
財産権管理の向上に重要な役割を発揮した。

中国の大学の知的財産権管理業務は大きな進展
を遂げたが、経済や科学技術の発展ペース、また
世界の先進的な大学の知的財産権管理水準と比べ
ると、なお大きな開きがあり、早急な解決が待た
れる問題が数多く横たわっている。

１．知的財産権の流出
大学には知的財産権管理制度が基本的に構築さ

れたが、実際の制度執行の様子をみると、知的財
産権の流出現象が引き続いている。例えば次のよ
うなケースがある。①大学の教員や研究者の職場
の変更、博士課程への進学、留学、他大学の訪問な
ど様々なルートでそれまでいた大学を離れ、その
際に掌握していた技術資料、図面、成果、ソフトウ
エアなどを持ち出すケース、②修士課程生、博士
課程生、他大学からの学術関係の訪問者の多くが、
在籍期間に指導教員の科学研究に参与し、大学を
離れる際に技術秘密を直接持ち出す、又は形を変

えて持ち出すというケース、③一部の大学では、
教員と科学技術者の技術サービス活動への参加や
別の職の兼務をする人の割合が高く、こうした人
が技術機密を正常でない手段で兼務先等に移転さ
せるケース、④職務発明を非職務発明として特許
を出願するケースなどである。22 実際の執行状況
では、知的財産権の流出状況を調査確認する有効
な手段がなく、既存の技術措置では全面的な防止
は難しく、このため知的財産権の流出現象が引き
続き大量に存在している。

2.奨励が不十分
各大学には利益を分配し、革新を奨励する明文

化された制度が基本的に構築されているが、実際
の執行状況をみると、多くの大学では科学技術成
果を生みだした人が十分な見返りを受けていな
い。現在、大学の科学研究者の収入には主に給与、
手当金、各種の役職手当、各種の奨励金、科学研究
奨励金、社会サービス活動（各種の鑑定会、評価奨
励会、課題プロジェクト立案審査評価会、入札評
価会など）による収入などがある。これらの収入
は主に職階に合わせてスライドするもので、職階
の評価や招聘に際しては主に発表した論文の数、
出版した著作の数、科学研究奨励の等級などを参
考にしており、特許が占める割合は依然として低
い。このため、既存の知的財産権管理制度では教
員や研究者の積極性を存分に発揮させることはで
きない。これもまた知的財産権成果の流出をもた
らす原因の一つである。

3.知的財産権の保護、侵害防止の限界
著作権と特許権の保護は国際的にみても難問

で、管理が規範化されたばかりの中国の大学に
とってみれば、課題が山積している。まず、大学は
特許権や著作権の侵害を検知するツールを使用し
ているが、これにはやはり限界がある。現在、大学
で使用されている主な検知ソフトは中国知網が研
究開発した「学術論文の不正行為検知システム」、
万方数拠庫が開発した「論文相似性検知サービ
ス」、国際出版鏈接協会が研究開発した「学術論文
の剽窃行為検知システム」だが、各大学での使用
プロセスにおいて、ソフトの設計に欠陥があるこ
とがわかっており、隠蔽された剽窃行為を発見す
るのは難しい。例えば図表の剽窃行為、外国語資
料の翻訳を自分が考案したものと主張する行為な
どである 23。次に、一部の大学は人的資源や財力に
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24 教育部科学技術発展センター . 中国の大学の知的財産権報告 . 北京 : 清華大学出版社 .2012 年 3 月

限りがあり、論文の剽窃行為検知ソフトを導入し
ていない、又は内部の一部の学院・学部でしかこ
うした検知システムを利用していない。ある調査
によると、教育部直属の大学のうち全学規模又は
内部の一部の学院・学部で論文の剽窃行為検知ソ
フトを利用しているところは約75％に上ったが、
学士の卒業論文にこうしたソフトを利用している
ところは約23％にとどまり、教職員が発表する論
文に利用しているところは約27％にとどまった。

四、大学の知的財産権管理の今後の状況
大学は中国の知的財産権を集約し形成する機構

であり、これまでに発表された統計によると、今
日、人々の社会生活に影響を及ぼす重要な科学技
術成果のうち 70％は大学が発祥地である。中国
の経済と科学技術が絶えず発展し、世界の経済と
科学技術の発展に深く結合するようになるのにと
もない、国も知的財産権の管理を重視するように
なった。こうした背景の下で、大学が知的財産権
管理を一層強化するようになるのは自明のことで
ある。国家知識産権局の「全国知的財産権系統管
理業務の「十二五」計画」と「国家中長期教育改革・
発展計画綱要（2010-2020年）」に基づき、十二五期
間には、中国の大学の知的財産権業務は主に、人
材育成、社会サービス、科学研究の3点を巡って展
開されることになる。

大学の知的財産権管理業務には次のような流れ
がある。

　（一）知的財産権を管理する人材の育成
中国の大学の知的財産権教育は、国が行う知的

財産権管理の土台である。知的財産権管理の水準
は、関わる人材の規模と素質によって決まるため、
知的財産権の人材育成の取り組みを強化すること
が、中国の大学の知的財産権管理体系にとって重
要である。中国の大学の知的財産権教育は1980年
代に始まり、1990 年代に徐々に動き出し、21 世紀
の最初の10年間に急速に発展した。ここ10年間は、
一連の大学が知的財産権の学院又は知的財産権教
学センターを設置し、引き続いて本科生、法律専
門の修士、修士課程の大学院生、博士課程の大学
院生など様々なレベルの学歴教育で知的財産権管
理の人材を大規模に育成した。

2010 年末までに、西南政法大学、中南財経政法
大学、華東政法大学、中国人民大学、中国社会科学
院研究生院（大学院）、中国政法大学が法学および
学科の博士号授与分野に、「知的財産権法」、「知的

財産権法学」、「知的財産権」といった二級学科の
博士号授与分野を設定した。また別の 4 校はその
他の管理学科に5つの二級学科の博士号授与分野
を設定し、別の 8 校は知的財産権の本科専攻を設
置した。24 大学が知的財産権学科を設置するのが
流れになっており、国の知的財産権管理の強化に
ともない、今後はより多くの大学が知的財産権を
巡る人材育成を自らの学科設置体系と知的財産権
管理体系に組み込んでいくとみられる。

　（二）知的財産権の交流会・討論会を広範囲に展開
ここ数年来、大学の知的財産権管理は国家戦略

の優先事項とされ、各大学は関連の制度や機構の
構築を完成させた。これを土台として、知的財産
権管理の交流会や討論会を幅広く展開し、各方面
から提案を集め、管理の構想や規定を伝え、中国
の大学の知的財産権管理の全体的な水準の向上を
促進している。2009年から2010年にかけて、大学
が独自に開催したり、主催機関として関わったり
した大型の大学参加のシンポジウムやシンポジウ
ムフォーラムは12回を数えた。これには以下のよ
うなものがある。

2009 年 5 月 9 日と 10 日、華南理工大学は国際学
術シンポジウム「2009年知的財産権湖南フォーラ
ム：国の知的財産権の戦略実施と業績評価」を開
催し、国の知的財産権実施戦略、地域の知的財産
権戦略の経験と知的財産権の保護、制度の充実、
知的財産権戦略の業績について、各大学の代表や
各国からの代表と討論・交流を展開した。

2010年8月には、大学30校余りと各研究開発機
関、教育部、司法部、国家知識産権局の専門家 60
人が第5回中国大学知的財産権人材育成シンポジ
ウムに参加した。「大学の知的財産権を巡る人材育
成の現状分析とボトルネックとなっている問題の
解決プラン」、「知的財産権の専攻・学位、学科設
計、学科設置」、「大学の知的財産権を巡る人材育
成モデル」の 3 つの専門テーマについて深いレベ
ルで交流・討論を行った。

2010 年 11 月には、上海市で「第 2 回両岸 4 地著
作権法制度シンポジウム」が開催され、両岸の大
学と国務院法制弁公室、最高人民法院、国家版権
局などの機関から50人近い専門家と業界の代表が
参加した。シンポジウムではデジタル技術とネッ
トワーク技術の発展を巡り、著作権制度がもたら
す新たな問題と課題について、討論が行われた。

これらのシンポジウムは大学の知的財産権管理
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よりも広範囲なテーマを扱うものであるが、交流・
検討する問題は大学の知的財産権管理と密接な関
わりがある。中国の大学はこれからより多くの国
内・国際規模の交流シンポジウムやフォーラムを
通じて、知的財産権管理の構想を共有し、国の知
的財産権管理の改善を促進するとともに、自らの
知的財産権管理の向上を図っていくと考えられ
る。

　（三）大学の科学教育者の特許出願と独自の知的
　　　 財産権獲得の奨励

これまで、中国の大学の職階制度や業績評価制
度には「論文を重視し、著作を重視して、特許を
軽んじる」という傾向があった。特許の出願と維
持を支援する資金がなかったため、中国の大学に
は特許出願件数と科学研究費の投入額の極端な
アンバランスがみられた。2003 年以降、こうした
状況は年々改善されている。教育部科学技術発展
センターが2010年に行った調査研究のデータによ
ると、調査対象となった各大学はいずれも発明特
許を重点業務の筆頭にあげており、ここから発明
特許が大学の知的財産権管理業務で重要な位置づ
けにあることがわかる。またこの調査研究の結果
から、特許出願を促進するために、大多数の大学
は特許出願の決定権をプロジェクトチーム又は課
題の責任者に委ねていることがわかった。さらに
これまでのような支援の資金がないという状況も
変わりつつある。調査対象となった大学には知的
財産権の専用経費はないが、46.7％は学校側が維
持費用の一部を負担していた。また13.3％は学校
側が特許維持費用を全額負担する方針を示してい
た。

こうしたデータや結果から、中国の大学の知的
財産権管理は、特許出願を奨励し、独自の知的財
産権獲得を奨励するという方向へ発展してきたこ
とがわかる。

　（四）国際移転、国際協力の動き
ここ数年来、中国の大学は特許出現件数が飛躍

的に増加しただけでなく、国際特許の出願という
新たな動きもみられるようになった。これに応じ
て、大学の知的財産権管理にも新たな課題が生ま
れている。

現在、国際特許を出願する場合は主にパリ条
約と特許協力条約（PCT）という 2 つの方式があ
り、PCT はパリ条約を土台として発展し、徐々に
広まってきた国際特許の方式である。1994年から
1999年の間は、中国の大学のPCT出願件数は非常
に少なく、平均すると1年で4件にも満たなかった。

だが2000年から2005年の6年間は飛躍的に増加し、
平均増加率は 10 倍近く上昇した。2007 年と 2008
年はさらに急速な伸びをみせた。

以上のデータからわかるように、少数の大学に
は国際競争に参加しようという意識がある。また
22 の大学の PCT 特許出願が大学の特許出願全体
に占める割合は74.2％に達する。これは逆に言え
ば、少数の大学や22の大学以外の大学は国際技術
特許出願の意識が低く、もっと強化する必要があ
るということである。中国の大学はどこも国際基
準に基づく管理、知的財産権の保護という新たな
任務に直面しており、今後はこうした点が中国の
大学の知的財産権管理の重点課題となり、新たな
流れになるとみられる。

中国の大学の知的財産権管理は国の知的財産権
管理体系における重要な構成要素であり、国の知
的財産権管理と歩調を合わせて発展し、体系全体
の中では革新や普及の最前線に立っている。中国
の大学の知的財産権管理は無から有への転換を
遂げ、困難な立ち上がりから法規に基づく独自の
整った体系の構築へとたどり着き、短期間で大き
な進歩を遂げた。中国の経済・科学技術と世界の
経済・科学技術が深く結合するようになるのにと
もない、中国の大学の知的財産権管理はより多く
の新たな課題に直面し、課題に向き合う中で管理
水準が一層向上し、中国の知的財産権の管理、保
護、価値創造に重要な貢献をしていくと思われる。
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2．経営状況
2011年度の全国の大学発ベンチャーの収入総額

は1273億元3100万元で、大学経営産業全体（1868
億元 7300 万元）の 68.14％を占めた。大学発ベン
チャーの利潤総額は60億元2100万元で、大学経営
産業全体（99億元8200万元）の60.32％だった。大
学発ベンチャーの純利益46億元5800万元で、大学

経営産業全体（82億元900万元）の56.74％だった。
大学側株主に帰属する純利益は20億元800万元で、
大学経営産業全体（42 億元 2900 万元）の 47.48％
だった。大学発ベンチャーの国家への納税総額は
43 億元 800 万元で、大学経営産業全体（140 億元
6800万元）の31.13％だった。

大学発ベンチャーは、大学の科学技術成果の移
転と産業化にとって重要な意義を持っている。大
学におけるベンチャー企業は大きな経済・社会効
果を上げており、北大方正や清華同方、華中科技
など著名企業を生み、中国の特色を持った大学科
学技術産業を形成している。大学発ベンチャーは
これまで、科学技術成果の移転と産業化を加速し、
経済社会の発展を促進し、大学の発展を推進して
きた。だがその発展過程においては多くの問題も
あり、解決が待たれている。

一、大学発ベンチャーの基本状況１

改革開放以来、中国の大学は、人材育成や学科
建設と同時に、科学技術成果の移転を積極的に促
進し、経済社会の建設に奉仕し、一連のベンチャー
企業を設立してきた。全国29の省・自治区・直轄
市（新彊建設兵団とチベット自治区、寧夏回族自
治区はデータなし）の一般大学 498 大学が参加し

た2011年度の全国一般大学大学経営産業統計は、
合計3541社の企業を対象とした統計であるが、こ
のうちベンチャー企業は 957 社で、全国の大学企
業の総数の27.03％を占めた。

1．資産状況
2011年末の全国の大学の大学発ベンチャーの資

産総額は1805億元3200万元で、大学経営産業全体
の資産総額（2691億元1100万元）の67.08％に上っ
た。大学発ベンチャーの負債額は1068億元3100万
元で、大学経営産業全体（1592 億元 5700 万元）の
67.08％だった。大学発ベンチャーの所有者の権益
は737億元100万元で、大学経営産業全体（1098億
元5400万元）の67.09％だった。大学発ベンチャー
の大学側株主に帰属する株式時価総額は267.28億
元で、大学経営産業全体（522 億元 5400 万元）の
51.15％だった。大学発ベンチャーの負債比率は
59.18％だった。

大学発ベンチャー（億元） 大学経営産業全体（億元） 大学発ベンチャーの比率（％）

資　産 1805.32 2691.11 67.08

負　債 1068.31 1592.57 67.08

株式時価総額  737.01 1098.54 67.09

学校側株主保有株式時価総額  267.28  522.54 51.15

大学発ベンチャー（億元） 大学経営産業全体（億元） 大学発ベンチャーの比率（％）

收　入 1273.31 1868.73 68.14

利　潤   60.21   99.82 60.32

純利益   46.58   82.09 56.74

大学側の株主純利益   20.08   42.29 47.48

国家への納税額   43.80  140.68 31.13
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3．人員状況
全国の大学の大学発ベンチャーの従業員数は

2011 年末までに合計 12 万 4300 人に上った。この
うち高等教育の学歴を持つ人員は8万300人で、従
業員総数の64.6％だった。研究開発者は3万5500
人で、従業員総数の 28.56％だった。大学発ベン
チャーが受け入れた実習生は延べ 20 万 3600 人に
上り、累計労働時間は 874 万 6100 時間に達した。
大学発ベンチャーはさらに、修士課程生や博士課
程生の育成事業にも参加している。2011年度に育
成に関わった博士課程生は 600 人、修士課程生は
3465人だった。

4．科学技術イノベーション指標
全国の大学の大学発ベンチャーが認可を取得し

た特許は2011年末までに合計945件に達し、大学
経営企業全体（1890 件）の 50％に達した。大学発
ベンチャーの登録したコンピューターソフトウェ
アと集積回路の著作権は 378 件で、大学経営企業
全体（803件）の47.07％だった。大学発ベンチャー
の省部級・国家級の奨励獲得数は 460 件で、大学
経営企業全体（1643件）の28％だった。

二、大学発ベンチャーの発展における問題と対策
大学発ベンチャーの発展と大学・産業間の協力

の現状と問題を理解するため、清華大学課題チー
ムは、科学技術部や教育部の認定した国家大学科
学技術パーク69カ所に設けられた、大学を拠り所
とする関連ベンチャー企業に対するアンケート調
査を行った。これによると、大学発ベンチャーは、
発展過程で直面している最大の困難を資金援助の
不足と認識している。政策支援の不足がこれに続
き、さらにインフラの不足、信用貸付・ベンチャー
投資の不足が続いている２。

1．大学発ベンチャーの不明確な位置付け
2005年に教育部が打ち出した『大学科学技術産

業の積極発展と規範管理に関する指導意見』は、
大学発ベンチャーの重要性を十分に評価し、大学
発ベンチャーの全体方針を「積極的に発展させ、
模範的に管理し、改革・革新を進める」と定めて
いる３。だが実践においては各種の異なる理解が
あり、大学発ベンチャーの位置付けについても異
なる認識がある。例えば、大学発ベンチャーの主
眼は積極的な発展にあるのか、模範的な管理にあ
るのか。大学発ベンチャーは利潤最大化の追求を
目標とすべきなのか。一般の企業とはどのような
違いがあるのか。大学と企業はどのような関係が
あるのか。大学は企業を経営すべきなのか。こう
した問題をはっきりとさせなければ、大学発ベン
チャーの発展は大きな影響を受けることとなる。

2．大学発ベンチャーに存在する制度的欠陥
大学発ベンチャーは大学の投資によって設立さ

れるものであり、法律的な財産権の帰属は明確に
大学にある。だが誰が大学の所有権を行使し、誰
が大学発ベンチャーの資産価値の維持や拡大の責
任を負うのかといった問題はきちんと解決されて
おらず、財産権の不確定という問題が事実として
存在している。大学発ベンチャーの資産責任者は
多くが適切に設置されておらず、企業としてのガ
バナンス構造も多くは未整備で、企業の運営管理
も模範的でない場合が多い。大学発ベンチャーと
大学との関係は隷属関係であるが、大学が部局を
管理する方式で企業を管理すれば、企業の経営者
や従業員の積極性に影響を与え、企業の発展を妨
げることとなる。

3．大学発ベンチャーが直面する資金不足
大学発ベンチャーの拡大や強化が困難な原因

の一つが資金不足である。一般的に、ある科学技
術成果が商品化されるまでには、研究開発やパイ
ロットテスト、プロトタイプテスト、大規模生産
などの段階を踏まなければならない。大学の科学
技術成果は往々にしてプロトタイプテストの段階
で資金不足に直面するが、企業はリスクへの懸念
からプロトタイプテストの段階への投資には消極
的である。このため、大量の科学技術成果が実験
室にとどまり、商品化できないという現状につな
がっている。プロトタイプテスト段階と科学技術

大学発ベンチャー（件） 大学経営産業全体（件） 大学発ベンチャーの比率（％）

特許取得数 945 1890 50

ソフトウェア・
集積回路著作権数 378  803    47.07

国家・省部級奨励賞獲得数 460 1643 28
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成果の実用化を支援する政府の資金は少なく、金
融機構は投資額とリスクの高い科学技術プロジェ
クトへの投資には消極的であり、ベンチャー投資
はリスクを回避するために技術が成熟してから投
資に踏み切るケースが多い。また、創業板（ベン
チャーボード）市場はベンチャー企業の融資の必
要性を満たすにははるかに及ばない。こうした状
況が、大学発ベンチャーが科学技術成果の移転と
産業化を行うことを妨げている。

4．大学発ベンチャーに対する政策支援の不足
大学発ベンチャーは経済力と技術力がまだ低い

ことから、国家の科学研究プロジェクトによる支
援をなかなか獲得できない。政府は科学技術型中
小企業革新基金などの科学技術型中小企業をター
ゲットとした特別プロジェクトを設けているが、
対象となる範囲が狭く、大学発ベンチャーの資金
ニーズを満たすにはいたっていない。また大学発
ベンチャーはハイテク企業の認定条件に達してい
ないため、ハイテク企業の優遇税制も受けること
ができない。科学技術型中小企業と小企業をター
ゲットとしたその他の優遇税制も享受できていな
い状況だ。大学発ベンチャーはその他の科学技術
型中小企業と同様、融資の困難という問題に直面
している。また、中国では、大学発ベンチャーを含
む科学技術型中小企業に対する、政府調達を通じ
た支援が少ない。欧米では、中小企業を政府調達
によって支援することが一般的となっている。

大学発ベンチャーの管理の模範化と健全な発展
の促進に向け、以下の対策を提案する。

1．大学発ベンチャーの位置付けの明確化
大学発ベンチャーは、大学の発展と社会を助け

る重要な役割を発揮している。まずはこれを積極
的に発展させるとともに、大学発ベンチャーが模
範となるような健全な発展を遂げるようにする必
要がある。大学発ベンチャーは、企業である以上、
営利の追求をしなければならず、これに異論の
余地はない。だが大学発ベンチャーは、大学の科
学技術成果と人材を支えとしており、大学発ベン
チャーの発展方向は、学問の発展と人材育成とい
う大学の方向性と一致していなければならない。
大学発ベンチャーは、営利のために勝手に発展方
向を選ぶことはできないし、科学技術と関係のな
い分野、例えば不動産や株式市場などへの投資を
行うことはできない。

2．大学発ベンチャーの管理の模範化
教育部は、大学発ベンチャーに対する管理を強

化し、タイムスケジュールとロードマップを明確
にすることにより、大学発ベンチャーの模範化の
着実な進行を推進する必要がある。大学発ベン
チャーのコーポレートガバナンスを整備する。例
えば、企業理事会に大学が人員を派遣する方式で
企業管理に参加するものの、企業内部の管理事務
への直接的な干渉はしないものとする。さらに、
大学発ベンチャーは、経営者を招聘する制度を構
築し、経営管理の才能を持つ人員の経営者ポスト
への就任を進めなければならない。また近代企業
制度に応じて改革を行い、大学や関連部署、講師、
関連企業、従業員など各方面の積極性を十分に引
き出す必要がある。さらに企業内部の管理を改善
し、科学研究や財務、人事、営業、賞罰などの一連
の管理制度を制定・整備しなければならない。

3．大学発ベンチャーに対する政策支援の強化
大学発ベンチャーは現在、国家と地方の科学研

究プロジェクトの支援をほとんど受けられていな
い。特別資金を設立し、大学発ベンチャーの発展
を指導・支援する必要がある。大学発ベンチャー
についても、ハイテク企業が受けている優遇税制
を参考とし、科学技術型の中小企業と大学発ベン
チャーを支援する各種の優遇税制を実施しなけれ
ばならない。また科学技術向けの銀行支店や科学
技術型中小企業貸付担保基金を各地に設立し、創
業板と三板市場（店頭株式市場）の発展を加速し、
大学発ベンチャーが融資を受けやすくする必要が
ある。さらに大学発ベンチャーに対する政府調達
による支援を強化し、科学技術型中小企業と大学
発ベンチャーの支援に対する政府調達資金の使用
比率を明確化しなければならない。

三、大学発ベンチャーの事例分析
本報告では、華中数控と北大方正、川大智勝の

3 社の大学発ベンチャーを事例とし、大学発ベン
チャーの発展プロセス、生み出された効果と影響
等について分析する。

事例1　華中数控４

華中科学技術大学は 1994 年、武漢華中数控（デ
ジタル制御）株式有限公司（以下、「華中数控」）を
設立した。20 年近くの発展を経て、華中数控は、
無名の大学経営企業から、中国を代表するシステ
ム産業の筆頭企業へと発展し、科学技術成果産業
化の模範となった。
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

１．海外独占によって制約されていた中国デジタル
　　制御産業の発展

高性能のデジタル制御システムは、国民経済
と国防安全に対して戦略的な意義を持っている。
1980年、旧ソ連は日本の東芝から高性能のデジタ
ル制御工作機械を導入し、精度が高く騒音の少な
い潜水艦の推進装置を作り、欧米の対潜水艦シス
テムを無力化した。東芝はこのために米国などか
ら厳しい制裁を受けた。

欧米諸国は長期にわたって、高性能のデジタル
制御工作機械を戦略物資として対中禁輸リストに
入れており、中国の製造業の発展を厳しく制約す
る方針を取ってきた。2007年6月20日、米国はさ
らに、超高性能のデジタル制御工作機械など20種
類の製品を対中ハイテク輸出管制の対象とした。5
軸連動以上の高性能デジタル制御システム製品に
対しては、一部の先進国は現在に至るまで中国に
対する封鎖制限を取っており、この種の製品の輸
出にあたっては、最終ユーザーと最終用途に対す
る調査と追跡が必要となる。中国の一部の企業は、
多軸デジタル制御システムの輸入を何度申請して
も外国政府の許可が得られていない。多軸連動の
デジタル制御研削盤を輸入できた企業も、監督や
使用分野の制限のために外国企業から設備のネッ
トワーク接続を求められることがある。

1990年代以来、デジタル制御設備に対する中国
の市場ニーズは劇的に増加し、2003年までに消費
で世界1位、輸入で世界1位、生産で世界4位へと
飛躍した。だが長期にわたって、中国の中高性能
のデジタル制御システムは基本的に外資企業に
よって独占されてきた。統計資料によると、2005
年末までに、デジタル制御産業の二大企業である
日本のファナック社とドイツのシーメンス社の中
国におけるデジタル制御システムの販売量はそれ
ぞれ1万2000台と7000台に上り、中国の中高性能
デジタル制御システム市場を基本的に独占してい
た。中国が核心技術を保持していないことから、
国外企業は技術譲渡と合弁工場設立をセールスポ
イントにして、中国市場に対する優位性を保つこ
とができていた。ある日本企業は、旧式の2つのシ
ステム技術を北京工作機械研究所に譲渡したが、
核心となるハードウェアチップは保持したままで
あった。中国側が導入技術の習得を終えないうち
に、この日本企業は、性能と品質がさらに高く、集
積度がさらに高いデジタル制御システムを中国市
場へ投入し、技術導入による産業化実現という中
国側の構想は泡と消えた。

この教訓によって中国側が学んだことは、デジ
タル制御システムのような戦略ハイテク技術は、
金を払って導入しても成功しない。また国外の技
術を盲目的に真似しても、更に進んだ技術に敗北
し、受動的な局面に立たされるほかない。中国の
デジタル制御産業の唯一の道は、自主開発を行い、
中国自身の核心技術で中国のデジタル制御産業を
興すことにある。

２．デジタル制御システムの技術路線の革新
デジタル制御システムは、先端製造設備の「魂」

であり「脳」でもある。過去数十年にわたって政府
は数億元を投じてデジタル制御の課題克服を展開
しているが、全体的な考え方は依然として、国外
の技術を導入することによってデジタル制御技術
を習得するというものである。しかし、外国は中
国に対して技術封鎖を続け、「高性能の製品は制限
し、低機能の製品をダンピングする」という差別
政策を実施しており、中国のデジタル制御産業は
連戦連敗の苦境にあり、これを脱する道は見つけ
られていなかった。

華中科学技術大学（当時の華中工学院）は 1958
年からすでにデジタル制御技術の研究を開始し、
多くの価値ある研究成果を上げてきた。1980年代
中期には、当時の華中理工大学の学長であった黄
樹槐教授が、学際性という強みを利用し、全学の
力を結集し、機械や自動制御、コンピューターな
どの分野の講師を集め、華中理工大学デジタル制
御工学センターを設立し、デジタル制御システム
の大規模な研究と開発のプロセスを開始した。

1994年、政府の「八五」（第8次5カ年計画、1991-
1995 年）の難関攻略プロジェクトの支援を受け、
華中科学技術大学のデジタル制御専門家は、欧米
で広く利用されていた専用コンピューターに基づ
く研究開発の考え方を捨て、「汎用性の高い工業
マイクロコンピューターをハードウェアプラット
ホームとし、DOSやWindowsをオープンなソフト
ウェアプラットホームとする」という技術路線を
打ち出した。この革新的な技術路線は、中国のデ
ジタル制御システムの発展を制約するハードウェ
ア製造の信頼性というボトルネックを回避し、中
国のデジタル制御システム産業を海外の同業者と
同じスタートラインに立たせた。華中科学技術大
学は、ソフトウェア技術の革新を通じて、デジタ
ル制御システム技術の突破を実現し、汎用性の高
い工業コンピューターと電子部品を用いて、国外
封鎖を打破する4チャンネル、9軸連動の高性能デ
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第６章　大学発ベンチャー企業及び実例

ジタル制御システム「華中 I 型」を自主開発した。
自前の知的財産権を持つ高性能デジタル制御シス
テムを実用化するため、華中科学技術大学は1995
年、ベンチャー資金を引きつけ、武漢華中数控株
式有限公司を発起・設立し、科学技術成果実用化
の道をスタートさせた。

３．大規模経営
華中数控は1990年代中期、依然としてまだ発展

の初期段階にあり、経営は大きな困難に直面して
いた。外国企業は長年にわたって、技術の独占、
価格の独占、製品の独占、高給によるヘッドハン
ティングなどにより、中国市場への攻勢を保ち、
国産デジタル制御システム企業の発展を妨げて
きた。さらに国産デジタル制御システムの信頼性
の問題は、国内ユーザーの不信にもつながり、国
産デジタル制御システムの採用を躊躇する原因と
なった。こうした大きな圧力に対して、華中数控
は「千山万水、千家万戸、千辛万苦、千言万語」（全
国各地のクライアントを頑張って説得する）とい
う精神とサービス理念を徹底し、中古の工作機械
のデジタル制御改造とデジタル制御設備教育市場
の開拓を突破口として市場を切り開いていくとい
う「ゲリラ戦術」を打ち出した。

1996 年、四川東方電機工場は、大型工作機械数
台の改造を準備していた。だが使用環境が悪く、
利潤も高くないため、これを引き受けようとする
企業はなかった。華中数控はこれに目をつけ、社
長自らエンジニアを連れて現場に乗り込み、数カ
月をかけて大型設備の改造をやりとげた。この後、
東方電機はさらに10数台の大型工作機械の改造契
約を華中数控と結んだ。華中数控は 1998 年には、
江蘇常柴の委託を受け、輸入物のデジタル制御の
倣い設備を改造した。

2000 年、華中数控は株式制への移行を完了し、
有限責任公司から株式有限公司となり、企業の登
録資本は 1000 万元から 6506 万元に拡大した。華
中科学技術大学の一群の高学歴の若者がこれに参
入した。華中数控株式有限公司は設立後、製品生
産の大規模化のプロセスを開始した。

2001年、「高性能デジタル制御システム産業化」
プロジェクトの支援を受け、華中数控は、敷地面
積 4 万平方メートル、建築面積 1 万 1600 平方メー
トル、総投資 1 億元余りの新たな近代的産業基地
を大学サイエンスパークに設立し、高性能デジタ
ル制御システムを年産5000台生産する能力を構築

した。華中数控は、国家発展改革委員会が認定す
る「国家ハイテク産業化モデルプロジェクト」の
最初の 100 社の一つに選ばれ、国家科学技術部が
認定する「国家863計画成果産業化基地」の最初の
16基地の一つに選ばれた。国家の支援を受けた華
中数控はキャンパスを出て、作業場式の小企業か
ら近代的な大メーカーへの変身を遂げ、製品化か
ら産業化への進化を実現した。

華中数控は2002年から市場戦略を変更し、デジ
タル制御システムの主戦場へ駒を進め、デジタル
制御システムを用いた工作機械を大規模に一体化
生産し始めた。数年の取り組みを経て、大連工作
機械集団や済南第一工作機械工場などの数十社の
国内一流のメジャー工場と共同し、中高性能のデ
ジタル制御工作機械の大規模生産をすでに実現し
ている。華中数控は桂林工作機械株式有限公司と
協力し、華中数控のシステムを積んだ 5 座標連動
のプラノミラーを開発した。このプラノミラーは
ある航空機メーカーに設置され、中国の軍事工業
企業が初めて購入・使用した完全国産5座標連動
デジタル制御設備となった。華中数控はさらに、
武漢重型工作機械工場と斉重数控装備株式有限公
司と「7軸5連動重型Mill/Turn複合加工センター」
を開発し、中国にとって核心的な意義を持つ一連
の設備の製造を進めている。

図CKX5680 7軸5連動重型Mill/Turn複合加工センターの
　　　　　　　使用現場

	 

	 
「十五」（第 10 次 5 カ年計画、2001-2005 年）は、

華中数控が飛躍的な進展を実現した時期となっ
た。華中数控は、年産5000台の高性能デジタル制
御システムの生産設備を完成し、自前の知的財産
権を持つコストパフォーマンスの高いハイ・ミド
ル・ローエンドのデジタル制御システムシリー
ズ「世紀星」の製品化と商品化を実現し、1万台近
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くを売り上げた。自前の知的財産権を持つシリー
ズ商品となるデジタルACサーボ駆動ユニットと
主軸サーボ駆動ユニットの製品化と商品化を完了
し、2万台余りを売り上げた。華中数控は現在、核
心技術の自前の知的財産権と統合運用能力を持つ
同分野で中国唯一の企業となっている。華中数控
のシステムは、国内数十社の一流工作機械工場の
製品との大規模な一体化生産を開始しており、販
売額は年々倍増している。同社はすでに、中国の
デジタル制御システム産業におけるトップブラン
ドに成長している。

2005 年 9 月、華中数控と大連工作機械集団は資
産と利益を紐帯として、産学研連携により、大連
高金数控技術有限公司を共同設立し、高性能のデ
ジタル制御工作機械に用いる各種の中高性能のデ
ジタル制御システムシリーズ製品の共同開発の取
り組みを始めた。協力にあたっては、華中数控が
研究開発者と技術、一部の流動資金による株式参
加を行い、30％の株式を獲得した。大連工作機械
集団は、70％の株式を保有し、持株会社としての
地位を得た。産学研連携により市場展開するこう
したモデルは、国産デジタル制御システムの生産
プロセスの統合化を大きく促進した。2006 年、大
連高金は、9 つのデジタル制御の新製品を打ち出
し、国産デジタル制御システム1000台余りを売り
上げた。2007 年、華中数控と東方蒸気タービン工
場が共同開発した 9 軸制御 6 軸連動のデジタル制
御ベルト研磨機が、大型タービンブレードの精密
加工に応用され、世界初の試みを成功させた。

華中数控の設備は近年、国境を越え、米国やド
イツ、アルゼンチンのユーザーへのデジタル制御
製品の提供を行っている。中国の国産中高性能デ
ジタル制御システムは、その高い国際競争力で、
欧米の大企業にも注目され始めている。

４．国外技術による独占の無力化
華中数控は、自主革新を通じて高性能のデジタ

ル制御システム技術の保有に成功し、欧米国家の
中国に対する技術封鎖を無力化した。欧米のある
有名企業は、デジタル制御技術を代表する 5 軸連
動システムの中国による輸入に対する制限を緩和
するよう政府に求めることとなった。

華中数控は国内企業と技術度の高い新製品の共
同開発を進め、自前の知的財産権を持つデジタル
制御ガラス彫刻機の開発に成功し、国内メーカー
の同分野での空白を埋めた。さらに華中数控が長

江工作機械工場や武漢工作機械工場、浙江精工な
どと共同開発したデジタル制御非円形セクターギ
アシェーパー、デジタル制御ブローチ研削盤、デ
ジタル制御自動ボール盤なども国内メーカーの空
白を埋め、従来の機械製品産業の構造調整と技術
のグレードアップに貢献した。

華中数控はすでに、中国デジタル制御システム
産業の筆頭企業となっている。その開発生産した
中高性能のデジタル制御システムは、大連工作機
械、瀋陽工作機械、北京機電院、武漢重型工作機械
集団、チチハル第二工作機械工場など40社以上の
企業と大規模共同生産に入っており、高性能デジ
タル制御システム市場において独自の位置を占め
ている。2007 年、華中数控は、中国工作機械工業
の自主革新優秀企業、優秀ブランド創造トップ10
企業、総合経済効果トップ 10 企業に選出された。
2008 年には、「革新型企業」の称号も与えられた。
2011 年には、国家「十一五」（第 11 次 5 カ年計画、
2011-2015年）の重大科学技術成果展の対象に入選
した。華中数控と東方蒸気タービン工場が共同開
発したTX-6・9軸制御6軸連動デジタル制御ベル
ト研磨機は、大型タービンブレードの精密加工に
使われる高性能のデジタル制御工作機械であり、
世界でも最初の試みとなり、中国工作機械工業協
会の授与する「春燕賞」に輝いた。華中数控が開発
した特殊サーボ駆動システムは、国内メーカーの
空白を埋め、すでに国外製品を代替し、中国の特
殊設備に応用され始めている。

同社はこれまでの技術の蓄積を土台として、国
家重大特定プロジェクトの3件の課題の研究開発
任務を統合し、国外の高性能デジタル制御システ
ムの最高水準に匹敵する、高性能デジタル制御シ
ステムの新製品「華中8型シリーズ」を開発し、す
でに数十台が国家重大特定プロジェクトの高性能
デジタル制御工作機械に応用されている。自前の
知的財産権を持つサーボ駆動装置と主軸駆動装置
の性能指標は世界の先端水準に達した。同社が開
発した60種以上の専用デジタル制御システムは、
紡織機械や木工機械、ガラス機械、射出成形機械、
レーダー・大砲などの武器設備などに用いられて
いる。さらに同社の赤外線サーモグラフィはすで
に、鉄鋼やエネルギー、化工、医療などの産業に幅
広く応用されている。2011年1月13日、華中数控
は良好な業績と成長とで政府主管部門の評価を受
け、深セン証券取引所の創業板への上場を成功さ
せ、7.02 億元の資金を集め、デジタル制御システ
ム業界で最初の上場企業となり、企業の歴史的な
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飛躍を実現した。

５．分析と教訓
　（一）技術路線の革新が技術突破実現の重要な手段

中国は過去数十年にわたって数億元を投入して
デジタル制御の課題攻略を展開してきたが、海外
の技術封鎖と独占の下、これを打開する道を見つ
けることができなかった。華中科学技術大学は、
先進国の企業が幅広く採用していた「専用のコン
ピューターを土台とする」という研究開発の考え
方を捨て、ソフトウェア革新によって発展のボト
ルネックを回避し、国外技術による独占を無力化
した。その斬新な方策は重要な参考となる。

　（二）市場ニーズへの対応が科学技術成果産業化
　　　 のカギ

華中数控は設立後、先進国のデジタル制御シス
テムメーカーとの実力の隔たりを冷静に受け止
め、まずは傍系の二分野をターゲットとする市場
戦略を選択し、成功を収めた。中古の工作機械の
デジタル制御改造とデジタル制御設備教育市場の
開拓を突破口とし、まずは市場での足場を固めて、
市場開発を絶えず続けることによって、先進国の
技術封鎖を無力化し、ユーザーの製品に対する信
認を得るという戦略である。華中数控の事例は、
科学技術成果の市場展開においては、綿密な市場
調査と市場における自社の位置付けの正確な認識
に基づくターゲットを絞った市場戦略が不可欠で
あることを示している。

　（三）産学研連携が科学技術成果の産業化実現の
　　　 重要な手段

華中数控の発展そのものが、産学研連携の結果
である。華中科学技術大学と華中数控との産学研
連携を確保するため、華中科学技術大学は、「思
想統一、計画統一、管理統一、待遇統一」という 4
レベルの統一管理モデルを堅持し、企業と学校と
の間で産学研の一体化を実現し、最初は工場規模
だった科学研究ユニットを共同で作戦を展開する
科学研究チームへと発展させた。さらに産業と研
究、教学との間の相互サポートを実現し、研究成
果が絶えず産業へと移転し、産業実績がプロジェ
クト申請に方向性と支援を与え、研究と産業とが
ハイレベル人材の育成のプラットホームを提供す
る相互活動のモデルを形成した。

事例二　北大方正５

北大方正集団は、北京大学が1986年に投資設立
した企業で、北京大学が70％の株式を所有し、企

業管理層が30％の株式を所有している。方正集団
の技術政策の決定者であり創始者でもあるのが中
国科学院の王選・院士であり、王院士の発明した
漢字レーザー写真植字技術は、方正集団の創業の
基礎となった。国家の「748プロジェクト」の推進
を受け、王選氏をトップとする北京大学プロジェ
クトチームは、苦難と努力を経て、華光レーザー
写真植字システムを開発し、不断の改良を経て、
製品の国際競争力を大幅に高め、産業化の実現に
成功し、中国印刷技術設備の飛躍的発展を推進し
た。

１．高水準からのスタート
電子コンピューターが最初に世に現れた頃は、

その用途は主に数値計算であり、文字情報の処理
ではなかった。1960 年代、集積回路技術により、
コンピューターの応用はデータ処理から文字処理
へと拡大された。1969年、米ゼロックス社が、ディ
スプレイの付いた最初のワードプロセッサーを発
表し、オフィス自動化の熱が高まった。だが当時
のコンピューターは、英文の入力とディスプレイ、
出力しかできなかった。漢字は字数が多いため、
当時のハードウェアの条件下では、膨大な漢字の
字型情報の保存問題を解決することができなかっ
た。漢字の入力やディスプレイ、編集、出力などの
技術的難題を克服することは当時の急務となって
いた。

1974年8月、周恩来総理の認可を受け、当時の国
家計画委員会は、漢字情報処理システムプロジェ
クトを国家科学技術発展計画に認定することに同
意し、「748 プロジェクト」と呼ばれるプロジェク
トが正式にスタートした。さらに当時の第四機械
工業部が「748プロジェクト」指導チームと事務所
を設立することも認可された。漢字情報処理シス
テムプロジェクトの下には、3 つのサブ研究プロ
ジェクト、「精密漢字写真植字システム」「漢字情
報検索システム」「漢字ニュース通信システム」が
確立された。

北京大学無線電波学部の講師だった王選氏は
1975 年、「748 プロジェクト」の存在を知った。精
密漢字写真植字システムに興味を持った王氏は、
資料の収集作業を開始し、各種の写真植字機の構
造の特徴を把握した。王氏は、漢字写真植字シス
テムの開発には、字型の保存という難題を免れら
れないことに着目した。そのため、当時一般的だっ
た光学式第2世代機とCRT式第3世代機を飛び越
えなければならないと考え、コンピューターデジ

大
学
に
お
け
る
産
学
研
連
携

促
進
関
連
政
策

第 2章

中
国
の
大
学
産
学
研
連
携
の

方
式
と
体
制

第 3章

技
術
移
転
と
技
術
価
値
の

評
価

第 4章

大
学
知
的
財
産
管
理

第 5章

大
学
サ
イ
エ
ン
ス
パ
ー
ク

第 7章

中
国
の
大
学
産
学
研
連
携
の

背
景
、
経
緯
と
現
状

第 1章

大
学
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

及
び
実
例

第 6章



74 独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

中国の大学における産学研連携の現状と動向

タル保存とレーザー写植出力を採用した、先進国
で当時開発中だった第4世代機を入手した。

漢字字型情報の保存の難題を解決するため、王
選氏は、漢字字型の特徴と法則に詳細な研究を加
え、漢字の基本の画が「横」「竪」「折れ」などの規
則的な画と「左払い」「右払い」「点」などの不規則
な画の 2 つに大別されることを発見した。漢字の
こうした特徴に目をつけ、王選氏は、「輪郭に変数
を足して漢字の字形を表現する情報圧縮技術」を
発明した。この方法は、情報量を大きく削減して
500倍から1000倍余りの情報の保存を可能とした
だけではなく、文字を大きくしたり小さくしたり
した後の質の保証も可能とし、その水準は国外の
同種の方法を約8年リードするものとなった。

1975年5月、王選氏は、「全電子写真植字システ
ム」を提案し、北京大学上層部の注目を受けた。
1975 年 9 月から 10 月にかけて、王選氏はさらに、
圧縮情報を高速で字へと復元する計算法の設計に
成功し、ソフトウェアを用いてコンピューター内
で「左払い」「右払い」「点」を含んだ「义（義）」の
文字を再現した。

北京大学の王選氏のデジタル漢字字型情報の圧
縮・復元プランは徐々に、「748 プロジェクト」事
務所の認めるところとなり、北京大学は 1976 年 9
月、システムの全体設計と開発の機構として正式
に選出された。

２．モデル機の製作
漢字写真植字システムプロジェクトはスター

ト時から、国産の部品と設備を採用せざるをえな
かった。しかし当時、国内で自主開発生産されて
いたDJS130コンピューターは、メモリーが64KB
しかなく、外部メモリーのスペックも低かった。
このような貧弱な条件の下、王選氏は漢字字型情
報の圧縮プランの設計に成功した後、1976 年下
半期には復元プログラムを設計し、マイクロプ
ロセッサーを用いて字型情報の復元を実現した。
ランプをレーザーに替え、解析度を高め、4チャン
ネルのレーザースキャナーによる出力法を利用
し、出力用のレーザー写真植字機を開発し、出力
速度を毎秒 60 文字に高めた。当時のコンピュー
ターのメモリーの小ささという問題に関して、王
選氏は1976年7月にそれぞれの字を段階的に生成
させるというアイデアを着想し、これにいくつか
の方法を組み合わせ、この問題を克服した。こう
した問題の解決後、整った漢字レーザー写真植字

システムのプランが形成された。

「748 プロジェクト」事務所の支援を受け、プロ
ジェクトチームは、山東濰坊コンピューター工場
をシステムの生産部門、無錫コンピューター工場
を漢字端末の研究開発協力部門、杭州通信設備工
場と長春工学精密機械研究所、四平電子技術研究
所をレーザー写真植字機の開発生産部門、新華通
信社印刷工場を最初のユーザーとして選定した。
各協力組織の共同の努力の下、原理モデル機の研
究開発は急速に進展した。

1979 年初め、原理モデル機の組み立てが完了
し、調整試験の段階に入った。3カ月近くの努力を
経て、ハードウェア部分の調整試験が成功した。
1979 年 7 月 27 日、北京大学の「漢字情報処理技術
研究室」のコンピュータールームで、レーザー写
真植字システムを使用して出力された中国で最初
の八つ折り判サンプル『漢字情報処理』がついに
誕生した。

原理モデル機の開発が成功したとしても、これ
はあくまで実験用のモデル機であり、ハードウェ
アが不安定であるために、通常利用はすぐには
できない。一方で、中国語レーザー写真植字シス
テムを同様に研究開発していた英モノタイプ社
は 1979 年 10 月、国内で行われたデモンストレー
ションで大きな成功を収めた。この後、英国のモ
ノタイプシステムを導入するか、漢字レーザー写
真植字システムの研究開発を継続するかで、印刷
出版界と科学技術界の間で意見の相違が生まれ
た。

1980 年 2 月、国家輸出入管理委員会が報告を提
出し、北京大学などによる「中文レーザー写真植
字設備」の研究開発を積極的に支援すべきだとし、
国家指導者の賛同を得た。プロジェクトチームは
この後、原理モデル機の様々な欠陥の改良を行っ
た。ソフトウェアシステムの設計は、重病を患っ
ていた陳堃銶氏の指導の下、アセンブリ言語を用
いて14万行に及ぶプログラムが組まれ、性能検査
を通過した。9 月 15 日午前、北京大学プロジェク
トチームが植字印刷した最初のレーザー写真植字
書籍『伍豪之剣』が誕生した。これは、中国人が自
主開発したレーザー写真植字システムで印刷され
た最初の試験サンプル書籍となった。この後、プ
ロジェクトチームは、漢字レーザー写真植字Ⅱ型
システムの研究開発を加速し、システムの実用化
研究を開始した。
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改革開放初期、国家は、外貨準備に限りがある
状況下で、漢字レーザー写真植字プロジェクトに
20万ドルの外貨利用枠を配分し、一部のカギとな
る設備や部品の輸入を可能とした。プロジェクト
チームは、それまでの国産ホストコンピュターを
大規模集積回路技術に基づく日本産のNOVAコン
ピューターに替え、ソフトウェア開発の環境を改
善し、システムの安定性を高めた。同時に、松下電
器の端末技術を土台として、協力機構である無錫
コンピューター工場とマイクロプロセッサーに基
づく漢字端末を共同開発することを決定した。

1979 年 10 月，王選氏は、出版されたばかりの
Am2900 のデータブックを手に入れた後、マイク
ロプロセッサーを用いて構成したⅡ型システムの
写真植字制御装置の設計に着手し、これを TC83
と名づけた。Ⅱ型システムはその後、華光Ⅱ型と
命名された。1984 年初めから、華光Ⅱ型漢字レー
ザー写真植字システムの新華社によるテスト運用
が始まった。

新華社でのテスト期間、華光Ⅱ型システムの
ハードウェアとソフトウェア、レーザー写真植字
機、字型は、繰り返し調整され、絶えず改良され
た。1985 年の春節（旧正月）前後に、華光Ⅱ型漢
字レーザー写真植字システムはついに通常運用が
可能な状態に到達した。同年5月、同システムは、
当時の国家経済委員会による検査を順調に通過し
た。漢字レーザー写真植字システムはこうして、
原理モデル機から実用モデル機への飛躍を実現し
た。

３．製品モデルの定着
改革開放後、米国や英国、日本などが開発した

写真植字システムは、以前よりも進んだ設備で中
国市場に参入し、中国の新聞社や出版社、印刷工
場への売り込みを強めた。中国の十数社にのぼる
出版社や新聞社、印刷工場は、様々なメーカーの
海外の写真植字システムを発注した。当時の華光
Ⅱ型システムはまだ未成熟で、海外の写真植字シ
ステムの攻勢をかわすことはできなかった。

北京大学のプロジェクトチームは、華光Ⅱ型シ
ステムに対する改良を加速した。新たに設計され
た華光Ⅲ型システムは、米 DG 社が発表した最新
の Desktop を採用したほか、TC83 写真植字制御
装置の機能を拡充し、写真植字と仮刷り出力の両
方に使える写真植字制御装置を世界で初めて実現
し、システムの実用性を高めた。先進国の印刷技

術は発達していたため、レーザー精密写真植字に
注力しており、また一文字ごとにスキャンする第3
世代写真植字機を採用していたために、線ごとに
スキャンするレーザープリンターとの間で互換性
に問題があった。一方、中国の印刷工業は遅れて
いたため、レーザープリンターの出力とオフセッ
ト印刷の組み合わせで得られた印刷物の質は活字
印刷にそれほど劣ることはなく、効率は活字印刷
より大きく高まることとなった。このため、一部
の中小企業は、まずは軽印刷システムを実現し、
それから精密写真植字にグレードアップするとい
う戦略を取った。北京大学のプロジェクトチーム
は、国内市場のこうした特殊な需要に目をつけ、
華光Ⅲ型システムの開発時にこの問題の解決に力
を入れ始めた。また、華光Ⅲ型システムに、普通紙
に出力する中国語校正出力機能を加えたことで、
市場競争力を大きく高めた。このほか、華光Ⅲ型
システムは、長春工学精密機械研究所などの開発
した平面回転鏡式写真植字機と組み合わせること
もできた。平面回転鏡式写真植字システムは頻繁
にレンズを替える必要がないので、書籍の植字に
非常に適していた。

当時の国家経済委員会印刷技術設備協調チーム
の積極的な推進を受け、華光Ⅲ型システムは、経
済日報社において実用化試験を実現し、様々な試
行錯誤を経たものの、最終的に開発を成功させ、
1987年12月に国家級の検収を通過した。華光Ⅲ型
システムは発表後、高い評判を得た。1988 年初め
には、20社余りの新聞社の発注を受けた。

	 

図 レーザー写真植字システムの技術問題を話し合う王選教授
　　と同僚たち

４．筆頭的地位の確立
1987年、世界銀行は、中国の大学20校余りに数

百万ドルの貸付を行い、これらの大学の印刷工場
による写真植字システムの設置を支援することを
決定した。もっとも世界銀行は、国際入札の方式
でシステムを選ぶことを求めた。
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入札に参加するため、王選氏はチームを率いて
華光Ⅲ型システムに対する全面的な改造を行っ
た。新たに開発された華光 IV 型システムは、小
型 Desktop に替えて PC をホストコンピュターと
し、普及の簡便化をはかった。また大型ディスプ
レイ交互式新聞レイアウトソフト NPM では、白
黒の縦式大型ディスプレイに新聞のレイアウトを
本物そっくりに映し出すことができるようになっ
た。新たに設計された TC86 写真植字制御装置で
は、多くのアートフォントや文字の回転の機能も
あり、さらに背景模様や飾り、図形、白黒写真の処
理も可能となった。出力設備には、日本のキヤノン
のレーザープリンターと米国の ECRM レーザー
写真植字機が加わった。1988年、華光システムは、
一連の改良を完了し、国外の同類製品を大きく上
回る競争力を持つようになり、世界銀行の国際入
札において大きな存在感を示すようになった。こ
の後、華光Ⅳ型システムは市場で急速に普及して
いった。

王選氏が指導していた北京大学計算機科学技術
研究所とレーザー写真植字システムの濰坊コン
ピューター工場との間では長期にわたって、技術
譲渡の形で協力が行われていた。しかし1988年春、
北京大学計算機科学技術研究所は、これとは別に、
北大新技術公司（方正集団の前身）との協力を開
始し、華光Ⅳ型システムの生産を始めた。1990年、
濰坊は北京大学との協力の終結を宣言した。この
後、王選氏は北大方正との協力で「方正93」「方正
PSP」などのバージョンアップシステムを次々に
発表し、技術の不断の向上と改善を実現し、中国
で写真植字システムの開発と販売を行っていた英
国のモノタイプ社と米国の王安社、日本のモリサ
ワ社を中国市場からすべて撤退させた。

1990年代半ば以降、王選氏が若い科学者を指導
して開発した日本語出版システムが日本市場への
展開を始めた。その後まもなく写真植字制御装置
も欧米市場へと展開していった。

５．印刷業の「光と電気」の時代が到来
1985 年頃まで、中国のすべての新聞と 99.9％

の書籍・雑誌は活字印刷を採用していた。コン
ピューターレーザー編集植字システムの採用後、
文字の入力だけでもその効率は4倍以上に高まっ
た。それまで、20 万字から 30 万字の原稿を印刷
工場に送った場合、一年もしくは一年半をかけて
やっと出版をすることができた。新たな技術に
よって、この期間は 3 カ月前後に短縮された。経

済日報印刷工場が1988年に「鉛と火」の印刷方法
に別れを告げてから、中国出版印刷企業は次々と
レーザー写真植字印刷を採用し、印刷業には「光
と電気」の時代が訪れた。1993 年までに、国内の
99％の新聞社と 90％以上のモノクロ書籍の出版
社と印刷工場は国産レーザー写真植字システムを
採用するようになり、100年にのぼる中国の従来型
出版印刷産業は完全に改造され、活字植字・活字
印刷から写真植字オフセット印刷への大きな転換
を実現した。

「748プロジェクト」のスタートから1994年まで
の20年で、中国政府は、プロジェクトに向けて研
究開発費6000万元、技術改造費3億元を投入した。
北京大学レーザー写真植字プロジェクトが獲得し
た財政支出額は累計1000万元に上った。政府は、1
億元に満たない研究開発投資と3億元の技術改造
投資によって漢字レーザー写真植字システムの国
産化を実現し、国家にとっては少なくとも数十億
元の設備投資の節約となった。

「748 プロジェクト」はさらに、一群の電子出版
科学技術人材を育成した。このうち最も際立つの
は、この開発を通じて頭角を現した王選氏であり、
王氏は多くの人に知られる科学者となった。さら
に一連の大学やメーカー、出版社の研究員も、漢
字レーザー写真植字システムの研究開発過程で鍛
えられ、中国の電子出版分野における中堅技術者
に急速に成長した。

1990年代、王選氏は研究チームを率いて次々と
革新を実現し、従来型の技術と「4 回の別れ」を
告げた。遠距離原稿伝送の新技術を発明し、新聞
用ファックスに別れを告げた。カラー出版システ
ムを開発し、電子カラースキャナーと別れを告げ
た。ニュースの取材編集作業のコンピューター管
理システムを開発し、紙とペンに別れを告げた。
直接製版システムを開発し、写真植字ソフトウェ
アと別れを告げた。上述の電子出版技術により、
中国の書籍の平均出版周期を 300 日から 100 日前
後に短縮し、出版物の種類は大きく増えた。新聞
の情報量が拡大し、ニュースのタイムリー度が増
し、コンテンツが豊かとなり、見た目もよくなり、
ニュース出版業界全体が盛り上がりを見せた。

1990年代末、若い世代が中心となって研究開発
した第 7 世代と第 8 世代の出版システムが国内を
リードする位置に立ち、世界の欧文市場への展開
を始め、米国や英国、フランス、ドイツ、カナダな
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ど数十カ国・地域に製品が輸出された。同時に、
自前の知的財産権を有する核心技術を国際的に有
名なメーカーに販売し、その製品を通じて世界各
地に展開していった。王選氏の「世界に向かう」と
いう夢はこうして現実となった。

2001 年、王選教授のサポートを受け、方正集団
は、「専門的な土台の上で限りある多元化を進め
る」という発展戦略の実施を開始し、単一的なハ
イテク企業から多元的な企業への発展を遂げた。
2003年、方正集団は制度改革を行い、集団（グルー
プ）の管理制度とモデルを整備し、グループのさ
らなる発展に活力を注入した。

王選教授は2006年2月13日、病気で亡くなった。
方正集団の従業員らは悲しみを力に変え、王選氏
の精神を引き継ぎ、革新を続けていった。方正集
団は2009年初め、新たな3年発展戦略を制定し、「多
元投資持株集団」に転換するという発展目標を正
式に打ち出した。2011年に創設25周年を迎えた方
正集団は、革新というビジネスモデルによって急
速に発展し、ITと医療医薬、不動産、金融、基礎商
品取引の五大産業を手がける投資持株集団への転
換を実現している。

６．分析と教訓
　（一）政府の推進が自主革新成功の土台に
「748 プロジェクト」は、国家の発展戦略の必要

性と市場のニーズに基づいて政府が下した科学研
究任務であり、シーズに基づく推進の結果ではな
く、ニーズによって推進された結果と言える。技
術プランの作成プロセスでは、政府の関連部門が
積極的に参加し、大量の事前調査活動を行い、公
平な競争と優者の選択支援という原則に基づき、
漢字写真植字システムの全体設計と開発の機構を
最終的に決定した。協力機構の選出プロセスにお
いても、政府が重要な役割を果たした。もしも政
府の関連部門が出てきて実施と協調をしなけれ
ば、プロジェクトの主担当機関は、地域や産業を
またぐ協力研究開発チームを開発のニーズに基づ
いてすばやく組織することは難しかっただろう。
さらに重要なのは、異なる利益グループの中で意
見の相違が起こった時、政府の関連部門は、国家
全体の利益の観点から、漢字レーザー写真植字シ
ステムの自主開発を継続的に支援することができ
るということである。つまり、開発時間が長く、投
資が大きく、リスクが高い革新プロジェクトにお
いては、研究所や企業だけの努力に頼っていたの
では、所期目標の実現は難しく、政府の支援が必

須と言える。

　（二）産学研協力が市場の主導権把握を促進
「748プロジェクト」事務所のコーディネートの

下、漢字レーザー写真植字システムの全体設計と
研究開発を担当した北京大学は、DJS130 ホスト
コンピュターの開発経験を持つ濰坊コンピュー
ター工場をシステムの総請負者として選出し、写
真植字制御装置などを共同開発した。またU型磁
気コアメモリの開発経験を持つ無錫コンピュー
ター工場を漢字端末の開発協力機構として選定し
た。レーザー写真植字機の開発協力機構としては、
最初は全面新聞ファックスの開発経験を持つ杭
州通訊設備工場を選定した後、中国科学院長春工
学精密機械研究所と四平電子研究所と協力し、平
面回転鏡式写真植字機の研究を展開した。各協力
機構が各自の分野で豊かな研究の蓄積を持ってお
り、協力参加にも高い情熱を示したことから、漢
字レーザー写真植字システム原理モデル機は、モ
ノタイプ社が中国での製品展示会を行う前に、最
初の新聞サンプルの出力を行うことに成功した。
実用モデル機の華光Ⅱ型システムは、1984年に新
華社に引き渡され、試験運用に入った。重大プロ
ジェクトの推進の際には、比較優位を持った研究
開発機関とメーカーを効果的に組織することによ
り、共同で課題を克服させるとともに、市場にお
いて主導権を把握させることが重要である。

　（三）革新型科学者の指導が産業化実現のカギ
1980年代初め、王選チームの研究開発は大きな

困難に直面していた。ユーザーと業界関係者は国
産システムに期待しておらず、海外の製品の購入
を続けていた。大学内部では論文の執筆、職階の
向上、海外研修が重要とされていた。しかしレー
ザー写真植字プロジェクトに従事している人員に
はソフトウェアとハードウェアの複雑な研究任務
が課せられ、開発環境も劣っていたため、研究者
が離れ、協力機構も消極的となるなど、内外の障
害にぶつかっていた。王選氏は、応用向けの科学
技術成果は社会貢献のためには市場での活用を実
現しなければならないという信念を持っていた。
漢字レーザー写真植字技術の応用を普及させ、中
国の出版印刷業の後進性を打開したいという野心
と信念とを持って、王氏と同僚らはプレッシャー
に耐え、輸入した部品と設備とを利用し、漢字レー
ザー写真植字システムに一連の改良設計を施し
た。漢字レーザー写真植字システムの市場シェア
を拡大するため、王選氏はさらに、北京大学の新
技術を基礎とした企業（後の方正集団）の設立推
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進に積極的に参加し、「頂天立地」という発展モデ
ルを打ち出した。「頂天」とは、世界の科学技術発
展の潮に立脚し、市場の最前線におけるニーズの
刺激を受け、技術面でのブレークスルーを絶えず
追求することを指す。「立地」とは、商品化と普及、
サービスを進め、最終的に産業を形成し、科学研
究成果の市場化と産業化の道を進むことを指す。
こうした措置は、漢字レーザー写真植字システム
の最終的な産業化実現に対して重要な意義を持っ
た。技術総責任者であった王選氏の貢献は際立っ
ており、まさに市場的発想と展望とを備えた革新
型科学者と言える。

事例3　川大智勝６

四川川大智勝ソフトウェア株式有限公司（以下、
川大智勝）は、中国の空中交通と地上のスマート
交通の分野の主要な技術、システム、サービスの
供給者である。同社は設立から20年余り、研究所
と大学、産業の融合発展の道を堅持し、自主革新
と科学技術成果の移転のプロセスで、ベンチャー
企業としての立場と革新プラットホームとしての
立場を同時に協調的に発展させた。

１．発展の歩み
四川大学コンピューター学部は 1985 年、パ

ターン認識研究室を設立し、課題チームを組織し、
空中交通管制ソフトウェアと設備の研究開発を開
始した。1989 年には、図像図形研究所を設立し、
民用航空総局の重大科学技術プロジェクトの支
援を獲得した。1992 年には、管制官の訓練用の重
要設備「航空管制レーダーシミュレーター」の開
発を成功させ、国内の同分野での空白を埋め、民
用航空科学技術進歩一等賞を獲得した。中国の航
空管制は当時、「プロシージャー管制」から「レー
ダー管制」への移行を進めており、航空管制レー
ダーシミュレーターへの必要性は逼迫していた。
この成果をすばやく広め、大規模生産を実現する
ため、登録資金 60 万元の大学経営企業が設立さ
れ、課題チームの管理によって、「課題チーム＋大
学経営企業」の技術革新と成果移転の組織が形成
された。航空管制レーダーシミュレーターは、全
国各地の航空管制部門と民用航空大学にすばやく
広まり、1996年度の国家科学技術進歩二等賞を獲
得した。課題チームは、2千万元の横断科学研究経
費の繰越金を得て、その大部分の経費を航空管制
の核心設備「航空管制自動化システム」の研究開
発に投じ、1999年には民用航空総局の評定を通過
させた。同時に、「マルチチャンネルデジタル同期
ログ装置」「プロシージャー管制シミュレーター」

などのそのほかの航空管制用装置の開発も成功さ
せた。「課題チーム＋大学経営企業」モデルはこの
頃には発展に合致しなくなっており、四川大学は
2000年、課題チームと大学経営企業の全体の編制
改革を行い、四川川大智勝ソフトウェア株式有限
公司を設立した。登録資金2200万元のほとんどは、
課題チームの横断的科学研究の繰越額から拠出さ
れた。この年、課題チームは、「教育部近代交通管
理工学研究センター」の認可を受けてこれを建設
し、同一のチームが大学の革新プラットホームと
株式制ベンチャー企業を同時管理する産学研連携
を実現した。

株式制企業の設立は、研究員の利益と企業・学
校の利益を同一化するものとなり、研究員の積極
性を引き出し、産学研の緊密な融合は技術革新
と成果の実用化を大きく推進した。川大智勝は、
軍用航空管制システム設備の国産化推進という
チャンスをつかみ、軍用航空管制サービスの担い
手として国が定めていた機構に技術競争で勝利
し、5 億元余りの軍用航空管制重大設備の契約を
連続して獲得し、急速な発展を実現した。2008年6
月には深セン中小企業ボードでの上場を成功させ
た。同社は上場後も絶えず技術革新を強化し、企
業の業績を持続的かつ安定的に成長させ、CCTV
の財経 50 指数によって 2011 年と 2012 年の 2 年連
続で上場企業のうちの全国革新企業トップ10に選
出された。

企業の急速な発展と同時に、四川大学の学科と
科学技術革新プラットホームも急速に発展した。
成果実用化での優れた実績によって技術革新の先
進性を証明したことにより、四川大学と川大智勝
の共同研究成果「CDZS 空中交通管制センターシ
ステム」は2005年の国家科学技術進歩一等賞を獲
得し、「MDSLマルチチャンネルデジタル同期ログ
装置」は2003年の国家科学技術進歩二等賞を獲得
し、さらに 4 項目の成果が軍隊と省部の科学技術
進歩一等賞を獲得した。高水準のシンボリックな
成果、一連の国家と軍隊の重大プロジェクトの獲
得、充実した研究経費と先進設備は、国家級科学
技術革新プラットホームの獲得競争において研究
チームに次々と勝利をもたらした。2007年には国
防科学技術工業委員会から「視覚合成図形図像技
術国防重点学科実験室」の創立を許可され、2012
年には国家空中交通管制委員会から「国家航空管
制自動化システム技術重点実験室」の建設を認可
された。四川大学で80年代に成長を始めたばかり
のコンピューター学科は、国内でのランキングを
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第６章　大学発ベンチャー企業及び実例

急速に高め、西部の重点大学における最下位から
トップ3への飛躍を実現した。

２．体制の革新
川大智勝が実現した緊密な産学研融合モデルの

最大の特徴は、科学技術型の上場企業と研究型大
学の国家級革新プラットホームを同一の科学技術
チームが管理し、「技術革新と成果実用化」という
共通の目標に向かって協力し、ウィンウィンの関
係を築いたところにある。この体制革新の成功に
は、関連部門のサポートが不可欠だった。

規定によると、上場企業は、人員と財産、物資
の独立を実現しなければならない。川大智勝のよ
うな管理チームと技術チームがいずれも四川大学

（株主の一つ）の科学技術者によって兼任されてい
る企業は、上場の条件には合致していない。だが
主要3製品のうち1件が国家科学技術進歩一等賞、
2 件が国家二等賞を獲得するなど川大智勝が典型
的な自主革新型企業であることを考慮した関係者
は、自主革新の支援という方針を背景として、川
大智勝の上場に青信号を出した。教育部は、川大
智勝の株式改革と科学技術者の株式所有のプラン
を認可した。また四川大学は、科学技術者を各方
面から支えて成果の実用化を実現しただけでな
く、産学研の緊密な融合における二つの実質的な
問題を管理体制の面から解決した。

第一の問題は、ベンチャー企業における兼任者
の評価の問題である。

四川大学は、多くの大学と同様に、科学技術者に
対してポストに応じた評価を行っている。評価指
標としては、それぞれのポストで担わなければな
らない教学量、担当したプロジェクトの経費と大
学到達経費、発表した論文や賞を獲得した成果な
どが挙げられる。川大智勝での職を兼任している
科学技術者にとっては、こうした指標を個人で同
時に達成するのは非常に難しい。このため四川大
学とコンピューター学院は企業に在籍する科学技
術者に対して、チーム全体での評価の方式を取っ
た。つまり、チームのメンバーの各項目の評価指
標を足し、チーム全体の評価指標を形成し、これ
らの指標が達成されれば、メンバーの評価指標も
達成されたとみなすという方式である。こうすれ
ば、科学研究チームはさらに柔軟な計画が可能と
なる。一方のメンバーは、大学内の国家級革新プ
ラットホームでの業務を主に担当し、教学と基礎
研究の任務を多く担当する。もう一方のメンバー

は、企業での技術革新と成果実用化の取り組みを
中心とし、修士課程生や博士課程生の企業での研
究や実習を指導する。これにより、学校の管理の
要求を満たすことができると同時に、企業管理の
要求も満たすことができ、科学技術成果のすばや
い産業化と市場化も可能となる。

第二の問題は、科学技術成果の帰属の問題であ
る。

四川大学と川大智勝は、戦略協力合意を締結し、
人員の兼任や大学院生の実習、科学技術成果の帰
属などの問題に関して取り決めを行った。兼任者
が四川大学で申請した分野別プロジェクトで獲
得した成果は四川大学の所有となることとし、企
業がこの成果を使用する場合は、成果の移転手続
きに応じて四川大学からこれを購入する。兼任者
が企業において企業経費を使って取得した研究成
果については、評価と賞の申請の権利は四川大学
と企業が共有するものとし、産業化の権利は企業
に帰するものとする。企業が出資して四川大学革
新プラットホームで取得した研究成果の帰属につ
いては、同プロジェクトが締結した委託開発合意
の規定によるものとする。このような取り決めに
よって、兼任者の成果帰属の問題は比較的スムー
ズに解決された。10 年にわたって、川大智勝が支
払った四川大学の成果の譲渡費用は累計6000万元
余りに上り、川大智勝が四川大学に委託した研究
開発の経費は累計7000万元余りに上った。

３．産学研の緊密融合体制の実現
産学研連携は長期にわたって国家が奨励してい

る方針である。産学研連携においては企業が技術
革新の主体となることが強調されているが、大学
はいかなる役割を演じ、科学技術成果の移転にお
いてはいかなるモデルを取るべきなのか。こうし
た問題は、さらなる検討が必要な問題である。川
大智勝は、産学研の緊密融合のモデルを取り、大
学発ベンチャーと革新プラットホームが共同発展
する体制を実現した。これは大学企業の発展モデ
ルにとどまるものではなく、中国の研究型大学が
自主開発し、科学技術成果の移転を加速するため
のモデルとも言える。

大学発ベンチャーにとっては、経済的収益の追
求のほか、▽人材育成、とりわけ高水準の人材の
育成や誘致、▽革新プラットホームの建設、とり
わけ国家級革新プラットホームの建設、▽学科建
設と関連国家級重点学科建設――などが重要な機
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

能となる。川大智勝の産学研の緊密融合体制は、6
つの面で大きな役割を果たした。第一に、国家と
軍の大型プロジェクトを担当したことである。四
川大学にもたらされた科学研究経費は 12 年で 13
億元5000万元に上り、このうち973プロジェクト
と863プロジェクト，自然基金重大・重点プロジェ
クト、その他の縦断プロジェクトの経費は9000万
元に達した。第二は、代表性のある成果を取得し
たことである。四川大学を筆頭研究機構として、
国家科学技術進歩一等賞1件、二等賞2件、軍と省
部の一等賞を獲得した。さらに発明特許の取得は
63件、SCI論文の発表は100本余り、EI論文の発表
は300本余りに上った。第三は、人材の育成である。
川大智勝での研究に携わった博士研究員と博士課

程生は50人余り、修士課程生は300人近くに上っ
た。四川大学の 985 プロジェクトにおける情報分
野の唯一の革新プラットホームの核心チームには
海外からハイレベルの人材が誘致された。第四は、
革新プラットホームを建設したことである。「国
家航空管制自動化システム技術重点実験室」「視覚
合成図形図像技術国防重点学科実験室」「近代交通
管理システム工学研究センター」を設立した。第
五は、学科を建設したことである。四川大学コン
ピューター学科は急速にそのランクを高めた。第
六は、経済収益を上げたことである。直接的な経
済収益は数億元に達し、大学の投資による川大智
勝の株式価値は40倍に拡大し、累計配当額は2000
万元を超えた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ データは『2011 年度中国大学経営産業統計報告』（教育部科技発展中心・中国大学経営産業協会編，北京理工大学出版社，2012 年 10 月第 1 版。
２ 蘇竣、何晋秋ほか『大学・産業協力関係——中国大学知識革新・科技産業研究』，中国人民大学出版社，2009 年 12 月版。
３ 教育部『大学科技産業の積極的な発展と規範管理に関する指導意見》，2005 年。
４ 李学勇主編「技術革新が国外革新系統の独占を打破」『自主革新——科学発展主題案例』，人民出版社，2011 年 7 月版。
５ 李学勇主編「『鉛と火』から『光と電気』へ」『自主革新——科学発展主題案例』，人民出版社，2011 年 7 月版。
６ 遊智勝「研学産緊密融合、大学科技企業と革新プラットホームの共同発展を実現」『大学経営産業経験交流材料』，2013 年 1 月，教育部科技発展
　 センターウェブサイト。
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第７章　大学サイエンスパーク

大学サイエンスパークは国のイノベーション体
系と中国の特色ある高等教育体系の重要な構成要
素であり、大学が産学研連携を展開するときの重
要な基地である。過去20数年にわたり、大学サイ
エンスパークの建設と発展は著しい成果を挙げ、
科学技術イノベーション資源を導入・集積し、ハ
イテク企業をインキュベートし、新興産業を育成
するなど各方面で媒介者として重要な役割を果た
した。国の革新体系において最も活発で、イノベー
ションにとって重要な主体の一つとなった。

一、大学サイエンスパーク発展の歩み
中国の大学サイエンスパークの創設は、中国が

改革開放を推進し、先進国のハイテクパーク創設
の進んだ経験に学んできたことによるものであ
る。これは、中国の大学の体制改革と社会に対す
るサービス機能実現の良い例となっている。1980
年代末以降、科学技術部と教育部の共同の推進の
下、大学サイエンスパークは模索・立ち上がりの
段階（1986～1994年）、初歩的な成長の段階（1995
～ 2000 年）、急速な発展の段階（2001 ～ 2010 年）、
緩やかな上昇の段階（2011 年から現在に至る）と
いう4つの時期をたどってきた。

１．模索・立ち上がりの段階（1986～1994年）
中国では1978年に改革開放の幕が上がり、経済、

科学技術、教育などの分野を先導役として体制改
革のうねりが巻き起こった。1986年には鄧小平氏
が「ハイテク技術を発展させ、産業化を実現する」
という指示を出し、国は863計画（国家ハイテク技
術研究発展計画）をスタートし、大学の科学技術
者によるハイテク産業発展が促進された。これと
ともに、一連の理工系重点大学が中国のサイエン
スパークの初期の建設の成果に関心を寄せるよう
になった。例えば東南大学はサイエンスパークの
建設にどのように参加するかを模索し始めた。ま
た、一部の大学は所在エリアのハイテク産業開発
パークの環境や条件、大学自身がもつ独自の技術
的優位性や人材面での優位性を利用する構想を抱
き始め、産業によって国に恩返しするという新し
い道の模索を始めた。こうした大きな流れを背景
として、1988年には当時の東北大学の陸鍾武学長

（教授）ら4人が遼寧省に大学サイエンスパーク創
設を提言し、1989年には同大学は国内初の大学サ

イエンスパーク「東北大学サイエンスパーク」を
創設し、主にソフトウエアと自動化技術の開発・
応用を手がけた。

1990 年代に入っても、改革のうねりは続いた。
1992 年に鄧小平氏が「南巡講話」をうち出すと、
経済、科学技術、教育体制の改革の歩みが一層加
速し、科学技術成果の産業化やハイテク技術の産
業化に力強いエネルギーが与えられた。国内の大
学の多くは海外の大学サイエンスパーク創設の成
功例を参考にして、北京大学国家大学サイエンス
パーク、清華大学国家大学サイエンスパーク、東
南大学国家大学サイエンスパーク、ハルビン工業
大学国家大学サイエンスパークなどが相次いで誕
生し、大学サイエンスパークの模索・立ち上がり
の段階におけるパーク設立の動きはピークを迎え
た。

大学サイエンスパークの模索・立ち上がりの段
階をみると、その萌芽と発展は中国の改革開放の
歴史的プロセスと密接に関連している。パークは
科学技術体制の改革の深化と教育体制の改革の
深化によって生まれたものであり、大学発の科学
技術産業発展を土台とし、ハイテク産業開発パー
ク建設に触発され、徐々に発展した。この段階の
発展の主な特徴としては、主として大学の自発的
な行為であることと、下から上へ向かうパワーに
よって推進されていたことが挙げられる。

２．初歩的な成長の段階（1995～2000年）
1995年に、当時の国家科学技術委員会と国家教

育委員会は合同で中国大学サイエンスパーク業務
座談会を開催し、大学サイエンスパークを国家た
いまつ計画の統計対象に組み込むことを確定し、
パーク建設が初めて国に認められることになっ
た。1999 年からは、国はパーク建設の規定化に力
を入れるようになった。1999 年 7 月、科学技術部
と教育部は「大学サイエンスパーク発展戦略シン
ポジウム」を共同開催し、パークの取り組みが初
めて国レベルの研究対象となった。同年8月には、
中国共産党中央委員会と国務院が「技術革新の強
化、高度科学技術の発展、産業化の実現に関する
決定」の中でパークに初めて触れるとともに、2つ
の根本的な問題を解決した。一つは、パークの発
展に対する政府の態度や立場を明確にしたこと
で、大学サイエンスパークは支援に力を入れるだ
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けの価値がある新しい事業であるとの見方を示し
た。もう一つはパークの発展の方向性と目的を明
示したことである。9 月には科学技術部と教育部
が全国大学サイエンスパーク業務指導委員会を共
同で設立し、両部の主管部門のトップが主任に就
任し、国レベルでパークの取り組みを推進し、下
部機関の弁公室が日常的な業務を取り扱うことに
なった。12 月には、科学技術部と教育部が「国の
大学サイエンスパーク建設を着実に実施するため
のテスト事業に関する通知」を公布し、清華大学
国家大学サイエンスパークをはじめとする15の大
学サイエンスパークをテスト事業の実施機関に確
定した。

大学サイエンスパークは初期の成長段階の中
で、目立ったインキュベートの役割を発揮し、清
華同方、北大方正、東大アルパイン、清華紫光、同
済科学技術といった巨大な潜在力をもつグループ
企業が頭角を現し始めた。この段階のパークの発
展の特徴は主に次の2点に現れている。一つは、政
府、大学、社会などの各方面のパワーが徐々に共
通認識を形成したことである。パークは当時の中
国にとって新しい事業であり、その建設によって

「象牙の塔」という伝統的な大学のイメージがうち
破られた。発展の初期には、パークを創設し、ハイ
テク企業をインキュベートし、教員が経済活動に
着手して企業を設立するといったことに対し、社
会の各方面から様々な見方や意見が寄せられた。
しかし、パークが科学技術の促進で成果を獲得す
るようになると、社会各方面の態度は疑いのまな
ざしから受容へ、さらには支援へと徐々に変わっ
ていった。これにより、パークを支援する主体が
高等教育機関という単一の主体から政府をはじめ
とするその他の主体へと徐々に拡大していった。
もう一つは、政府がパークの発展を重視するよう
になったことである。国全体の調整、科学技術計
画などの面からパーク建設の規範化と支援の方法
が模索され、国レベルで先行事業が奨励されるな
ど、大学のパーク建設が力強い支援を受けた。

３．急速な発展の段階（2001～2010年）
21世紀に入り、科学技術部、教育部、地方政府の

力強い後押しを受けて、大学サイエンスパークは
急速な発展の段階に突入した。2000 年 11 月には、
両部が「国家大学サイエンスパーク管理試行規定」
を制定し、国レベルのパークの申請、評価、プレー
ト授与、管理、検査が規定化された。2001年3月に
は、両部が北京市で国のパーク認定評価会を初開
催し、各方面の専門家を集めて清華大学国家大学
サイエンスパークなど 15 の建設テスト事業実施

パークと重慶大学国家大学サイエンスパークの評
価と認定を行った。5 月には、「国家大学サイエン
スパーク『第 10 次五カ年計画』発展計画綱要」が
出され、国がパークの発展を規定化した初の綱領
文書となった。2002 年 5 月には、両部が清華大学
国家大学サイエンスパークなど 22 のパークを国
レベル大学サイエンスパーク第一陣に認定した。
2006年11月には、両部が「国家大学サイエンスパー
ク認定・管理規定」を改訂し、パークの申請認定
や企業のインキュベーションなどについて数量化
された明確な基準を提示した。また同年 12 月に
は「国家大学サイエンスパーク『第11次五カ年計
画』発展計画綱要」を公布した。2007年8月、財政
部と国家税務総局は「国家大学サイエンスパーク
の税制に関連した政策の問題に関する通知」を公
布し、国によるパークの税制優遇政策について具
体的な基準を提示した。2010 年 10 月には、「国家
大学サイエンスパークの評価・指導への意見」を
出し、評価と結果公表のメカニズムを確定し、パー
クの発展を巡る国の業績評価の指標体系と評価方
法を制定した。これとともに、「国家大学サイエン
スパーク認定・管理規定」の改定を行った。

この段階では、大学サイエンスパーク発展の特
徴は主に次の 2 つの面に現れた。一つはパークが
自発的に発展するものから、政府の統一的な計画
と大学の自主的な探索とがともに重視されるもの
に変わり、政府、社会、大学が共同で推進するもの
に変わったことである。パーク建設国家戦略の優
先事項に格上げされ、政府はパークの計画綱要の
制定を通じて、パーク建設の段階的な目標と建設
の重点を明確にし、どの方向に発展するかを誘導
した。科学技術計画プロジェクト単独による支援
から、認定、管理、税制優遇、評価など全面的な政
策措置によって支援に発展し、さらに関連政策が
制定されるペースが速まった。政策による支援の
重点化が進み、パークに管理体制と運営メカニズ
ムの一層の充実が求められるようになり、多元的
な投融資ルートの構築が加速し、イノベーション・
起業の人材育成メカニズムが充実し、整った公共
の革新サービス体系が構築された。もう一つは
パークの発展が主として数量と規模が拡大する段
階にあったため、総合的な力が強まり、国レベル
のパーク、省レベルのパーク、大学が自ら運営す
るパークという3段階のパーク体系が形成された
ことである。2005 年末時点で、国レベルのパーク
は 50 カ所に達し、2002 年の倍になった。2010 年
末時点で、全国には国レベルのパークが 86 あり、
24 省・自治区・直轄市の大学 134 校をカバーし、
敷地面積は814万4900平方メートル、資金総額は
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125 億 7100 万元、管理機関の職員は 2343 人、関連
企業の社員は12万7600人に上った。このほか地方
政府が建設したパークや大学が自ら建設したパー
クもあった。

４．緩やかな上昇の段階（2011年から現在に至る）
現在、大学サイエンスパークの発展は緩やかな

上昇の段階に入っている。2011 年には、「国家大
学サイエンスパーク『第12次五カ年計画』発展計
画綱要」が公布され、パークの第12次五カ年計画

（2011-15 年、十二五）期間における建設に対する
指導が行われた。2012 年までに、9 陣の計 94 パー
クが国レベルパークに認定された。

大学サイエンスパークは国の革新体系を支える
重要なパワーの一つとなり、次のような新たな変
化がある。

第一にパークの数と規模の拡大傾向が落ち着き
をみせており、量から質に建設の重点が移行しつ
つあり、サービスのブランド化が強調されるよう
になった。大学の特色ある資源をよりどころとし
た、専門技術の革新サービスプラットフォーム構
築が重視されるようになった。これには大学と企
業の協力による技術研究開発機関、専門的な技術
コンサルティングサービス機関、特色ある教育育
成機関、情報交流・評価機関、学生の企業・兼職
サービス機関、産業ネットワークサービスプラッ
トフォームの構築が含まれる。また、各種のイン
キュベーターの建設が加速するとともに、ハイテ
ク企業のインキュベーションが加速し、最先端を
行く一部のパークの業界の筆頭企業に対するイン
キュベーションの役割が突出するようになった。

第二に制度的環境の建設が強調されるようにな
り、政府の政策的支援が多様化・体系化し、優遇
税制中心の支援から産業政策、投融資政策、税制
政策、財政政策、知的財産権制度、対外貿易制度な
どの各制度を総合的に運用する方向に移行した。
また、政策の制定における地方の創造性と主体性
がより強調されるようになった。

第三に開放性が強調されるようになり、大学サ
イエンスパークと地方政府、エリア外の企業、研
究開発機関、大学、ハイテクパークの相互連携の
強化が奨励され、要素の流動と資源の集中がさら
に加速した。

二、中国の大学サイエンスパークの主な特徴
１．大学サイエンスパークの全体的な状況

2012 年末時点で、国レベルの大学サイエンス
パークは94に達し、このうち新たに認定された長
春理工大学国家大学サイエンスパークなど9つの

パークは国家大学サイエンスパークの第9陣であ
り、83 のパークは 2012 年国の優遇税制の適用条
件を満たすことが確認された。2011 年に比べ、国
レベルパークの敷地面積は153万平方メートル増
加し、インキュベートされた企業は446社増加し、
インキュベートされた企業の総収入は36億元増加
し、12年に新たにインキュベーションが始まった
企業は578社増加した。

91の国レベル大学サイエンスパークに関する統
計によると、2012 年末時点で、パークの敷地面積
は 919 万平方メートル、インキュベーション基金
の総額は8億800万元、管理機関の職員は2395人、
インキュベーション中の企業は7369社、インキュ
ベーション中の企業の総収入は 207 億元、このう
ち12年に新たにインキュベーションを始めた企業
は1787社、教員・学生が運営する企業は1866社に
上った。卒業生が運営する企業は累計 5715 社で、
このうち上場企業は 32 社、12 年末時点では卒業
生が運営する企業は 805 社だった。インキュベー
ション中の企業の職員は13万1700人で、このうち
卒業生は1万3700人であった。

2012年には、これら91の国レベル大学サイエン
スパークがインキュベートしている企業が担当し
た各レベル・各種類の計画プロジェクトは2765件
に上り、このうち国レベルプロジェクトは 370 件
であった。インキュベーション中の企業が出願し
た特許は8991件、このうち発明特許は3805件、取
得した特許は4144件、このうち発明特許は1309件、
海外から購入した特許は172件であった。インキュ
ベーション中の企業が産業化した科学技術成果は
5220件、このうち大学による科学技術成果は2600
件であった。

２．大学サイエンスパークの構造的特徴
大学サイエンスパークの地域分布をみると、

2011年末時点で、東部地域には国レベルパークが
50あり、中部は9、西部は16、北東部は10であった。
東部地域では北京エリアに 15、上海エリアに 11、
江蘇エリアに10があり、その他のエリアで5を超
えるところはない。中部地域では武漢市と長沙市
を軸としたエリアに 5 あり、この地域では最も多
い。西部地域で多いのは四川、陝西、甘粛の3省で、
この地域の69％にあたる11がこの3省にある。

2012年末時点で、中国にはAレベル国家大学サ
イエンスパークが17あり（表1を参照）、東部地域
が 12、中部地域が 2、西部地域が 2、北東地域が 1
となっている。
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人員数をみると、2011 年末時点で、東部地域に
は1388人の人材が集まり、国レベル大学サイエン
スパークの人材の57％を占めた。このうち中部は
297人で13％、西部は391人で18％、北東部は289
人で12％となっている。

人員の学歴構成をみると、2011 年末時点で、国
レベルサイエンスパークの人材のうち、博士号取
得者が 148 人、修士号取得者が 513 人、4 年生大学

卒業者が1305人であった。清華大学国家大学サイ
エンスパークには 110 人の人材がおり、国レベル
大学サイエンスパークの中で最も多い。うち博士
号取得者は 10 人、修士号取得者は 34 人、4 年生大
学卒業者は 48 人である。廈門大学国家大学サイ
エンスパークには 7 人の人材がおり、パークの中
で最も少ない。うち博士号取得者は1人、修士号取
得者は2人、4年生大学卒業者は4人である。

国レベル大学サイエンスパークの年末時点の固
定資産純価値をみると、2011 年は 93 億 5560 万元

に上った。このうち浙江省のパークは 61 億 2120
万元で最高だった。廈門大学国家大学サイエンス

表1 Aクラス国家大学サイエンスパークのリスト

通し番号 Aクラス国家大学サイエンスパークの名称 委託先の大学

1 清華大学国家大学サイエンスパーク 清華大学

2 浙江大学国家大学サイエンスパーク 浙江大学

3 復旦大学国家大学サイエンスパーク 復旦大学

4 北京航空航天大学国家大学サイエンスパーク 北京航空航天大学

5 中国人民大学国家大学サイエンスパーク 中国人民大学

6 四川大学国家大学サイエンスパーク 四川大学

7 上海交通大学国家大学サイエンスパーク 上海交通大学

8 上海理工大学国家大学サイエンスパーク 上海理工大学

9 西安交通大学国家大学サイエンスパーク 西安交通大学

10 同済大学国家大学サイエンスパーク 同済大学

11 華中科技大学国家大学サイエンスパーク 華中科技大学

12 南昌大学国家大学サイエンスパーク 南昌大学

13 中国鉱業大学国家大学サイエンスパーク 中国鉱業大学

14 北京理工大学国家大学サイエンスパーク 北京理工大学

15 華南理工大学国家大学サイエンスパーク 華南理工大学

16 燕山大学国家大学サイエンスパーク 燕山大学

17 ハルビン工業大学国家大学サイエンスパーク ハルビン工業大学

	 

図1　中国国レベル大学サイエンスパークの人員の地域分布図
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パークは1万3千元で最低だった。
国レベル大学サイエンスパークのインキュベー

ションに費やされた資金をみると、11 年は 7 億
4700万元だった。このうち華中科技大学サイエン
スパークは5080万8千元で最高だった。武漢大学
サイエンスパーク有限公司は 10 万元で最低だっ
た。

国レベル大学サイエンスパークの敷地面積をみ
ると、11年末時点で766万7千平方メートルに上っ
た。このうち西南交通大学国家サイエンスパーク
は134万9600平方メートルで最大だった。廈門大
学国家大学サイエンスパークは1400平方メートル
で最小だった。また研究開発用の建物の建築面積
は129万7300平方メートルで、敷地面積の16.9％
を占めた。このうち清華大学国家大学サイエンス
パークは43万9800平方メートルで最も広く、廈門
大学国家大学サイエンスパークは800平方メート
ルで最も狭かった。

国レベル大学サイエンスパークがインキュベー
トしている企業の数をみると、2011 年末時点で、

20のパークがそれぞれ100社以上をインキュベー
トしており、200社を超えたパークは浙江大学国家
大学サイエンスパーク（257）と清華大学国家大学
サイエンスパーク（233）の 2 つだった。地域分布
をみると、この20パークのうち東部地域にあるも
のが16で、中部は3、西部は1となっている。

国レベル大学サイエンスパークの年間の工業生
産額をみると、2011 年は 763 億 100 万元で、100 億
元を超えたパークが 1 つあり、浙江大学国家大学
サイエンスパークの152億7100万元だった。10億
元を超えたパークは20で、東部地域が12、中部地
域が3、西部地域が1、北東地域が3だった。

国レベル大学サイエンスパークの納税額をみる
と、2011年は12億2800万元に達した。このうち1
千万元を超えたパークが29あった。最高は中国石
油大学国家大学サイエンスパークで、1 億 1100 万
元だった。この29パークの地域分布をみると、東
部地域が 19、中部地域が 5、西部地域が 3、北東地
域が2だった。

３．大学サイエンスパークの組織運営の特徴
中国の大学サイエンスパークは多様な発展の様

相を呈し、組織運営と管理の面では、主に次のよ
うな特徴がみられる。

第一に、創設の主体が多様化している。委託先
の大学とパークの数の関係から見れば、1校1パー
クのケース、多校 1 パークのケース、1 校多パー
クのケースがある。大学が独自に創設するケース
もあれば、地方政府又はハイテク技術開発パーク
と共同で創設するケースもある。例えば雲南省国
家大学サイエンスパークが始めた「1パーク多校」

のパーク創設モデルは、「共同型、開放型、ネット
ワーク型、バーチャル型」のパーク運営モデルを
採用し、雲南大学、昆明理工大学、雲南農業大学な
ど8つの大学とパークを共同建設するメカニズム
を形成し、各大学がそれぞれパークの一翼を担い、
大学の科学技術成果の実施と産業化を共同で推進
している。

第二に、パーク立地のモデルが多様化している。
すなわち、キャンパスの空き地を利用した大学周
辺のパーク、ハイテクパークに創設された「パー
ク内パーク」、大学の所在地以外の場所に創設され

	 

図2 2008-2011年の中国国レベル大学サイエンスパークがインキュベートする企業の状況
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た支パークモデル、バーチャルパークモデルがあ
る。また、地域の特色に基づいて建設された大学
サイエンスパーク群もあり、例えば上海市楊浦区
は「3 区共同」により、大学サイエンスパーク、国
家ハイテクパーク、社会コミュニティが共同発展
し、地域の経済・科学技術・文化を融合する道を
模索している。

第三に、投資の主体が多様化している。大学サ
イエンスパークは、民間等の資本と共同で、独立
法人の資格を備えた大学サイエンスパーク公司を
設立することにより、大学が運営する企業の発展
方法についての考え方を大きく変えた。起業基金、
民間資本、ベンチャー投資などがいずれもパーク
の発展・起業の資金源となり、国内外の株式市場
や知的財産権取引市場もパークへの投融資のルー
トになった。

第四に、大学と企業が深いレベルで産学研連携
を行うようになった。パークの企業は大学との協
力を通じて技術研究開発センター又は国家重点実
験室を共同設立する方法で産学研連携を推進して
いる。例えば川大智勝と四川大学が共同設立した

「視覚合成国防重点学科実験室」と「現代交通管理
系統教育部エンジニアリング研究センター」は、
どちらも世界のトップレベルに達する機関であ
る。また、国レベル大学サイエンスパークは 2006
年度～2009年度のたいまつ計画の産業化環境プロ
ジェクト 403 件のうち、20 件の科学研究任務を担
当し、研究開発成果の産業化に貢献した。

三、中国の大学サイエンスパークの主要な成果
中国は20数年に及ぶ発展の時期を通じて、大学

の科学技術成果の産業化促進、ハイテク技術の産
業化加速、イノベーション・起業の奨励などの面
で多くの経験を積み重ねてきた。サイエンスパー
クは、地域経済の新たな成長源を育成する重要な
プラットフォームとなるとともに、地域経済成長
の重要な要素になった。

１．イノベーションのネットワークを構築し、科
学技術成果の産業化を推進

中国の大学は知識の生産者として、数十年に及
ぶ蓄積と発展を経て、その科学技術力を大幅に向
上させ、豊富な科学研究成果を積み上げてきた。
こうした成果を迅速に産業化して生産力に転化
し、経済社会の発展にサービスを提供するにはど
うしたらよいかが、かねてより焦点の問題だった。
一般的にいって大学の科学研究成果は技術譲渡を
通じて企業に導入されることが多く、一般的には
すでに成熟した技術にのみ適用可能である。例え

ば特許技術、設計図が作成できる技術、文書化さ
れた技術、プラント設備や重要設備に化体された
技術などである。しかし実際には、技術のコツ、経
験、技能といった成果の開発者の身体に染みこん
でいて、取り出して導入することが難しい見えな
い技術（いわゆる暗黙知）が、往々にして科学技術
成果の産業化の成否を分けるものとなる。この意
味で大学サイエンスパークという媒介者は大学の
科学技術成果を導入する企業に便利で効果的なプ
ラットフォームとインターフェースを提供するも
のである。

大学サイエンスパークは主に整った支援サービ
ス体系の構築を通じて、大学の科学技術成果や科
学技術プロジェクトの産業化へ適切な成長環境と
全プロセスをカバーする多面的な科学技術サー
ビスを提供し、科学技術企業の設立や成長を取り
巻くリスクの引き下げを図っている。パークは教
員・学生や学外の科学技術者がパークに科学技術
成果や革新的なプロジェクトを持ち込んで企業を
設立することを積極的に奨励・支援し、科学技術
成果の「土が付いたままの移植」を実現させた。こ
れにより、科学技術成果や革新的なプロジェクト
の製品化がより迅速に実現するようになり、市場
参入にかかる時間が短縮された。具体的には以下
の3つの方法で産学研連携がなされている。

　①中核チームの設置
大学の知的資源に基づく専門的な研究開発機関

の設立、企業との研究開発協力の展開等により、
研究開発の中核となるチームを設置し、科学研究
の目標と企業のニーズとのずれを修正する方法で
ある。

浙江大学国家大学サイエンスパークは浙江大学
圓正創新研究院を設立し、研究開発チームを立ち
上げ、「主体的に研究し、主体的に産業化し、主体
的にインキュベートする」新しいメカニズムを形
成した。浙江大学圓正創新研究院は地域の産業の
需要を踏まえて、基盤技術、重要技術、先端技術
の研究開発を手がけるとともに、研究の成果と人
材の産業界への迅速な送り出し、新しい企業の育
成・インキュベート、産業のモデル転換・改良の
加速支援などにより、産業の中核的競争力を引き
上げた。これとともに、同パークは民間企業や政
府と共同で「3センター1プラットフォーム」を設
立した。これは、1530万元を拠出して株式の51％
を取得し、工業自動化国家工程研究センター、電
力電子応用国家工程研究センター、国家電液制御
工程技術研究センターを主体とした3つの株式会
社、すなわち、浙江三鑫自動化工程有限公司、浙江
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第７章　大学サイエンスパーク

三盛科学技術有限公司、浙江三伊電気科学技術有
限公司を設立するとともに、これらを枠組として

「浙江省工業自動化革新プラットフォーム」を構築
するものである。この 3 公司は大学が国の重大科
学研究プロジェクトを獲得するよう積極的に協力
し、高いレベルの革新的研究を展開し、科学技術
成果の産業化の推進に当たって重要な役割を果た
している。例えば、国家電液制御工程技術研究セン
ターは浙江三盛科学技術有限公司の参加の下で、
2010年に国レベルのプロジェクト、省レベルのプ
ロジェクト、国防産業関連のプロジェクト、重要
な横断的プロジェクト計93件を担当し、受託した
経費は6923万元に上った。また上海市科学技術委
員会、上海トンネル工程株式有限公司とともに上
海シールド工程技術研究センターを設立し、そこ
で研究開発された成果はすでに現場で応用されて
いる。

北京航空航天大学などは、一方では地方政府と
の協力を強化し、2010 年 9 月には北京市政府と正
式に合意を締結し、北京北航国際航空宇宙革新
パークと北京北航先進工業技術研究院を共同設立
し、重要な科学技術成果の産業化を推進した。他

方では、技術レベルが高く、成熟度が高く、市場
の見通しが大きい科学技術成果を選択し、研究開
発型科学技術企業を誘致して共同で問題を解決
し、科学技術成果の産業化を促進した。例えば北
京航空航天大学と民航データ通信有限責任公司が
共同設立した民航データ通信研究センターをベー
スに、北京民航天宇大学科学技術発展有限公司を
設立し、航空宇宙分野を専門とする同大の技術的
特徴と民航データ通信有限責任公司の航空産業に
おける優位性を活用し、航空交通管理系統やデー
タチェーン系統などの成果の産業化、製品の開発、
設備の生産と研究開発などを実施した。

　②技術移転センターの設置
多くの専門的な技術移転センターを設置した。
北京航空航天大学に委託し、北京市電子情報技

術移転センターは北京工業大学、北京郵電大学、
金山軟件有限公司（キングソフト）と共同で、科
学技術成果資源バンクと企業需要バンクを設立し
た。これは、科学研究者を集めて技術的課題を解
決し、製品の質を引き上げ、人材を育成するなど
のサービスを企業に提供するものである。

浙江大学国家大学サイエンスパークの科学技術成果の産業化促進についての経験
浙江大学国家大学サイエンスパークは創設時に技術移転部を設置し、2009年には浙江大学科学技術研究

院の下部機関である技術移転センターと合意を締結し、科学技術成果の技術移転と産業化を巡り全面的な
協力を展開してきた。
第一に、技術移転チームを設置し、技術移転に関する事務の専門家を配置したほか、関連の学院・学部で

「科学技術情報連絡員」を採用し、情報交流と業務の連携を強化した。
第二に、技術移転センターと共同で「浙江大学企業需要プロジェクトバンク」、「浙江大学科学技術成果

産業化プロジェクトバンク」、「浙江大学産業技術専門家バンク」を設立し、情報サービスのネットワークプ
ラットフォーム構築を強化し、各種のプロジェクト情報と国や地方の関連政策を速やかに公布するなど、
ネットワークコンサルティングサービスを行った。
第三に、連席会議制度を設立し、研究活動をともに検討し、資源を統合し密接に連携して活動を展開し、

大学の科学技術成果のパーク内での産業化を共同で推進した。
さらに、浙江大学サイエンスパークは地域に同パークのサービスを波及させることを重視し、浙江大学技

術移転センターサイエンスパーク支センターを設立し、浙江大学技術移転センターが設立した南昌支セン
ターは浙江大学国家大学サイエンスパーク江西支パークに、寧波支センターは同寧波支パークに、長興支
センターは同長興支パークにそれぞれ入居した。技術移転センターサイエンスパーク支センターが現地で
移転・産業化を進めるプロジェクトは浙江大学国家大学サイエンスパークとその支パークで育成とイン
キュベーションが行われるよう優先的に取り扱われ、同パークと同支パークは技術移転センターサイエン
スパーク支センターの現地での業務を支援し、浙江大学の科学技術成果の現地における産業化を共同で推
進した。寧波支パークを例に取ると、2008年に浙江大学寧波技術移転センターが設立されて寧波支パーク
に入居したが、同支パークと同センターとの協力により、これまでに浙江大学の科学技術成果85件の産業
化に成功した。
資料の出所：「中国科学技術発展報告」（教育部の資料）
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

　③大学の科学研究管理部門との連携強化・産業
　　促進メカニズムの構築

大学の科学研究管理部門との連携を強化し、科
学技術成果の産業化を促進する科学研究管理体
制・メカニズムを構築することにより、科学研究
と産業との連携を促進することである。

北京航空航天大学は、科学技術研究開発処を廃
止して、先進工業技術研究院を設立し、科学技術
成果の産業化を大学サイエンスパークと共同で進
めた。これはプロジェクトの選択、パイロットテ
スト、インキュベーション、企業化に至る科学技
術成果の産業化体系を構築し、研究開発の専門化
や管理の専門化により、大学の科学技術成果の産
業化を促進するものである。工業技術研究院が設
立されて以来、それまで外部からの参入者だった
パークは科学技術成果の産業化の中心的な推進者
に変わり、2012年には北京北航天華科学技術有限
公司が担当する「列車運行状況オンライン動態測
定設備」プロジェクトが国の重大特定プロジェク
トに選ばれた。同じ年に中航捷鋭（北京）光電技術
有限公司、北京通用航空集団有限公司が設立され、
チタン合金レーザー高速造形、汎用航空電子シス
テム、フライトシミュレーターといった一連の重
要科学技術成果がパークで産業化され、約 2 年で
企業 6 社が北京市科学技術委員会の「戦略的新興
産業インキュベーションプロジェクト」に組み込
まれた。現在、スマート化されたフライトのプラッ
トフォーム、低空域を運行する飛行ビークルなど
一連の産業化の可能性を秘めた科学技術成果の育
成が進められている。

２．インキュベーションの促進
インキュベーションの機能は大学サイエンス

パークの中核的機能であり、大学の科学技術資源
と人材を背景にパークが優位性を発揮している。
科学技術資源の面では、パークは大学の科学技術
情報、図書情報資料、実験室設備などの資源を容
易に利用できるとともに、科学技術成果の豊富な
蓄積があり、インキュベーション能力向上のため
の優れた環境を提供している。人材の面では、大
学はイノベーション・起業の能力を備えた高度
な技術者と管理者を擁し、パークでインキュベー
ション中の企業に優れた人材を提供するだけでな

く、パークに質の高い管理運営チームを提供する
場合もある。

清華大学国家大学サイエンスパークは大学サ
イエンスパークの建設で模範的な役割、牽引する
役割、波及させる役割を発揮しており、長年にわ
たってサービスモデルを絶えずブラッシュアップ
し、専門的なインキュベーションの力を高めてき
た。ビル・ゲイツ氏は同パークを極めて高く評価
し、「大学は科学技術イノベーションにより多く
貢献すべきである。私が世界で最も優れていると
考える場所は2つ。1つはスタンフォード大学、も
う一つは清華大学国家大学サイエンスパークで
ある」と述べた。同パークは多様なインキュベー
ションサービスを有し、様々なタイプの企業に個
性に合ったサービスを提供している。また、高度
成長する可能性の高いベンチャー企業の育成に重
点を置いた「ダイヤモンド計画」をスタートし、独
自の知的財産権を備え、高度成長の可能性をもっ
たベンチャー企業に重点的な支援を行い、資源を
より多く配分して、成長を後押しした。最終的な
目標は世界トップクラスの技術と業界トップレベ
ルの地位を備え、中国はもとより世界にも影響力
をもつ「ダイヤモンド企業」3～5社を育成するこ
とにある。ベンチャー企業の育成に関しては、同
パークは起業パークと留学生起業パークを建設し
た。これらの運営は、北京啓迪創業インキュベー
ター有限公司が責任を負い、用地の提供、基礎的
なビジネスサービスの提供、知的財産権管理支援、
公共サービスプラットフォームの構築、市場での
普及支援、関連政策の実施、ベンチャー投資など
を行っている。これにより、設立後まもない企業
が「死の谷」（デスバレー）を乗り越えることを支
援するとともに、成長期にある企業に対しては研
究開発と成果実用化のプロセスが加速するよう支
援している。税金面で貢献度が高い企業は空間・
環境や不動産に対する要求が高いが、パークの不
動産企業はこれらに対して高レベルの不動産サー
ビスを提供している。また、パークは企業との連
絡係として専門の顧客担当者を設置し、企業の発
展状況を追跡し、企業のサービス需要を速やかに
パークのサービス担当者とサービスマネージャー
に伝え、こうした人々が実務的で効率の良いサー
ビスを提供することを支援している。

清華大学サイエンスパークのインキュベーションサービス
ベンチャー企業のインキュベーションは清華大学国家大学サイエンスパークの魂である。2001年に清華

大学サイエンスパークインキュベーター有限公司が設立され、その後、名を啓迪創業インキュベーター有限
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第７章　大学サイエンスパーク

公司と改め、「インキュベーター＋シード投資」の発展モデルと専門的なインキュベーターという発展方向
を確立した。2012年には清華サイエンスパーク、瑞安集団、北極光創投、シリコンバレー銀行とインキュ
ベーター・創源（Inno Spring）を米シリコンバレーに共同で設立した。また同サイエンスパークは特定分
野に特化した新型インキュベーターの開発に力を入れており、例えば新型のナノインキュベーターなどに
取り組んでいる。

	 

現在、清華大学国家大学サイエンスパークには独自の知的財産権を備えた業界トップクラスの中核技術
が集積しており、関連産業はチップ設計、デジタルテレビ、船舶用電子機器、携帯電話テレビ、先進的製造
業、バイオ医薬などのハイテク産業で、2011年のパーク内企業の売上高は492億元に達した。パークには
業界のトップ企業が次々に出現している。例えば、数碼視訊は、清華大学国家大学サイエンスパーク創業
パークでの数年にわたるインキュベーションを経て、業界のリーダーに発展し、国内唯一のデジタルテレビ
フロントエンド復調システムのソリューションサプライヤーとなり（世界でも3社のみ）、過去約3年間の
営業収入は8億元を超えた。また環境保護・省エネ企業の華創瑞風の場合、同社が参加したプロジェクトが
国の技術発明二等賞を獲得し、この技術の応用により大型公共建築物の暖房用空調設備のエネルギー消費
量を30～80％削減することができた。同社は3年連続で営業収入が3千万元に達している。
資料の出所：1．晏志成。「社会へのサービスと大学への恩返し、発展はどちらかに偏ってはならない
　　　　　　　 ̶清華サイエンスパーク発展センター長の梅萌教授を訪ねて」中国大学の科学技術と
　　　　　　　 産業化、2011年（1）：13-15。
　　　　　　2．清華大学国家大学サイエンスパークのサイトの情報を整理した
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

東南大学国家大学サイエンスパークは企業の
インキュベーション能力を重点的に引き上げてい
る。

第一に、パークに企業インキュベーション技術
プラットフォームを構築し、大学の関連分野の重
点実験室、工程センター、研究機関などの資源を
統合した。2011 年には集積回路、バイオ医薬、光
電子ディスプレー、新材料、低炭素循環型都市科
学技術などの技術プラットフォームを構築し、企
業に各種の技術支援サービスを提供した。

第二に、パークにある科学技術型中小企業に総
合的業務サービスを提供した。具体的には、大型
テーマ活動の開催と企業の個性に対応した個別の
サービスという2つの方式によってインキュベー
ションプラットフォームとしての機能を発揮し
た。例えば、パーク内企業のプロジェクト申請の
支援プラットフォームとして、パーク内企業の申
請の成功率が上昇するよう支援し、インキュベー
ション中の企業がより多くの科学技術計画プロ
ジェクトによる支援を受けられるように援助し
た。

第三に、パークに総経理（社長）接待日制度を
設け、設立からまもない企業が抱えている要求を
調査分析し、実状に即した指導とサービス提供を
行った。

３．革新サービスプラットフォームの建設による
専門化されたイノベーション・起業サービス
の提供

革新サービスプラットフォームの建設は大学サ
イエンスパークが成功するための重要な要素であ
る。中国の大学サイエンスパークは企業や産業の
実際の要求に基づいて、技術支援、情報共有、産学
研連携、人材サービス、ベンチャー育成など各種
の革新サービスプラットフォームを構築し、起業
家にサービスを提供した。

　①技術サービスプラットフォーム
2005 年末から、浙江大学国家大学サイエンス

パークは科学技術部たいまつセンター、浙江省科
学技術庁、杭州市科学技術局などの支援を受けて、

「浙江大学国家大学サイエンスパーク光電技術開
放実験室」と「浙江大学国家大学サイエンスパー
クバイオ医薬分析測定センター」の 2 つの公共技
術サービスプラットフォームを設立した。総投資
額は1千万元を超え、パーク内の電子情報、オプト
メカトロニクス、新材料・新エネルギー、バイオ
医薬などの分野の科学技術企業に、分析・測定や
実験などの技術サービスを提供した。この 2 つの

機関では「政府の支援、パークによる建設、企業の
参加、共同建設・共同管理、持続的発展」という考
え方に基づいて建設と運営が進められており、約3
年間で累計約120社の科学技術企業にサービスを
提供し、毎年2千件以上の測定を行った。

西安交通大学国家大学サイエンスパークは大学
が抱える科学技術成果のパイロットテストのプロ
セスが欠けているため、産業化ができないという
問題に対し、自ら資金を拠出するとともに、パー
ク内企業と協力して、先進的製造技術サービスプ
ラットフォーム、活性タンパク・ポリペプチド工
程センターなど多くの製品のパイロットテストを
行うことが出来るプラットフォームを設立し、科
学技術成果の産業化を促進した。

北京理工大学国家大学サイエンスパークは2004
年10月にバイオ医薬共有実験室サービスプラット
フォームを設立し、大学の実験室の管理を会社に
委託するモデルを採用した。このプラットフォー
ムは北京理工大学の人材や技術での優位性と企
業化された実験室の管理経験を元に、同大のサイ
エンスパークと留学帰国者起業パーク、また周辺
地域の中小企業の発展に向けたサービスに力を
注ぐとともに、中関村地域の各大学や中国科学院
所属の研究開発機関と連携して、中関村地域をカ
バーする技術支援サービスプラットフォームを構
築した。

北京航空航天大学サイエンスパークは、中小企
業向けの技術支援プラットフォームを構築した。
ソフトウエア、電子、情報などの分野を対象にし
て、専門的なサイト構築、技術成果資源バンク、専
門家バンク、需要バンク、仲介ルートバンク、顧客
サービス管理などのサービスを提供している。現
在、パークには公開された実験室と大学・企業が
共同設立した工程研究センターが 13 ある。この
うち信頼性・環境工程実験室、電子政府応用イン
フラ国家工程センターなど6カ所は国レベルの実
験室であり、ソフトウエア測定評価実験室など 7
カ所は省レベルの実験室である。また、海外企業
との協力を強化し、2009年にマイクロソフト社と
共同でマイクロソフト—北航サイエンスパーク
エンベデッドシステム公共技術サービスプラット
フォームを構築した。このプラットフォームは、
エンベデッド（はめ込み式）システムのソフトウ
エア開発を中心とし、エンベデッド分野における
ソフト開発、ソフトウエア・ハードウエアの測定
技能、システムメンテナンスなどの総合的な技能
を有する人材を養成し、エンベデッドソフト開発、
製品の測定、技術支援などのサービスを社会に提
供することを狙いとしている。
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第７章　大学サイエンスパーク

　②情報とリソースの共有プラットフォーム
北京航空航天大学サイエンスパークは中小企業

革新サービス情報化プラットフォームを構築し
た。このプラットフォームにはパークの状況、通
知・公告、企業紹介、人材募集、文化娯楽活動、販
売促進・優遇措置等に関する情報コーナーがある
ほか、「会議室管理」、「革新サービス体系ナビゲー
ションコーナー」、「テレビ会議」、「留学帰国者設
立企業のパーク入居申請」などに関するリンクが
張られている。

山東科技大学国家大学サイエンスパークはリ
ソース共有サービスプラットフォームを構築し
た。サイエンスパークネットワークサービスを提
供するとともに、ネットワークサイト自主立ち上
げシステムを独自に開発し、パークに入居する企
業のサイト構築、ネットワークを使った宣伝、技
術交流や課題研究に関する無料の情報サービスを
提供した。パークでは大学の研究所、実験室、図
書館、工程センターなどの閲覧資料を利用したり、
科学テストを行ったりすることができ、また大
学にあるエルゼビア「サイエンスダイレクト」の
データベース、中国学術文献オンラインサービス

（CNKI）、超星数字図書館、EBSCOディスカバリー
サービスなどの情報資源を利用することもでき
る。パークにはこのほか科学技術コンサルティン
グサービスセンターが設置され、科学技術企業と
科学技術者に科学技術プロジェクト立案・申請、
技術調査、特許出願手続き、特許の維持、商標登
録、著作権登録等の行政手続きに関わるサービス
を提供している。

　③人材サービスプラットフォーム
北京航空航天大学は北京双高人材発展センター

北京航空航天大学サイエンスパーク支部を設置し

て、パーク入居企業に人事管理、社会保険、労働契
約、外部から来た人員の総合的管理、渉外人員の
管理、商業保険などの人事代行サービスを提供し
た。また、北京双高志信人材派遣有限公司に委託
して、パーク入居企業に人材派遣サービスを提供
した。さらに、対日アウトソーシングソフトウエ
ア企業と共同で、人材協力サービスを提供した。

浙江大学国家大学サイエンスパークはパーク入
居企業向けに戸籍の手続き、人事代行、社会保険
といった人材を巡るコンサルティングとサービス
を提供している。

　④各種の育成プラットフォーム
北京航空航天大学サイエンスパークは大学のリ

ソースを統合して、企業向けに人材資源、戦略コン
サルティング、プロジェクト管理、投資フォーラ
ムなどの専門的研修や講座を開設し、企業の成長
と発展を支援した。パークのベンチャー企業を集
めた各種のフォーラムを開催し、企業が設立から
まもない時期にぶつかる人材、資金、技術、市場な
どの問題について研究・討論を行い、企業が解決
策を見いだすよう支援した。また、企業サロンや
友の会などの交流活動を定期的に開催し、企業間
の交流を促進した。さらに、このパークの産業の
特色に合わせて、ソフトアウトソーシングの人材
育成サービスを提供した。

浙江大学国家大学サイエンスパークは「起業指
導者行動計画」を策定し、起業指導サービスを提
供した。2008年以降は、社会的に成功した企業家、
ベンチャー投資の専門家、サイエンスパークを「卒
業」した企業の責任者など 50 人余りを招聘して、
起業の指導者又は起業の補助指導員とし、パーク
入居企業に「マンツーマン」又は「企業 1 社に複
数の指導役がつく」形で企業への指導サービスを

北京航空航天大学サイエンスパークのイノベーション・ベンチャーサービス
現時点で、北京航空航天大学サイエンスパークに入居している企業は238社あり、業務の分野は電子情
報、航空宇宙、オプトメカトロニクス、バイオ医薬、エネルギー・環境保護、金融投資、商業貿易などにわた
り、このうちインキュベーション企業は145社、ハイテク企業は43社である。パークの総収入は70億元を
超え、大学の卒業生1220人を受け入れている。

2008年から2012年までの間に、同パークが中小企業向けに行った科学技術成果の普及推進活動、技術
交流活動など様々な活動は累計528回に及び、実験室や公共開発プラットフォームを利用してパーク内の
中小企業にサービスを提供した時間は累計6千時間を超え、サービス提供先の企業は年平均176社に上り、
パークのインキュベーション機能と大学の科学技術成果産業化機能の順調なマッチングを実現した。情報
技術分野では、金山軟件有限公司、用友軟件株式有限公司、北京民航大宇科学技術発展有限公司などがパー
クに集まっている。
資料の出所：「中国科学技術発展報告」教育部資料
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

行った。指導の内容は企業経営の管理、対外的な
市場開拓・営業販売からベンチャー投資の導入な
どに及んだ。パークは入居企業を支援するために
教員 40 人余りを招聘して技術顧問とし、「浙江大
学の教授がサイエンスパークに来る」という名称
の講座シリーズを開設し、企業に技術の最先端と
発展状況を紹介した。これとともに、「浙江大学国
家大学サイエンスパーク育成センター」を設立し
て、起業育成サービスを展開し、育成の内容は法
律実務、企業管理、知的財産権、資金調達対策、市
場での営業販売、人材資源の管理など多方面に及
び、ここ数年は毎年延べ1500人余りがこの研修を
受けた。

西安交通大学国家大学サイエンスパークはクリ
エイティブ産業公共サービスプラットフォーム、
液体化学製品合成プラットフォーム、大学生起業
ネットワークサービスプラットフォームという 3
つのプラットフォームを構築し、ここから様々な
革新プロジェクトや多くの科学技術型企業が誕
生・発展した。

４．大学発展の支援及び革新的教育のテストケー
スの提供

大学サイエンスパークと大学とは共生体のよう
なものであり、パークは、大学の学科設置、人材育
成、若年者の起業実践などに好影響を与え、イノ
ベーション・起業を促進する重要な媒介者である。
パークは毎年多くの学生等がパークで科学技術成
果の産業化に取り組むことを受け入れることによ
り、学生が産業化に一層接近し、社会の実際の需
要をよりよく理解するようにして、学生の実践力
を高めている。また、パークは良好な起業環境を
備えており、学生等は大学の最新の科学技術成果
を十分に利用し、パークというプラットフォーム
を通じて支援企業を探し、自らの起業や就業とい
う目標を実現することができる。具体的には以下
のような成果が出ている。

　①社会のニーズに合致した学科等の設置推進
大学の学科設置を推進し、大学の学科や専門と

国の社会経済の発展需要とがより密接に結合する
ようにするとともに、学科を超えた協力と新学科
の設置の推進を支援した。大学の学科の設置と発
展の支援は大学がパークを創設する動機の一つで
あり、大学の学科の水準、構造、組織、文化は、パー
クのインキュベーション効果、産業配置、社会的
な影響力と相互に作用し合っている。各種の学科
や専門の設置、カリキュラムの設計、教学の内容
の設定などは経済社会の最先端の発展情勢に合致

するようにする必要がある。パークは経済、産業、
科学技術発展の最新の需要の最前線基地である。
このパークというプラットフォームを通じて、大
学の各学科が適切な方向に専門の設置や調整、カ
リキュラムの設計、教学内容の改革を行えるよう
になった。また、それぞれの学科の学術的伝統、価
値観、研究モデルが一層強化されるとともに、切
磋琢磨し合った交流が促進された。

浙江大学国家大学サイエンスパークはパークに
入居する企業と大学の有力学科との連動を強化し
た。すなわち、浙江大学の有力学科、例えば自動
化、電力電子、光学機器、電解質制御、エネルギー
工程、情報ネットワーク、バイオ技術などの学科
で生まれた成果を元に、パークで株式に出資して
ハイテク企業30数社を設立し、これらを産業化し
た。また一方では、パーク入居企業を支援し、開発
の委託又は研究開発協力の形で大学の関連学院、
学部、研究所と協力を展開し、企業の技術的な問
題を解決するとともに、関連学科に科学研究経費
をもたらした。現在、パーク入居企業が浙江大学
の関連学科と展開する科学技術協力プロジェクト
は毎年60件以上に達し、経費は2千万元を超える。
浙江大学国家大学サイエンスパークは企業がイン
キュベートし大きく成長するよう積極的に支援に
関わり、投資や株式参入を通じて利益を獲得し、
大学の学科設置と科学技術業務の発展を図ってい
る。2008年には大学の科学技術成果の産業化によ
り取得した菲達環保と方興科学技術の上場企業 2
社の株式を売却し、大学の関連規定を踏まえ、売
却代金の5395万8500元をエネルギー工程、バイオ
医学計器、非金属無機材料科学などの学科に還元
した。

北京航空航天大学サイエンスパークは就業機会
の提供、研究開発、管理モデルの革新、サービス手
段の革新、大学の各種実験室の利用、委託技術開
発など多様な手段を用いて、同大の関連学科設置
を支援した。例えば北京民航天宇科学技術発展有
限公司は同大が空中交通管理学科を新設するのを
後押しし、国家ソフトウエア輸出基地は同大が日
本語ソフト開発に関連した専門を設置するのを後
押しした。

同済大学は建築設計、都市計画、土木工程など
の関連学科の連携を促進した。その後関連の産業
が拡大発展し、入居企業が増加したことに対応し、
同大は都市建設・防災に関する学科群と現代型設
備製造業の学科群を拡充し、産業の発展に即した
専門的知識への需要に対応した。

清華大学国家大学サイエンスパークは世界トッ
プクラスの企業と大学との協力を促進すべく、双
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方向の交流協力プラットフォームを構築し、企業
の技術を大学にもたらすことにより、大学の学科
の水準をより高く引き上げた。大学と企業の協力
を通じて、大学はより直接的に企業の最前線の問
題や最新の問題に接触できるようになり、研究の
方向性が時代に即したものとなった。

　②人材の育成
大学のイノベーション・起業を巡る教育体系を

充実させ、質の高い人材の育成を促進した。大学
サイエンスパークはイノベーション・起業教育の
統合プラットフォームであり、大学、企業、社会
の各種資源を効果的に統合し、系統的なイノベー
ション・起業教育育成体系を構築することができ
る。パークには多様なタイプの企業があり、関わ
る産業は多岐に亘り、多くの成功事例や失敗事例
を提供することが可能である。革新企業の成長の
過程は最も説得力があり、最も精彩に富んだ教育
の事例であるとともに、起業の戦略、テクニック、
方法を導くものである。パークに委託し、起業理
論のカリキュラムを構築し、ビジネス計画書を教
学の目標として、学生がビジネスチャンスを見分
けて起業計画を制定するよう啓発した。起業の実
務的業務とプロジェクト実践による起業モデルの
設計や起業の指導員によるマンツーマンの個人
レッスンなどを通じて、学生が自ら考える力、イ
ノベーションを実践に移す力を高め、学生のイノ
ベーション・起業の精神を触発した。

浙江大学国家大学サイエンスパークは、大学院
と共同で「浙江大学未来の企業家クラブ」や「浙江

大学大学院生起業の素質開拓クラス」を設立し、
パーク内外の起業家、専門家、企業家を招聘して
企業管理、市場での営業販売、知的財産権管理な
ど各種の知識と技能の研修を行い、起業教育の内
容とプロセスを刷新した。起業教育を通じて、イ
ノベーション・起業人材1300人以上を育成し、学
生 100 人以上が自主起業の道を歩み出した。さら
に2012年にはパークと杭州市人的資源・社会保障
局が協力して「杭州大学生起業学院」を設立し、市
内の大学生起業家に向けて起業研修を行い、「起業
する鷹の雛クラス」という名称の研修クラスを 2
回、「起業する強い鷹クラス」という研修クラスを
1回開催し、大学生起業家200人を育成した。

同済大学は、大学生の起業を大学の教育機能の
延長ととらえ、起業教育を大学の教育体系全体の
中に組み込み、革新基地の建設、起業カリキュラ
ム、起業コンテスト、起業の組織、起業の実践など
を通じて大学生に研修とコンサルティングを提供
した。これまでに 100 を超える学生の起業組織を
設立し（起業家協会、大学院生起業家クラブを含
む）、中核となるメンバーを数千人集めた。

清華大学国家大学サイエンスパークは清華大学
で起業クラスを開設し、カリキュラム全体を 2 学
期に分け、1 学期は起業機会の識別とビジネス計
画、2学期は新会社の起業を学ぶ期間とした。同ク
ラスの受講を申し込んだ学生の中から起業チーム
を選抜し、新しい企業を設立するための資金を提
供した。同パークは一連の成功した企業家や清華
大学の卒業生を招いて、学生との対話メカニズム
を設立したり、学生への補助指導を行ったりした。

東南大学のイノベーション教育
ここ数年の間に、東南大学は「就職指導論」、「起業教育」など一連の選択科目と基礎カリキュラムを含む

理論教育体系を形成し、大学生科学研究訓練計画（SRTP）のプロジェクトや課外学術活動を展開している。
省・直轄市や全国の「チャレンジカップ」コンテスト、科学技術作品コンペティション、各種の学科コンペ
ティションなどの活動に組織的に参加するとともに、起業の指導者を招聘して、学生の起業の素養とリスク
意識を高めた。また、東南大学経済管理学院から指導者を招聘して起業する大学生のために起業補助指導講
座を開設している。2009年からは、大学サイエンスパークが経済管理学院から8人の教授を招聘して大学
生の起業の指導者としており、この8人の専門は企業管理、産業経済、システムエンジニアなど多岐に亘り、
いずれも豊富な理論と実践経験を備えた専門家達である。8人は専門テーマの講座、サロンでの交流、個別
の補助指導などの方法により、パークで起業や就職する大学生に指導と支援を行った。また一方では、パー
クは1970年代生まれや1980年代生まれの学生起業家のスターたちや企業家たちを招聘して起業の指導者
とした。こうした起業の先輩たちは起業しようとする学生と年齢が近く、経歴が似ており、起業に際して直
面する問題も共通しているため、起業の初期段階にある学生に取っての有力な支援になっている。
資料の出所：江漢、虞志霞、張媛媛。「大学サイエンスパークにおける学生の起業への支援体系の探求」、
　　　　　　中国大学科学技術、2012年（9）：66-67
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

　③起業の実践
各種のベンチャー基地に委託して、起業の実践

を行っている。大学サイエンスパークは大学の教
育資源とパーク内企業の実践経験を十分に利用
して、起業家に用地、資金、政策、文化的ムード
などの面で保障と支援を提供するとともに、ベン
チャー企業実習制度の構築を通じて、企業の需要
を掘り起こすことを可能にしている。学生が関連
企業で生産実習と卒業後の設計を行い、企業の方
針決定、経営、管理、研究開発などに直接参加でき
るようにした。このような起業の実習・実践は学
生に起業の構想を作成し、起業の理念を形成し、
起業の力を試す機会と条件を与えた。2009年には、
科学技術部と教育部が大学サイエンスパークにお
ける「大学生科学技術起業実習基地」の建設業務
をスタートした。この基地は大学の学生に実習、
実地訓練、起業、就職（就業）に関する総合サービ
スプラットフォームを提供するもので、「双実双
業」基地と呼ばれている。基地の主要任務はイノ
ベーション・起業の教育・研修の実施、学生の実
習・実地訓練の受け入れ、学生の起業・就職の促
進、起業による就職の活性化などのための支援と
サービスを提供することにある。

浙江大学サイエンスパークは、2008 年 12 月に、
杭州市西湖区政府と共同で「杭州市大学生起業
パーク（西湖—浙江大学サイエンスパーク）」を設
立し、大学生の起業用地に 5 千平方メートルを充
て、大学生起業家に交渉手続きの代行、資金調達・
担保、投融資、人事代行、プロジェクト申請など各
種の起業サービスと家賃の優遇サービスを提供し
た。大学生起業パークが設立されて以来、大学生
が起業した企業は累計 274 社に上り、その大部分
が順調に発展している。これとともに、浙江大学
大学院生実践基地が建設され、毎年優秀な大学生
200 人以上がパーク内企業で短期間の実地訓練を
受けている。また同パークは杭州蕭山国際創業中
心などの起業基地や華立集団株式有限公司などの
大型民間企業と協力して大学生起業実践基地を共
同建設し、パーク入居企業を集めて浙江大学の学
生から実習生を募集し、毎年1千人を超える実習・
見習いの枠を提供している。2010年には同パーク
は科学技術部と教育部に全国初の「大学生科学技
術起業実習基地」に認定された。これまでに同パー
ク、パーク内企業、社会へイノベーション・起業
の人材3千人以上を送り出している。

北京航空航天大学サイエンスパークは起業計画
コンテスト「北航科学技術パークカップ」、北京市
起業計画コンテスト、全国規模の起業計画コンテ
スト「チャレンジカップ」、留学帰国者のイノベー

ション・起業コンテスト「春暉カップ」などの活
動を通じて、大学生に起業指導を行った。また、各
種の訓練、起業フォーラム、企業家講座などを実
施し、在学生の起業の技能を育むとともに起業の
意欲をかき立てた。2012 年末時点で、パークには
大学生が起業した企業が39社ある。

鄭州ハイテク産業開発パークは河南省国家大学
サイエンスパークに委託して、科学技術起業コン
テスト「国家大学サイエンスパークカップ」など
の活動を展開している。

５．イノベーションに適した制度環境の創出
イノベーションに適した制度環境は大学サイ

エンスパークにとって極めて重要なものであり、
政府、大学、パークがそれぞれ戦略プラン、財政の
支援、税制度による奨励、科学技術関連の金融、知
的財産権保護などの整備に努めている。

　①計画の制定
戦略計画を制定し、発展方向を明確化すること

により、全体の流れを誘導した。
国レベルでは、2011年8月に、科学技術部と教育

部が「国家大学サイエンスパーク『第12次五カ年
計画』発展計画綱要」を通達し、第 12 次五カ年計
画（2011-15 年、十二五）期間の国家大学サイエン
スパークの発展目標を定めた。具体的には、国家
大学サイエンスパークは、１）大学の科学研究成
果を産業化する重要なルートとなること、２）ハ
イテク企業と戦略的新興産業を育成する重要な媒
介者となること、３）イノベーションを実現する
重要な支援力となることにより地域経済を促進す
ること、４）イノベーション・起業人材育成の重
要な基地になることなどである。また2015年まで
に、全国の大学サイエンスパークの総数を200、う
ち国家大学サイエンスパークを 100 以上、パーク
が自主管理する面積を 1 千万平方メートル以上、
専門サービスを委託する機関を1千以上、インキュ
ベートする企業を 8 千社にすることが示された。
十二五期間に、卒業生が運営する企業が 5 千社、
サービスを提供する企業が10万社、産業化した科
学技術成果が 1 万件、育成したイノベーション・
起業人材が10万人、国の大学サイエンスパークに
委託した学生の科学技術起業実習基地が80カ所、
育成した学生が起業した科学技術企業が3千社に
達することを見込んでいる。

地方レベルでは、上海市揚浦区が「揚浦知識革
新パーク発展計画綱要」を制定し、科学技術教育
を同区の主導的機能として、揚浦知識革新区を建
設することを決定した。「知識の揚浦」というの
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が、同区の地域経済や社会発展のイメージであ
り、追い求めようとする価値でもある。発展の中
核となる理念として、大学のキャンパス（大学校
区）、サイエンスパーク（サイエンスパーク区）、社
会コミュニティ（公共社区）の「三区が融合し、連
動して発展する」という理念が掲げられた。この
うちキャンパスは主に都市部全体の経済社会の発
展に知識面での支援を提供することが期待されて
いる。パークはイノベーション・起業と雇用の基
地を提供することにより経済発展に成長軸を提供
することが期待されている。コミュニティは主に
キャンパスとパークに公的サービスを提供し、快
適な居住環境、休養・レジャー環境、交流の環境
を創出することが期待されている。

　②イノベーション・起業活動に対する財政支援
　　の強化

環同済知識経済圏は、地方政府の誘導により、同
済大学を中心とし、パーク、大学、企業が協力する
運営モデルにより形成されたものであり、一種の

「三区連動」の発展モデルである。楊浦区政府は、
財政予算に占める科学技術プロジェクトへの支出
を 2003 年の 7235 万元から 2007 年は 2 億 2 千万元
に引き上げ、支出全体に占める割合は3.9％に達し
た。さらに 2009 年は 5％にまでなった。またアカ
デミー会員や専門家のための特別資金、人材発展
基金、大学生科学技術起業基金、科学研究奨励金、
成果産業化資金、ベンチャー投資補助金など多様
な方法の資金援助によってイノベーション・企業
を支援した。

　③優遇税制
国レベルでは、2007年に財政部と国家税務総局

が「国家大学サイエンスパークの税制度関連政策
の問題に関する通知」を公布し、国レベルの大学
サイエンスパークの税制優遇政策の重点を明らか
にした。これには例えば次の内容が含まれる。１）
2008 年 1 月 1 日から 2010 年 12 月 31 日まで、条件
を満たしたサイエンスパークが自ら利用する不動
産と土地、及び無償で又は賃貸などの方法でイン
キュベートする企業に提供する不動産と土地に対
して、不動産税と都市土地使用税を免除し、イン
キュベートする企業に土地や建物を貸し出して得
た収入及びインキュベーションサービスを提供し
て得た収入については、営業税を免除する。２）非
営利組織の条件を満たしたサイエンスパークの収
入については、2008 年 1 月 1 日から税法と関連規
定に基づいて企業所得税の優遇政策を適用する。

地域と大学のレベルでは、例えば四川大学国家

大学サイエンスパークに対して、各レベル政府が
優遇税制措置を講じた。１）パークのハイテクプ
ロジェクトの用地を配分方式で提供することが可
能になり、土地譲渡手続きが必要な場合は、譲渡
金は最小限にすることが可能になった。２）大学
サイエンスパークの建設プロジェクトでは、都市
インフラ整備費を減免することが可能になった。
３）パーク入居企業が納税したパークエリアでの
所得については、財政の歳入歳出予算に編入し
パークに還元する。４）新たに設立されたパーク
入居企業は、利益が出た年度から 2 年間は所得税
が免除され、免除期間の終了後は所得税率が15％
に減額される。５）パーク入居企業の輸出製品生
産額が同年の生産額の40％を超えた場合は、税率
が10％に減額される。６）パーク入居企業が技術
移転、技術コンサルティング、技術サービス、技術
研修などを行った場合は、年間純収入が30万元以
下であれば所得税が免除され、30万元を超えた部
分から所得税を納める。

　④科学技術成果の産業化促進支援
浙江大学は「浙江大学の教職員と学生が大学サ

イエンスパークで科学技術インキュベーション企
業を創設することに関する若干の規定」を制定し
て教員と学生がパークで科学技術成果の移転・産
業化を行うことを支援する方針を明確にした。こ
れとともに、2010 年には教員の再編を行い、技術
の普及推進担当を設置して、教員が科学技術成果
の移転・産業化を積極的に行い、地方の経済社会
の発展に寄与することを奨励した。

楊浦区は、「中小企業の貸付担保に関する支援の
意見」、「在職の投資家が企業の代表者として企業
を創設する場合の財政支援の規定」、「起業特定貸
付の操作プロセス」、「企業創設の操作方法」、「知
的財産権を資本とした投資・株式参入の登記の規
定」、「科学技術の小さな巨人を強く大きくするこ
とに関するいくつかの提案」、「ハイテク技術成果
産業化促進の財税政策」、「『楊浦区の科学技術発展

“32カ条”関連政策』の若干の人材関連政策の実施
徹底に関する実施細則」、「全面的な協力・提携を
さらに強化して自主イノベーションを推進するこ
とに関する枠組合意」、「楊浦環同済知識経済圏総
合計画綱要」などを相次いで制定した。また「楊浦
の人材強区戦略実施の行動計画」と「2007年-2011
年楊浦人材発展計画」を制定するとともに、「重点
分野の人材開発リスト」を作成し、人材育成と地
域の発展を緊密に結びつけた。
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

　⑤科学技術金融の強化
浙江大学サイエンスパークは「企業が産業

チェーン全体を成長させ、パーク入居企業で全体
をカバーし、投融資は全分野に及ぶ」という「三
全」の投融資サービスを展開している。銀行、起
業投資サービスセンター、高度科学技術担保会社
などと協力して、「共同担保体系」を構築し、「銀行
と企業の協力」を促進し、協力して「企業クレジッ
トカード」、「売掛債権担保融資」、「知的財産権担
保融資」といったベンチャー向け融資サービスを
提供し、起業当初の資金調達という難問を解決し
た。また、国内外の各種ベンチャー投資機関、民間
企業と幅広く協力契約を締結して、「ベンチャー投
資連盟」と「産業投資連盟」を設立するとともに、
毎年複数のプロジェクト資本マッチング会を開催
し、パーク入居企業が起業投資資金や民間企業の
資本を導入することにより、迅速に企業を大きく
できるよう支援した。2008年12月には、浙江大学
サイエンスパーク創業投資有限公司を設立した。
登録資本金は 1 億元で、パーク内の科学技術プロ
ジェクトや科学技術企業に投資を行った。現在、
パークに投資したり株式参入したりする企業は累
計 144 社に達し、多くの企業が順調な発展をみせ
ている。

燕山大学国家大学サイエンスパークは総額30万
元の「燕山大学サイエンスパーク起業基金」を設

立するとともに、「燕山大学国家大学サイエンス
パーク大学生起業基金管理規定」を定め、基金の
設立と投入の管理に役立てている。

環同済大学サイエンスパークに対し、上海楊浦
区は海外で成功した投融資モデルに学び、海外の
投融資機関を導入し、楊浦金融高地を設立した。
2007 年 11 月には、米国のサンフランシスコ・ベ
イエリアやシリコンバレー銀行と協力して、ベン
チャー投資プラットフォームを構築した。このう
ちベイエリアとは「戦略枠組合意」を締結し、協
力を深めた。シリコンバレー銀行とは早期・中期
ベンチャー投資基金、株式の審査評価会社、科学
技術への少額貸付会社を共同で設立し、シリコン
バレーの現代型投融資モデルを学んでこれを参考
にした。2010 年 3 月には、投資貸付連盟を設立し
た。これは、政府によるサービス調達によって、
ベンチャー投資の権威あるコンサルティング会社
を導入し、科学技術型中小企業や現代型サービス
業の中小企業に専門的なサービスを提供するとと
もに、技術、市場、管理などについてのコンサル
ティング報告を公布し、メンバー機関が共有でき
るようにするものである。例えば上海華拓医薬科
学技術発展株式有限公司は上海農村商業銀行から
1千万元の融資を獲得することができた。

北京航空航天大学サイエンスパークは、１）1
千万元の起業投資資金を設立し、500万元を配分し

同済大学の科学技術成果の産業化促進、イノベーション・起業奨励策
同済大学は教員・学生に良好なイノベーション・起業の環境を提供するため、一連の奨励政策と奨励措

置を講じた。例えば「同済サイエンスパークの発展を加速し、科学技術成果の産業化を促進することに関す
る実施方法」を公布し、在学生、兼職の教員、海外からの帰国者が同済大学の周りで企業を設立することを
奨励した。これとともに、教員・学生の起業を巡る保険メカニズムを構築し、例えば教員・学生が起業に失
敗した場合や、大学に戻って教学や研究を再開することを希望する場合、大学は相応の対応をすることに
なっている。

東南大学の科学技術成果の産業化促進、イノベーション・起業奨励策
東南大学は「東南大学サイエンスパークの科学技術成果の産業化促進を加速発展させることに関する若

干の意見」を公布し、この中で学生がパークで起業することを奨励し、起業を誘致するために、「大学は起業
の条件と基礎を備えた在籍中の大学院生、4年制課程の学生が科学技術成果又は各レベルの奨励を獲得した
科学技術プロジェクトを携え、学業停止又は休学という形で大学サイエンスパークにおいて起業すること
を支援・奨励する」としている。また大学は特別基金を設立して、優れた大学生のイノベーション・起業プ
ロジェクトに資金を提供し、学生の起業チームに対しては「一免除二半減」の家賃優遇政策を適用している。
これは起業の初年度には家賃を免除し、2年目には家賃を半額免除するというもので、学生の起業の初期に
かかるコストを軽減するものである。
資料の出所：1．同済大学のサイトの情報を整理した。
　　　　　　2．江漢、虞志霞、張媛媛。「大学サイエンスパークにおける学生の起業への支援体系の探求」、
　　　　　　　 中国大学科学技術、2012年（9）：66-67。
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第７章　大学サイエンスパーク

　⑥知的財産権戦略を巡るサービスの強化
北京航空航天大学サイエンスパークはパーク内

企業のために企業の知的財産権戦略のコンサル
ティングサービスを提供し、特許、商標、著作権な
どに関する代行サービスと知的財産権に関する専
門的研修サービスを提供している。また、法律サー
ビス機関と協力して、企業に契約法、企業法、労働
法などの関連法令に関する法律関連サービスを提
供している。さらに北京市知的財産権局と協力し
て、「北航科学技術パーク12330業務ステーション」
を設立し、パーク内企業に専門的な知的財産権関
連サービスを提供している。

６．地域イノベーションの支援
大学サイエンスパークには資金、技術、人材、金

融、政策、サービスなどの資源が集まっており、
パーク内の企業は迅速に設備を更新し、新技術を
採用し、投入する要素の組み合わせを容易に調整
することができるため、生産効率と生産量が引き
上げられている。また、パークが産業の集積を促
進することにより、産業発展の波及効果が生じ、
地域内のその他の関連産業の発展をも促し、周辺
地域の産業構造の調整を促進することなどによ

り、地域経済の成長軸を形成し、地域の雇用に積
極的な役割をもたらしている。

上海大学国家大学サイエンスパークは、パーク、
キャンパス、コミュニティの「3区連動」発展モデ
ルや、「四位一体」発展モデルなどを生み出した。
具体的にいうと、3区連動とは、大学のキャンパス

（大学校区）、サイエンスパーク（サイエンスパー
ク区）、社会コミュニティ（公共社区）が連動・融
合して発展するものである。四位一体とは、苗床、
インキュベーター、加速器、産業クラスターが一
体化した発展モデルを指す。

同済大学国家大学サイエンスパークを例に取る
と、同パークの起業の苗床は 40 のプロジェクト
チームが同時に作業を行うことができ、2009年末
に正式に運営をスタートして以来、これまでに103
の起業プロジェクトが苗床に入ってインキュベー
ションの準備（プレインキュベーション）を行い、
45のプロジェクトが企業設立にこぎ着けた。また、
同パークに建設された現代型設計企業の加速器で
ある上海国際設計中心と上海国際設計一場がベン
チャー企業の成長を加速している。現在、同済大
学周辺には 2 千社近いベンチャー企業が集まり、
典型的なイノベーションクラスターを形成してお

て投資シード資金を設定した。これにより、ベン
チャーや大学生の起業プロジェクトに対し起業の
指導と資金面の支援を提供し、その他の投資資金
も投入されるよう促した。２）中国銀行、中国民
生銀行、北京銀行などの金融機関と協力関係を構
築し、銀行と中小企業が接触するためのプラット
フォームを設置し、企業が銀行の融資を獲得しや
すいようにした。３）政策的融資、ベンチャー投資
の導入に関する支援サービスを実施し、企業のた

めに政府の資金支援を多様なルート・形式で獲得
した。４）金融機関と共同で企業のベンチャー投
資導入を支援・指導した。５）パークの企業環境
の点検・観察、円卓スペシャル対話、「起業・投資
ブレーンストーミング」、IT 精鋭プロジェクト先
行披露、「プロジェクト投資マッチング会」などの
イベントを行い、パーク内企業と国の資本、海外
の資本、民間の資本との橋渡しをした。

清華大学国家大学サイエンスパークの投融資サービス
清華大学国家大学サイエンスパークは多層的な資本サービスを構築しており、パーク内の企業数十社に

直接的な投資サービスを提供し、投資資金は1億元を超え、数億元の社会投資を呼び込んでいる。また多く
の金融機関や担保機関と戦略連盟を結び、パーク内の中小企業に担保を提供している。2012年4月には、
清華大学国家大学サイエンスパーク、瑞安集団、北極光創投、シリコンバレー銀行がインキュベーター・創
源（Inno Spring）を共同設立した。「創源」の狙いは中米両国の新たに誕生した科学技術型ベンチャー企業
を育成し国境を越えて発展を実現させることで、第一陣として12社が選ばれる見込みである。「創源」の
シード計画の対象となった新設企業は「創源」のシード基金が提供する「シード資金」を獲得することにな
る。シード計画は期間6カ月の企業家研修キャンプで、企業家がビジネスモデルを改善し、整備された中核
チームを構築し、顧客からのフィードバックをビジネスに反映することを支援する。「創源」が1年目に選ん
だ精鋭新企業は15社を超えないとみられ、シード計画に参加できた企業には、1社あたり2万5千ドルのス
タート資金が支給される。
資料の出所：「スター、清華科学技術パーク」。パーク産学研革新読本。中関村、2012年（5）：32-34。
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中国の大学における産学研連携の現状と動向

り、知識、人材、創造力、居住空間の集積効果によ
り、地域のイノベーション・発展が促進されてい
る。

浙江大学国家大学サイエンスパークは 2010 ～
2012 年に、新たに企業 209 社をインキュベートす
る一方で、インキュベーションを終えた企業は76
社に上り、パークの就業者は9997人に上った。浙
大三色、宇恒科学技術、辰光科学技術、国芯科学
技術、科特光電、易紡数碼紡績など優れたハイテ
ク企業が成長を遂げ、インキュベーションを終え
るとパークを離れ、図霊信息、中控技術、中控軟
件などは浙大網新と浙大中控の中核企業となり、
地方の経済発展における基幹的なハイテク企業に
なった。大まかな統計によると、2010 ～ 2012 年
に、パークの企業（インキュベーションを終えた
企業を含む）の総収入は 81 億 5 千万元、納税額は
4億4千万元余り、特許を取得した知的財産権は累

計 613 件、パーク入居企業が産業化した浙江大学
などの大学の科学技術成果は93件、担当した国の
科学技術計画プロジェクトは 156 件、獲得した支
援は総額5452万元で、地域の自主イノベーション
と産業構造の転換・改良を促進した。またパーク
は「1パーク複数スポット」の原則に基づいて、地
方の需要と大学全体の計画を踏まえて寧波、南昌、
長興にそれぞれ支パークを建設し、ハイテク産業
の波及を図っており、成果はパークというプラッ
トフォームで産業化・インキュベートされた後に
周辺地域に波及している。例えば江西省の南昌支
パークは同省のソフトウエアアウトソーシング産
業の模範的な基地である。2010 ～ 2012 年に各支
パークに入居した企業によって産業化を果たした
科学技術成果は 100 件を超え、収入は 70 億元、納
税額は3億6千万元に達し、地域の科学技術の進歩
と経済社会の発展に重要な貢献をした。

四、終わりに
1950 年代に米国のスタンフォード大学が世界

初の大学サイエンスパークを創設して以来、大学
サイエンスパークは常に科学技術成果の産業化を
促進し、イノベーション・起業を奨励し、地域経

済の発展を促進する重要な要素であり、世界各国
で重視されてきた。20 数年の時を経て、中国の大
学サイエンスパークは規模の点でもサービスの
質の点でも飛躍的な進歩を遂げ、地域のイノベー
ションを推進する上で重要な役割を発揮した。世

東北大学国家大学サイエンスパークが地域のイノベーションに与える影響
東北大学国家大学サイエンスパークは2001年5月に認定された国内で初めて大学に委託して建設され

たサイエンスパークであり、世界大学サイエンスパーク協会の会員でもある。10数年の発展期間を経て、
現在ではハイテク技術の産業化、中小規模ハイテク企業のインキュベーション、人材の育成、企業家の研修
を一体化したハイテク・サイエンスパークとなっている。東軟集団を代表とするハイテク企業を育成する
とともに、指導者を育成し、これまでに新たに2万人を超える雇用を生み出し2008年末時点で、パークが
インキュベートする企業は112社、インキュベーションを終えた企業は26社に達した。インキュベーション
中及びインキュベーション終了の企業の同年の売上高は50億8千万元に上り、新たに3300人余りの雇用
を生み出し、納税額は3億5800万元に達した。インキュベーションサービスはデジタル医療、情報技術（IT）、
鉄鋼・金属精錬、デジタル機器・計器、省エネ・環境保護などの分野に及び、インキュベーション面積は累
計4万5400平方メートルに達した。

北京航空航天大学サイエンスパークが地域のイノベーションに与える影響
2012年末時点で、北京航空航天大学サイエンスパークに入居する企業は236社を数え、このうち65％
以上がソフトウエア企業で、約80社が留学帰国者により創設された企業である。パーク内企業の研究開発
投資は7億5400万元、収入は69億元、輸出額は約2億5千万ドル、利益は約8億5千万元、納税額は7億
元に上った。パーク内の上場企業は6社で、このほか上場の準備を進めている企業が2社ある。15社がこ
れまでに国家科学技術計画プロジェクト計34件を担当したことがあり、45社が大学と科学研究プロジェ
クトで協力したことがある。認定された知的財産権は約3年間で1009件に達した。就業者は1万2千人を
超え、大学生924人を受け入れている。
資料の出所：1．王大偉、葛継平。「大学サイエンスパークの地域経済の発展促進の研究」 、中国大学の科
　　　　　　 　学技術と産業化、2011年（3）：78-80
　　　　　　2．教育部資料の中国科学技術発展報告。
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第７章　大学サイエンスパーク

界におけるイノベーションの新しい情勢や新しい
ニーズを考慮し、中国の発展の実状を配慮するな
ら、今後の大学サイエンスパークの発展において
は次の3点に注意することが必要になる。

１．制度環境の一層の充実
政府にとって、大学サイエンスパークのインフ

ラを整備し、資金面の支援を提供するだけでなく、
関連の政策や法規をさらに整備することが重要で
ある。各地区、各大学がそれぞれの大学サイエン
スパークの発展に適応した制度設計と計画の制定
を模索し、産業政策、投融資政策、税制政策、財政
政策、知的財産権、対外貿易、環境、人材の育成・
流動政策といった制度の刷新を進め、資源配置を
最適化するよう誘導する必要がある。また、大学
とサイエンスパークとの間の「回転ドア」制度を
設立し、学生に所属変更の可能性を与えることが
重要である。すなわち学生が在籍期間中に起業の
機が熟したと思った場合、一時的な学業の中断を
申請することができ、必要な選抜を経ればパーク
で起業を行い、学生から企業家に転身することを
可能にし、起業の成功不成功に関わらず、大学に
戻って学業を終えるチャンスを与える制度であ
る。

２．イノベーション・起業教育の強化
大学はイノベーション・起業教育を幅広く展開

し、学生のイノベーションを巡る思考力を育成し、
イノベーションの意欲をかき立てるとともに、対
象となる学生に起業に向けた専門的な技能訓練を
行う必要がある。各大学はそれぞれの特色を備え
た起業訓練体系を構築し、学生に起業の知識と技
能を身につけさせなければならない。大学の起業
訓練を経た後は、大学サイエンスパークが選別、
連携、インキュベーションの機能を発揮し、優れ
た人材とイノベーションのチャンスが生まれ出る
ようにしなければならない。これに続いて投資家、
企業家、起業の理論家、技術の専門家などが起業
指導者チームを結成して、段階別、プロセス別、個
別的の指導を行い、彼らの経験とノウハウを後輩
に伝えることが重要である。

３．国際交流と国際協力の強化
グローバル化の加速にともない、イノベー

ションの動きが国境を越えて広がる傾向が顕著に
なり、各国に特有の要素を考慮しつつも、各国を
グローバルイノベーションネットワークに融合さ
せることが必要になってきた。先進国は大学サイ
エンスパークの発展で経験を豊富に積み上げてお

り、スタンフォード大学や日本のつくばサイエン
スパークといった海外の有名な大学サイエンス
パークの成功例をより深く研究する必要があり、
また各国の最新の制度設計や経験・手法について
積極的に交流し、政策面での対話を強化する必要
がある。

大
学
に
お
け
る
産
学
研
連
携

促
進
関
連
政
策

第 2章

中
国
の
大
学
産
学
研
連
携
の

方
式
と
体
制

第 3章

技
術
移
転
と
技
術
価
値
の

評
価

第 4章

大
学
知
的
財
産
管
理

第 5章

大
学
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

及
び
実
例

第 6章

大
学
サ
イ
エ
ン
ス
パ
ー
ク

第 7章

中
国
の
大
学
産
学
研
連
携
の

背
景
、
経
緯
と
現
状

第 1章



100 独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

中国の大学における産学研連携の現状と動向

〔参考文献〕

1. 曹斌、謝民。「大学の科学技術パークは高水準の大学建設における重要な構成要素」。中国大学科学技術、
　2011年（6）：79-80。
2. 江漢、虞志霞、張媛媛。「大学サイエンスパークにおける学生の起業への支援体系の探求」、中国大学科学
　技術、2012年（9）：66-67。
3. 科学技術部ハイテク技術発展・産業化司。「革新の理念　中国の特色ある国家大学サイエンスパークの建
　設」。中国ハイテク技術産業導報、2012年10月29日版（第A02版）。
4. 科学技術部。「 中国科学技術発展報告2011. 北京：科学技术文献出版社，2012.
5. 科学技術部たいまつ高度技術産業開発センター。「中国たいまつ統計年鑑」2009年版、2010年版、2011年版、
　2012年版。 北京、中国統計出版社。
6. 劉洪民。「大学サイエンスパークの大学生の革新・起業促進の制度的基礎、路線の選択、政策の提起」。
　科学技術管理研究、2012年（24）：5-9。
7. 陸淑敏、李琪。「大学サイエンスパークを学生の起業パークにする」。人民日報、2013年9月29日版
　（第005版）。
8. 明星。「清華大学サイエンスパーク　パーク産学研革新読本」。中関村、2012年（5）：32-34。
9. 王大偉、葛継平。「大学サイエンスパークの地域経済の発展促進の研究」。中国大学の科学技術と産業化、
　2011年（3）：78-80。
10．晏志成。「社会へのサービスと大学への恩返し、発展はどちらかに偏ってはならない—清華科学技術パー
　  ク発展センター主任の梅萌教授を訪ねて」。中国大学の科学技術と産業化、2011年（1）：13-15。
11．「中国科学技術発展報告」。教育部の資料、2012年。



101独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

第８章　中国の大学における産学研連携の課題と今後の展望

中国は国のイノベーション体系を構築する過程
で、産学研連携をとりわけ重視している。産学研
連携の取り組みは大きな進展を遂げ、国の経済成
長と経済構造のモデル転換・改良を推進する上で
重要な役割を発揮している。産学研連携は新技術
の実用化をもたらし、新興産業の形成を加速させ
た。重要産業においてキーテクノロジーに関し、
ブレークスルーを成し遂げるという成果を挙げ、
産業部門の効率を引き上げた。ここ数年は、中小
企業のモデル転換・改良を促進し、小規模企業の
技術の改良や産業のモデル転換で重要な貢献をし
ている。だが中国の産学研連携は、ニーズとシー
ズのミスマッチという問題をはじめ、主体の位置
付けと機能の不明瞭さ、長期的に効果を発揮する
メカニズムの欠如、産業連関の協同的イノベー
ションが不十分、人材交流における障害、情報交
流の円滑さの欠如、政策的環境による支援の不足
などといった問題に直面している。また中国は産
学研連携の統括・調整メカニズム、政策実現の促
進策、政府の科学技術資源配置の組織方法の改善
方法、産業イノベーション連関の充実、教員の兼
職制度等多くの課題を抱えている。

一、国のイノベーション体系構築における産学研
の位置付けと役割

中国では改革開放がスタートして以来、産学研
連携が徐々に、科学技術と経済の結合を促進し、
経済成長をもたらし、応用技術の発展を促進し、
技術革新連関を構築する有効な手段になってき
た。

１．産学研の連携は経済成長の推進に重要な役割
を発揮

最近では、産学研の連携が地域の経済成長やモ
デル転換・改良において重要な役割を発揮してい
る。新技術の実用化を通じて、新興産業の形成が
後押しされている。一連の重要な科学研究成果が
地方で実用化を実現しており、中国社会科学院の

「竜芯CPU」、北京大学の「衆志芯片」（CPU）、清華
大学の「OLED」（有機発光ダイオード）、東南大学
の「PDP」（プラズマディスプレーパネル）などは、
江蘇省に産業化基地を建設し、地域の経済成長を
もたらし、地域の発展モデルをハイテク・高付加
価値の方向へ転換させている。

技術成果の移転を通じて、産業部門の効率と利
益が引き上げられた。例えば浙江工業大学が研究
開発したグリーンケミストリーの技術は、浙江省
の企業10社あまりで応用され、生産ライン20本近
くを改良・設置し、生産額4億元を生み出した。ま
た山東大学微生物技術国家重点実験室が研究開発
したバイオ漂白と酵素修飾の技術は、製紙企業10
社あまりで応用に成功した。

産学研の連携は中小企業のモデル転換・改良も
推進している。広東省東莞市エリアの労働集約型
中小企業は産学研連携を通じて、産業のモデル転
換と製品の改良を進めている。東莞市金翔電器設
備有限公司は大学とともに研究開発センターを設
立することによって、主業務をこれまでのPCケー
ス、音響設備、電源設備などの端末設備から電子
情報のハイエンド分野へと転換させた。広東志成
冠軍集団有限公司は華中科技大学や武漢大学など
の大学との連携によって新製品を研究開発し、金
融危機の影響下にもかかわらず製品供給が需要に
追いつかない好調な売れ行きをみせた。

２．応用技術の発展を促進、産業のキーテクノロ
ジーで突破口

中国の産業は産学研の連携を通じて、リソース
を集め、共同で課題に挑み、産業の発展を制約し
ていたキーテクノロジーの開発に成功してきた。
設備製造業の場合、2006 年以降、遼寧省の基地で
産学研の連携を通じコンピューター数値制御工作
機械、超高圧送変電設備、大型ガスタービン、ハ
イブリッドカー、石油化学技術を利用した金属精
錬の重要設備など様々な分野の 750 件を超える
キーテクノロジーを相次いで開発し、長期にわた
り経済発展を制約してきたボトルネックを解決し
た。産業技術革新戦略連盟の組織の下、2009 年か
ら2011年にかけて、テスト連盟56カ所が組織展開
した協力革新プロジェクトは1156件、取得した特
許は4232件に上り、一連の産業の中核的技術でブ
レークスルーを果たした。

３．産業のイノベーションを促進
企業の市場競争力の高低は、産業全体がどれく

らい国際競争力を備えているかによって決まるこ
とが多い。また産業全体の競争力の向上は、産業
連関全体が一体となってイノベーションを果たし

中国の大学における産学研連携の課題と
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てこそ実現する。こうした状況の下、中国企業が
単体でイノベーションを進めている限り、国際競
争の需要に応えることはできない。そこで国は産
学研の連携モデルを通じて、イノベーションの要
素と主体を集め、全体として産業イノベーション
の発展を推進する戦略をこれまで以上に重視する
ようになった。2010年には、56の連盟を選んで産
業技術革新戦略連盟のテスト事業を行った。この
テスト事業を担ったテスト連盟には企業1190社、
大学352校、研究開発機関339カ所が集結し、リソー
スの統合を通じて、産学研用（用は利用者・応用）
が連携し、川上・川中・川下が連携し、大企業・
中企業・小企業が協力する良好なイノベーション
エコロジー系統を基本的に構築した。技術革新連
盟だけでなく、国は各地の大学、政府、企業が共同
で研究機関を設立するのを奨励し、企業、研究機
関、大学からなる産業連関のイノベーションを巡
る協力を推進した。2010年末時点の統計データに
よると、南東地域の沿海四省（江蘇、広東、浙江、
山東）では政府、大学、企業、研究機関により共同
設立された研究機関が38カ所を超え、キーテクノ
ロジーの研究、成果の実用化促進、ハイテク企業
の創業とインキュベーション、国際技術移転など
を主要任務としている。１

４．科学技術成果の移転を推進
国のイノベーション体系における産学研連携に

は様々な形式があり、例えば大学と企業が直接、
協力プロジェクトを進める、大学が企業に科学技
術成果を譲渡する、大学と企業が産業化研究開発
サービス機関を共同設立する、大学が科学技術企
業をインキュベートまたは共同設立する、大学の
サイエンスパークといった形式がある。産学研連
携は中国の科学技術成果の実用化を大きく促進し
ている。

ある統計資料によると、2011年に全国で締結さ
れた産学研連携プロジェクト契約は8万1615件に
上り、プロジェクト契約全体の 31.8％を占め、取
引金額は510億2千万元で全体の10.7％を占めた。
産学研の技術開発契約の取引金額は2169億8千万
元で、技術開発契約全体の45.6％を占め、4タイプ
の契約の中では引き続き優位を保っている。大学
や大学院の保有する知的財産権を備えた技術は 3
万 4290 件に上り、取引金額は 285 億 8 千万元で知
的財産権を備えた技術全体の 6.0％を占めた。企

業の保有する技術契約の取引金額は4119億3千万
元で、技術契約全体の 86.5％を占めた。企業の技
術導入契約の取引金額は3732億4千万元で、技術
導入契約全体の 78.4％を占めた。２産学研連携は
イノベーションの源泉という大学と大学院の役割
を一層明確にしただけでなく、企業が「イノベー
ションが駆動し、自力成長する」発展モデルを実
現するための重要なパワーにもなった。

５．国の人材の交流と育成を促進
産学研連携の重要な価値の一つとして、国のた

めに各分野、各レベルの総合的な人材を育成する
ことが挙げられる。国のイノベーション体系にお
ける様々な産学研連携の機関が、ここ数年の間に
社会経済の各分野に多くの人材を送り出してき
た。2009年から2011年の間には、産業技術革新戦
略連盟が育成した大学院生は3万1千人に上り、科
学研究者3228人が企業での兼職を実現させた。

研究機関を共同設立して国の重要課題や企業の
協力研究プロジェクトを引き受けるほか、専門の
人材を育成するという主要任務もある。東南大学
蘇州研究院を例に取ると、2010 年 12 月 31 日時点
で、同研究院の全日制課程の大学院生は854人、う
ち有職者は 187 人に上り、地方の企業と共同で連
合研究センターと連合実験室を計12カ所設立した
ほか、企業大学院生ワークステーションを7カ所、
企業ポストドクターワークステーションを1カ所、
それぞれ設立した３。もう一つの例として大連理
工学院常州研究院がある。同研究院は企業と連携
して、機械設備の設計、電子制御の工程、精密研磨
装置の設計、省エネ・環境保護、精密化学工業な
どの分野での研究と成果の移転を重点的に進めて
いる。珠江デルタ地域の技術者と一流管理人材に
向けて、機械工学、電子工学、化学工学、プロジェ
クト管理などを専門とする工学修士、ＭＰＡ、Ｍ
ＢＡなどの課程教育と企業の技能訓練を行い、こ
の地域の発展に向けて人的資源面での保障を提供
している。

大学のサイエンスパークはハイテク企業のイン
キュベーションや科学技術成果移転のセンターで
あるだけでなく、人材の育成センターでもある。
2012 年までに、大学のサイエンスパーク 41 カ所
が大学学生科学技術ベンチャー実習基地に認定さ
れ、パーク内での企業実習に延べ25万6千人の学
生を受け入れ、これまでに 1 万人を超える学生が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 教育部科学技術発展中心、「中国の大学の知的財産権報告（2010 年）」、2012 年 3 月第一版
2 科学技術省発展計画司、2011 年全国技術市場の統計分析、科学技術統計報告、2012 年（12）
3 教育部科学技術発展中心、中国の大学の知的財産権報告（2010 年）、北京、清華大学出版社、2012 年 3 月
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ここで起業し、企業の育成を行った。

二、中国の産学研の発展が直面する主な障害
中国の産学研連携は大きく進展し、大きな成果

を上げたが、経済社会の急速な発展のニーズに比
べると、今なお大きな問題を抱えている。例えば
科学技術成果の移転率の低さ、連携レベルの浅さ、
中小企業の参加の積極性の低さ、大学の科学研究
が市場ニーズからかけ離れていること、研究開発
が市場のニーズに後れを取っていること、などで
ある。

１．主体の位置付けと機能が不明確
産学研連携の各段階で責任の主体の権利と義務

がはっきりしないことが、産学研の連携にとって
障害になっている。産学研連携には様々な段階が
あり、技術を研究開発する段階、成果を獲得する
段階、成果を拡大する段階、製品を生産する段階、
商品化の段階などがある。それぞれの段階の責任
の主体は明確に確定する必要がある。初期の研究
開発の段階では科学研究者、研究開発機関、大学
が主体となるべきである。パイロットテスト段階、
プロトタイプテスト段階、製品化の段階では技術
者、技能者、管理者、営業販売担当者らが主体とな
るべきであり、企業が主体となる。関わりをもつ
すべての主体がそれぞれの役割を担い、自身の責
任を果たすべきである。

主体の機能の位置付けだけでなく、研究機関（特
に大学）の専門や方向性がはっきりしないという
問題もあり、このことが研究リソースの分散やイ
ノベーションの効率の低さを招いている。

大学の場合、機能の位置付けの問題は主に 2 つ
の面に現れている。

まず、利益の選択肢が多様であることから、リ
ソースの分散が起きている。大学によってどの利
益を選択するかが異なり、内部の組織によっても
選択する利益は違ってくる。利益の選択肢が多様
であることから、大学は多くの課題チームを設け
て、それぞれの分野で多層的な課題を担当させて
いる。このようにして大学のリソースは相対的に
分散し、位置付けはあいまいになり、大学がイノ
ベーションの実用化プロセスに参与しようとして
も限界にぶつかることになる。

次に、自ら成果の実用化を進めるというやり方
は非効率的で、市場の発展に追いつけないでいる。
科学研究成果の多くは研究を担当する機関（例え
ば大学など）が自ら実用化を進めており、こうし
たやり方であれば実用化の中で出現する可能性が
ある協力関係のトラブルを回避することはできる

が、実用化のペースは遅くなり、科学技術成果実
用化の効果に影響が出る。科学研究成果の多くは
開発の段階では先進的なものだが、実用化が実現
する頃には、市場で競争上の優位性を失っている。
特に現在のような開放経済という環境の下では、
市場の開発ペースの速さに国内の自主イノベー
ションのペースが追いつけず、需要が研究開発の
はるかに先を行き、技術を導入して市場の需要を
満たすしかなくなる。重要な成果は、特にオリジ
ナリティーの高い成果は、市場での需要が低いた
め、実用化が難しくなっている。

研究開発機関と大学の強みは研究にあり、成果
の実用化推進にはない。企業に比べて、研究開発
機関では企業経営や市場開発に携わることのでき
る人材には限りがある。科学研究プロジェクトの
様々な段階で、イノベーション主体の役割転換を
実現させる必要がある。すなわち、研究開発の段
階では大学と研究開発機関が主役を演じ、応用・
開発・実用化の段階では企業が主役を務め、研究
開発機関と大学は企業の主導の下で応用と開発を
行うという役割分担である。中国では一時期、政
策が研究開発機関と大学による川下産業への進出
を強調しすぎていた嫌いがあり、国内の各主体の
機能がどれも同じようなものになって、産学研連
携の土台が失われた。一部の研究開発機関と大学
も高い市場価値と実用化に近い科学技術成果を自
らの手で実用化したいと考えたが、市場開発の実
力、経験、運営能力が備わっていないため、市場開
発の進展についていくことができずにいる。

２．産学研各者の能力と意欲のミスマッチ
産学研が効果的に連携するには、各者が利益の

上で満足を得られるとともに、能力の上で釣り合
いが取れている必要がある。中国の産学研の連携
は全体的な規模は拡大を続けてはいるが、関わり
合う各者の意欲と能力のミスマッチという問題が
引き続き存在している。

まず、意欲のメカニズムをみると、企業は市場
競争の圧力にさらされる中、イノベーションを通
じて産業の改良を図るという必要に迫られている
が、一方では、大学と研究開発機関では企業の需
要に向けたイノベーションの意欲は下降線をた
どっている。その主な原因は政府からの資金が市
場からの資金にしばしば取って代わっているこ
と、大学と大学院が分野横断的な課題よりも分野
別の課題を担当したがり、分野横断的な課題を引
き受けたがらないことにある。「中国科技統計年
鑑（2013）」）（中国科学技術統計年鑑（2013年））に
よると、中国の研究開発機関の研究開発費（R&D
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費）のうち、政府からの資金が占める割合が年々
上昇しており、2012 年は 83.5％に達し（2005 年は
82.8％）、企業からの資金はわずか 3.1％だった。
また2012年には、大学のR&D費のうち、政府から
の資金が60.8％に達し、企業からの資金は33.4％
にとどまった。研究開発機関と大学の研究開発費
は主に政府からのもので、政府の資源配分の決定
方法には企業の需要が効果的に統合されておら
ず、特許や論文などに評価の重点を置いており、
企業ニーズとはずれが生じている。大学では、分
野横断的な課題の重要性が分野別の課題の重要性
をはるかに下回り、教員の多くは各分野の課題で
成果を上げることに力を注いでいる。一部の研究
開発機関や大学は科学研究費が潤沢にあるため、
企業や市場のニーズに自発的にサービスを提供す
ること余り関心がない。また別の原因として、大
学の奨励メカニズムが分野横断的な協力を奨励
していないということがある。長年にわたり、大
学の科学研究成果の価値は、主に国が支出した経
費の金額、発表された論文の本数、獲得した奨励
の等級などで確定されてきたため、教員と研究者
は課題選択の上で学術的な価値を重視し、市場の
ニーズを軽視することが一般的で、科学研究には
実用化に向けた意欲が不足していた。

次に、能力のミスマッチという点では、中国の
産学研の連携には有効な組織がなく、産学研各者
の能力と必要性が十分に結びついていない。全
体としてみると、大学は研究開発の初期段階では
優位にあるが、開発されたサンプルは実用化にあ
たってパイロットテストや工程化の段階を経る必
要があり、より大規模な投資や再研究・再開発が
必要になることもある。大学には財政予算から投
入される科学技術経費が不足しており、全国の試
験発展経費に占める割合は 1.4％しかない。この
ことが科学技術成果の実用化を一層難しくしてお
り、大学の実用的価値のある科学技術成果の多く
を論文や実験室の中に閉じこめ、実用化すること
を制約している。企業は実用化に向けて優位な立
場にあり、技術開発の一定の段階からは開発の主
体を大学から企業に転換させる必要がある。この
ためには、科学技術計画プロジェクトの管理では
産学研の各者がそれぞれの能力を相互に補い合う
という組織形態を作る必要がある。しかし現在の
政府のプロジェクト等の組織化の方法では、有効
な産業共同開発に対する組織が形成しにくく、大
学と企業の機能の分業や協力が有効に行われてい
ないため、プロジェクトの成果と市場のニーズに
食い違いが生じている。

３．政策面での支援の不足
産学研の連携を推進するには、各部門が協力し

合うことが必要である。関連部門が産学研連携の
強化に向けて多くの取り組みを行ってはいるが、
調整が十分になされていない。

第一に、産学研の連携を促進する政策法規体系
がまだ整っていない。ここ数年来、政府は産学研
連携を促進するために一連の政策を出したが、政
策は「90 年代国家産業政策綱要」、「科学技術型中
小企業の技術革新基金に関する暫定規定」、「技術
革新工程の実施を加速し企業を中心とした技術革
新体系を形成することに関する意見」、「国務院の
ソフトウエア産業と集積回路産業の発展奨励の若
干の政策の通達に関する通知」、「国家産業技術政
策」などの政策文書に分散し、産学研連携に特化
した法規文書がなく、政策による支援措置の実効
性が低い。例えば「科学技術型中小企業の技術革
新基金に関する暫定規定」には「産・学・研の共
同による革新を奨励し優先的に支援する」とある
が、どのように奨励し優先的に支援するかについ
て具体的な措置は示されていない。

第二に、財政が産学研連携を安定的に支援する
制度が構築されていない。産学研が連携して開発
するプロジェクトはキーテクノロジーや基盤技術
のプロジェクトが多く、投資が多く、リスクが高
く、どこもリスクを引き受けたがらないか、引き
受けるだけの力をもたない。中小企業のほとんど
は独立した研究開発機関をもたず、大学や研究開
発機関との協力の必要に迫られており、協力の意
欲も有しているが、企業自身の経済的な力が弱い
ため、産学研連携を展開するだけの十分な資金を
拠出できないケースが多い。大学は一般的には非
営利組織であり、大学が主体的に出資して技術の
移転や拡大を行うようにするのは現実的ではな
い。こうした状況の下で、政府という「見える手」
がその役割を発揮し、産学研連携に直接的な支援
資金を提供することが必要である。発達した市場
経済国では、政府は科学技術計画や科学技術基金
などの形で産学研連携を支援するというのがよく
みられるやり方だが、中国には産学研連携を対象
とした国の科学技術計画や科学技術基金はなく、
産学研連携を安定的に支援するルートがない。

第三に、各部門が産学研の連携を積極的に模索
し推進しているが、まだ力が結集しておらず、国
の産学研連携調整指導チームの指導の下で連携を
さらに推進することが必要である。

第四に、連盟が発展するために政策環境の改善
が必要である。国家レベルでみると、中国の連盟
に対する支援は引き続きプロジェクト費用が中心



105独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

第８章　中国の大学における産学研連携の課題と今後の展望

で、支援の方法が画一的である。ある調査による
と、ほとんどの連盟が政府は連盟に対する支援を
強化すべきだが、支援はプロジェクトへの支援に
限るべきではなく、良好な政策的環境を創出して、
連盟が市場経済の要求に合致した発展メカニズム
を形成するよう誘導することをより重視すべきで
あるとの見方を示したという。

４．産業のニーズに対応した組織形態の欠如
現在、中国の産学研の連携ではプロジェクトレ

ベルの短期的な協力が主な形態である。例えば、
遼寧省が行った調査によると、企業、研究開発機
関、大学の連携で、真っ先に選ばれるモデルは技
術開発、次が技術移転で、このほかには情報交流
や技術指導がある。プロジェクトレベルの協力は
責任や権利の関係が相対的にはっきりしている
が、協力関係は安定したものでなく、産業発展の
ための重要な基盤技術や中核技術に関する課題を
解決するには不向きである。そこで産学研の各者
はプロジェクトに基づき、契約を締結として戦略
レベルの協力を行うことが必要不可欠である。北
京市、上海市、深セン市、江蘇省などでは様々な形
式の戦略的協力が行われており、例えば大学と企
業の協力委員会の設立、研究開発基地や研究開発
プラットフォームの共同建設、工業（技術）開発研
究院の共同設立、協力研究チームの設立などが行
われている。しかし、個別の企業のニーズに向け
たものが多く、産業レベルの共通ニーズの課題を
解決するための協力は少ない。

大学、研究開発機関、企業の協力関係は今なお
散発的で、例えば一部の省の産学研連携は依然と
して技術譲渡や単一のプロジェクト協力の段階に
止まり、特定の分野における点と点との協力が多
く、産業連関を巡って協力してイノベーションを
進めるメカニズムはまだ少ない。特に企業、研究
開発機関、大学が戦略連盟を結成し、発展戦略、プ
ロジェクト開発、プラットフォーム建設、人材育
成などの面で利益共同体を結成するメカニズムは
一層強化すべく検討する必要がある。

現在、産業技術革新戦略連盟は産学研連携の重
要な組織形態の一つではあるが、中国ではまだ初
歩的な発展の段階にとどまっており、連盟とい
う手段を具体的にどのように運営してイノベー
ションへの取り組みを推進していくのかは、更な
る検討が必要である。中国政府は産業技術革新戦
略連盟に関し、重要な推進的役割を果たしている
が、連盟の発展には自主的な投資や長期的な発展
のメカニズムの欠如、メンバー間の共通の利益の
不明確性、実質的な協力の組織化の困難性、利益

分配メカニズムの不安定さ等の問題があり、往々
にして散発的な交流プラットフォームになってし
まっている。連盟はまだ初期の発展段階にあるた
め、これまでに生み出した成果は少なく、メンバー
間の利益メカニズムの調節も難しい。一部の連盟
は多くの標準や知的財産権を生み出したが、20％
近い連盟は知的財産権を共有せず、32％は対外的
に標準を広めたり技術を移転したりしておらず、
20％以上が大型計器・設備を連盟のメンバー間
で共有できるよう組織したことがなく、計器・設
備を共有して企業にサービスを提供したこともな
い。全体としてみると、連盟のリソース共有メカ
ニズムは一層強化すべく検討することが必要であ
る。

５．人材交流の障害
大学、研究開発機関、企業の間の人材交流は、産

学研の各者がお互いの需要を理解しあい、学科と
研究の方向性を調整し、さらに深いレベルの協力
を展開するためにプラスである。現在、中国では
企業、大学、研究開発機関それぞれで評価メカニ
ズムと人事体制が異なり、人材の交流にとって障
害になっている。大学での評価は主に論文に基づ
いており、企業の人材は豊富な実戦経験をもち、
応用的な技術問題の解決に長けているが、論文発
表などの要求に応えることは難しい。大学と研究
開発機関の人材が企業に行くと人事的保障の一部
を失うことになり、それまでの学術的なキャリア
を捨て去ることになる。調査研究の結果から見る
と、大学と研究開発機関は人材採用では企業より
も優位にあるが、企業の最も優れた人材は大学と
研究開発機関の評価基準に合致しにくく、産学研
各者の間の人材交流にとって障害となっている。

全体としていえることは、中国では 2 つの以上
の職業を兼任したり、2カ所以上の機関から給与を
もらったりする行為に対すし、管理が分散してお
り、体系を成していない。中国で教員の基本的な
行動を調整する法律は「中華人民共和国教師法」、

「中華人民共和国教育法」、「中華人民共和国高等教
育法」などで、そのどれにも大学における兼職の
教員の管理規定は設けられておらず、研究開発機
関の人員の兼職活動についても対応する法律の規
定はない。増加を続ける教員の兼職現象を法律の
面から秩序をもって規範化することはできない。
教員の兼職に関する法令の規定がないため、大学
の兼職管理の規則に中心となる理念が欠けている
ことは明らかである。また兼職行為の法的性質の
不明確さが、法的関係を不明瞭にしており、兼職
の主体とその権利、義務の内容が不明瞭になって
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いる。兼職行為の主体の条件と行動の方式を明確
化することは容易ではなく、兼職の範囲、内容、時
間の制限などが秩序をもって規範化されていない
状況にある。

６．情報交流の円滑性の欠如
産学研の連携は各者の利益を満足させなければ

ならず、一種の需給関係を形成している。市場経
済の条件下で、自発的な需給関係が形成されてい
ること、リソースの自由な流通、情報交流メカニ
ズムの整備等が十分であることは重要な社会基盤
である。しかし国内では各分野の情報交流メカニ
ズムが整っておらず、このことが産学研の連携を
阻む重要な問題の一つになっている。さらに、社
会全体においても、産学研の間のスムーズで安定
した情報交流のシステムが欠如している。国の技
術取引市場、仲介組織、コンサルティング機関は
一定の発展を遂げたが、まだ十分ではない。また、
国の科学技術計画の支援によるプロジェクト成果
をみると、成果の発表・調査をするルートがない。
国の科学技術計画の支援で科学研究成果が大量に
生み出されたが、企業や研究開発機関が必要とす
る時に利用できず、初めから研究開発をやり直す
しかない。こうして科学研究成果が埋没し社会資
源が浪費され、企業の研究開発にかかる時間も長
くなる。

三、産学研連携に関する課題
産学研連携は国のイノベーション体系建設の重

要な構成要素である。中国は産学研の連携を促進
することを重視し、今後は政策、リソース、プラッ
トフォーム建設などの面で産学研連携を一層促進
し、より広く深いレベルで産学研連携が実施され
るようにする方針である。

１．産学研連携の総合調整メカニズムと政策実施
の強化

「産学研連携の取り組み推進の調整指導チーム」
の指導の下で、全国の産学研連携の取り組みの総
合調整を強化して行くことが必要である。

中国の産学研連携の取り組みに地域ごとに大き
な差があることから、政府は産学研連携の高いレ
ベルの形式、例えば研究開発実体を共同設立する
などといった形式だけに注目してはならず、産学
研連携を促進する基礎的な業務をしっかりと進
める必要がある。例えば産学研情報交流プラット
フォームの構築、交流会や成果展示会の開催など
で、産学研関係者の情報交換と交流を促進するこ
とが必要である。

また、総合調整・推進を通して、政策の実施を
強化するべきである。特に科学技術成果の実用化
を進めた科学研究者に対する奨励制度を強化する
とともに、国有資産管理部門との間で調整を進め
る必要がある。

２．産業イノベーション連関の構築及び企業によ
るイノベーションへの支援の強化

第一に、産業イノベーション連関の充実を図る。
現在、中国の産業イノベーション連関は基盤技術
の研究開発が手薄で、工程やパイロットテストの
段階が不十分といった問題が大きくなっている。
産学研の連携によりイノベーション連関の不足を
ある程度補うことはできるが、それぞれの基本的
なニーズの方向や評価メカニズムを変えること
はできない。このため、産業イノベーション連関
の充実を図るとともに、応用開発型業務を手がけ
る研究開発機関が構築する新たなメカニズム及び
基盤技術の研究開発が提供する新たな形式を模索
し、イノベーション連関の不足を補う必要がある。

第二に、産業技術革新戦略連盟の構築を通じて、
産業共同研究開発メカニズムを形成する。産業技
術革新戦略連盟の構築を通じて、産業の中核技術
とキーテクノロジーで課題解決するだけでなく、
さらに共同研究開発を通じて、関連製品の競争力
を高め、産業全体の競争力を向上させることが必
要である。

第三に、政府の科学技術資源配分のシステムを
適切に調整し、大学と研究開発機関の研究の興味
を企業や産業のニーズへも傾くようにする。すな
わち、論文、特許、検収といった従来の評価基準に
産業ニーズへの対応等の基準を付け加える必要が
ある。また、プロジェクトの組織段階で、実用化を
目指すプロジェクトに関しては、当該産業の筆頭
企業の位置付けを高くし、企業が主導し、大学と
研究開発機関とともに共同開発を進める。これに
より、合理的な分業と協力を行い、産業の発展を
制約する基盤技術の問題とキーテクノロジーの問
題を解決する必要がある。産学研の能力の連携を
実現するため、政府は科学技術資源配分を決定す
る際に、産学研が重要技術革新プロジェクトを共
同で組織する形を取り、利益を合理的に分配する
とともに、それぞれの優位点を十分に活用する必
要がある。

３．兼職教授（研究員）制度の模索及び人材流動の
円滑化

大学と研究開発機関の評価メカニズムを改革
し、科学研究者の企業へのサービス提供と取得し
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た成果を昇進と業績評価の基準に加えるととも
に、研究者がそれまでの所属先に籍を残したまま
で、待遇が変わらないことを条件として、その人
の科学研究成果を利用する中小企業で兼職するこ
とを奨励することが望ましい。政府が出資して、
人材流動計画を策定し、政府の資金支援により大
学や研究開発機関の研究者を企業の現場に派遣す
るとともに、企業のニーズに合わせて研究課題を
設定する方法もある。企業の研究者が大学や研究
開発機関で業務を兼職できるよう資金支援を行う
ことも重要である。さらに、大学と研究開発機関
は企業で経験を積み、研究の基礎も備えた人材を
積極的に導入し、人材が双方向にスムーズに流動
するメカニズムを形成する必要がある。

４．産業技術革新戦略連盟の充実
産業技術革新戦略連盟は産学研の連携の高いレ

ベルの形式であり、産学研各者が共通の目標を達
成するために、一定の利益の見通しの下で形成し
た資金、技術、人材、リソース共有プラットフォー
ムである。現在、中国のイノベーション能力は弱
く、多くの産業には産業の発展を引っ張る筆頭企
業がなく、特に多国籍企業と比べた場合、能力や
実力にはかなりの開きがある。政府の誘導、平等・
自主、利益の共有、リスクの共同負担を原則とし
て、関係者が技術連盟の形で産業内の企業を組織
し、産業の技術の進歩を共同で推進することには
重要な意義がある。技術革新連盟のテスト事業の
方法と経験の総括に基づき、重点産業を選び、企
業、研究開発機関、大学によりいくつかの重要な
産業技術連盟を形成することが重要である。この
連盟では、技術革新を目標に掲げ、産業が直面す
る基盤技術とキーテクノロジーのボトルネックの
解消を目的とし、産業内の研究開発力を組織して
共同で課題を解決し、成果を共有するとともに、
共同研究開発の過程で各企業の研究開発能力を引
き上げ、産業全体の国際競争力の向上を図るべき
である。産業技術革新連盟の構築には必要な政策
的支援を与えなければならない。

産業技術革新戦略連盟の発展を促進するには、
第一に、いくつかの重点分野と重要な産業技術革
新プロジェクトを選んで、市場メカニズムに基づ
き、産業の中に分散した研究開発力を統合し、イ
ノベーションに対する産業技術連盟の支援の役割
を発揮させる。第二に、金融政策と財税政策を通
して、技術連盟に対する補助や資金支援を行う。

また、産業技術連盟の機関としての性質を認定し、
独立した機関として運営が行えるようにする。第
三に、組織機関の設立と技術革新の目標・任務の
設定を通じて、連盟の発展を保証することなどが
重要である。４

５．産学研の連携を促進する政策的環境の充実
第一に、科学技術成果の実用化を促進する政策

を充実させる。科学技術成果の実用化における科
学技術者への奨励の規定を明確にし、研究開発機
関、大学が職務科学技術著作物を実用化し、技術
を資本として株式を上場する場合は、科学技術成
果を中心となって完成させた人員に発行株式の
15％以上を支給することを認める。科学技術成果
の譲渡で収入があった場合は、科学技術成果を中
心となって完成させた人員に収入の10％以上を奨
励金として支給することを認めることなどが必要
である。第二に、産学研の連携を促進するための
優遇税制を制定する。中国は研究開発投資に対す
る税控除を行ってはいるが、企業が研究開発機関
に委託して行う研究開発活動への投資は控除の対
象にならない。「企画綱要」は政策に合わせて「産
学研の連携を促進する税金の優遇政策を研究・制
定する」ことを定めてはいるが、まだ実施されて
いない。産学研の連携促進に向けた優遇税制を制
定する必要がある。例えば企業が研究開発機関に
委託して行う科学研究活動に必要な経費に対して
一定の割合で税前控除することなどである。第三
に、人材交流の促進政策を制定する必要がある。
例えば、企業、大学、研究開発機関がシンポジウム
や科学研究の研究会を開催することを奨励する。
また、企業の優れた科学技術者が大学で講座を開
くこと、その労働報酬の個人所得税を一定の割合
で減免することを奨励する。さらに、大学や研究
開発機関の人員が企業で非常勤として働くこと、
一定の条件を満たした科学研究者の人件費につい
て、政府の特別手当の方式で資金を支援すること
などが考えられる。

６．産学研協力情報プラットフォームの構築及び
仲介機関の強化

産学研の間の情報の非対称性が産学研連携にお
ける主な障害の一つとなっている。産学研協力情
報プラットフォームを構築するには、技術のシー
ズとニーズに関する情報を速やかに得られるよう
にし、産学研連携に情報面での保障を提供するこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 陳宝明、鄧婉君、湯富強、于良：「わが国の産業技術革新戦略連盟の発展の成果、問題、政策の提言」、中国科学技術産業、2013 年（12））

中
国
の
大
学
に
お
け
る
産
学
研
連
携
の

課
題
と
今
後
の
展
望

第 8章



108 独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

中国の大学における産学研連携の現状と動向

とが必要である。産学研協力情報プラットフォー
ムは関連部門の科学研究プロジェクトの情報をで
きる限りカバーし、情報をより広い範囲で共有で
きるようにする必要がある。国の科学技術計画プ
ロジェクトの情報は関連の機密保持規定に違反し
ないことを前提として、産学研協力情報プラット
フォームで定期的に公表し、科学技術成果の移転
を促進するべきである。

産学研の連携を促進するには、情報プラット
フォームの構築に基づき、仲介機関の役割を強化
しなければならない。これには次の内容が含まれ
る。①科学技術仲介機関への信頼を高めるととも
に、その能力を強化する。②科学技術仲介機関の
職員を対象とした信頼の重要性の教育を行い、仲
介機関が客観性、公平性、公開性で高い評価を得
るようにする。③科学技術仲介機関の定期評価・

チェック制度を構築し、政府による監督管理を強
化する。④職員を対象に業務知識の研修を行い、
サービスの能力とレベルを引き上げる。⑤評価と
レベルが高い科学技術仲介機関を育成する。⑥科
学技術仲介機関を巡る法律や政策の研究を強化
し、中国の国情に合った科学技術仲介の法律と支
援政策を制定し、関連の法律体系を構築し充実さ
せる。⑦仲介機関は法律上、「非営利機関」又は中
小企業に適用される優遇政策を受けられるものと
する。中小企業であれば、政府が中小企業に与え
る一連の優遇税制、資金調達への支援、人材への
奨励政策といった優遇措置を受けることが可能で
ある。例えば低税率の法人所得税、資金調達の担
保、職員の株式保有といった優遇措置である。こ
うした政策・措置は新興の成長期にある科学技術
仲介機関にはぜひとも必要なものだといえる。
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中国の大学における産学研連携の実態を把握するため、2013年6月と11月の2度にわたり、北京大学をはじめ、10校の
大学の産学研連携責任者を訪問し、各大学の産学研連携の分野、産学研連携体制、運営方法、プロジェクトの管理などに
ついてインタビューした。

（１）同済大学
① 訪問概要
・訪　問　日　時：2013年6月25日（火）
・訪　問　場　所：同済大学総合楼704会議室
・訪　　問　　者：単　　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・同済大学対応者：李　光明　同済大学科学技術処　副処長
	   黄　暁潔　同済大学国際合作処

② 同済大学概要
上海市に位置し、前身は1907年にドイツ人医師のErich	
Paulun氏が上海で創設した徳文医学堂で、1923年に大学
となった。1927年には、中国で最も古い国立大学7校の一
つである国立同済大学となった。国家「985プロジェクト」、
「211プロジェクト」の指定校で、中国教育部直属の大学で
ある。

2013年12月現在、33の学院（学部）を持ち、工学、理学、
医学、管理学、経済学、哲学、文学、法学、教育学、芸術学
などの学科を有する。7軒の附属病院、4校の附属中学があ
る。四平路、嘉定、滬西、滬北の4つのキャンパスを持ち、
在籍中の学部生は1万8581人、修士課程院生は1万3762人、
博士課程院生は4279人に達し、外国人留学生数は2197人に達する。

総合大学である同済大学は、多くの学科の研究能力が国内トップ水準に達し、大型橋梁重要技術、耐震構造・防災技
術、都市交通スマート誘導、都市汚水処理、新エネ車の研究開発、国産化スマート温室、海洋探査、心房細動分子遺伝
学などの分野で、多くの研究成果を挙げた。世界最大規模の「多機能振動実験センター」、中国国内初の「自動車完成車
風洞」、「都市レール交通総合試験プラットフォーム」および「海底探査研究実験基地」などの重大な科学研究のプラッ
トフォームを構築した。

積極的に国際協力を展開し、ドイツを中心とする協力を踏まえ、協力相手は欧州から北米やアジア・アフリカに広
がっている。ドイツ、フランス、イタリア、フィンランド、国連などと8つの国際協力プラットフォームと学院を設置し、
200校以上の海外大学と協力協定を締結した。フォルクスワーゲン、マイクロソフト、IBMなどのグローバル企業と研
究センターを共同で設立した。

③ 同済大学における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

建築、自動車、ライフサイエンスを中心に、環境、機械、交通運輸、材料、電気工学などにおいて、幅広く産学
研連携を推進している。

●産学研連携体制、運営方法
同済大学は産学研連携を奨励する。企業との産学研連携プロジェクトを同済大学（科学技術処）に登録して、
大学に認可されれば、教員の評価対象になる（教員への評価は、発表した論文、学生育成、担当しているプロジェ
クトなどをすべて点数化して評価する）とともに、プロジェクトの展開にあたり、大学側の設備や資源を利用す
ることが可能。大学側は、特許申請、法律コンサルティング、トラブルの対応などを全面的にサポートするため、
一定の管理費を徴収する。

同済大学建築学院Ⓒ（同済大学HP）

各大学へのインタビュー
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上海のみならず、地方政府（蘇州、麗水、嘉興、太倉など）と共同で産学研連携プラットフォームを設置し、宝
山鋼鉄、シーメンスをはじめ、全国をカバーする多くの企業との受託研究、共同研究を行っている。

●プロジェクトの提案者
企業からの要請が多い。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2012年間研究費は21.4億元（約342.4億円）となり、そのうち、60％（205.5億円）は民間企業からの受託研究費
で、1プロジェクトにあたり、平均数十万元となっている。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
プロジェクトの進捗管理は、企業側と大学教員が管理する。大学の教員の関与は様々、全面的に参画するケー
スがあれば、最初の技術開発のみの場合もある。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
2012年、出願した発明及び実用新案はそれぞれ694件と111件で、取得した発明特許と実用新案は346件と106
件となり、上昇傾向にある。
特許の帰属は大学にあるが、企業などに買われた場合、利益の一部を発明者に還元する。教員が自分の業績を
作るために、特許を申請するケースが多くて、多くの特許の質が高くないのは現状である。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
中国国内にある外資系企業との受託研究、共同研究のみならず、外国（イタリア、ベトナム、アラビア諸国など）
との国際産学を実施している。

●相手企業の分布、地方企業
揚子江デルタ地域を中心に、全国をカバーしている。

（２）東南大学
① 訪問概要
・訪　問　日　時：2013年6月27日（木）
・訪　問　場　所：東南大学応用技術院会議室
・訪　　問　　者：単　　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・東南大学対応者：黄　培林　東南大学応用技術院　副院長
	   華　亮量　東南大学応用技術院　院長補佐　

② 東南大学概要
江蘇省南京市に位置し、前身は1902年に設立された三江
師範学堂で、1928年に国立中央大学と改名された。理学、
工学、医学、農学、文学、法学、教育学の7つの学院を有し、
学科数および規模は中国一となっている。長年の発展を経
て、現在、工学系をはじめ、理学、工学、医学、文学、法学、
哲学、教育学、経済学、管理学、芸術学などの学科が調和的
に発展する総合型・研究型の大学となっている。「985プロ
ジェクト」、「211」プロジェクト」の指定校で、中国教育部
直属の大学である。

在籍学・院生数は現在3万2000人以上に達し、そのうち
大学院生は1万3000人以上に達する。他にも社会人修士課
程院生が3100人以上となっている。専任教員は2573人で、そのうち教授・准教授が1800人以上に上る。29の院（学部）、
75の専攻を設置している。29の学科が博士学位を授与でき、49の学科が修士学位を授与できる。生物医学・工学、交
通輸送工学、芸術学理論、建築学、電子科学・技術、風景園林学、土木、都市計画学、情報・通信工学などの学科は、中

東南大学四牌樓キャンパス正門Ⓒ（東南大学HP）
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国国内でトップ水準となっている。

積極的に基礎研究・応用研究を展開しており、2013年の科学研究費は15億1600万元に達した。発明特許の出願件数
は1611件に上り、そのうち668件を取得した。PCT特許出願件数は32件に達した。産学研連携で大きな成果を収め、
東南大学国家大学サイエンスパークは技術移転および戦略的新興産業のインキュベーションの基地として、多くのハ
イテク企業の育成に成功した。東南大学国家大学サイエンスパーク大学生革新・創業センターは2010年10月に、中国
科学技術部、中国教育部によって、全国初の「大学生科学技術・創業実習基地」に認定された。

現在は、米国のマサチューセッツ工科大学、メリーランド大学、リーハイ大学、スイスのチューリッヒ工科大学、日
本の東北大学、ドイツのミュンヘン工科大学、ウルム大学、オーストラリアのモナシュ大学、フランスのレンヌ第一大
学など100を超える大学・研究機関と協力協定を締結している。

③ 東南大学における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

土木、ライフサイエンスを中心に、環境、エネルギー、材料、電気工学など多分野に亘って展開している。

●産学研連携体制、運営方法
企業との産学研連携プロジェクトを大学（応用技術院）に登録すれば、江蘇省からの補助を取得できる。プロ
ジェクトの展開にあたり、大学側の設備や資源を利用することが可能である。
大学側は、特許申請、法律コンサルティング、トラブルの対応などを全面的にサポートするため、一定の管理
費を徴収する。
将来性のあるプロジェクトについては、企業との契約が終了しても、チームを維持し、今後企業からの更なる
リクエストに応えるように体制を整えている。

●プロジェクトの提案者
企業からの要請が多い。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2012年の年間研究費は13.6億元（約217.6億円）となり、そのうち、55％（約119.7億円）は民間企業からの委託
研究費である。
2012年度産学研連携プロジェクトの件数は1000件以上にのぼり、件数と単価は共に上昇傾向にある。300万元
以上のプロジェクトについては、専門の委員会による審査が必要である。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
プロジェクトの進捗管理は、企業側と大学教員が管理する。大学の教員の関与は様々、全面的に参画するケー
スがあれば、最初の技術開発のみの場合もある。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
2012年、出願した発明は1,400件を超えて、取得したのは600件以上で、中国国内の大学の中、6位になっている。
特許の帰属は大学にあるが、企業などに買われた場合、売上高の60％を発明者（チーム）に還元する。

●大学発ベンチャー企業の設立数、運営状況、分野
ベンチャー企業数は約40社で、設立する際に、大学による審査が必要である。審査が通る場合、大学が全面的
にサポートする。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
中国国内にある外資系企業（IBM、フィリップスなど）との共同研究のみならず、外国（イスラエルなど）との
国際産学を実施している。
蘇州のサイエンスパークには、外国と共同で設置した研究開発センターもある。
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●相手企業の分布、地方企業
江蘇省を中心に、全国に分布する企業との産学研連携を行い、73の企業には共同の研究開発センターを設置し
ている。
●技術移転のコーディネータの育成

技術移転も積極的に実施し、専任のコーディネータを雇っている。コーディネータの育成は、江蘇省が統一に
行う。

（３）河海大学
① 訪問概要
・訪　問　日　時：2013年6月27日（木）
・訪　問　場　所：河海大学科学技術処会議室
・訪　　問　　者：単　　谷　科学技術振興機構中国総合研究交流センター　フェロー
・河海大学対応者：吉　伯海　河海大学科学技術処　副処長

② 河海大学概要
江蘇省南京市に位置し、前身は1915年に設立された河海
工程専門学校。水利分野を特化した工学系を中心とする、
多学科から成る総合大学で、国家「211プロジェクト」の指
定校で、中国教育部直属の大学である。本部は南京市鼓楼
区にあり、常州市新北区および南京市江寧区に、それぞれ
キャンパスを有している。

同大学には水文・水資源学院、水利・水力発電学院、港
湾・海岸・近海工学学院、土木・交通学院、環境学院、エ
ネルギー・電気学院、コンピュータ・情報学院、機械・電
力設備工学学院、力学・材料学院、地球科学・工学学院、
理学院、商学院、企業管理学院、公共管理学院、法学院、マ
ルクス主義学院、外国語学院、体育学部などの学院と、大禹学院（トップクラス人材を育成する学院）がある。2013年
の在籍学・院生数は4万6921人に達し、そのうち大学院生が1万4750人、学部生が1万9871人、社会人学生が1万1998
人、留学生が302人となっている。教職員数は3409人。

水文・水資源、水利工学、土木工学などの研究水準は中国国内トップレベルに達している。近年、国家レベルの重点・
重大研究計画、重大工学科学研究プロジェクトを担当しており、国家級科学技術賞を24件、部・省級科学技術賞を340
件受賞した。

すでに50以上の国と地域の1000人を超す博士・修士・学部生の留学生を受け入れているほか、20の国と地域の50
校以上の大学と協力関係を結び、幅広い国際交流・協力を展開している。

③ 河海大学における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

水利、港湾、新材料、コンピュータを中心に、環境、エネルギーなど多分野に亘って展開している。

●産学研連携体制、運営方法
企業との産学研連携プロジェクトを大学（科学技術処）に登録すれば、河海大学から江蘇省や、教育部、科学技
術部に申請し、補助を取得することが可能で、プロジェクトの展開にあたり、大学側の設備や資源を利用するこ
とが可能である。
大学側は、特許申請、法律コンサルティング、トラブルの対応などを全面的にサポートするため、一定の管理
費を徴収する。
プロジェクトの進捗管理は企業が中心に実施するが、技術の開発のみならず、プロジェクトの経済効果などを
含めて専門の委員会による評価が必要である。
企業との単発的な産学研連携のみならず、地方政府（南通、揚州、淮安、宿遷など）と共同で産学研連携基地を

河海大学図書館Ⓒ（河海大学HP）
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構築し、河海大学から専任の管理者及び教員を派遣して、地方政府と共同で運営している。

●プロジェクトの提案者
企業からの要請が多い。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2012年民間企業からの委託研究費は2億元（約32億円）以上に上っている。2012年度プロジェクトの件数は約
600件で、研究費は前年に比べて20％増となっている。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
プロジェクトの進捗管理は、企業側と大学教員が管理する。大学の教員の関与は様々、全面的に参画するケー
スがあれば、最初の技術開発のみの場合もある。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
2012年、出願した発明特許は約500件で、取得した発明特許は199件となっている。
特許の帰属は大学にあるが、企業などに買われた場合、利益の一部を発明者（チーム）に還元する。
特許を出願する際に、大学側から5,000元/件で補助している。大学には専任のスタッフが特許を管理している。
特許の実用化率が高くない。

●大学発ベンチャー企業の設立数、運営状況、分野
ベンチャー企業、校弁企業の育成に、大学が全面的にサポートするが、企業が成長した場合、大学は手放しす
る。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
中国国内にある外資系企業及び外国の研究機関との共同研究を良く行っている。外国と直接産学研連携を実施
するケースが少ない。

●技術移転のコーディネータの育成
技術移転も積極的に実施し、専任のコーディネータを雇っている。コーディネータの育成は、江蘇省が統一に
行う。

（４）浙江大学
① 訪問概要
・訪　問　日　時：2013年6月28日（金）
・訪　問　場　所：浙江大学工業技術研究院会議室
・訪　　問　　者：単　　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・浙江大学対応者：趙　栄詳　浙江大学工業技術研究院　院長

② 浙江大学概要
浙江省杭州市に位置し、前身は1897年創立の「求是書
院」で、1928年に国立浙江大学と改称された。工学科を中
心とした総合研究型大学である。国家「985プロジェクト」
と「211プロジェクト」の指定校で、中国教育部の直属の
大学である。紫金港と玉泉、西渓、華家池、之江の5カ所に
キャンパスを有し、いずれも杭州市内にある。

哲学、経済学、法学、教育学、文学、歴史学、芸術学、理
学、工学、農学、医学および経営学の12学科を有し、7学
部と37学院（学科）が設けられている。2013年末時点で在
籍中の学・院生は4万5678人に達し、そのうち修士課程の
院生は1万3799人、博士課程の院生は8577人、学部生は2

浙江大学紫金港キャンパス正門Ⓒ（浙江大学HP）
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万3302人。留学生（語学留学生を含む）は5268人に上る。専任教員は3350人で、そのうち教授など正高級職の人員は
1336人。

機械・電気分野をはじめとする工学系分野に強く、高度な応用、開発研究能力を持ち、企業との産学研連携を積極的
に推進するとともに、基礎研究能力を強化しつつある。中国国内外からハイレベルの人材の招致および豊富な科学技
術予算により、研究論文の量と質は大幅に向上した。特許の出願、取得件数も中国の大学の中でトップとなっている。

ESIの公表しているデータによると、2013年1月1日時点で、浙江大学の過去10年の累計論文引用数は世界の学術機
関の195位で、前年に比べ、36位上昇した。14の学科は世界のトップ1％と評価され、そのうち農業科学、化学、コン
ピュータ科学、工学、材料科学、薬学・薬理学、植物・動物科学の7学科はトップ100、農業科学、化学、材料科学の3学
科はトップ50にランキングインした。

積極的に国際交流・協力を実施し、すでに26カ国・地域の100校以上の大学と協力協定を結び、毎年数百人の教員
を海外や香港・マカオ・台湾地区に派遣し、講義や研修、協力研究のほか、国際会議などに参加している。2012年に海
外で学習交流した教職員と学生の総数は延べ6328人で、このうち教職員は延べ2847人、学生は延べ3481人だった。

③ 浙江大学における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

工学分野の強い大学で、機械、電気、材料、化学工学、農業、ライフサイエンス、エネルギー、環境など多分野
に亘って全面的に企業との産学研連携を展開している。
技術開発のみならず、人材育成も視野に入れている。

●産学研連携体制、運営方法
企業との産学研連携プロジェクトを大学（工業技術研究院）に登録すれば、大学側は、特許申請、法律コンサル
ティング、トラブルの対応などを全面的にサポートする。場合によって、大学から浙江省や、教育部、科学技術部
に申請し、補助を取得することが可能である。
プロジェクトの展開にあたり、大学側の設備や資源を利用することが可能である。
多くの企業と共同研究開発センターを設置するとともに、揚子江デルタ地域を中心に、全国をカバーする地方
政府と共同で産学研連携プラットフォームを構築し、地方政府と共同で運営している。

●プロジェクトの提案者
企業からの要請が多い。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2012年研究費は31億元（約496億円）となり、そのうち、民間企業からの委託研究費は40％（約199億円）占め
ている。1,000万元以上のプロジェクトは4件、500万元以上のプロジェクトは29件となっている。
2012年度産学研連携のプロジェクトの件数は約3,700件で、研究費は前年に比べて大幅に増加している。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
プロジェクトの進捗管理は企業が中心に実施するが、技術の開発のみならず、プロジェクトの経済効果などを
含めて専門の委員会による評価が必要。
大学の教員の関与は様々、全面的に参画するケースがあれば、最初の技術開発のみの場合もある。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
2012年、取得した発明特許は1,400件を超え、中国の大学の中、1位となっている。
特許の帰属は大学にあるが、企業などに買われた場合、利益の一部を発明者（チーム）に還元する。
特許を出願する際に、大学側から補助している。大学には専任のスタッフが特許を管理している。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
フィリップス、松下、GE、サムソンなどをはじめ、海外の大企業との国際産学研連携を積極的に推進している。
日本の富士電機と共同でイノベーションセンターを作るとともに、日立建機、三菱電機、ソニーなどと共同実
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験室を構築している。

（５）浙江工業大学
① 訪問概要
・訪　	 問　	 日　	 時：2013年11月8日（金）
・訪　	 問　	 場　	 所：浙江工業大学科学技術研究院会議室
・訪　　　問　　　者：単　　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・浙江工業大学対応者：胡　　軍　浙江工業大学科学技術研究院　副院長
	 　陳　衍泰　浙江工業大学中国中小企業研究院　院長補佐

② 浙江工業大学概要
浙江省杭州市に位置し、浙江省所属の総合的重点大学
である。前身は1910年創立の浙江中等工業学堂。長年の
発展を経て、総合的・研究型大学として中国国内で一定の
影響力を持つようになり、全国大学のトップ100へのラン
キング入りを実現した。現在、朝暉と屏峰、之江の3カ所
にキャンパスを持つ。

理学、工学、文学、法学、農学、哲学、経済、医薬、管理、
教育および芸術の11学科を有し、22の学院と68の学部を
持つ。2013年末の時点で、教職員は3358人。そのうち専任
教員は2116人（教授449人、助教授997人）となっている。
在籍中の学部生は2万8576人で、大学院生は8476人（博士
課程546人、修士課程7930人）、留学生は628人であった。化学工学、機械工学、生物工学、製薬工学などの学科は中国
においてトップレベルに達している。

産学研連携を重視し、科学技術成果の移転を積極的に促進している。2013年5月には、同大学を筆頭とした長江デル
タ緑色製薬協同イノベーションセンターが、「高等教育機関革新能力向上計画」（国家2011計画）注に認定され、全国初
の14カ所の「2011協同イノベーションセンター」の一つとなった。

国際化に向けては、米国や英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、日本などの大学70校余りと協力関係を構築し、
学生の共同育成や教員の学術交流、共同研究、海外機関との共同経営、海外人材の誘致、国内の留学生教育、対外中国
語教育などの分野で急速な進展を遂げている。

注：「高等教育機関革新能力向上計画」（国家2011計画）は、教育部と財政部が共同で策定した計画で、国家「985プロ
ジェクト」と「211プロジェクト」に続いて中国の高等教育において、第三の国家プロジェクトである。人材、学科、
研究を融合し、イノベーション能力の向上を目指している。

③ 浙江工業大学における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

バイオ医薬品・材料化学工業・機械設備を中心とし、建築・通信・環境・食品などの各分野を網羅している。

●産学研連携体制、運営方法
産学研連携の地域経済・業界および企業の需要を中心とし、専門家チームが企業に対して商品開発・技術指導・
人材育成などを提供する。主な取り組みは以下のとおりである。
多層的かつ各レベルの産学官連携の場を構築する。
・大学科学技術パーク：主に科学研究リソースを利用し、優秀学科を中心とする専門的なインキュベーターを
　　　　　　　　　　	 建設し、科学技術成果の転化と産業化を加速する。技術転移・企業の孵化・創業サー
　　　　　　　　　　　	 ビスを通じて、学科建設・人材育成・学生の就職に対してサポートを提供している。
・共同革新センター：同センターは浙江工業大学と複数の企業および研究院（所）が共同で設立する研究機関
　　　　　　　　　	 である。産学研連携プロジェクトの重要なプラットフォームとして、科学研究・技術革

浙江工業大学朝暉キャンパスⒸ（浙江工業大学HP）
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　　　　　　　　　	 新・人材育成などの各方面の長期的・効果的な提携を展開している。
・技術転移センター：浙江工業大学と各地方政府が共同で構築する科学技術仲介機関であり、同大学の研究成
　　　　　　　　　	 果を中心に産業化を推進している。
・企業研究院：企業との共同研究開発による成果の効果的な転化を加速し、企業の革新能力を強化させ、産学
　　　　　　	 研連携の更なる発展を推進している。

●プロジェクトの提案者
政府がプロジェクトの提案者となる場合、地域経済の発展と業界の需要を中心としている。企業が提案者とな
る場合、企業の需要を中心としている。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2013年の科学研究費は3億7500万元であり、そのうち政府からが1億9300万元で、企業からが1億8200万元で
ある。
2013年に企業と締結した産学研連携の契約件数は720件で、そのうち企業と共同で研究開発センターを15軒
構築し、契約金額が100万元を上回るプロジェクトが30数件に、50万元を上回るプロジェクトが110数件に達し
ている。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
企業とのプロジェクトは企業と教員が共同で管理している。政府とのプロジェクトは企業と浙江工業大学の教
員が共同管理し、提案者である政府部門の監督管理を受けている。
製品の生産・販売、市場管理は主に企業が担当する。教員が製品の開発段階を担当し、中間試験と産業化の段
階に参与し、整った技術基準・技術サービス体制・製品普及に参与することもある。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
2013年に特許出願件数は2240件に達し、そのうち発明特許の出願件数は730件に達している。特許の取得数は
1876件に達し、そのうち発明特許の取得数は356件に達している。2012年末現在、有効な発明特許保有数は、全
国の大学のうち11位となっている。
特許の所有権は大学側に帰属する。特許が企業に譲渡される場合、企業と共同プロジェクトを推進する形で契
約したうえ、譲渡金の額を決める。

●大学発ベンチャー企業の設立数、運営状況、分野
創設されたベンチャー企業と大学が経営する企業は約10社である。2013年、産学研連携の新たな方式を模索・
実践するため、地方のハイテク産業パークと共同で、2社の企業を設立した（株式制の提携方式）。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
中国国内の外資系企業（パナソニック中国支社などを含む）と共同開発を進めると同時に、海外企業（サント
リー、ネスレなどを含む）と国際的な産学研連携関係を構築した。

●相手企業の分布、地方企業
浙江省を中心に長江デルタ・全国、さらには世界各地（日本を含むアジア、欧米各国）に及んでいる。すでに各
地と科学技術革新サービス機関を28軒、共同開発センターを111軒建設している。

●技術移転のコーディネータの育成
成果の技術移転を積極的に推進している。工業研究院と科学技術開発公司を設立し、全体的な管理・協調を実
施しており、大学内外の専門的な科学技術普及人員を雇用している。

（６）上海工程技術大学
① 訪問概要
・訪　　	問　　	日　　	時：2013年11月11日（月）
・訪　　	問　　	場　　	所：上海工程技術大学科研処会議室
・訪　　　　問　　　　者：伊藤　哲也　ＪＳＴ産学研連携展開部調査役



117独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

各大学へのインタビュー

	 　　　　  単　　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・上海工程技術大学対応者：陳　思浩　上海工程技術大学科研処　処長
	 　　　　  王　大中　上海工程技術大学科研処　副処長
	 　　　　  沈　　勤　上海工程技術大学発展企画処　処長
	 　　　　  銭　慧敏　上海工程技術大学国際交流処　処長
	 　　　　  陳　　浩　上海工程技術大学汽車工程学院　副院長
	 　　　　  劉　志鋼　上海工程技術大学都市軌道交通学院　副院長
	 　　　　  鄧　　娜　上海工程技術大学技術移転センター主管

② 上海工程技術大学概要
上海市に位置し、工学系分野を中心に経営やデザインな
どの多くの学科を有している。学部生の育成を中心としな
がら、大学院生の育成と高度な職業訓練を受けた人材育成
を行っている。

同大学は、30年余りの発展を通じて多くの学科を有し、
機械工学学院、電子電気工学学院、管理学院、化学工学学
院、材料工学学院、自動車工学学院など21の学院・学部を
持っている。「近代交通運輸工学」「近代芸術設計」「近代管
理工学・公共政策決定支援系統」「生態化工・先端材料」な
どの学科は中国においてトップレベルの水準に達してい
る。2011年の全日制学生数は1万8800人余りとなった。

同大学は、産学研連携を積極的に推進し、各学科、専攻を産業と有機的に結びつける大学の運営モデルを構築した。
同大学の国家大学サイエンスパークは、大学の研究成果の移転や企業インキュベーション、イノベーション起業人材
育成のための総合的プラットフォームとなっている。

米国、英国、フランス、ドイツ、日本、スウェーデン、韓国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの大学
や有名企業と多様な交流・協力を行っている。

③ 上海工程技術大学における産学研連携に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

電子情報、先進製造、新材料、地下鉄・都市鉄道、衣料品・芸術など各分野を網羅している。

●産学研連携体制、運営方法
・産学研連携の方式は、企業の要求に基づく委託開発、企業への技術開発、技術サービス、技術コンサルティン
グ、技術譲渡の提供となっている。

・技術支援として、上海市科学技術委員会、経済・情報化工作委員会などの産学研プロジェクトに共同申請す
る。企業が経費を獲得してから、大学と技術契約を結ぶ。

・企業と学部は実験室を共同で設立する。企業の技術者を大学の講師として招聘し、人材育成を共に進める。
知的財産権の特許などについては、実施許可により企業の使用に供する。

●プロジェクトの提案者
大学の研究開発成果の発表、企業の購入により進められる。しかし多くのプロジェクトは、企業の委託もしく
は大学でのプラットフォーム設立により双方の提携を促す。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2013年に企業との技術契約を212件締結し、金額は約3400万元に達した。平均額は約16万元となっている。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
さまざまな形式があり、大学は主に技術支援を、企業は主に資金と場所を提供する。

上海工程技術大学正門Ⓒ（上海工程技術大学HP）
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プロジェクト担当者は、プロジェクトに対して具体的に責任を負う。経費の使用は、大学の経理部門、産学研
連携管理部門及び大学の資産管理・保障部門が共同で管理する。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
2013年通年の特許出願件数は478件で、そのうち発明特許は181件、実用新案は216件、意匠は81件となっている。
特許取得件数は380件で、そのうち発明特許は52件、実用新案は211件、意匠は117件に達している。特許の多く
は双方が保有する（特に減税・免税の手続きをする開発契約）。大学を権利者とする特許については、技術移転後
に発明者に50％を還元する。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
日本企業との産学研の提携実績がないが、中身のある提携に期待している。

●相手企業の分布、地方企業
上海市の企業を中心とし、長江デルタに広がる。

●技術移転のコーディネータの育成
積極的に人材育成をし、現在50人以上の技術移転のコーディネータが在籍している。

（７）重慶理工大学
① 訪問概要
・訪　 問　 日　 時：2013年11月12日（火）
・訪　 問　 場　 所：重慶理工大学国際合作与交流処会議室
・訪　　　問　　　者：伊藤　哲也　ＪＳＴ産学連携展開部調査役
	 　　  単　　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・重慶理工大学対応者：林　治華　重慶理工大学科研処　副処長
	 　　  黄　　薔　重慶理工大学国際合作与交流処　副処長
	 　　  魏　頴莹　重慶理工大学国際合作与交流処

② 重慶理工大学概要
重慶市に位置し、前身は1940年に創設された国民政府兵
工署第11技工学校。中央と地方政府が共同で設立し、現在
は理学、工学、経営、経済、法律などの多くの学科を持つ地
方政府直属の地方大学である。

18学院と56研究機構、55の専攻を有している。教職員
は1800人で、このうち専任教員は1300人。在籍中の学部
生や大学院生、留学生などの総数は2万4000人に達してい
る。近年、省部級以上の科学研究プロジェクトを600項目
余り担当している。これまで、発表された学術論文は5500
本余りに上り、このうちSCI、EI、ISTPに収録された論文
は1200本を超えている。長年にわたって取得した特許数
は、中国の大学において、100位以内にランキング入りしている。機械工学や材料科学、工学などの学科は、中国国内の
トップレベルに達し、自動車部品製造検査の基礎、応用研究において、多くの重要な研究成果を挙げている。

すでに米国、韓国、英国、日本、ロシア、シンガポール、タイ、ベトナム、台湾など20以上の国・地域の大学や研究機
構と多様な交流や協力を展開している。現在、ハンガリー、ロシア、ベラルーシ、ベトナム、タイ、カザフスタン、コン
ゴ共和国7カ国の留学生が在籍している。

③ 重慶理工大学における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

机械工学や材料工学を主とする、放射線、化学工業、生物医薬、電気などの分野である。

重慶理工大学正門Ⓒ（重慶理工大学HP）
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各大学へのインタビュー

●産学研連携体制、運営方法
・企業の要求に基づいて主に委託研究開発や技術指導、人材育成などを行う
・プロジェクト遂行中、大学側は、特許申請や法律相談、トラブルの処理などの面で全面的なサポートを実施
し、管理費を徴収する。

・企業化の見込みのあるプロジェクトの場合、企業との提携期限が過ぎた後も、チームを解散せずに残し、企
業の求めに応じて随時対応する

●プロジェクトの提案者
企業が積極的に求める場合があれば、教員が自ら宣伝・販売することもある。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2013年の年間科学研究費は6300万元に達し、そのうち、55%が企業からの出資であった。
2012年、企業との共同プロジェクト数は280件以上で、数量や1件当たりの平均金額はいずれも前年を上回った。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
企業と学校が共同で管理するケースが多い。大学の教員が最初から最後まで参画する場合があれば、研究開発
の初期段階だけに参画する場合もある。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
2013年の特許出願件数は93件で、うち69件が特許を取得した。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
現在、主に日本の大学と提携することが多く、企業との提携を切望している。

●相手企業の分布、地方企業
提携企業は重慶市を中心に、中国全土に分布している。

●技術移転のコーディネータの育成
技術移転及びコーディネータの育成を積極的に推進しており、専門の技術移転コーディネータを配置してい
る。

（８）重慶郵電大学
① 訪問概要
・訪　 問　 日　 時：2013年11月13日（水）
・訪　 問　 場　 所：重慶郵電大学産学研合作弁公室会議室
・訪　　　問　　　者：伊藤　哲也　ＪＳＴ産学連携展開部調査役
	 　　  単　　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・重慶郵電大学対応者：謝　顕中　重慶郵電大学産学研合作弁公室主任
	 　　  孫　　昊　重慶郵電大学産学研合作弁公室課長
	 　　  王　　静　重慶郵電大学プロジェクト主管
	 　　  楊　俊敏　重慶郵電大学国際合作処課長

② 重慶郵電大学概要
重慶市に位置し、1950年に設立された。中国工業信息化
部と重慶市の支援を受け、情報科学技術の強みを生かし、
郵便、通信産業や情報産業の分野で中国国内において重要
な影響力を持つ研究型大学である。

15学院と47学部専攻を有し、在籍中の学・院生は2万
4千人以上で、そのうち大学院生は3千人余り。教職員は

重慶郵電大学正門Ⓒ（重慶郵電大学HP）
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1600人を超し、そのうち教授は180人余り、助教授は400人弱となっている。「通信ネットワークおよび測定技術」「次
世代ブロードバンド無線移動通信」「コンピューターネットワークと情報セキュリティ」「インテリジェント情報処理」
「工業イーサーネット（EPA）とセンサネットワーク」「先端製造と情報化技術」「マイクロ電子技術と専用チップ設計」
などの分野で中国国内のトップレベルに入る。

情報産業に立脚した産学研連携を重視し、中国電信、中国移動、中国聯通、中国郵政、華為、中興、大唐、普天、聯想
などの有名企業、中国科学院や中国社会科学院、中国電子科技集団、工業信息化部電信科学研究院などの有力研究所と、
緊密な協力関係を構築している。

ヒューレット・パッカード、マイクロソフト、IBM、シスコ、オラクル、エリクソン、ノキアなどのIT分野のトップ
企業と共同で人才育成や研究協力を展開し、米国、英国、カナダ、イタリア、日本、韓国、シンガポールなどの国や、香
港、マカオ、台湾地区の50校以上の大学と学術交流や共同経営、研究開発基地の設立を推進している。

③ 重慶郵電大学における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

通信技術、コンピュータ技術を中心に、通信技術分野のさまざまな領域をカバーし、「モノのインターネット
（物聯網）」やオートメーション、バイオ情報、ソフトウェア技術、経営管理などへと広がっている。

●産学研連携体制、運営方法
・産学研連携方式は、企業の要求に基づく委託研究開発や、企業に対する技術指導や人才育成を中心としてい
る。

・企業との協力となる産学研プロジェクトについては、大学での産学研連携管理部門での登録を行った後、大
学の設備やリソースを利用することができる。協力にあたっては、大学と企業との間で協力契約を締結する。

・産業化の見込みのあるプロジェクトについては、企業との契約期間が満了しても、研究チームが企業との連
絡を保ち、企業の需要にすぐに対応できるような体制を維持している。

●プロジェクトの提案者
企業や団体への自発的な働きかけと企業や団体からの協力依頼との2つのパターンがある。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2013年の科学研究経費は7100元であり、そのうち18.3％は企業から提供されたものとなっている。
2013年の企業との協力プロジェクト件数は150件以上で、前年に比べると、プロジェクト件数とプロジェクト
ごとの平均金額はいずれも上昇している。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
企業とのプロジェクトは企業と教員が共同で管理している。大学教員が最初から最後までかかわる場合もあれ
ば、最初の研究開発段階のみに参画する場合もある。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
・2012年の通年の特許出願数は1400件余りで、そのうち取得した特許は600件を超え、中国全国の大学で6位
となっている。

・特許の所有権は大学にあり、特許が企業に譲渡された場合には、対価の60％は発明者（チーム）に還元する。

●大学発ベンチャー企業の設立数、運営状況、分野
大学が設立したベンチャー企業や大学運営企業は約11社（6社は筆頭株主、5社は株式参加）ある。設立時には、
大学側の評価・審査が必要で、大学は認可後、全面的な支援を提供する。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
中国企業とは、「中興」「華為」「邁普」「四聯」「海爾」などと協力しており、中国国内の外資企業（「IBM」「マイ
クロソフト」「シスコ」など）とも共同開発を行っている。



121独立行政法人科学技術振興機構  中国総合研究交流センター（JST-CRCC）

各大学へのインタビュー

●相手企業の分布、地方企業
協力企業は重慶を中心に全国に広がっており、10社とは研究開発センターを共同設立している。

●技術移転のコーディネータの育成
技術コーディネータの育成を行い、専門の技術移転コーディネータを配置している。

（９）北京大学
① 訪問概要
・訪　問　日　時：2013年11月14日（木）
・訪　問　場　所：北京大学技術移転センター会議室
・訪　　問　　者：伊藤　哲也　ＪＳＴ産学連携展開部調査役
	   単　　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・北京大学対応者：劉　笑一　北京大学技術移転センター　副センター長
	   黄　牧青　北京大学技術移転センター　センター長補佐

② 北京大学概要
1898年に京師大学堂として創設された中国最初の国立
総合大学。現在は中国教育部直属の大学で、国家「985プロ
ジェクト」と「211プロジェクト」の指定校である。理科、
文科、社会学科、医学科などの分野は中国国内で最高レベ
ルにある。

理学部、情報工学部、人文学部、社会科学部、医学部の5
学部、41学院（学科）、360の研究所を有し、工学、理学、医
学、経営学、経済学、哲学、文学、法学、教育学、歴史学の
10学科を持っている。北京市内の海淀と昌平、大興、さら
に無錫と深センに、5カ所のキャンバスがある。2012年12
月時点で、在籍中の学部生は1万4116人、修士課程の大学
院生は1万13665人、博士課程の大学院生は8134人、外国人留学生（語学留学を除く）は3871人に上る。専任教職員数
は8718人。

理学と文学および医学のいずれも中国国内の最高レベルに達している。エネルギー・資源工学、石油地質、原子力、
力学、測量科学、材料科学、景観設計、建築学、環境工学、コンピュータ科学、電子工学、航空宇宙、先端技術研究、応用
化学、バイオ、学際研究、自然科学、技術科学、新型工学科学、人文科学、社会科学、管理科学、教育科学、医薬科学、言
語科学などは国内のトップレベルにある。

多様な産学研連携を積極的に推進している。価値の高い科学技術成果の発掘および技術移転を行うとともに、国内
外の有名企業との共同実験室を設立し、基礎研究、技術開発、技術譲渡、技術サービスの一体化を図っている。情報技
術やライフサイエンス、環境科学などの分野でIBMやアルカテル・ルーセント、富士通を含む多くの多国籍企業と幅
広い国際産学連携協力を実施している。

世界の50以上の国・地域の220以上の大学と研究所との協力協定を締結し、緊密な国際協力関係を構築している。

③ 北京大学における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

生命科学、情報科学、新材料、エネルギー・環境保護、工学などの各分野を網羅している。

●産学研連携体制、運営方法
産学研協力の主なモデルは以下の通り：
　・企業と共同実験室を設立し、企業の持続的発展に向け研究開発面での支援を提供する。
　・企業からの委託を受け、具体的な技術的難関の突破に取り組む。

北京大学正門Ⓒ（北京大学HP）
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　・社会資本を統合し、最先端技術に特化した企業を設立し、インキュベーションを行う。
　・特許技術の実施許諾

経済効果：主に委託を受けた研究開発費、共同実験室の管理費が短期収益、特許権使用料および株価収益が長
　　　　　期収益となっている。

●プロジェクトの提案者
企業が大学側に支援を求めるケースがあれば、大学が自発的に協力パートナーを求める場合もある。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
委託研究開発の協力パートナーに特定の条件を設定しない。共同実験室は通常、比較的規模の大きい企業と協
力を進める。研究経費は企業側が負担する。企業側が主導する研究開発センターを設立する場合、国に科学研究
経費を申請することも可能。
2012年に、企業との契約金額は計3億5248万元（約57億3900万円）となり、提携企業は600社あまりに達した。
そのうち、契約額が100万元（約1630億円）以上に達した契約は73件、契約額は計2億3908万9千元（約38億
9200万円）で、契約総額の65％を占めた。海外企業との技術契約は30件で、契約額は1830万元（約2億9800万円）
になった。提携先には米国、英国、カナダ、ニュージーランド、日本、韓国など各国の企業および、世界銀行など
の国際組織が含まれる。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
北京大学産業技術研究院が教員を代表して、企業と共同管理を行う。長期的な研究開発協力の場合、教員は初
期の基礎的な研究開発に参画することが多い。企業側は産業化関連業務への参画が多くなっている。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
毎年500件以上の特許出願をし、300件以上が取得される。特許権者は大学で、運営・管理も大学が担当する。
教員の利益を最大化することを主な目標とする。

●大学発ベンチャー企業の設立数、運営状況、分野
1990年代には北大方正などいくつかの有名企業の設立に成功した。今年は企業設立の成功例は少ない。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
世界の有名企業（ドイツ・バイエル社など）との共同実験室を有している。また、世界各地の10あまりの大学、
科学研究機関、インキュベーターなどと協力覚書を締結している。日本の早稲田大学と交流を深め、協力関係を
築くことを期待している。

●相手企業の分布、地方企業
北京、蘇州、広州の3都市を中心とし、それぞれ中国北部、長江デルタ、珠江デルタをカバーしている。

●技術移転のコーディネータの育成
技術移転の人材育成を積極的に参与し、創業者向けのトレーニングキャンプも開設している。

（10）北京印刷学院
① 訪問概要
・訪　 問　 日　 時：2013年11月14日（木）
・訪　 問　 場　 所：北京印刷学院産業技術研究院会議室
・訪　　　問　　　者：伊藤　哲也　ＪＳＴ産学連携展開部調査役
	 　　  単　谷　ＪＳＴ中国総合研究交流センター　フェロー
・北京印刷学院対応者：周　忠　北京印刷学院学長補佐
	 　　  楊　春　北京印刷学院国際合作与交流処　副処長
	 　　  張　艶　北京緑色印刷包装産業技術研究院主任
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② 北京印刷学院概要
北京市内に位置し、前身は1958年に文化部が設立した文
化学院印刷学科。国家新聞出版総署（当時）と北京市が共
同で設立した北京市所属の地方大学である。

55年余りの発展を経て、学内にはメディア科学技術、メ
ディア文化、メディア管理、メディア芸術の４つの学科群
を形成し、さらにデジタル印刷、デジタル出版、デジタル
メディア芸術、デジタルメディア技術の新型デジタルメ
ディア専攻群も設置している。教職員数は772人で、その
うち専任教員は493人となっている。

研究事業を重視し、北京市級の重点研究機構と認定され
た、８つの施設を持ち、2012年と2013年の研究経費はいずれも7000万元以上に上り、教育や研究のための機器・設備
の総額は3億4580万元に達している。近年、70以上の国家や北京市の重大プロジェクトを担当している。研究成果の
質と量は大きく高まっており、コア誌に発表された論文は2000本以上となり、SCI・EI・ISTP・CSSCIに収録された
論文は700本近い。特許出願は1152件、取得件数は504件に達している。

産学研協力を強化しつつ、新聞出版産業をカバーした研究プラットフォームを構築している。2010年には、北京市
の認可で、北京緑色印刷包装産業技術研究院と北京印刷学院大学科技パークを設立した。地域の技術連盟やサイエン
スパークの設立に向け、20以上の研究所、企業、大学および現地政府と戦略的協力協定を締結している。

米国、ロシア、英国、ドイツなど14カ国50以上の有名大学や研究機構との協力・交流関係を構築し、学部生や大学
院生の共同育成を行っている。

③ 北京印刷学院における産学研連携事業に関するインタビュー結果
●産学研連携の分野

印刷包装、新材料、設計アートなどの分野である。

●産学研連携体制、運営方法
・政府の資金導入や企業の重点投資、研究開発成果を株に換算しての株式参入方式で北京における技術の移転
と産業化を展開する。

・政府の資金導入や大学の研究開発成果を株に換算しての株式参入、企業の重点投資、教員、研究者の株主権
奨励を結合した新モデルを採用し、まずは市所属の大学において中関村株主権奨励の先行試行政策を実施
し、大学の科学技術成果の転化プロジェクトチームに対して株主権奨励と成果譲渡収益の分配などの奨励措
置を実施し、研究開発成果を産出した個人とチームを奨励し、教員、研究者による研究開発成果の転化と産
業化の積極性を引き出す。

・研究開発成果転化のための長期的な体制を構築し、成果の選出や評価、運用、管理を実施する。

●プロジェクトの提案者
大学は主な提案者である。

●研究資金の調達方法、研究費受入額
2013年12月20日までに、大学の研究開発の総経費は7061万元にのぼり、そのうち競争的経費は585万元であっ
た。企業からの経費は1069万元で、前年に比べて飛躍的に増加し、総経費の15％を占めた。
2013年末までに、4件のプロジェクトを産業化し、産業化プロジェクトの総投資額はすでに2億元を超えている。
そのうち民間投資は1.3億元近くにのぼり、政府が提供した重大科学技術成果転化支援資金は5000万元を超えて
いる。

●プロジェクトのマネジメント（産学研連携の形式、進捗管理、等）
プロジェクト技術責任者とプロジェクト業務マネージャーによる二重の管理方式を導入している。技術責任

北京印刷学院正門Ⓒ（北京印刷学院HP）
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者は主に、プロジェクトの研究開発や産業化などの技術レベルの業務を担当し、業務マネージャーは主に、プロ
ジェクトの計画・実施・指揮・協調・コントロール・評価・市場運営などの市場レベルの業務を担当する。「申請、
実施、結論、転化、インキュベーション、市場マッチング」の全過程で一体的な管理を行っている。

●特許出願数、研究成果の権利化、ライセンスの取り扱い、知的財産の帰属
2011年、特許取得数は182件で、北京の大学で10位、北京市所属大学で2位となった。特許の所有権は大学に
ある。

●大学発ベンチャー企業の設立数、運営状況、分野
大学が運営している企業は2社あり、全ての出資は大学が行っている。設立時には大学による審議と認可が必
要となる。

●国際産学研連携の実績、現時点の課題、方向性、日本企業に対する期待
プリンテッドエレクトロニクスや3Dプリントなどの分野で日本の大学や企業との協力を希望している。

●相手企業の分布、地方企業
相手企業は北京を中心とし、長江デルタ地区や珠江デルタ地区にも広がる。

●技術移転のコーディネータの育成
研究成果転化の管理職を設け、適切な技術移転のコーディネータを招聘し、プロジェクトの産業化実施業務を
進めている。

各大学へのインタビュー所感

中国では、理工学系の重点大学および地方大学が、いずれも独自の、かつ活発な産学連携・技術移転活動を行っている。
時間の関係で十分なインタビューはできなかったが、それぞれの大学、機関が各地方の強みを生かした、産学連携への取
り組みを行っていることが強く感じられた。

総じて「産学連携」の守備範囲が日本の大学とは大きく異なるという印象をうけた。悪く言えば企業の下請け、地元産
業の振興のため、研究開発のみならず人材の供給拠点として徹底的に企業ニーズに応えようとする姿勢が強く伺われた。
また一方、国際連携も幅広く行われており、そこで最重視されているのは、海外企業・大学における先端技術を中国国内
で現地化することであった。それによって大学・企業における研究開発能力の向上を図ろうとしていることが印象的だっ
た。これは中国企業における研究開発レベルがいまだキャッチアップの過程にあるということを示すものだろうし、一
方で大学自身の生き残りを産学連携にかけている、という必死さもうかがわれた。この姿勢は日本の地方大学における
取り組みの参考になるのではないだろうか。

一方、多くの大学サイエンスパークや重点大学では、豊富な財源を背景に、特許出願支援、インキュベーション機能、
大学発ベンチャー企業への出資、国際連携を充実させていることが印象的だった。また、学生による起業に力を入れてい
るのが印象的で、インキュベーション入居企業による学生の育成も行われているとのことであった。北京大学における
取り組みは、JSTにおける産学連携・技術移転事業にも比類する充実ぶりであり、さらにJSTにはない強みとして、企業
家、金融関係の大学OBといった人的資源の存在があると思われた。また政府、OBからの信頼も厚く、まさに“ブランド”
として機能している様子がうかがわれた。

最後に、インタビューの中で話題に上がった、WIPOとINSEADが毎年発表しているGlobal	Innovation	Indexについ
て触れておきたい。2012年のランキングでは、Global	Innovation	Indexにおいて中国は34位であるが、Global	Innovation	
Efficiency	Index（イノベーション投資と成果の比）は1位であった。これはイノベーションをつくり出すための投資が少
ないにもかかわらず実際にイノベーションをつくり出す効率はよい、ということを意味する。それに比べ日本の順位は
それぞれ25位と88位である。それぞれの国での研究開発の状況は大きく異なるであろうが、成果を世の中に出す、とい
う強い意欲については、日本に見習うべきところがあるのではないかと感じた。
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本報告書は、独立行政法人科学技術振興機構中国総合研究交流センターが平成25年度に実施した「中

国の大学における産学連携の現状と動向」の調査結果を取りまとめたものである。	

本報告書の作成にあたって、多大なご協力を下さった、中国科学技術戦略発展研究院の方々及びイン

タビューと通じて、貴重な一次情報を下さった、中国の諸大学の方々に、本紙上を借りて心よりお礼を

申し上げる。また、日本国内では、沖村憲樹・独立行政法人科学技術振興機構顧問、小原満穂・独立行

政法人科学技術振興機構理事、斎藤仁志・独立行政法人科学技術振興機構執行役、米山春子・独立行政

法人科学技術振興機構中国総合研究交流センター調査役よりアドバイスをいただき、心から謝意を表し

たい。

本報告書が多くの方々に活用され、中国の大学における産学連携の現状対する理解、そして日中間の

国際産学連携の促進に一助となれば幸いである。

［企画・総括・全体編集］

細川 洋治（ほそかわ ようじ） 文部科学省科学技術・学術政策研究所上席フェロー
東京大学法学部卒、ハーバード大学ケネディ行政大学院行政修士課程卒。1982年科学技術庁(現文

部科学省)入庁。東京工業大学研究協力部長、国際原子力機関原子力エンジニア、独立行政法人科学技
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